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明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範  

２０２５年３月５日理事会承認

明治大学（以下「本大学」という。）は、「明治大学社会連携ポリシー（２００４年１０月２６日

理事会承認）」のほか、学術研究の信頼性及び公平性を確保するとともに、研究活動を行う機関と

しての社会的な責任を果たすため、本大学において研究活動を行うすべての者（以下「研究者」

という。）を対象として、以下のとおり明治大学研究者行動規範（以下「行動規範」という。）を定

める。

研究者は、行動規範に定める事項を遵守し、学術研究の適切なマネジメントに努めるとともに、

広く社会の発展に寄与するよう努めなければならない。

１１  学学術術研研究究ににおおけけるる不不正正行行為為のの防防止止等等

研究者は、自らの研究活動の立案、計画、申請、実施、報告等の過程において、研究データ、

資（試）料等の管理・保存等に関し、厳密な取扱いを徹底して、捏造、改ざん、盗用等の不正行

為を行わないことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

２２  研研究究費費のの適適正正管管理理及及びび使使用用  

研究者は、研究費の源泉が、学費のほか、国・地方公共団体等から交付される補助金・助成

金及び企業等から負託されたものであることを常に認識して、研究費ごとに定められた条件、

ルール等を遵守し、その適正な管理・運営及び公正かつ効率的な使用に努めなければならない。

３３  人人権権のの尊尊重重及及びび個個人人情情報報のの保保護護  

研究者は、本大学におけるすべての研究活動において人権を尊重するとともに、研究過程に

おいて入手した個人情報の保護に努めなければならない。

４４  研研究究成成果果のの公公開開・・説説明明  

研究者は、上記３に反しない範囲で、研究成果を積極的に公開するとともに、研究活動の透

明性を確保するため、当該研究の学術的・社会的意義について説明する義務を負うものとする。

５５  学学術術研研究究のの適適切切ななママネネジジメメンントト  

研究者は、研究データ、資（試）料等の適切な取扱い並びに法令・校規等に基づく管理・保存

について責任を有するとともに、円滑な研究の遂行に努めなければならない。

６６  利利益益相相反反へへのの適適切切なな対対応応  

研究者は、自らの研究行動について、利益相反の発生に十分に注意し、「明治大学利益相反ポ

リシー（２００５年１月１１日理事会承認）」に基づき、利益相反による弊害が生じないよう努

めなければならない。

７７  研研究究のの健健全全性性・・公公正正性性（（研研究究イインンテテググリリテティィ））確確保保にに向向けけたた取取りり組組みみ  

研究者は、研究の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対し、自らの研究活動の透明性

を確保するため、説明責任の重要性を認識し、所属機関等に対する必要情報の適切な報告など、

研究インテグリティ確保に向けた自発的な取り組みに努めなければならない。
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務分担の実態と職務分掌に関わる規定の間に乖離が生じないよう、不断に見直します。

(4) 研究不正告発等の取扱い及び研究不正調査及び懲戒に関する運用の透明化

公的研究費の不正使用に係る調査並びに懲戒については規程に従い、その運用にあたって

は明確かつ透明性をもって実施します。研究費の不正使用等に関する通報に対して適切に対

応できるよう受付窓口を設置します。

３３ 不不正正をを発発生生ささせせるる要要因因のの把把握握とと研研究究費費不不正正防防止止計計画画のの策策定定・・遂遂行行

内部監査及びモニタリングにより、不正発生要因を定期的に調査・把握します。その結果

を受けて、毎年度、研究費不正防止計画を策定・遂行します。類似事例の再発防止を徹底す

る等、ＰＤＣＡサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。

４４ 研研究究費費のの適適正正なな運運営営・・管管理理活活動動

(1)  予算執行状況の定期的な把握及び検証

研究者及び事務部門において、予算計画の把握、執行状況の定期的な確認を行うことによ

り、特定の時期に偏ることのない適正な予算執行を推進します。

(2)  発注・予算執行状況の把握

発注段階において支出財源を特定し、予算執行の状況を遅滞なく把握します。予算執行状

況を分析し特定業者との関係に留意する等の不正発生のリスクの最小化に努めます。

(3)  発注・納品・検収・管理業務に関わるチェック体制の強化

物品及び役務の発注から検品・検収にかかる体制について、当事者以外によるチェックが

有効に機能するよう、検品室の検品（納品確認）を通じて不正取引の防止を徹底します。ま

た、特殊な役務や成果物のない機器の保守・点検等に対する検収を着実に実施することとと

もに、換金性の高い物品の適切な管理を推進します。

あわせて、不正な取引を防止するため、取引業者に対して、誓約書等の提出を通じ、不正

対策に関する方針及びルールの理解を徹底します。

(4)  非常勤雇用者及び出張旅費に関わる管理

非常勤雇用者の勤務事実を確認し、適正な雇用管理を行います。研究出張については出張

計画の実行状況を全学的に確認できる管理体制を構築し、二重払い等を防止します。

(5)  部局等責任者による改善

部局等責任者は、部局の研究費の執行状況を検証し、必要に応じ改善策を講じます。

５５ 情情報報発発信信・・共共有有化化のの推推進進

公的研究費の使用ルール等について本大学内外からの相談を受け付ける相談窓口を置きま

す。また、公的研究費の不正使用への取組に関する本大学の方針等について、学内で周知す

るとともに学外に公開します。

６６ モモニニタタリリンンググ及及びび効効果果的的なな監監査査

不正防止計画推進部署が証憑点検等を行い、監査室が不正発生リスクに対する重点的な監

査（リスクアプローチ監査）を定期的に行うことから不正発生要因を分析し、統括管理責任

者及び不正防止計画推進部署が策定する「研究不正防止計画」にフィードバックします。不

正発生リスクの最小化に向け、組織的に牽制機能を高めます。

以 上
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２０２２年４月１日 

最 高 管 理 責 任 者 

（ 学 長 ） 

明明治治大大学学ににおおけけるる公公的的研研究究費費等等のの不不正正使使用用防防止止にに関関すするる基基本本方方針針  

明治大学（以下「本大学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン(実施基準)」(平成１９年２月１５日文部科学大臣決定(令和３年２月１日改正)) 及び「研

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成２６年８月２６日文部科学大臣

決定)を踏まえ、最高管理責任者である学長として、「明治大学における公的研究費等の不正使用

防止に関する基本方針」を定めます。本方針の下で統括管理責任者である副学長（研究担当）が

「不正防止計画」を策定し、その着実な遂行を通じて、研究機関としての責務を果たします。 

１１  機機関関内内のの責責任任体体制制のの明明確確化化  

公的研究費等の運営・管理を適切に行うために、責任体制を明確に定め、これを公表します。 

(1) 本大学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営について総括的責任及び権限を有す

る者として「最高管理責任者」を置き、学長をもって充てます。 

(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の管理・運営について本大学全体を統括する者として「統

括管理責任者」を置き、副学長（研究担当）をもって充てます。 

(3) 部局等における実質的な責任と権限を持つ者として「部局等責任者」を置き、当該部局の

長である各学部長、各大学院長、各機構長、付属高中校長及び人事部長をもって充てます。

部局等責任者は、「コンプライアンス推進責任者」「研究倫理教育責任者」を兼ね、①部局

等における研究費の不正使用防止策の遂行、②コンプライアンス教育の実施及び受講状況の

管理、③定期的な啓発活動の実施、④研究者への必要に応じた指導を行います。また研究倫

理教育責任者は、研究倫理教育を実施し、その受講状況を管理します。 

(4) 部局等責任者は、その役割の実効性を確保する観点から、学科・専攻、研究科等の単位で

必要に応じて「部局等副責任者」を任命します。 

２２  適適正正なな運運営営・・管管理理のの基基盤盤ととななるる環環境境のの整整備備  

(1) コンプライアンス教育・啓発活動及び研究倫理教育の実施

公的研究費等使用にあたっての責務・ルール等について、コンプライアンス教育や啓発活

動を通じて学内に周知します。さらに研究倫理教育を全ての研究者等を対象に実施すること

により、研究活動における不正防止への意識向上を図ります。 

(2) ルールの明確化・統一化

公的研究費等を適正に運用するための統一ルールとして、「明治大学における研究費等に

関する使用マニュアル」を定め、全ての構成員に周知徹底します。例外的な処理によって、

運用実態との乖離が生じないよう、毎年度、同マニュアルの見直しを行います。 

(3) 職務権限の明確化

公的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。業
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務分担の実態と職務分掌に関わる規定の間に乖離が生じないよう、不断に見直します。 

(4) 研究不正告発等の取扱い及び研究不正調査及び懲戒に関する運用の透明化

公的研究費の不正使用に係る調査並びに懲戒については規程に従い、その運用にあたって

は明確かつ透明性をもって実施します。研究費の不正使用等に関する通報に対して適切に対

応できるよう受付窓口を設置します。 

３３  不不正正をを発発生生ささせせるる要要因因のの把把握握とと研研究究費費不不正正防防止止計計画画のの策策定定・・遂遂行行  

内部監査及びモニタリングにより、不正発生要因を定期的に調査・把握します。その結果

を受けて、毎年度、研究費不正防止計画を策定・遂行します。類似事例の再発防止を徹底す

る等、ＰＤＣＡサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。 

４４  研研究究費費のの適適正正なな運運営営・・管管理理活活動動  

(1) 予算執行状況の定期的な把握及び検証

研究者及び事務部門において、予算計画の把握、執行状況の定期的な確認を行うことによ

り、特定の時期に偏ることのない適正な予算執行を推進します。 

(2) 発注・予算執行状況の把握

発注段階において支出財源を特定し、予算執行の状況を遅滞なく把握します。予算執行状

況を分析し特定業者との関係に留意する等の不正発生のリスクの最小化に努めます。 

(3) 発注・納品・検収・管理業務に関わるチェック体制の強化

物品及び役務の発注から検品・検収にかかる体制について、当事者以外によるチェックが

有効に機能するよう、検品室の検品（納品確認）を通じて不正取引の防止を徹底します。ま

た、特殊な役務や成果物のない機器の保守・点検等に対する検収を着実に実施することとと

もに、換金性の高い物品の適切な管理を推進します。 

あわせて、不正な取引を防止するため、取引業者に対して、誓約書等の提出を通じ、不正

対策に関する方針及びルールの理解を徹底します。 

(4) 非常勤雇用者及び出張旅費に関わる管理

非常勤雇用者の勤務事実を確認し、適正な雇用管理を行います。研究出張については出張

計画の実行状況を全学的に確認できる管理体制を構築し、二重払い等を防止します。 

(5) 部局等責任者による改善

部局等責任者は、部局の研究費の執行状況を検証し、必要に応じ改善策を講じます。

５５  情情報報発発信信・・共共有有化化のの推推進進  

公的研究費の使用ルール等について本大学内外からの相談を受け付ける相談窓口を置きま

す。また、公的研究費の不正使用への取組に関する本大学の方針等について、学内で周知す

るとともに学外に公開します。 

６６  モモニニタタリリンンググ及及びび効効果果的的なな監監査査  

不正防止計画推進部署が証憑点検等を行い、監査室が不正発生リスクに対する重点的な監

査（リスクアプローチ監査）を定期的に行うことから不正発生要因を分析し、統括管理責任

者及び不正防止計画推進部署が策定する「研究不正防止計画」にフィードバックします。不

正発生リスクの最小化に向け、組織的に牽制機能を高めます。 

以 上 
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２０２２年４月１日

最 高 管 理 責 任 者

（ 学 長 ）

明明治治大大学学ににおおけけるる公公的的研研究究費費等等のの不不正正使使用用防防止止にに関関すするる基基本本方方針針

明治大学（以下「本大学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン(実施基準)」(平成１９年２月１５日文部科学大臣決定(令和３年２月１日改正)) 及び「研

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成２６年８月２６日文部科学大臣

決定)を踏まえ、最高管理責任者である学長として、「明治大学における公的研究費等の不正使用

防止に関する基本方針」を定めます。本方針の下で統括管理責任者である副学長（研究担当）が

「不正防止計画」を策定し、その着実な遂行を通じて、研究機関としての責務を果たします。

１１ 機機関関内内のの責責任任体体制制のの明明確確化化

公的研究費等の運営・管理を適切に行うために、責任体制を明確に定め、これを公表します。

(1) 本大学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営について総括的責任及び権限を有す

る者として「最高管理責任者」を置き、学長をもって充てます。

(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の管理・運営について本大学全体を統括する者として「統

括管理責任者」を置き、副学長（研究担当）をもって充てます。

(3) 部局等における実質的な責任と権限を持つ者として「部局等責任者」を置き、当該部局の

長である各学部長、各大学院長、各機構長、付属高中校長及び人事部長をもって充てます。

部局等責任者は、「コンプライアンス推進責任者」「研究倫理教育責任者」を兼ね、①部局

等における研究費の不正使用防止策の遂行、②コンプライアンス教育の実施及び受講状況の

管理、③定期的な啓発活動の実施、④研究者への必要に応じた指導を行います。また研究倫

理教育責任者は、研究倫理教育を実施し、その受講状況を管理します。

(4) 部局等責任者は、その役割の実効性を確保する観点から、学科・専攻、研究科等の単位で

必要に応じて「部局等副責任者」を任命します。

２２ 適適正正なな運運営営・・管管理理のの基基盤盤ととななるる環環境境のの整整備備

(1)  コンプライアンス教育・啓発活動及び研究倫理教育の実施

公的研究費等使用にあたっての責務・ルール等について、コンプライアンス教育や啓発活

動を通じて学内に周知します。さらに研究倫理教育を全ての研究者等を対象に実施すること

により、研究活動における不正防止への意識向上を図ります。

(2)  ルールの明確化・統一化

公的研究費等を適正に運用するための統一ルールとして、「明治大学における研究費等に

関する使用マニュアル」を定め、全ての構成員に周知徹底します。例外的な処理によって、

運用実態との乖離が生じないよう、毎年度、同マニュアルの見直しを行います。

(3) 職務権限の明確化

公的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。業
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１１  研研究究不不正正防防止止体体制制（（99～～1122ペペーージジ））  

文部科学省ガイドラインの要請により、研究費の管理・運営について適切な PDCA サイクルを 
機能させるため、内部監査結果等をもとに「2025年度公的研究費不正防止に向けた計画及び

実施要項」及び「2025年度コンプライアンス教育・啓発活動・研究倫理教育実施計画」を策

定するとともに、近年の不正使用事案例を一部修正しました。 
２２  研研究究改改善善費費ににつついいてて（（1199、、2211ペペーージジ））  

ＰＩ人件費支出制度の導入にあたり、「研究改善費」の措置に伴う説明を付記しました。 

３３  情情報報メメデディィアア部部かかららののごご案案内内（（4499、、5500ペペーージジ））  

ソフトウェア（アドビ製品）の利用についての案内を更新しました。 

４４  研研究究出出張張のの旅旅費費ににつついいてて（（5533、、5555、、5566ペペーージジ））  

研究出張時の宿泊費に関して、取扱いを確認し、表記を追記しました。 

５５  アアルルババイイトトのの使使用用ににつついいてて（（6677 ペペーージジ））  

最低賃金改定上げ幅に鑑み、時給基準の変更（一般：1,300 円、専門分野：1,700 円）及び、 

労働時間数の設定表記を追記しました。 

６６  会会場場のの借借用用ににつついいてて（（8800ペペーージジ））  

対象研究費及び提出書類を見直し、表記を追記しました。 

７７  関関連連規規程程ににつついいてて（（11、、9999ペペーージジ以以降降）） 

関連する規程の追加及び最新版を掲載しました。 
「明治大学研究者行動規範」 
「明治大学研究推進員及び研究支援者の採用等に関する規程」 

   「明治大学研究データ管理ポリシー」 
８８  ２２００２２５５年年度度のの各各種種改改正正ににつついいてて 

  研究費の執行に係る各種申請の電子申請機能が追加でリリースされる予定です。 

本機能については、段階的な試行と導入を検討しております。 

当面はハイブリッドの運用（紙申請と電子申請[試行]の併用）で対応していく予定ですが、 

詳細は随時ご案内します。 

 

 

 
 
 

 
明治大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動にお

ける不正行為への対応等に関するガイドライン」の要請に基づき、次の取組みを行っています。 

１ 責任体制の確立 

「明治大学における研究費の適正管理に関する規程」（84ページ）により責任体制を明確に定

め、公的研究費等の適正管理に取り組んでいます。 

 
 

今今年年度度のの主主なな変変更更点点  

文文部部科科学学省省ガガイイドドラライインンへへのの対対応応  
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研研究究費費等等のの使使用用ににああたたっってて  

 

明治大学は、科研費をはじめとする公的研究費及び公的資金を原資とする助成等の適正な運営

と管理について、責任をもって行っています。また、学納金を主な財源とする学内研究費も本学

が国庫助成を受けていることから、公的研究費と同等に取扱う必要があります。 

本誌「明治大学における研究費等に関する使用マニュアル」（以下「研究費使用マニュアル」と

いう。）は、そのための明明治治大大学学ににおおけけるる基基本本ルルーールルとなります。 

研究費等を適切に使用するため、特に以下の点にご留意いただきながら、「研究費使用マニュア

ル」をご確認いただき、監査等への説明のため、支出に関する不明な点を担当事務室から問合せ

等する場合がありますので、ご教示等ご協力お願いします。 

また、研究費以外の事業については、適宜読み替えてご利用ください。 

 

【【１１】】「「明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範」」とと「「明明治治大大学学公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画」」  

「明治大学研究者行動規範」（1ページ）を遵守し、「明治大学公的研究費不正防止に向けた

計画」（9ページ）の遂行に努めるようお願いします。 
 

【【２２】】研研究究費費のの使使途途範範囲囲  

 原則として以下が研究費の使途範囲です。（「研究支援経費」は 21ページ参照） 

(1) 当該研究を遂行するために直接必要な経費 

(2) 当該研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費 

 （個別の制約により、この経費を使途範囲としない研究費があります。） 

  (3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件 
 

【【３３】】研研究究費費のの使使途途ににつついいててのの説説明明責責任任  

研究費等は、国から全額または一部を補助金等として助成されており、また、学内研究費

においても、国庫助成や学納金を主な財源としているため、国民や本学学生並びにその父母

等の負担で成り立っています。 

そのため、研究者は、研究費の使途や成果について、国民・学生・学生の父母等への説明

責任を負っていますので、広く一般に理解を得られるように努めなければなりません。専門

性が高く一般的に難しい事柄に関しましても、誰にでも容易に理解できるような丁寧な説明

が求められます。 
 

【【４４】】研研究究費費とと給給与与所所得得  

   研究費等はその公共性・公益性を踏まえ、「国税庁長官通達」（83ページ）において「大学

が直接支出すべき」であり、「研究題目の研究のために必要な」経費は、「当該教授等」個人

の「給与所得」から除くとされており、研究費は、「給与所得」に該当しないものとされ、税

金が免除されています。 

   研究計画に照らし、「【２】研究費の使途範囲」として適切と確認できるものが研究費とし

て支出できるものとなるため、研究費としての支出が適切と確認できない場合は、給与所得

として課税対象になりかねませんのでご留意ください。  
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１１  研研究究不不正正防防止止体体制制（（99～～1122ペペーージジ））  

文部科学省ガイドラインの要請により、研究費の管理・運営について適切な PDCA サイクルを

機能させるため、内部監査結果等をもとに「2025年度公的研究費不正防止に向けた計画及び

実施要項」及び「2025年度コンプライアンス教育・啓発活動・研究倫理教育実施計画」を策

定するとともに、近年の不正使用事案例を一部修正しました。

２２  研研究究改改善善費費ににつついいてて（（1199、、2211ペペーージジ））  

ＰＩ人件費支出制度の導入にあたり、「研究改善費」の措置に伴う説明を付記しました。 

３３  情情報報メメデディィアア部部かかららののごご案案内内（（4499、、5500ペペーージジ））  

ソフトウェア（アドビ製品）の利用についての案内を更新しました。

４４  研研究究出出張張のの旅旅費費ににつついいてて（（5533、、5555、、5566ペペーージジ））  

研究出張時の宿泊費に関して、取扱いを確認し、表記を追記しました。 

５５  アアルルババイイトトのの使使用用ににつついいてて（（6677ペペーージジ））

最低賃金改定上げ幅に鑑み、時給基準の変更（一般：1,300 円、専門分野：1,700 円）及び、 

労働時間数の設定表記を追記しました。 

６６  会会場場のの借借用用ににつついいてて（（8800ペペーージジ））  

対象研究費及び提出書類を見直し、表記を追記しました。 

７７  関関連連規規程程ににつついいてて（（11、、9999ペペーージジ以以降降）） 

関連する規程の追加及び最新版を掲載しました。

「明治大学研究者行動規範」

「明治大学研究推進員及び研究支援者の採用等に関する規程」

「明治大学研究データ管理ポリシー」

８８  ２２００２２５５年年度度のの各各種種改改正正ににつついいてて 

  研究費の執行に係る各種申請の電子申請機能が追加でリリースされる予定です。 

本機能については、段階的な試行と導入を検討しております。 

当面はハイブリッドの運用（紙申請と電子申請[試行]の併用）で対応していく予定ですが、 

詳細は随時ご案内します。 

明治大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動にお

ける不正行為への対応等に関するガイドライン」の要請に基づき、次の取組みを行っています。

１ 責任体制の確立 

「明治大学における研究費の適正管理に関する規程」（84ページ）により責任体制を明確に定

め、公的研究費等の適正管理に取り組んでいます。 

今今年年度度のの主主なな変変更更点点  

文文部部科科学学省省ガガイイドドラライインンへへのの対対応応  
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研研究究費費等等のの使使用用ににああたたっってて

明治大学は、科研費をはじめとする公的研究費及び公的資金を原資とする助成等の適正な運営

と管理について、責任をもって行っています。また、学納金を主な財源とする学内研究費も本学

が国庫助成を受けていることから、公的研究費と同等に取扱う必要があります。

本誌「明治大学における研究費等に関する使用マニュアル」（以下「研究費使用マニュアル」と

いう。）は、そのための明明治治大大学学ににおおけけるる基基本本ルルーールルとなります。

研究費等を適切に使用するため、特に以下の点にご留意いただきながら、「研究費使用マニュア

ル」をご確認いただき、監査等への説明のため、支出に関する不明な点を担当事務室から問合せ

等する場合がありますので、ご教示等ご協力お願いします。

また、研究費以外の事業については、適宜読み替えてご利用ください。

【【１１】】「「明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範」」とと「「明明治治大大学学公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画」」

「明治大学研究者行動規範」（1ページ）を遵守し、「明治大学公的研究費不正防止に向けた

計画」（9ページ）の遂行に努めるようお願いします。

【【２２】】研研究究費費のの使使途途範範囲囲

原則として以下が研究費の使途範囲です。（「研究支援経費」は 21ページ参照）

(1) 当該研究を遂行するために直接必要な経費

(2) 当該研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費

（個別の制約により、この経費を使途範囲としない研究費があります。）

(3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件

【【３３】】研研究究費費のの使使途途ににつついいててのの説説明明責責任任

研究費等は、国から全額または一部を補助金等として助成されており、また、学内研究費

においても、国庫助成や学納金を主な財源としているため、国民や本学学生並びにその父母

等の負担で成り立っています。

そのため、研究者は、研究費の使途や成果について、国民・学生・学生の父母等への説明

責任を負っていますので、広く一般に理解を得られるように努めなければなりません。専門

性が高く一般的に難しい事柄に関しましても、誰にでも容易に理解できるような丁寧な説明

が求められます。

【【４４】】研研究究費費とと給給与与所所得得

研究費等はその公共性・公益性を踏まえ、「国税庁長官通達」（83 ページ）において「大学

が直接支出すべき」であり、「研究題目の研究のために必要な」経費は、「当該教授等」個人

の「給与所得」から除くとされており、研究費は、「給与所得」に該当しないものとされ、税

金が免除されています。

研究計画に照らし、「【２】研究費の使途範囲」として適切と確認できるものが研究費とし

て支出できるものとなるため、研究費としての支出が適切と確認できない場合は、給与所得

として課税対象になりかねませんのでご留意ください。
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２０２５年４月１日 
統 括 管 理 責 任 者 
副学長（研究担当） 

 
２２００２２５５年年度度  明明治治大大学学  公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項  

 

１ 機関内の責任体制の明確化 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 非効率業務や形骸化し

た管理体制 
○ 責任者の認識不足、実

績の未把握、報告の不

徹底 

職職務務権権限限とと責責任任のの明明確確化化  

業務が非効率になったり、決裁が形骸

化したりしないよう、職務権限や責任

が実態と乖離していないか、定期的に

確認する。 

1. 最高管理責任者のもとで、統括管理

責任者は、部局等責任者から各部局

の実施状況の報告を求める。 

2. 統括管理責任者は不正防止計画推

進部署と定期的に協議をする。 

２ 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 研究におけるコンプラ

イアンスの理解不足 
○ 研究費は公金であると

の認識の欠如 
◆ 2024 年度内部監査 

提言 

不不正正をを許許ささなないい組組織織風風土土、、意意識識向向上上  

研究費の適正使用を責務とし、研究費

の不正を許さない風土を構築する。 
研究費は公金であり、機関が管理する

ものとの認識を深める。 

1. コンプライアンス教育の受講率

100％を継続する。 

2. コンプライアンス啓発活動を対象

者別に４半期１回程度実施する。 

3. 非常勤雇用者に対するコンプライ

アンス教育を強化する。 

○ 不明瞭な基準・ルール 
○ 例外処理の常態化 
○ 研究者による立替払い

の増加 
◆ 2024 年度内部監査

提言 

ルルーールルのの明明確確化化・・統統一一化化  

「研究費マニュアル」でルールを周知

し、ルールと運用の乖離を防止する。 
研研究究者者がが支支払払いいにに関関与与ししなないい仕仕組組みみ  

研究者が支払いに関与しない仕組み

を整備するため、請求書払いを推進

し、購買システム等を導入する。 

4. 「研究費マニュアル」を定期的に見

直し、基準やルールを明確化する。 

5. 研究者が支払いに関与しない環境

を整備するため、請求書払いを進

め、立替払いを抑制する。 

6. 「購買システム」や「研究費システ

ム」の導入を検討する。 

３ 不正発生要因の把握と研究費不正防止計画の策定・実行 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正リ

スク要因の見過ごし 
○ 研究活動で生じている

問題や課題等、不正発

生要因の未把握 

監監査査ににおおけけるる不不正正発発生生要要因因のの分分析析  

発注から検収に至る過程や出張先確

認等の研究活動の実態を監査するこ

とから、不正発生要因を分析する。 

研研究究者者ととのの意意見見交交換換  

課題を把握することで、未然に不正を

防止し、かつ制度改善に生かす。 

1. 内部監査時の研究者ヒアリング、出

張先確認、業者帳票突合等から不正

発生リスクを検討する。 

2. 不正発生要因に重点化した不正防

止計画を策定する。 

3. 最高管理責任者自ら率先し、研究不

正防止に努める姿勢を示す。 

４ 研究費の適正な運営・管理活動 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 特定時期への予算執行

の偏り 
 

研研究究予予算算のの執執行行状状況況のの管管理理  

研究者自身及び事務部門の双方で予

算執行状況を確認する。 
発発注注段段階階ににおおけけるる支支出出財財源源のの特特定定  

予算執行を遅滞なく把握できるよう

発注段階で支出財源を確定する。 

1. 研究費執行状況web照会システムに

より、研究者自身が研究費の執行状

況を管理する。 

2. 特定時期に予算執行が偏らないよ

う、事務局から研究課題の計画的な

進捗を促す通知を送る。 
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役役職職  職職名名・・役役割割  

最高管理責任者 
学 長－本学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営の総括

的責任及び権限を有します。 

統括管理責任者 

副学長（研究担当）－最高管理責任者を補佐し、部局等責任者を通

じて、研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及

び研究倫理教育を統括します。 

部局等責任者（コンプラ

イアンス推進責任者・研

究倫理教育責任者） 

各学部長、各大学院長、研究・知財戦略機構長、国際連携機構長、

社会連携機構長、明治高等学校・中学校長、人事部長－部局等にお

ける研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及び

研究倫理教育について実質的な責任と権限を有します。 

２ 研究不正行為の早期発見及びその是正のための窓口の設置 

「研究活動の不正行為にかかわる通報処理に関する規程」（86ページ）等を制定し、研究不正

行為に関わる通報・相談、調査方法等について定め、また、以下の窓口を設けています。 

不不正正行行為為ににかかかかわわるる相相談談窓窓口口  

研究倫理オフィス 
電話：03-3296-4550・4551  FAX：03-3295-3070 

E-mail：munw@mics.meiji.ac.jp  

不不正正行行為為ににかかかかわわるる受受付付窓窓口口  

弁護士法人名川・岡村法律事務所 

電話：03-5405-3060     FAX：03-5405-0960 

E-mail：meiji_tsuho1881@nagawa-okamura.com 

担当弁護士：沖山延史弁護士、中島有紀弁護士 

受付時間：月～金 午前 10 時～午後 6 時 

３ 研究倫理教育及びコンプライアンス教育の受講 

全ての研究者等は定期的に受講し、受講後には誓約書の提出が必要です。未受講者は、研究

費の執行が留保される場合があります。受講手続きは、所属学部等にお問い合わせください。 

（参考）研究倫理教育及びコンプライアンス教育について web サイト 

https://www.meiji.ac.jp/osri/guideline/compliance.html 

４ 検品・検収体制の整備、登録業者の誓約書提出の義務化 

検品室で検品を行い、発注と検品・検収を分けています。特殊な役務の検収は、本マニュア

ル及び「公的資金における検品マニュアル」に示し、また「明治大学における研究費にて購入

した換金性の高い物品の適切な管理に関する申合せ」（96 ページ）を運用しています。研究費

の適正使用のため、本学と取引のある業者から、誓約書の提出を義務化しています。 

５ 内部監査・モニタリングの実施 

監査基準・監査マニュアルに基づき、監査室が定期的に監査を行い、不正発生要因を分析し、

統括管理責任者等が作成する「不正防止計画」にフィードバックします。不正発生リスクの最

小化に向け、ＰＤＣＡサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。 

６ 研究機関における研究データの保存・開示 

「明治大学における研究データの保存・開示等に関する内規」（104ページ）を定めています。 

７ 研究不正防止計画及びコンプライアンス教育・啓発活動の推進 

  統括管理責任者が各計画を策定（9～11ページ）し、倫理審査委員会を通じて全学的に推進し 

ています。 
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２０２５年４月１日 
統 括 管 理 責 任 者 
副学長（研究担当） 

 
２２００２２５５年年度度  明明治治大大学学  公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項  

 

１ 機関内の責任体制の明確化 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 非効率業務や形骸化し

た管理体制 
○ 責任者の認識不足、実

績の未把握、報告の不

徹底 

職職務務権権限限とと責責任任のの明明確確化化  

業務が非効率になったり、決裁が形骸

化したりしないよう、職務権限や責任

が実態と乖離していないか、定期的に

確認する。 

1. 最高管理責任者のもとで、統括管理

責任者は、部局等責任者から各部局

の実施状況の報告を求める。 

2. 統括管理責任者は不正防止計画推

進部署と定期的に協議をする。 

２ 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 研究におけるコンプラ

イアンスの理解不足 
○ 研究費は公金であると

の認識の欠如 
◆ 2024 年度内部監査 

提言 

不不正正をを許許ささなないい組組織織風風土土、、意意識識向向上上  

研究費の適正使用を責務とし、研究費

の不正を許さない風土を構築する。 
研究費は公金であり、機関が管理する

ものとの認識を深める。 

1. コンプライアンス教育の受講率

100％を継続する。 

2. コンプライアンス啓発活動を対象

者別に４半期１回程度実施する。 

3. 非常勤雇用者に対するコンプライ

アンス教育を強化する。 

○ 不明瞭な基準・ルール 
○ 例外処理の常態化 
○ 研究者による立替払い

の増加 
◆ 2024 年度内部監査

提言 

ルルーールルのの明明確確化化・・統統一一化化  

「研究費マニュアル」でルールを周知

し、ルールと運用の乖離を防止する。 
研研究究者者がが支支払払いいにに関関与与ししなないい仕仕組組みみ  

研究者が支払いに関与しない仕組み

を整備するため、請求書払いを推進

し、購買システム等を導入する。 

4. 「研究費マニュアル」を定期的に見

直し、基準やルールを明確化する。 

5. 研究者が支払いに関与しない環境

を整備するため、請求書払いを進

め、立替払いを抑制する。 

6. 「購買システム」や「研究費システ

ム」の導入を検討する。 

３ 不正発生要因の把握と研究費不正防止計画の策定・実行 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正リ

スク要因の見過ごし 
○ 研究活動で生じている

問題や課題等、不正発

生要因の未把握 

監監査査ににおおけけるる不不正正発発生生要要因因のの分分析析  

発注から検収に至る過程や出張先確

認等の研究活動の実態を監査するこ

とから、不正発生要因を分析する。 

研研究究者者ととのの意意見見交交換換  

課題を把握することで、未然に不正を

防止し、かつ制度改善に生かす。 

1. 内部監査時の研究者ヒアリング、出

張先確認、業者帳票突合等から不正

発生リスクを検討する。 

2. 不正発生要因に重点化した不正防

止計画を策定する。 

3. 最高管理責任者自ら率先し、研究不

正防止に努める姿勢を示す。 

４ 研究費の適正な運営・管理活動 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 特定時期への予算執行

の偏り 
 

研研究究予予算算のの執執行行状状況況のの管管理理  

研究者自身及び事務部門の双方で予

算執行状況を確認する。 
発発注注段段階階ににおおけけるる支支出出財財源源のの特特定定  

予算執行を遅滞なく把握できるよう

発注段階で支出財源を確定する。 

1. 研究費執行状況web照会システムに

より、研究者自身が研究費の執行状

況を管理する。 

2. 特定時期に予算執行が偏らないよ

う、事務局から研究課題の計画的な

進捗を促す通知を送る。 
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役役職職  職職名名・・役役割割  

最高管理責任者 
学 長－本学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営の総括

的責任及び権限を有します。 

統括管理責任者 

副学長（研究担当）－最高管理責任者を補佐し、部局等責任者を通

じて、研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及

び研究倫理教育を統括します。 

部局等責任者（コンプラ

イアンス推進責任者・研

究倫理教育責任者） 

各学部長、各大学院長、研究・知財戦略機構長、国際連携機構長、

社会連携機構長、明治高等学校・中学校長、人事部長－部局等にお

ける研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及び

研究倫理教育について実質的な責任と権限を有します。 

２ 研究不正行為の早期発見及びその是正のための窓口の設置 

「研究活動の不正行為にかかわる通報処理に関する規程」（86 ページ）等を制定し、研究不正

行為に関わる通報・相談、調査方法等について定め、また、以下の窓口を設けています。 

不不正正行行為為ににかかかかわわるる相相談談窓窓口口  

研究倫理オフィス 
電話：03-3296-4550・4551  FAX：03-3295-3070 

E-mail：munw@mics.meiji.ac.jp  

不不正正行行為為ににかかかかわわるる受受付付窓窓口口  

弁護士法人名川・岡村法律事務所 

電話：03-5405-3060     FAX：03-5405-0960 

E-mail：meiji_tsuho1881@nagawa-okamura.com 

担当弁護士：沖山延史弁護士、中島有紀弁護士 

受付時間：月～金 午前 10 時～午後 6 時 

３ 研究倫理教育及びコンプライアンス教育の受講 

全ての研究者等は定期的に受講し、受講後には誓約書の提出が必要です。未受講者は、研究

費の執行が留保される場合があります。受講手続きは、所属学部等にお問い合わせください。 

（参考）研究倫理教育及びコンプライアンス教育について web サイト 

https://www.meiji.ac.jp/osri/guideline/compliance.html 

４ 検品・検収体制の整備、登録業者の誓約書提出の義務化 

検品室で検品を行い、発注と検品・検収を分けています。特殊な役務の検収は、本マニュア

ル及び「公的資金における検品マニュアル」に示し、また「明治大学における研究費にて購入

した換金性の高い物品の適切な管理に関する申合せ」（96 ページ）を運用しています。研究費

の適正使用のため、本学と取引のある業者から、誓約書の提出を義務化しています。 

５ 内部監査・モニタリングの実施 

監査基準・監査マニュアルに基づき、監査室が定期的に監査を行い、不正発生要因を分析し、

統括管理責任者等が作成する「不正防止計画」にフィードバックします。不正発生リスクの最

小化に向け、ＰＤＣＡサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。 

６ 研究機関における研究データの保存・開示 

「明治大学における研究データの保存・開示等に関する内規」（104 ページ）を定めています。 

７ 研究不正防止計画及びコンプライアンス教育・啓発活動の推進 

  統括管理責任者が各計画を策定（9～11ページ）し、倫理審査委員会を通じて全学的に推進し 

ています。 
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２０２５年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者  

  副学長（研究担当）  

  

２２００２２５５年年度度  ココンンププラライイアアンンスス教教育育・・啓啓発発活活動動・・研研究究倫倫理理教教育育実実施施計計画画  

  

  

4月
～6月

7月
～9月

10月
～12月

1月
～3月

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
倫理審査委員会（ガイドライン報告、コンプラ

イアンス・研究倫理教育実施報告）

〇 倫理審査委員会（チェックリスト結果報告）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画協議）

〇 〇
研究・知財戦略機構会議

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 〇
学部長会

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画等検証等）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 新任教員研修会

eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
研究費使用説明会・教授会（不正事案共有・研

究費ルール説明）

〇
科研費申請説明会（不正事案共有・研究計画の

立て方・研究費ルール）

コンプライアンス教育 契約時説明（対面・動画等、教材配布等）

啓発活動 〇 〇 〇 〇 不正防止リーフレット（Web公開）

全ての大学院学
生・学部学生

研究倫理教育 〇 〇 〇 〇 eAPRIN（大学院）・学内資料通読（学部）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

啓発活動 〇 〇 〇 研究費マニュアル連絡会（年4回）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 〇 〇 〇 最高管理責任者・統括管理責任者連絡会

〇 監事及び監査部門との不正防止部門連絡会

対象者 区分
時期

内容等

内部統制・監査担
当者

随時

随時

啓発活動

関係役職者・コンプ
ライアンス推進責
任者

随時

随時

啓発活動

すべての研究者・
研究支援者

随時

研究倫理教育

随時

啓発活動

研究費の支給を受
ける者(学生アルバ
イト等)

随時

事務職員（研究費
管理・運用関係者）

随時

随時

○ 取引業者との癒着 
○ 研究者による備品管理

が不十分 
 

第第３３者者にによよるる発発注注・・納納品品チチェェッックク  

発注は原則事務部門で行い、実効性の

あるチェックが効く体制の下で、研究

費の適正執行を管理する。 

3. 発注は原則事務部門とし、一定の基

準下での発注は研究者が管理する。 

4. 検品室における納品点検及び内部

監査での現物確認を強化する。 

○ 非常勤雇用者の勤務管

理が研究室任せ 
◆ 2024 年度内部監査 

提言 

非非常常勤勤雇雇用用者者のの勤勤務務管管理理  

事務部門が勤務実態を把握し、雇用管

理を適正に行う。 

5. 勤務報告書は事務部門で管理する。

また、勤務に基づく 1ヵ月分の給与

支払いは翌月払いが原則となるよ

う、毎月勤務最終日の業務終了後速

やかに同報告書を提出するよう、研

究者に周知する。 

6. 勤務実態に沿った生産、業務委託時

の成果物を徹底する。 

○ 二重請求、カラ出張等

の意図的な不正 
◆ 2024 年度内部監査

提言 

旅旅費費等等のの管管理理強強化化  

出張情報を事務部門で把握し、旅費の

不正受給はもとより、悪意のない誤受

給の防止に努める。 

7. 事務部門で二重払を防止する。 

8. 現地到着確認、宿泊先への監査を通

じてカラ出張を防止する。 

9. 必要書類を速やかに提出するよう、

不正防止の観点を踏まえ研究者に

周知する。 

５ 情報発信・共有化の推進 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 過大な事務負担 
○ 曖昧な知識 
○ 相談窓口の認知不足 
 

研研究究費費シシスステテムムにによよるる事事務務効効率率化化  

研研究究費費執執行行のの相相談談窓窓口口  

研究費支出にあたって、随時、相談で

きる窓口を明確化し、悪意なき不正行

為を未然に防止する。 

1. 研究費システムの導入により支出、

調達等の事務処理を効率化する。 

2. 研究費及び不正相談の窓口をWebサ

イト等でより一層周知する。 

６ モニタリング及び効果的な監査 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正発

生要因の分析不足 
○ 不正の発生 
 

監監査査結結果果にに基基づづくく研研究究者者へへのの指指導導  

監査室は、常時、研究費不正使用を牽

制し、不備のある研究者を指導する。  

不不正正発発生生リリススククにに応応じじたた監監査査  

監査室は、研究者に不正発生リスクの

低減に資する監査結果を提示する。 

1. 研究部門及び財務部門は証憑を精

査し、監査室は研究費監査を行い、

研究者に適正使用を指導する。 
2. 監査室は不正発生要因ごとに抜き

打ちを含めた監査を行う。 
3. 監事は、研究不正防止について最高

管理責任者に意見をする。 

＜＜研研究究費費のの不不正正使使用用・・不不適適切切なな使使用用ににつついいてて＞＞  

一般的な不正行為、あるいは不適切な行為とされる事項です。原資や事案によって、違法行為（刑法、

民法など）、不適切行為、あるいは違法行為と不適切行為等が混在した行為など、様々なケースになり

得る可能性があり、個々には、大学管理者や司法による判断になります。 

○  預預  けけ  金金：：  架空の業者取引によって、大学に研究費を支払わせて、業者に管理させること。 

○  ププーールル金金：：  カラ出張等で得た不正な支払金を研究室等に戻させて管理すること。 

○ 私私的的流流用用：：  旅費に家族分を含めたり、研究目的の物品を自宅で日常使用したりすること。 

○ 架架空空請請求求（（カカララ謝謝金金））：：  実態の伴わない作業に謝金を請求し、不正に受給すること。 

○ カカララ出出張張： 実態のない出張に旅費を請求し（旅行命令書の改竄等）、不正に受給すること。 

○ 二二重重請請求求：：  旅費を二重に請求したり、謝金を重複した勤務時間で二重請求したりすること。 

○ 期期ずずれれ・・分分割割発発注注：：  納品年度を偽ったり、本来１つの調達を分割発注したりすること。 

【参考】ＪＳＴ「公的研究費の適正な執行について」  
https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/funds_pamph_for_researcher.pdf  
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２０２５年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者 

副学長（研究担当）  

２２００２２５５年年度度  ココンンププラライイアアンンスス教教育育・・啓啓発発活活動動・・研研究究倫倫理理教教育育実実施施計計画画  

4月
～6月

7月
～9月

10月
～12月

1月
～3月

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
倫理審査委員会（ガイドライン報告、コンプラ

イアンス・研究倫理教育実施報告）

〇 倫理審査委員会（チェックリスト結果報告）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画協議）

〇 〇
研究・知財戦略機構会議

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 〇
学部長会

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画等検証等）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 新任教員研修会

eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
研究費使用説明会・教授会（不正事案共有・研

究費ルール説明）

〇
科研費申請説明会（不正事案共有・研究計画の

立て方・研究費ルール）

コンプライアンス教育 契約時説明（対面・動画等、教材配布等）

啓発活動 〇 〇 〇 〇 不正防止リーフレット（Web公開）

全ての大学院学
生・学部学生

研究倫理教育 〇 〇 〇 〇 eAPRIN（大学院）・学内資料通読（学部）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

啓発活動 〇 〇 〇 研究費マニュアル連絡会（年4回）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 〇 〇 〇 最高管理責任者・統括管理責任者連絡会

〇 監事及び監査部門との不正防止部門連絡会

対象者 区分
時期

内容等

内部統制・監査担
当者

随時

随時

啓発活動

関係役職者・コンプ
ライアンス推進責
任者

随時

随時

啓発活動

すべての研究者・
研究支援者

随時

研究倫理教育

随時

啓発活動

研究費の支給を受
ける者(学生アルバ
イト等)

随時

事務職員（研究費
管理・運用関係者）

随時

随時

○ 取引業者との癒着

○ 研究者による備品管理

が不十分

第第３３者者にによよるる発発注注・・納納品品チチェェッックク

発注は原則事務部門で行い、実効性の

あるチェックが効く体制の下で、研究
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＜＜研研究究費費のの不不正正使使用用・・不不適適切切なな使使用用ににつついいてて＞＞

一般的な不正行為、あるいは不適切な行為とされる事項です。原資や事案によって、違法行為（刑法、
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○ 預預 けけ 金金：： 架空の業者取引によって、大学に研究費を支払わせて、業者に管理させること。

○ ププーールル金金：： カラ出張等で得た不正な支払金を研究室等に戻させて管理すること。 

○ 私私的的流流用用：： 旅費に家族分を含めたり、研究目的の物品を自宅で日常使用したりすること。

○ 架架空空請請求求（（カカララ謝謝金金））：： 実態の伴わない作業に謝金を請求し、不正に受給すること。

○ カカララ出出張張： 実態のない出張に旅費を請求し（旅行命令書の改竄等）、不正に受給すること。
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○ 期期ずずれれ・・分分割割発発注注：： 納品年度を偽ったり、本来１つの調達を分割発注したりすること。

【参考】ＪＳＴ「公的研究費の適正な執行について」 

https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/funds_pamph_for_researcher.pdf 
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学内教員 
研究者用 
サイト    

主に科研費申請情報などを公開しています。 

【電子版】 
研究費使用マニュアル 
日本語版、英語版を公開
しております。 

研究費を使用する際に必要な

書類や記入例「学内フォーマ

ット集」を日本語版と英語版

で公開しております。 
※書類を作成する際には最新

版をご利用ください。 

研究費の執行状況を Web
上で確認ができます。 
※具体的な利用方法は次の
ページ以降に掲載しており
ます。 

12 
 

研究費の適正使用、法令遵守（不正使用・罰則）等について 

 
研究に必要な経費は、大学が経費を管理し、研究課題の達成に向けた研究計画に沿って支出す

ることで、研究者個人へ課税されることのない「研究費」として執行できます。「研究費」として

執行するには、大学や研究者は、配分機関（文部科学省、ＪＳＴ等）が定めるルールを守り、監査

において説明責任の義務を果たす必要があります。大学は、意図しない不正使用から研究者を守

るため、研究費使用ルールを定めて周知しています。研究費使用ルールは、研究者自身を守るた

めの仕組みでもあることもご理解いただき、適正執行にご協力ください。 
 

１ 近年の主な不正使用事案の例 

研究分担者の不正であっても、研究代表者まで処分を受ける可能性があります。研究グルー

プへの目配りをお願いします。 

年月 大学名 不正の種別 機関による処分 

2024.06 早稲田大学 カラ出張（旅費の不正請求・私的流用あり） 懲戒処分 

2024.05 東京大学 目的外使用（私的流用及び還流行為なし）  

2024.03 富山県立大学 
不適切な経理手続 

（学生に虚偽のアルバイト出勤簿作成を指示） 
懲戒処分 

2024.01 愛知学院大学 不正受給（私的流用なし）、業績虚偽記載  

2023.11 法政大学 目的外使用（研究補助者の当該研究以外への従事） 検討中 

2021.01 久留米大学 カラ雇用、目的外使用（自己発注・自宅納品） 刑事告訴・懲戒 

2021.07 神奈川大学 カラ雇用、目的外使用（契約にない業務への従事） 研究費返還 

２ 不正使用に対する罰則等 

不正行為を行うと、研究者に対する配分機関からの研究費返還や応募制限、学内での処分だ

けではなく、関係府省から機関（大学）が処分される場合があり、個人も機関も、社会的な信

用を失います。罰則などは案件ごとに判断されますが、代表的な措置は以下のとおりです。 

（１）研究者に対する措置 

 配分機関、大学等による不正を行った研究者の個人名等の公開 
 大学からの懲戒処分 
 刑事罰（刑事告訴や民事訴訟等） 等 

（２）機関への措置 

 機関及び研究者への研究費返還（加算金を含む措置有） 
 機関（機関に所属する研究者）への競争的研究費の応募制限 
 不正研究者、共謀研究者、責任者的立場にある研究者等への研究費申請制限 等 
＜参考＞ 競争的研究費の適正執行に関する指針「研究費不正使用」の場合 

 私的流用を行った者 -------------------------------------------- １０年の申請及び参加制限 
 私的流用のなく不正した者 -------------------------------- １～５年の申請及び参加制限 
 善管注意義務違反（不正に関与していない研究資金管理者） ------------- 最大２年 

 
（参考）文部科学省 web サイト  

研究機関における公的研究費の管理・監査 https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm 
不正使用を行った研究者に対する応募資格の制限の改正について https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/1332421.htm 

以 上 
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 研究費の執行状況や残額を確認する場合は、執執行行状状況況 WWeebb照照会会機機能能ををごご利利用用くくだだささいい。 

１１  執執行行状状況況のの表表示示ののタタイイミミンンググとと留留意意点点  

 (1) 研究費担当事務室にて財務システムに入力した段階で、使途及び金額が表示されます。 

(2) 「支出願」の提出があっても、書類の不足等で伝票の入力処理ができていないものは、表 

示されません。 

(3) 大学を通じて発注する場合や海外送金は、当初の概算金額から変更になる場合があります。 

(4) 支払先への振り込みが確定すると、支払済予算執行明細画面の「処理日」に日付が表示さ 

れます。 

 

２２  執執行行状状況況のの照照会会方方法法（（WWeebb照照会会のの操操作作手手順順））  

  以下の手順で照会できます。 

※※研研究究費費ををおお持持ちちのの客客員員研研究究員員のの方方もも照照会会がが可可能能でですす。。IIDD、、パパススワワーードドをを研研究究費費担担当当事事務務室室

((1199ペペーージジ))ででごご確確認認くくだだささいい。。 

 (1) ブラウザを起動し、URL（https://goweb.mind.meiji.ac.jp/zkweb/）を指定します。 

   （客員研究員用はhttps://goweb.mind.meiji.ac.jp/zkweb/loginGeneric/） 

 (2) 明治大学共通認証システム画面が表示されますので、◆学生・教員の方の「Meiji ID認証」

を選択し、「教員番号@meiji.ac.jp」（Meiji ID）と「パスワード」を入力してログインしま

す。なお、Meiji ID 又はパスワードをお忘れの場合は、所所属属学学部部等等事事務務室室ににお問い合わせく

ださい。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行状況照会 

専任教員 
兼任講師 

客員研究員 
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執行状況照会

専任教員
兼任講師

客員研究員
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【下段表示項目】

プロジェクト（研究費）の執行明細です。

『伝票種別品名/摘要』…研究費で購入したもの等の詳細です。

『処理日』 …支払先への振り込み日です。

『処理 NO』…伝票の番号です。

『使用者』 …研究代表者、研究分担者のうち誰が使用したかが表示されます。

『相手先部署摘要』…当該伝票の支払先です。

『執行額』 …当該伝票での執行金額です。

※「学校法人明治大学調達規程」（以下「調達規程」という。）に則り、調達依頼中

のもの（処理 NOが 1～3で始まるもの）は、調達依頼から納品までの段階を経る

ごとに執行金額が変更になりますので、あらかじめご了承ください。

16 
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プロジェクト（研究費）の執行明細です。 

『伝票種別品名/摘要』…研究費で購入したもの等の詳細です。 

『処理日』 …支払先への振り込み日です。 

『処理 NO』…伝票の番号です。 

『使用者』 …研究代表者、研究分担者のうち誰が使用したかが表示されます。 

『相手先部署摘要』…当該伝票の支払先です。 

『執行額』 …当該伝票での執行金額です。 

※「学校法人明治大学調達規程」（以下「調達規程」という。）に則り、調達依頼中

のもの（処理 NOが 1～3で始まるもの）は、調達依頼から納品までの段階を経る

ごとに執行金額が変更になりますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



19 
 

明明治治大大学学  

研究支援経費 

間接経費等が措置される競争的資金に採択された 

研究者に配付される研究費 

研究支援 

研究改善費 

  ＰＩ人件費支出制度により「ＰＩの所属する研究組織

等」に配分された研究費 

研究改善 

研究所研究費 

社会科学研究所費・人文科学研究所費・科学技術 

研究所費 

研究所略称＋種目名 

例：社研・個人研究  人文研・総合研究 

    技研・重点研究  他 

大学院研究科共同研究費 （運営は大学院） 大学院共同 

新領域創成型研究・若手研究・特別推進研究 

      研究・知財戦略機構で募集 
新領域・若手・特別推進 

研究クラスター     研究・知財戦略機構で募集 クラスター 

国際共同研究支援事業  研究・知財戦略機構で募集 国際共同 

２２  企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託・・助助成成等等やや明明治治大大学学のの学学納納金金等等をを原原資資ととすするる研研究究費費等等  

主な研究費等の種類  略称名その他 

企企業業等等かからら委委託託をを受受けけ、、明明治治大大学学とと契契約約をを締締結結ししてて行行うう受受託託研研究究費費  

企業等からの受託研究・共同研究 受託 or 共同＋企業名等 例：受託・○○薬品 

研研究究者者をを指指定定ししたた、、明明治治大大学学へへのの寄寄付付金金  

学術研究奨励寄付金 寄付＋企業名等     例：寄付・○○商事 

各各助助成成財財団団かかららのの助助成成金金  

研究助成金 研究助成＋団体名   例：研究助成・○○財団 

明明治治大大学学  

特定個人研究費 特定個人または特定研 

３３  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費以以外外のの補補助助金金等等  

※研究費の取扱と異なる場合がございますので、経費については、担当事務室に相談してください。 

 

各各種種研研究究費費等等のの担担当当事事務務室室  
上記研究費・経費等の運営・管理は、原則、研究代表者の所属するキャンパスにて担当して 

おります。（研究所研究費は、所属する研究所（人文研・社研・技研）設置キャンパスにて担当） 

研究費の使用にあたってご不明な点がありましたら、必必ずず事事前前にに以以下下のの担担当当事事務務室室ままででおお問問いい  

合合わわせせくくだだささいい。 

研究知財事務室（駿河台キャンパス）グローバルフロント 6階     03-3296-4361、4476 

研究知財事務室和泉分室（和泉キャンパス）研究棟 1階         03-5300-1451、1452 

生田研究知財事務室（生田キャンパス）中央校舎 2階           044-934-7613、7720 

中野教育研究支援事務室（中野キャンパス）低層棟 3階               03-5343-8052 

中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞（中野キャンパス）低層棟 3階   03-5343-8015 

※※  検検品品室室ののごご案案内内はは、、4411ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  
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（「研究費使用マニュアル」の対象となる主な研究費等） 

１１  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費等等（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ）） 

主な研究費等の種類  略称名その他 

日日本本学学術術振振興興会会（（JJSSPPSS））  

科学研究費助成事業 科研費＋種目名   例：科研費・基盤（B）他 

二国間交流事業 二国間 

情情報報通通信信研研究究機機構構（（NNIICCTT））  

高度通信・放送研究開発委託研究 NICT 

文文部部科科学学省省  

私立大学研究ブランディング事業 ブランディング事業 

科科学学技技術術振振興興機機構構（（JJSSTT））  

戦略的創造研究推進事業 CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL、ALCA、RISTEX 

研究成果展開事業 A-STEP、 COI 

ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット 

日日本本医医療療研研究究開開発発機機構構（（AAMMEEDD））  

委託事業及び補助事業 AMED＋事業名略称等   例：AMED-LEAP 

厚厚生生労労働働省省  

厚生労働科学研究費 厚労科研 

農農林林水水産産省省  

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 
農水省＋ステージ名略称 

例：農水省実用技術開発ステージ 

委託プロジェクト研究 
農水省＋プロジェクト研究名略称 

例：農水省放射能プロ 

農農業業・・食食品品産産業業技技術術総総合合研研究究機機構構（（NNAARROO））  

「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業 
生研センター 

革新的技術開発・緊急展開事業 
新新エエネネルルギギーー・・産産業業技技術術総総合合開開発発機機構構（（NNEEDDOO））  

委託事業 NEDO＋委託事業名略称 例：NED 太陽エネルギー 

戦略的イノベーション創造プログラム SIP 

国国土土交交通通省省  

委託事業 国交省 

環環境境省省  

委託事業 環境省委託 
環環境境再再生生保保全全機機構構（（EERRCCAA））  

環境研究総合推進費 環境推進費 
「「そそのの他他」」国国、、地地方方公公共共団団体体、、国国立立研研究究開開発発法法人人、、独独立立行行政政法法人人    

国、地方公共団体及び国立研究開発法人、独立行政 

法人からの受託研究・共同研究 

受託 or 共同＋団体名等  

例：受託・○○県 

研研究究費費等等一一覧覧  
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明明治治大大学学  

研究支援経費 

間接経費等が措置される競争的資金に採択された 

研究者に配付される研究費 

研究支援 

研究改善費 

  ＰＩ人件費支出制度により「ＰＩの所属する研究組織

等」に配分された研究費 

研究改善 

研究所研究費 

社会科学研究所費・人文科学研究所費・科学技術 

研究所費 

研究所略称＋種目名 

例：社研・個人研究  人文研・総合研究 

    技研・重点研究  他 

大学院研究科共同研究費 （運営は大学院） 大学院共同 

新領域創成型研究・若手研究・特別推進研究 

      研究・知財戦略機構で募集 
新領域・若手・特別推進 

研究クラスター     研究・知財戦略機構で募集 クラスター 

国際共同研究支援事業  研究・知財戦略機構で募集 国際共同 

２２  企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託・・助助成成等等やや明明治治大大学学のの学学納納金金等等をを原原資資ととすするる研研究究費費等等  

主な研究費等の種類  略称名その他 

企企業業等等かからら委委託託をを受受けけ、、明明治治大大学学とと契契約約をを締締結結ししてて行行うう受受託託研研究究費費  

企業等からの受託研究・共同研究 受託 or 共同＋企業名等 例：受託・○○薬品 

研研究究者者をを指指定定ししたた、、明明治治大大学学へへのの寄寄付付金金  

学術研究奨励寄付金 寄付＋企業名等     例：寄付・○○商事 

各各助助成成財財団団かかららのの助助成成金金  

研究助成金 研究助成＋団体名   例：研究助成・○○財団 

明明治治大大学学  

特定個人研究費 特定個人または特定研 

３３  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費以以外外のの補補助助金金等等  

※研究費の取扱と異なる場合がございますので、経費については、担当事務室に相談してください。 

 

各各種種研研究究費費等等のの担担当当事事務務室室  
上記研究費・経費等の運営・管理は、原則、研究代表者の所属するキャンパスにて担当して 

おります。（研究所研究費は、所属する研究所（人文研・社研・技研）設置キャンパスにて担当） 

研究費の使用にあたってご不明な点がありましたら、必必ずず事事前前にに以以下下のの担担当当事事務務室室ままででおお問問いい  

合合わわせせくくだだささいい。 

研究知財事務室（駿河台キャンパス）グローバルフロント 6階     03-3296-4361、4476 

研究知財事務室和泉分室（和泉キャンパス）研究棟 1階         03-5300-1451、1452 

生田研究知財事務室（生田キャンパス）中央校舎 2階           044-934-7613、7720 

中野教育研究支援事務室（中野キャンパス）低層棟 3階               03-5343-8052 

中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞（中野キャンパス）低層棟 3階   03-5343-8015 

※※  検検品品室室ののごご案案内内はは、、4411ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  
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（「研究費使用マニュアル」の対象となる主な研究費等） 

１１  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費等等（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ）） 

主な研究費等の種類  略称名その他 

日日本本学学術術振振興興会会（（JJSSPPSS））  

科学研究費助成事業 科研費＋種目名   例：科研費・基盤（B）他 

二国間交流事業 二国間 

情情報報通通信信研研究究機機構構（（NNIICCTT））  

高度通信・放送研究開発委託研究 NICT 

文文部部科科学学省省  

私立大学研究ブランディング事業 ブランディング事業 

科科学学技技術術振振興興機機構構（（JJSSTT））  

戦略的創造研究推進事業 CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL、ALCA、RISTEX 

研究成果展開事業 A-STEP、 COI 

ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット 

日日本本医医療療研研究究開開発発機機構構（（AAMMEEDD））  

委託事業及び補助事業 AMED＋事業名略称等   例：AMED-LEAP 

厚厚生生労労働働省省  

厚生労働科学研究費 厚労科研 

農農林林水水産産省省  

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 
農水省＋ステージ名略称 

例：農水省実用技術開発ステージ 

委託プロジェクト研究 
農水省＋プロジェクト研究名略称 

例：農水省放射能プロ 

農農業業・・食食品品産産業業技技術術総総合合研研究究機機構構（（NNAARROO））  

「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業 
生研センター 

革新的技術開発・緊急展開事業 
新新エエネネルルギギーー・・産産業業技技術術総総合合開開発発機機構構（（NNEEDDOO））  

委託事業 NEDO＋委託事業名略称 例：NED 太陽エネルギー 

戦略的イノベーション創造プログラム SIP 

国国土土交交通通省省  

委託事業 国交省 

環環境境省省  

委託事業 環境省委託 
環環境境再再生生保保全全機機構構（（EERRCCAA））  

環境研究総合推進費 環境推進費 
「「そそのの他他」」国国、、地地方方公公共共団団体体、、国国立立研研究究開開発発法法人人、、独独立立行行政政法法人人    

国、地方公共団体及び国立研究開発法人、独立行政 

法人からの受託研究・共同研究 

受託 or 共同＋団体名等  

例：受託・○○県 

研研究究費費等等一一覧覧  
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研研究究支支援援経経費費

研究支援経費とは、間接経費が措置される競争的研究費等に採択された研究者に対して、研究

者の競争的研究費等の獲得を評価することをもって獲得金額に応じて大学予算から配分する研究

費です。研究者又は研究者の所属する研究組織等の研究環境の改善や研究者の研究活動のより一

層の促進に向けたインセンティブとすることを目的としています。なお、研究支援経費の使途範

囲等のルールは以下のとおりです。

１１ 使使途途範範囲囲

研研究究支支援援経経費費はは 2266ペペーージジ「「研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点『『１１ 使使途途範範囲囲』』」」にに加加ええ、、以以下下((11))～～

((55))がが使使途途範範囲囲ととななりりまますす。。

((11)) 研研究究者者、、研研究究部部門門（（学学部部、、学学科科、、専専攻攻等等））のの研研究究環環境境改改善善ののたためめにに必必要要ななもものの

((22)) 研研究究部部門門（（学学部部、、学学科科、、専専攻攻等等））ににおおいいてて共共通通的的にに使使用用さされれるるもものの

((33)) 研研究究課課題題のの遂遂行行にに関関連連ししてて間間接接的的にに必必要要ななもものの((直直接接経経費費ででのの支支出出がが妥妥当当ででははなないいもものの))

((44)) 採採択択さされれてていいるる研研究究課課題題のの応応用用等等にによよるる研研究究活活動動のの遂遂行行にに必必要要ななもものの

((55)) 間間接接経経費費をを措措置置さされれたた研研究究課課題題のの直直接接経経費費でで支支出出ででききるるもものの

２２ 留留意意事事項項

(1) 金額は本学で管理する間接経費の 50％を上限とします。

(2) 購入した物品は大学に帰属します。

(3) 金額の全部又は一部を翌年度に繰り越すことはできません。

(4) 研究者に配分された研究支援経費が複数ある場合には、研究支援経費同士であれば、ご希

望により合算使用が可能です。事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。（他

機関から配分を受ける科研費分担金の研究支援経費が複数ある場合は、あらかじめ合算され

ます。）

研研究究改改善善費費

研究改善費とは、「明治大学におけるＰＩ人件費支出制度に関する規程」第５条の規定に基づ

き、競争的研究費等の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者等（以下「ＰＩ（Principal

 Investigator）」という。）の人件費を支出することに伴い、確保された財源より配分する研究

費です。本学の研究力向上のため、研究者の処遇改善や、研究に集中できる環境整備を目的と

しています。研究改善費の配分先は①ＰＩ本人への褒賞金、②ＰＩの所属する研究組織等、③

ＰＩの所属する学部等になります。

使途範囲等の詳細は巻末記載の「明治大学におけるＰＩ人件費支出制度による研究改善費の

活用方針」・各年度に公開される「募集要項」をご参照ください。

※「②ＰＩの所属する研究組織等」に配分された研究改善費執行の運用方法については、

上記「研究支援経費」に準じて取り扱います。配分された研究改善費が複数ある場合は、

ご希望により合算使用が可能です。事前に研究知財事務室にご相談ください。

20 

科科学学研研究究費費助助成成事事業業 科科研研費費採採択択者者ににおおかかれれままししててはは、、以以下下必必ずずごご一一読読くくだだささいい。。

１ 科研費は国民の税金で賄われています。研究費を公正かつ効率的に使用し、研究活動の不正

行為を防止するため、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえた適正な管理体制の

下、研究費の管理や諸手続きを所属研究機関において行うことが求められています。 

２ 科研費制度で不正使用や不正行為を行った研究者は、研究費を返還するとともに、ペナルテ

ィとして一定期間科研費の交付を受けることができなくなります（科研費以外の競争的資金で

不正を行った場合も同様）。また、すでに採択されている課題も交付が停止され、分担金を配分

されている研究分担者についても、その分担金の配分を受けることができなくなります。加え

て、応募資格が制限された研究者については、原則、氏名を含む不正の概要が公表されます。 

３ 研究費の不正使用の事例は、虚偽の請求によって資金を引き出して他の目的に流用したり、

プール金として預け金管理をしたりすることです。私的流用はもちろんのこと、目的外の使用

や書類の捏造による支出は不正使用となります。 

４ 科研費は交付を受けた研究課題に必要な経費として使用すべきものです。対象となる採択研

究課題以外の研究活動に科研費を使用することはできません。 

５ 科研費は交付を受けた研究課題に必要な経費として使用すべきものです。このため、同一研

究者が異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されている場合であっても、それらは別々の

事業として取り扱う必要があります。合わせて使用することはできません。 

６ 科研費は、採択課題である研究の遂行に必要な物品の購入、出張のための経費、実験補助等

に必要な人件費、学会・研究集会等に参加するにあたって臨時的に必要となる託児料（事前に

研究費担当事務室へ相談）、研究成果のとりまとめ、研究成果の発表をするための費用として使

用することができます。 

７ 新規の研究課題については内定通知日以降に使用できます。 

８ 交付申請時の経費の使用内訳（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）は、一定の範囲内（直

接経費の総額の 50％以内（総額の 50％の額が 300 万円以下の場合は 300 万円まで））で変更す

ることができます。 

９ 科研費（補助金分）にあっては、年度ごとに研究費を使用しますが、やむを得ない事由があ

る場合、所定の手続きを行うことで次年度に経費を繰り越すことができます。また、一定要件

を満たす場合には、手続きを経て「調整金」を活用した前倒し使用や次年度の使用が可能です。

科研費（基金分）にあっては、助成事業期間内であれば、年度の区切りにとらわれずに研究費

を使用できます。事前の手続きなく、研究費を次年度に繰り越して使用することが可能です。 

10 科研費（補助金分）にあっては、年度をまたぐ旅費のうち当該年度分を支出することはでき

ますが、次年度に係る出張の旅費を、前年度の補助金から支出することはできません。科研費

（基金分）にあっては、年度をまたぐ支出については制約ありませんので、助成事業期間内で

あれば、旅費を年度によって分けて支出する必要はありません。 

11 科研費から、研究代表者や研究分担者自身の人件費（給与）や謝金を支出することはできま

せん。 

12 研究者や企業等を訪問する際の「手土産代」は支出できません。 

13 当初予定した研究を完了しても研究費に残額が生じた場合には、残額の多寡にかかわらず返

還が命じられます。返還については、額の確定後に手続きを行います。残額が生じたことで、

以後の研究費の審査において不利益が生じることはありません。 

14 研究者は自身の研究費管理を徹底するにあたり、科研費により給与、謝金、旅費等の支給を

受ける学生、研究協力者、研究補助者等に対しても研究費使用ルールを周知する責務がありま

す。周知すべき事項は、本マニュアルの「研究費等の使用にあたって」（6ページ）、「アルバイ

トの使用」（65〜67ページ）、「謝金」（68〜72ページ）、「研究出張の旅費」（53〜61ページ）等

を参考とし、必ず周知した上で、研究費を執行してください。
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研研究究支支援援経経費費  

研究支援経費とは、間接経費が措置される競争的研究費等に採択された研究者に対して、研究

者の競争的研究費等の獲得を評価することをもって獲得金額に応じて大学予算から配分する研究

費です。研究者又は研究者の所属する研究組織等の研究環境の改善や研究者の研究活動のより一

層の促進に向けたインセンティブとすることを目的としています。なお、研究支援経費の使途範

囲等のルールは以下のとおりです。 
 

１１  使使途途範範囲囲  

研研究究支支援援経経費費はは 2266ペペーージジ「「研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点『『１１  使使途途範範囲囲』』」」にに加加ええ、、以以下下((11))～～

((55))がが使使途途範範囲囲ととななりりまますす。。  

((11))  研研究究者者、、研研究究部部門門（（学学部部、、学学科科、、専専攻攻等等））のの研研究究環環境境改改善善ののたためめにに必必要要ななもものの  

((22))  研研究究部部門門（（学学部部、、学学科科、、専専攻攻等等））ににおおいいてて共共通通的的にに使使用用さされれるるもものの  

((33))  研研究究課課題題のの遂遂行行にに関関連連ししてて間間接接的的にに必必要要ななもものの((直直接接経経費費ででのの支支出出がが妥妥当当ででははなないいもものの))  

((44))  採採択択さされれてていいるる研研究究課課題題のの応応用用等等にによよるる研研究究活活動動のの遂遂行行にに必必要要ななもものの  

((55))  間間接接経経費費をを措措置置さされれたた研研究究課課題題のの直直接接経経費費でで支支出出ででききるるもものの  

  

２２  留留意意事事項項  

(1) 金額は本学で管理する間接経費の 50％を上限とします。  

(2) 購入した物品は大学に帰属します。 

(3) 金額の全部又は一部を翌年度に繰り越すことはできません。 

(4) 研究者に配分された研究支援経費が複数ある場合には、研究支援経費同士であれば、ご希

望により合算使用が可能です。事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。（他

機関から配分を受ける科研費分担金の研究支援経費が複数ある場合は、あらかじめ合算され

ます。） 

 

研研究究改改善善費費  

 研究改善費とは、「明治大学におけるＰＩ人件費支出制度に関する規程」第５条の規定に基づ 

き、競争的研究費等の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者等（以下「ＰＩ（Principal 

 Investigator）」という。）の人件費を支出することに伴い、確保された財源より配分する研究 

費です。本学の研究力向上のため、研究者の処遇改善や、研究に集中できる環境整備を目的と 

しています。研究改善費の配分先は①ＰＩ本人への褒賞金、②ＰＩの所属する研究組織等、③ 

ＰＩの所属する学部等になります。 

使途範囲等の詳細は巻末記載の「明治大学におけるＰＩ人件費支出制度による研究改善費の 

活用方針」・各年度に公開される「募集要項」をご参照ください。 

※「②ＰＩの所属する研究組織等」に配分された研究改善費執行の運用方法については、 

 上記「研究支援経費」に準じて取り扱います。配分された研究改善費が複数ある場合は、 

ご希望により合算使用が可能です。事前に研究知財事務室にご相談ください。 
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科科学学研研究究費費助助成成事事業業  科科研研費費採採択択者者ににおおかかれれままししててはは、、以以下下必必ずずごご一一読読くくだだささいい。。  

１ 科研費は国民の税金で賄われています。研究費を公正かつ効率的に使用し、研究活動の不正

行為を防止するため、「公的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえた適正な管理体制の

下、研究費の管理や諸手続きを所属研究機関において行うことが求められています。 

２ 科研費制度で不正使用や不正行為を行った研究者は、研究費を返還するとともに、ペナルテ

ィとして一定期間科研費の交付を受けることができなくなります（科研費以外の競争的資金で

不正を行った場合も同様）。また、すでに採択されている課題も交付が停止され、分担金を配分

されている研究分担者についても、その分担金の配分を受けることができなくなります。加え

て、応募資格が制限された研究者については、原則、氏名を含む不正の概要が公表されます。 

３ 研究費の不正使用の事例は、虚偽の請求によって資金を引き出して他の目的に流用したり、

プール金として預け金管理をしたりすることです。私的流用はもちろんのこと、目的外の使用

や書類の捏造による支出は不正使用となります。 

４ 科研費は交付を受けた研究課題に必要な経費として使用すべきものです。対象となる採択研

究課題以外の研究活動に科研費を使用することはできません。 

５ 科研費は交付を受けた研究課題に必要な経費として使用すべきものです。このため、同一研

究者が異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されている場合であっても、それらは別々の

事業として取り扱う必要があります。合わせて使用することはできません。 

６ 科研費は、採択課題である研究の遂行に必要な物品の購入、出張のための経費、実験補助等

に必要な人件費、学会・研究集会等に参加するにあたって臨時的に必要となる託児料（事前に

研究費担当事務室へ相談）、研究成果のとりまとめ、研究成果の発表をするための費用として使

用することができます。 

７ 新規の研究課題については内定通知日以降に使用できます。 

８ 交付申請時の経費の使用内訳（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）は、一定の範囲内（直

接経費の総額の 50％以内（総額の 50％の額が 300 万円以下の場合は 300 万円まで））で変更す

ることができます。 

９ 科研費（補助金分）にあっては、年度ごとに研究費を使用しますが、やむを得ない事由があ

る場合、所定の手続きを行うことで次年度に経費を繰り越すことができます。また、一定要件

を満たす場合には、手続きを経て「調整金」を活用した前倒し使用や次年度の使用が可能です。

科研費（基金分）にあっては、助成事業期間内であれば、年度の区切りにとらわれずに研究費

を使用できます。事前の手続きなく、研究費を次年度に繰り越して使用することが可能です。 

10 科研費（補助金分）にあっては、年度をまたぐ旅費のうち当該年度分を支出することはでき

ますが、次年度に係る出張の旅費を、前年度の補助金から支出することはできません。科研費

（基金分）にあっては、年度をまたぐ支出については制約ありませんので、助成事業期間内で

あれば、旅費を年度によって分けて支出する必要はありません。 

11 科研費から、研究代表者や研究分担者自身の人件費（給与）や謝金を支出することはできま

せん。 

12 研究者や企業等を訪問する際の「手土産代」は支出できません。 

13 当初予定した研究を完了しても研究費に残額が生じた場合には、残額の多寡にかかわらず返

還が命じられます。返還については、額の確定後に手続きを行います。残額が生じたことで、

以後の研究費の審査において不利益が生じることはありません。 

14 研究者は自身の研究費管理を徹底するにあたり、科研費により給与、謝金、旅費等の支給を

受ける学生、研究協力者、研究補助者等に対しても研究費使用ルールを周知する責務がありま

す。周知すべき事項は、本マニュアルの「研究費等の使用にあたって」（6ページ）、「アルバイ

トの使用」（65〜67ページ）、「謝金」（68〜72ページ）、「研究出張の旅費」（53〜61ページ）等

を参考とし、必ず周知した上で、研究費を執行してください。 
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そそのの他他のの研研究究支支援援  
≪≪発発明明等等のの知知的的財財産産のの取取扱扱いいににつついいてて≫≫  

 本学の研究費（本学が外部から受け入れた研究費を含む。)を用いて、本学の専任教職員（研究

推進員を含む。）が実施する研究を通じて得られた発明等は、「明治大学発明等に関する規程」に

基づき、原則として本学が承継判断を行い、必要に応じて、特許出願等を行うこととされていま

す。 

本学に承継されたこれら発明等の活用によって、本学に収入（ロイヤリティ）が生じた場合に

は、発明者は所定の配分率による実施報償が受けられます。 

上記に該当する発明等を創出されたと考えられる場合は、研究推進部までご連絡をお願いしま

す。なお、そのような発明等を含むかどうか判断に迷う研究成果を学会等で発表する際には、事

前に研究推進部にご相談ください。 

 また、研究費を拠出する機関の方針によって、研究成果としての発明等の取扱いは異なります。

国や地方公共団体等の公的機関が拠出する研究費の場合、成果発明等を大学側に全て帰属させる

という、いわゆる日本版バイ・ドール法に基づく取扱いとされるケースが大半ですが、併せて「発

明等を生じた際の届出」や、「特許出願時に当該機関の研究費に基づく成果である旨の表示」など、

種々の義務が設定されることがあります。 

さらに、研究費の拠出期間に提出する報告書に関わる著作権は、研究契約に基づいて当該機関

に帰属することとされるケースがあります。その場合は、報告書に記載した内容の複製利用（他

の論文や著書への転載など）には制限が課されることになりますのでご留意ください。 

 

[明治大学発明等に関する規程] ・[発明届出書]  

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/hck.html 

 

≪≪生生田田安安全全管管理理セセンンタターー≫≫          

    生田キャンパス 東管理棟２階  044-934-7179、7974 

                          e-mail i-anzen@mics.meiji.ac.jp                

次の業務を通じて、教育研究を支援しています。 

 

１１．． 安安全全教教育育講講習習会会（（薬薬品品、、高高圧圧ガガスス、、エエッッククスス線線発発生生装装置置））  

新任教員、新入研究室生（学生、院生）、エックス線発生装置使用者対象 

２２．． 安安全全パパトトロローールル  

３３．． 実実験験系系廃廃棄棄物物のの管管理理  

４４．． 関関連連法法令令対対応応  

 薬品や機器の中には、法令に基づく対応（届出、報告、点検、検査等）が必要となる場

合があります。関連部署、教職員と連携して対応します。 

５５．． 液液体体窒窒素素供供給給      

月曜日～土曜日 １２：１５～１３：００ 

※ 休暇期間等は供給日程が変更されます。 

詳細は、当センター 液体窒素ページを御覧ください。→ 

  https://www.meiji.ac.jp/safety/nitrogen/index.html 

６６．． 各各種種ママニニュュアアルル・・ルルーールル策策定定  

７７．． 他他キキャャンンパパススへへのの助助言言・・技技術術支支援援  
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受受託託事事業業研研究究費費  

１１  留留意意事事項項  

(1) 民間企業から受け入れた受託事業研究費で購入した 3万円未満の物品については、契約等

で特段の定めがない限り検品不要です。学術研究奨励寄付金についても同様です。なお、受

託事業研究費のうち公的事業については、全品検品が必要です。 

(2) 受託事業研究費の支出において、不課税取引等が生じた場合、原則として、消費税相当額

※を研究費から支出いたします。 

【※消費税相当額の計上について】 

公的機関及び国内の民間企業等から受け入れる受託事業研究費は、消費税込みで受け入れてい

るため、研究者が当該経費から不課税取引等を行った場合、その消費税相当額を本学が国に納付

する義務が生じます。そのため、本学では 2017年度以降、消費税相当額を研究費から負担して頂

くようお願いしております。 

不課税取引等の例 

・外国出張の航空運賃（ただし、国内の空港施設使用料や旅行代理店の手数料は課税対象） 

・外国出張の宿泊費、日当 

・国際学会の参加費 

・研究支援者、アルバイト等の人件費（ただし、通勤手当は課税対象） 

・外国法人から購入した物品のうち非課税のもの 

・大学内の施設使用料（セミナーハウス等） 
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そそのの他他のの研研究究支支援援  
≪≪発発明明等等のの知知的的財財産産のの取取扱扱いいににつついいてて≫≫  

 本学の研究費（本学が外部から受け入れた研究費を含む。)を用いて、本学の専任教職員（研究

推進員を含む。）が実施する研究を通じて得られた発明等は、「明治大学発明等に関する規程」に

基づき、原則として本学が承継判断を行い、必要に応じて、特許出願等を行うこととされていま

す。 

本学に承継されたこれら発明等の活用によって、本学に収入（ロイヤリティ）が生じた場合に

は、発明者は所定の配分率による実施報償が受けられます。 

上記に該当する発明等を創出されたと考えられる場合は、研究推進部までご連絡をお願いしま

す。なお、そのような発明等を含むかどうか判断に迷う研究成果を学会等で発表する際には、事

前に研究推進部にご相談ください。 

 また、研究費を拠出する機関の方針によって、研究成果としての発明等の取扱いは異なります。

国や地方公共団体等の公的機関が拠出する研究費の場合、成果発明等を大学側に全て帰属させる

という、いわゆる日本版バイ・ドール法に基づく取扱いとされるケースが大半ですが、併せて「発

明等を生じた際の届出」や、「特許出願時に当該機関の研究費に基づく成果である旨の表示」など、

種々の義務が設定されることがあります。 

さらに、研究費の拠出期間に提出する報告書に関わる著作権は、研究契約に基づいて当該機関

に帰属することとされるケースがあります。その場合は、報告書に記載した内容の複製利用（他

の論文や著書への転載など）には制限が課されることになりますのでご留意ください。 

[明治大学発明等に関する規程] ・[発明届出書]  

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/hck.html 

≪≪生生田田安安全全管管理理セセンンタターー≫≫  

 生田キャンパス 東管理棟２階  044-934-7179、7974 

  e-mail i-anzen@mics.meiji.ac.jp 

次の業務を通じて、教育研究を支援しています。 

１１．． 安安全全教教育育講講習習会会（（薬薬品品、、高高圧圧ガガスス、、エエッッククスス線線発発生生装装置置））  

新任教員、新入研究室生（学生、院生）、エックス線発生装置使用者対象 

２２．． 安安全全パパトトロローールル  

３３．． 実実験験系系廃廃棄棄物物のの管管理理  

４４．． 関関連連法法令令対対応応  

薬品や機器の中には、法令に基づく対応（届出、報告、点検、検査等）が必要となる場

合があります。関連部署、教職員と連携して対応します。 

５５．． 液液体体窒窒素素供供給給    

月曜日～土曜日 １２：１５～１３：００ 

※ 休暇期間等は供給日程が変更されます。

詳細は、当センター 液体窒素ページを御覧ください。→

https://www.meiji.ac.jp/safety/nitrogen/index.html

６６．． 各各種種ママニニュュアアルル・・ルルーールル策策定定  

７７．． 他他キキャャンンパパススへへのの助助言言・・技技術術支支援援  
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受受託託事事業業研研究究費費

１１ 留留意意事事項項

(1) 民間企業から受け入れた受託事業研究費で購入した 3万円未満の物品については、契約等

で特段の定めがない限り検品不要です。学術研究奨励寄付金についても同様です。なお、受

託事業研究費のうち公的事業については、全品検品が必要です。

(2) 受託事業研究費の支出において、不課税取引等が生じた場合、原則として、消費税相当額

※を研究費から支出いたします。

【※消費税相当額の計上について】

公的機関及び国内の民間企業等から受け入れる受託事業研究費は、消費税込みで受け入れてい

るため、研究者が当該経費から不課税取引等を行った場合、その消費税相当額を本学が国に納付

する義務が生じます。そのため、本学では 2017年度以降、消費税相当額を研究費から負担して頂

くようお願いしております。

不課税取引等の例

・外国出張の航空運賃（ただし、国内の空港施設使用料や旅行代理店の手数料は課税対象）

・外国出張の宿泊費、日当

・国際学会の参加費

・研究支援者、アルバイト等の人件費（ただし、通勤手当は課税対象）

・外国法人から購入した物品のうち非課税のもの

・大学内の施設使用料（セミナーハウス等）
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支出科目 使途範囲 支出できない主な例

その他の消耗品費

（図書・資料）

○研究に直接必要な図書・資料・

電子書籍

○学会誌費（学会年会費）

○学会関連資料代

（論文集、講演要旨）

○直接研究に必要な事・辞典類

(ソフトも含む）

※51ページ参照

○新聞

○学術専門誌以外の雑誌

旅費交通費
○研究調査出張

（学会参加のみの出張は不可）

○学会出張旅費

※60ページ参照

○自動車の燃料代

○高速道路利用料

兼務職員人件費
○直接研究・調査に必要なアル

バイト料

支払手数料

○大型計算機の使用料

○通訳料

○ILL等使用料（文献取寄代）

○データベース使用料

（電話料は認めない）

○インターネット使用料

印刷製本費

○文献コピー代

○論文別刷代

（研究に必要なもの）

郵便費

運搬費

○教育研究機関等への調査資料

の発送、返送

３３ 留留意意事事項項

(1) 研研究究用用機機器器備備品品((3300 万万円円以以上上))はは大大学学でで発発注注ししななけけれればばななららなないい物物件件のため、研研究究者者にによよ

るる発発注注ははででききまませせんん（調達規程による）。。

(2) 研究費の残額に自己資金を合算して購入できないものは次のとおりです。

①①研研究究用用機機器器備備品品及及びび準準備備品品((1100万万円円以以上上)) ②②アアルルババイイトト代代・・謝謝礼礼金金 ③③業業者者へへのの請請求求書書払払いい

(3) 研研究究用用機機器器備備品品及及びび準準備備品品ににつついいててはは、、備備品品シシーールルがが配配付付さされれまますすののでで速速ややかかにに物物品品にに貼貼

付付願願いいまますす。。

(4) 学会等参加に伴う懇親会費は認められません。

(5) 講演謝礼は特定個人研究費では支出できません。

(6) 「「２２ 特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表『『使使途途範範囲囲』』」」にに記記載載ががなないいももののでで、、研研究究遂遂行行上上必必要要とと

ななるる物物件件ががああるる場場合合は、事前に研究費担当事務室へ相談の上、所所定定のの理理由由書書に必要とする理

由を分かりやすく具体的に記入してご提出ください。理由書の内容を確認し、研究遂行上必

要な物件であると確認できた場合、特定個人研究費での支出が可能となります。

(7) 在外研究者が特定個人研究費を使用する場合は、原則として立替え払いとなります。大学

から海外の業者への請求書による支払い(海外送金)はできません。

※ 在外研究者の旅費交通費算定基準は、57ページをご参照ください。

(8) 購入した物物品品のの納納品品先先はは、、検検品品室室宛宛ででははななくく、、大大学学ままたたはは研研究究室室ととししててくくだだささいい。。特定個

人研究費で購入した物品を自宅に持ち帰って恒常的に使用している場合、税務調査におい

て、私物とみなされ所得税の課税対象となることがあります。購購入入ししたた物物品品のの恒恒常常的的なな自自宅宅

使使用用及及びび自自宅宅納納品品はは行行わわなないいよよううににごご留留意意くくだだささいい。。

(9)  その他不明なものについては、事前に研究費担当事務室（19ページ）にご相談ください。
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特特定定個個人人研研究究費費  

特定個人研究費は、教員が個人で実施する学術研究を助成するための研究費です。 

特特定定個個人人研研究究費費をを使使用用すするるたためめににはは、、下下記記のの使使途途範範囲囲がが優優先先さされれまますす。。各各物物件件のの留留意意点点はは、、4444

ペペーージジ以以降降ををごご参参照照くくだだささいい。。ななおお、、特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたた物物品品はは、、全全てて検検品品不不要要でですす。。  

１１  使使途途範範囲囲  

  「「研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点」」（（2266 ペペーージジ））をを踏踏ままええたた上上でで下下表表「「２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途

範範囲囲表表」」にに基基づづきき支支出出ししまますす。。  

本本研研究究費費はは、、以以下下ににはは使使用用ででききまませせんん。。 

(1) 学生の指導に要する経費、授業の教材など教教育育目目的的のの支支出出

(2) 研研究究課課題題遂遂行行にに直直接接係係わわららなないい支支出出

(3) 研研究究以以前前にに基基礎礎的的にに備備ええ付付けけてておおくくもものの

(4) 所所得得（（家家事事費費及及びび家家事事関関連連費費））とと物物理理的的、、客客観観的的にに区区別別ででききなないいもものの

２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表  

支出科目 使途範囲 支出できない主な例 

研究用機器備品費 

3300万万円円以以上上  

耐用年数１年以上 
「「大大学学をを通通じじてて発発注注すするるもものの」」 

準備品費 

1100万万円円以以上上 3300万万円円未未満満 

耐用年数１年以上 

○研究室に設置する機器

パソコン、プリンタ

○直接研究に必要な機器

デジタルカメラ、

タブレット端末、

ICレコーダー

○その他研究に直接必要なも

の（汎用性のないもの）

○自宅に設置する機器

パソコン、プリンタ

○コピー機 ○ビデオ装置

○DVDプレーヤー

○DVDレコーダー

○デジタルビデオカメラ

○テレビ ○ラジオ ○電卓

○電子手帳 ○ファクシミリ

○シュレッダー

○卓上製本機 ○携帯電話

○什器類 ○スマートフォン

〇スピーカー・イヤホン

その他の消耗品費 

○実験研究用材料、試薬等

○研究用ソフト

CD、DVD、PCソフト

○インクカートリッジ

○スキャナ

（著作権法上の問題が生じな

いようご留意ください。） 

○写真用フィルム

○CD、DVD等

○USBメモリ

〇研究内容を記録するもの

シャープペンシル、ノート

ボールペン、ルーズリーフ

○封筒類

○衣類

○運動用具

○電池

○名刺

〇印章、朱肉

〇別売ケース、バック等

〇液晶画面保護フィルム
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25 
 

支出科目 使途範囲 支出できない主な例 

その他の消耗品費 

（図書・資料） 

○研究に直接必要な図書・資料・

電子書籍 

○学会誌費（学会年会費） 

○学会関連資料代 

（論文集、講演要旨） 

○直接研究に必要な事・辞典類

(ソフトも含む） 

※51ページ参照 

○新聞 

○学術専門誌以外の雑誌 

旅費交通費 
○研究調査出張 

（学会参加のみの出張は不可） 

○学会出張旅費 

※60ページ参照 

○自動車の燃料代 

○高速道路利用料 

兼務職員人件費 
○直接研究・調査に必要なアル

バイト料 
 

支払手数料 

○大型計算機の使用料 

○通訳料 

○ILL等使用料（文献取寄代） 

○データベース使用料 

（電話料は認めない） 

○インターネット使用料 

印刷製本費 

○文献コピー代 

○論文別刷代 

（研究に必要なもの） 

  

郵便費 

運搬費 

○教育研究機関等への調査資料

の発送、返送 
 

３３  留留意意事事項項  

(1)  研研究究用用機機器器備備品品((3300 万万円円以以上上))はは大大学学でで発発注注ししななけけれればばななららなないい物物件件のため、研研究究者者にによよ

るる発発注注ははででききまませせんん（調達規程による）。。 

(2) 研究費の残額に自己資金を合算して購入できないものは次のとおりです。 

 ①①研研究究用用機機器器備備品品及及びび準準備備品品((1100万万円円以以上上))  ②②アアルルババイイトト代代・・謝謝礼礼金金  ③③業業者者へへのの請請求求書書払払いい 

 (3) 研研究究用用機機器器備備品品及及びび準準備備品品ににつついいててはは、、備備品品シシーールルがが配配付付さされれまますすののでで速速ややかかにに物物品品にに貼貼

付付願願いいまますす。。  

 (4) 学会等参加に伴う懇親会費は認められません。 

 (5) 講演謝礼は特定個人研究費では支出できません。 

(6) 「「２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表『『使使途途範範囲囲』』」」にに記記載載ががなないいももののでで、、研研究究遂遂行行上上必必要要とと

ななるる物物件件ががああるる場場合合は、事前に研究費担当事務室へ相談の上、所所定定のの理理由由書書に必要とする理

由を分かりやすく具体的に記入してご提出ください。理由書の内容を確認し、研究遂行上必

要な物件であると確認できた場合、特定個人研究費での支出が可能となります。 

(7) 在外研究者が特定個人研究費を使用する場合は、原則として立替え払いとなります。大学

から海外の業者への請求書による支払い(海外送金)はできません。 

※ 在外研究者の旅費交通費算定基準は、57ページをご参照ください。 

(8) 購入した物物品品のの納納品品先先はは、、検検品品室室宛宛ででははななくく、、大大学学ままたたはは研研究究室室ととししててくくだだささいい。。特定個

人研究費で購入した物品を自宅に持ち帰って恒常的に使用している場合、税務調査におい

て、私物とみなされ所得税の課税対象となることがあります。購購入入ししたた物物品品のの恒恒常常的的なな自自宅宅

使使用用及及びび自自宅宅納納品品はは行行わわなないいよよううににごご留留意意くくだだささいい。。 

(9)  その他不明なものについては、事前に研究費担当事務室（19ページ）にご相談ください。 
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特特定定個個人人研研究究費費  

  特定個人研究費は、教員が個人で実施する学術研究を助成するための研究費です。 

特特定定個個人人研研究究費費をを使使用用すするるたためめににはは、、下下記記のの使使途途範範囲囲がが優優先先さされれまますす。。各各物物件件のの留留意意点点はは、、4444

ペペーージジ以以降降ををごご参参照照くくだだささいい。。ななおお、、特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたた物物品品はは、、全全てて検検品品不不要要でですす。。  

  

１１  使使途途範範囲囲  

    「「研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点」」（（2266 ペペーージジ））をを踏踏ままええたた上上でで下下表表「「２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途

範範囲囲表表」」にに基基づづきき支支出出ししまますす。。  

本本研研究究費費はは、、以以下下ににはは使使用用ででききまませせんん。。 

(1) 学生の指導に要する経費、授業の教材など教教育育目目的的のの支支出出 

(2) 研研究究課課題題遂遂行行にに直直接接係係わわららなないい支支出出 

(3) 研研究究以以前前にに基基礎礎的的にに備備ええ付付けけてておおくくもものの 

(4) 所所得得（（家家事事費費及及びび家家事事関関連連費費））とと物物理理的的、、客客観観的的にに区区別別ででききなないいもものの  

  
２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表  
  

支出科目 使途範囲 支出できない主な例 

研究用機器備品費 

3300万万円円以以上上  

耐用年数１年以上 
「「大大学学をを通通じじてて発発注注すするるもものの」」 

 

 

 

準備品費 

1100万万円円以以上上 3300万万円円未未満満 

耐用年数１年以上 

 

○研究室に設置する機器 

パソコン、プリンタ 

○直接研究に必要な機器 

デジタルカメラ、 

タブレット端末、 

ICレコーダー 

○その他研究に直接必要なも

の（汎用性のないもの） 

○自宅に設置する機器 

 パソコン、プリンタ 

○コピー機 ○ビデオ装置 

○DVDプレーヤー 

○DVDレコーダー 

○デジタルビデオカメラ 

○テレビ ○ラジオ ○電卓 

○電子手帳 ○ファクシミリ 

○シュレッダー 

○卓上製本機 ○携帯電話 

○什器類 ○スマートフォン 

〇スピーカー・イヤホン 

 

その他の消耗品費 

○実験研究用材料、試薬等 

○研究用ソフト 

CD、DVD、PCソフト 

○インクカートリッジ 

○スキャナ 

（著作権法上の問題が生じな

いようご留意ください。） 

○写真用フィルム 

○CD、DVD等 

○USBメモリ 

〇研究内容を記録するもの 

シャープペンシル、ノート 

ボールペン、ルーズリーフ 

 

○封筒類 

○衣類 

○運動用具 

○電池 

○名刺 

〇印章、朱肉 

〇別売ケース、バック等 

〇液晶画面保護フィルム 
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((1100)) ポポイインントトややママイイレレーージジ等等はは貯貯めめなないいよよううににししててくくだだささいい。。

研究費によっては、貯めた家電量販店ポイント分または航空機マイレージ分などの金額を

支出不可としているものがあります。

((1111)) ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。

研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、やむを得ない場合を除き、多くの

証拠書類を必要としない請求書払いをご利用ください。

((1122)) 「「居居住住者者」」「「非非居居住住者者」」のの区区別別ににごご注注意意くくだだささいい。。

「居住者」「非居住者」は源泉徴収等が関わる所得税法上の区分と、安全保障輸出管理上

の区分は異なります。

アルバイト[65ページ 2(6)]や謝金[68ページ 1]で支出の際は、ご注意ください。

３３ 研研究究費費執執行行のの各各種種締締切切

((11)) 研研究究費費のの支支出出がが年年度度末末にに集集中中すするるここととののなないいよようう計計画画的的にに使使用用ししててくくだだささいい。。

機機器器備備品品やや消消耗耗品品、、ココピピーーカカーードドをを年年度度末末ににままととめめてて購購入入すするるななどど、、合理性を欠く場合は、

支出が認められないことがあります。

((22)) 書書類類はは速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へへごご提提出出くくだだささいい。。

紛失等のトラブルを避けるため、領収書や出張の事後書類などの提出はできる限り、

１か月以内に行うようにしてください。

((33)) 22002255年年度度のの各各種種締締切切（（予予定定））

【【 注注 意意 事事 項項 】】

(1) 報報酬酬・・アアルルババイイトト給給与与のの請請求求はは月月のの最最終終役役務務終終了了後後、、11週週間間以以内内をを目目安安ににごご提提出出くくだだ

ささいい。。

ただし、3月に業務が発生する場合には、事前に研究費担当事務室にご相談ください。

(2)  原則として、請求書は月末締切の翌月末払いです。

(3)  締切日等の日付は変更する場合があります。適宜、研究費担当事務室からの配布物等の

案内でご確認ください。

各種申請 締切日等

　パソコン等の電子機器の購入 10月上旬【目安】

　謝礼等報酬・アルバイト給与の請求 翌月上旬【年度末注意!】

　大学を通して調達しなければいけないもの      12月11日【締切】

　研究費の執行期限       2月28日【締切】

　「研究費支出願」受付終了       3月 4日【締切】
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い。 

「研究費使用マニュアル」は、研究費を中心に構成していますので、研究費以外の事業につい

ては適宜、読み替えてご利用ください。 

１１  使使途途範範囲囲  

原原則則ととししてて以以下下がが研研究究費費のの使使途途範範囲囲でですす。。  

研研究究課課題題にに直直接接係係るるここととがが説説明明ででききるるももののにに限限らられれまますす。。  

（「研究支援経費」、「研究改善費」は 21ページ参照） 

((11)) 当当該該研研究究をを遂遂行行すするるたためめにに直直接接必必要要なな経経費費

((22)) 当当該該研研究究成成果果ののととりりままととめめ及及びび発発信信にに必必要要なな経経費費

（（個個別別のの制制約約にによよりり、、ここのの経経費費をを使使途途範範囲囲ととししなないい研研究究費費ががあありりまますす。。））

((33)) 当当該該年年度度（（採採択択日日ままたたはは研研究究開開始始日日以以降降））にに発発注注・・納納品品・・支支出出・・使使用用すするる物物件件

ソフトウェアなど、最少単位となる使用期間が複数年度にわたる場合は、事前に研究費担

当事務室にご相談ください。 

２２  留留意意点点  

((11)) 研研究究費費のの交交付付元元省省庁庁等等よよりり個個別別のの制制約約事事項項ががああるる場場合合はは、、そそちちららがが優優先先ととななりりまますす。。

((22)) 明明治治大大学学のの研研究究費費をを使使用用すするる場場合合はは、、当当「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」をを適適用用ししまますす。。

他大学などの本学以外の研究機関所属研究者も、本学が運営・管理する研究費を使用する

場合は、研究費使用マニュアルが適用されます。 

((33)) 「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」ににああるるすすべべててのの物物件件がが支支出出可可能能ででははあありりまませせんん。。

研究費使用マニュアルに掲載のものでも、前記「１ 使途範囲」であることが確認できな

いものや様々な法令や校規等によって、支出が制限されている物件があります。 

また、それに関して書類等では不明な点の確認のため、研究費担当事務室から問い合わせ

ることがありますのでご教示くださるようご協力ください。 

((44)) 原原則則ととししてて複複数数のの研研究究費費をを合合算算ししてて使使用用すするるここととははででききまませせんん。。

例外：研究支援経費同士[21 ページ 2(4)]、研究改善費同士[21ページ 下段]、研究出張

旅費[58 ページ(5)]参照 

((55)) 特特別別なな理理由由ががなないい限限りり、、個個人人間間取取引引（（相相手手がが事事業業者者ででなないい個個人人ととのの売売買買等等））ははででききまませせんん。。

((66)) 前前払払いい（（入入金金後後商商品品納納品品））のの請請求求書書払払いいはは、、対対応応ででききまませせんん。。

((77)) 「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」にに記記載載のの金金額額はは、、指指定定ののももののをを除除きき全全てて税税込込金金額額でですす。。

((88)) 研研究究費費のの次次年年度度へへのの繰繰越越ししはは、、特特にに定定めめののああるるもものの以以外外ははででききまませせんん。。

特に定めのあるもの（科研費のうち学術研究助成基金助成金、受託・共同研究、学術研究

奨励寄付金、研究助成等）。 

受託研究・共同研究、学術研究奨励寄付金は、個別の制約事項がない場合に限り、受入年 

度を含め原則 3年間使用可能です。さらに学術研究奨励寄付金は、10 万円以上残額がある 

場合、引き続き 3年間に限り、使用可能です。 

((99)) デデビビッットトカカーードド、、電電子子ママネネーー（（交交通通系系ＩＩＣＣカカーードドをを除除くく））及及びび各各種種ババーーココーードド・・ＱＱＲＲココーー

ドド決決済済（（PPaayyPPaayy、、楽楽天天ペペイイななどど））、、家家電電量量販販店店ななどどののポポイインントト、、ママイイレレーージジ、、ククーーポポンン、、図図

書書券券、、商商品品券券、、金金券券ななどどをを利利用用ししたた分分のの金金額額はは支支出出ででききまませせんん。。

ままたた、、金金券券類類をを研研究究費費でで購購入入すするるここととももででききまませせんん。。  

（（謝謝礼礼にに図図書書券券等等ををおお考考ええのの場場合合はは必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。））  

研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点  
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((1100)) ポポイインントトややママイイレレーージジ等等はは貯貯めめなないいよよううににししててくくだだささいい。。

研究費によっては、貯めた家電量販店ポイント分または航空機マイレージ分などの金額を

支出不可としているものがあります。 

((1111)) ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。

研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、やむを得ない場合を除き、多くの

証拠書類を必要としない請求書払いをご利用ください。 

((1122)) 「「居居住住者者」」「「非非居居住住者者」」のの区区別別ににごご注注意意くくだだささいい。。

「居住者」「非居住者」は源泉徴収等が関わる所得税法上の区分と、安全保障輸出管理上

の区分は異なります。 

アルバイト[65ページ 2(6)]や謝金[68ページ 1]で支出の際は、ご注意ください。

３３  研研究究費費執執行行のの各各種種締締切切  

((11)) 研研究究費費のの支支出出がが年年度度末末にに集集中中すするるここととののなないいよようう計計画画的的にに使使用用ししててくくだだささいい。。

機機器器備備品品やや消消耗耗品品、、ココピピーーカカーードドをを年年度度末末ににままととめめてて購購入入すするるななどど、、合理性を欠く場合は、

支出が認められないことがあります。 

((22)) 書書類類はは速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へへごご提提出出くくだだささいい。。

紛失等のトラブルを避けるため、領収書や出張の事後書類などの提出はできる限り、

１か月以内に行うようにしてください。 

((33)) 22002255年年度度のの各各種種締締切切（（予予定定））

【【  注注  意意  事事  項項  】】  

(1) 報報酬酬・・アアルルババイイトト給給与与のの請請求求はは月月のの最最終終役役務務終終了了後後、、11週週間間以以内内をを目目安安ににごご提提出出くくだだ

ささいい。。

ただし、3月に業務が発生する場合には、事前に研究費担当事務室にご相談ください。

(2) 原則として、請求書は月末締切の翌月末払いです。

(3) 締切日等の日付は変更する場合があります。適宜、研究費担当事務室からの配布物等の

案内でご確認ください。

各種申請 締切日等

　パソコン等の電子機器の購入 10月上旬【目安】

　謝礼等報酬・アルバイト給与の請求 翌月上旬【年度末注意!】

　大学を通して調達しなければいけないもの      12月11日【締切】

　研究費の執行期限       2月28日【締切】

　「研究費支出願」受付終了       3月 4日【締切】

26

い。

「研究費使用マニュアル」は、研究費を中心に構成していますので、研究費以外の事業につい

ては適宜、読み替えてご利用ください。

１１ 使使途途範範囲囲

原原則則ととししてて以以下下がが研研究究費費のの使使途途範範囲囲でですす。。

研研究究課課題題にに直直接接係係るるここととがが説説明明ででききるるももののにに限限らられれまますす。。

（「研究支援経費」、「研究改善費」は 21ページ参照）

((11)) 当当該該研研究究をを遂遂行行すするるたためめにに直直接接必必要要なな経経費費

((22)) 当当該該研研究究成成果果ののととりりままととめめ及及びび発発信信にに必必要要なな経経費費

（（個個別別のの制制約約にによよりり、、ここのの経経費費をを使使途途範範囲囲ととししなないい研研究究費費ががあありりまますす。。））

((33)) 当当該該年年度度（（採採択択日日ままたたはは研研究究開開始始日日以以降降））にに発発注注・・納納品品・・支支出出・・使使用用すするる物物件件

ソフトウェアなど、最少単位となる使用期間が複数年度にわたる場合は、事前に研究費担

当事務室にご相談ください。

２２ 留留意意点点

((11)) 研研究究費費のの交交付付元元省省庁庁等等よよりり個個別別のの制制約約事事項項ががああるる場場合合はは、、そそちちららがが優優先先ととななりりまますす。。

((22)) 明明治治大大学学のの研研究究費費をを使使用用すするる場場合合はは、、当当「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」をを適適用用ししまますす。。

他大学などの本学以外の研究機関所属研究者も、本学が運営・管理する研究費を使用する

場合は、研究費使用マニュアルが適用されます。

((33)) 「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」ににああるるすすべべててのの物物件件がが支支出出可可能能ででははあありりまませせんん。。

研究費使用マニュアルに掲載のものでも、前記「１ 使途範囲」であることが確認できな

いものや様々な法令や校規等によって、支出が制限されている物件があります。

また、それに関して書類等では不明な点の確認のため、研究費担当事務室から問い合わせ

ることがありますのでご教示くださるようご協力ください。

((44)) 原原則則ととししてて複複数数のの研研究究費費をを合合算算ししてて使使用用すするるここととははででききまませせんん。。

例外：研究支援経費同士[21ページ 2(4)]、研究改善費同士[21 ページ 下段]、研究出張

旅費[58ページ(5)]参照

((55)) 特特別別なな理理由由ががなないい限限りり、、個個人人間間取取引引（（相相手手がが事事業業者者ででなないい個個人人ととのの売売買買等等））ははででききまませせんん。。

((66)) 前前払払いい（（入入金金後後商商品品納納品品））のの請請求求書書払払いいはは、、対対応応ででききまませせんん。。

((77)) 「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」にに記記載載のの金金額額はは、、指指定定ののももののをを除除きき全全てて税税込込金金額額でですす。。

((88)) 研研究究費費のの次次年年度度へへのの繰繰越越ししはは、、特特にに定定めめののああるるもものの以以外外ははででききまませせんん。。

特に定めのあるもの（科研費のうち学術研究助成基金助成金、受託・共同研究、学術研究

奨励寄付金、研究助成等）。

受託研究・共同研究、学術研究奨励寄付金は、個別の制約事項がない場合に限り、受入年

度を含め原則 3年間使用可能です。さらに学術研究奨励寄付金は、10 万円以上残額がある

場合、引き続き 3年間に限り、使用可能です。

((99)) デデビビッットトカカーードド、、電電子子ママネネーー（（交交通通系系ＩＩＣＣカカーードドをを除除くく））及及びび各各種種ババーーココーードド・・ＱＱＲＲココーー

ドド決決済済（（PPaayyPPaayy、、楽楽天天ペペイイななどど））、、家家電電量量販販店店ななどどののポポイインントト、、ママイイレレーージジ、、ククーーポポンン、、図図

書書券券、、商商品品券券、、金金券券ななどどをを利利用用ししたた分分のの金金額額はは支支出出ででききまませせんん。。

ままたた、、金金券券類類をを研研究究費費でで購購入入すするるここととももででききまませせんん。。

（（謝謝礼礼にに図図書書券券等等ををおお考考ええのの場場合合はは必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。））

研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意点点
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この手順は研究知財事務室（和泉分室含む）、生田研究知財事務室、中野キャンパス事務室、中

野教育研究支援事務室で対応する研究費が対象です。これら以外の部署で対応する事業等につい

ては各担当事務室にご確認ください。

※ なお、支出願を研究費担当事務室へ提出後、振込みまでは原則３週間程度となっております

（請求書払いを除く）。点検等に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。

準

備

申

請

振振

込込

研研究究費費支支出出のの手手順順

・・支支出出願願をを添添付付ししててくくだだささいい。。

様式は駿河台(和泉含)、生田、中野、各キャンパスで異なります。

Ｗｅｂサイト「学内フォーマット集」(１３ページ)でも入手可能です。

研究費担当事務室(1９ページ)、検品室(４２ページ)でも配付しています。

・・使使用用すするる研研究究費費ごごととにに、、そそのの他他のの提提出出書書類類とと併併せせてて、、検検品品室室やや

研研究究費費担担当当事事務務室室ににごご提提出出くくだだささいい。。

・・研研究究者者がが直直接接発発注注ででききるる金金額額、、物物件件ででああるるかかををごご確確認認くくだだささいい。。

金額等の条件で大学から発注しなければならない場合があります。

・・発発注注段段階階でで支支出出すするる研研究究費費をを特特定定しし、、予予算算執執行行状状況況のの把把握握ををししてて

くくだだささいい。。

研究費を計画的に執行しているか状況を把握しましょう。

・・必必要要書書類類ををごご確確認認くくだだささいい。。

支出に際して、ご提出いただく書類があります。

・・書書類類のの提提出出先先ををごご確確認認くくだだささいい。。

特定個人研究費以外で購入した物品・書籍等は、原則検品・検収が

必要です。提出先が検品室か研究費担当事務室かをご確認ください。

※ ３０ぺージの早見表、４４ページ以降の各物件の注意をご参照ください。

・・受受けけ取取るるべべきき本本人人ににおお振振りり込込みみししまますす。。

請求書で請求のあった会社や事業所

現金・クレジットカードにて立替えた本人

アルバイト従事者 等

28 

「研究費使用マニュアル」では、研究者についての定義を以下のとおりとしています。 

種別 役割 

研究代表者 
当該研究の遂行（研究成果の取りまとめを含む。）に関してすべての責任を持

つ研究者のこと。1名。 

研究分担者 
当該研究において、研究遂行責任を分担して、研究代表者と共同で研究活動を

行う研究者のこと。 

研究協力者 
研究代表者、研究分担者以外の者で研究課題の遂行に当たり、協力を行う研究

者のこと。 

研究補助者 
研究課題の遂行に当たり、研究補助業務を行う者。研究代表者及び研究分担者

の指示を受けて業務に従事する者のこと。 

研研究究者者のの定定義義  

28
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この手順は研究知財事務室（和泉分室含む）、生田研究知財事務室、中野キャンパス事務室、中

野教育研究支援事務室で対応する研究費が対象です。これら以外の部署で対応する事業等につい

ては各担当事務室にご確認ください。  

※ なお、支出願を研究費担当事務室へ提出後、振込みまでは原則３週間程度となっております 

（請求書払いを除く）。点検等に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。 

 

準

備

申

請

振振

込込

研研究究費費支支出出のの手手順順  

・・支支出出願願をを添添付付ししててくくだだささいい。。  

    様式は駿河台(和泉含)、生田、中野、各キャンパスで異なります。 

Ｗｅｂサイト「学内フォーマット集」(１３ページ)でも入手可能です。 

    研究費担当事務室(1９ページ)、検品室(４２ページ)でも配付しています。 

・・使使用用すするる研研究究費費ごごととにに、、そそのの他他のの提提出出書書類類とと併併せせてて、、検検品品室室やや  

研研究究費費担担当当事事務務室室ににごご提提出出くくだだささいい。。 

・・研研究究者者がが直直接接発発注注ででききるる金金額額、、物物件件ででああるるかかををごご確確認認くくだだささいい。。    

    金額等の条件で大学から発注しなければならない場合があります。 

・・発発注注段段階階でで支支出出すするる研研究究費費をを特特定定しし、、予予算算執執行行状状況況のの把把握握ををししてて

くくだだささいい。。  

    研究費を計画的に執行しているか状況を把握しましょう。 

・・必必要要書書類類ををごご確確認認くくだだささいい。。  

支出に際して、ご提出いただく書類があります。 

・・書書類類のの提提出出先先ををごご確確認認くくだだささいい。。  

    特定個人研究費以外で購入した物品・書籍等は、原則検品・検収が 

必要です。提出先が検品室か研究費担当事務室かをご確認ください。 

 

※ ３０ぺージの早見表、４４ページ以降の各物件の注意をご参照ください。 

・・受受けけ取取るるべべきき本本人人ににおお振振りり込込みみししまますす。。  

    請求書で請求のあった会社や事業所 

現金・クレジットカードにて立替えた本人 

  アルバイト従事者  等 
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「研究費使用マニュアル」では、研究者についての定義を以下のとおりとしています。 

 

種別 役割 

研究代表者 
当該研究の遂行（研究成果の取りまとめを含む。）に関してすべての責任を持

つ研究者のこと。1名。 

研究分担者 
当該研究において、研究遂行責任を分担して、研究代表者と共同で研究活動を

行う研究者のこと。 

研究協力者 
研究代表者、研究分担者以外の者で研究課題の遂行に当たり、協力を行う研究

者のこと。 

研究補助者 
研究課題の遂行に当たり、研究補助業務を行う者。研究代表者及び研究分担者

の指示を受けて業務に従事する者のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研研究究者者のの定定義義  
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必
要

65

53

31km以上の
国内出張

海外出張

 ①「研究出張旅費申請書(海外)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
及び「旅程表」
 ④宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
 　（宿泊費の実費請求を伴う場合に限る。）
 ⑤宿泊の事実を示す書類
 ⑥「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ⑦航空機搭乗券・半券又は搭乗証明書等（往復）

参参照照

頁頁

ⅨⅨ
　　
人人
件件
費費
・・
謝謝
金金

研究推進員

研究支援者
※特定個人

を除く

給与・社会保険料
(法人負担分)を
研究費等から充当

【雇用する】
 ①申請書
 ②推薦書
 ③履歴書
 ④学位証明書等
 (採用希望の1ヶ月前まで）

【退職する】
 ①退職願
 （退職の2週間前まで）

63

アルバイト

※事前登録

　必須

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

（一般）時給1,300円上限
（専門）時給1,700円上限

 ①「勤務実績報告書兼請求書」
 ②「研究補助業務(アルバイト)に関する確認書」
及び「誓約書」(事前登録時従事者が記入）

61

ⅧⅧ
　　
学学
会会
費費

学会等登録料
学会等参加費　　　　　※立替払

 ①領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②明細書(費用内訳が明記されたもの)
 ③日程，登録料・参加費が記載された開催通知等

62
学会等年会費　　　　　※立替払
 

  ※ 科研費･特定個人･研究支援経費のみ支出可

 ①領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②請求通知やそれに代わるもの

ⅦⅦ
投投
稿稿
料料

論文投稿料・掲載料

 ①請求書又は領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②明細書(費用内訳、支払期日が明記されたもの)
 ③投稿した論文の表紙等（タイトル・執筆者が明記され
たもの）

鉄道・バスを利用する場合

 ①「研究出張旅費申請書(国内)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ④現地到着証拠書類　※特定個人は不要

飛行機を利用する場合

 ①「研究出張旅費申請書(国内)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
及び「旅程表」
 ④「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ⑤航空機搭乗券・半券 [搭乗したことがわかるもの]
（往復）

ⅥⅥ
　　
旅旅
費費

31km未満の国内出張
 ①「近距離出張申請書」
 ②学会のプログラム等（写し可）
  （学会等に参加する場合）

種種類類 提提出出書書類類

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅤⅤ
　　
書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌

書
籍
・
雑
誌

論
文
集
　
等

特
定
個
人
以
外
の

研
究
費

60万円以上（固定資産）
 ①製品カタログ
 ②見積書(参考見積)
 ③価格認定書(古書の場合のみ) 検

品
室 51

10万円以上60万円未満
(固定資産)

大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金額額」」がが
必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金額額」」

がが必必要要
※Web領収書の場合は

　P.40をご確認ください。

10万円未満（消耗品）

特定個人研究費で購入

品品名名 11冊冊又又はは11組組のの金金額額 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

30 
 

  
  研研究究費費等等をを執執行行ででききるる主主ななもものの早早見見表表  

特定個人研究費については、24～25ページも併せてご確認ください。

【注意事項】
１　研究知財事務室（和泉分室）・生田研究知財事務室・中野教育研究支援事務室以外で取り扱う研究費等は

　1回の発注額の合計が30万円以上のものは、全て大学を通して発注しなければなりません。

２　大学発注が必要なものは、研究者が直接発注をすることはできません。

３　各物件等の支出に関する詳細は「参照頁」欄のページをご一読ください。
４　研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証拠書類を必要としない請求書払いをご利用

　ください。

必
要

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

46

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等作業内容
の分かる書類

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
 作業内容の分かる書類

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品

先先」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円

以上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検
品
室

ⅣⅣ
　　
修修
繕繕
費費

※

事

前

申

請

必

須

機
器
の
修
繕

※

特

定

個

人

を

除

く

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要

検
品
室

※１　ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1件又は1組の
　　金額にかかわらず消耗品として扱います。
※２　マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は、P.48
　　の情報メディア部からの案内をご確認ください。

ⅢⅢ
　　
什什
器器
類類

実
験
室
の
台

研
究
室
の
執
務
机

執
務
椅
子
等

集合資産（少額重要資産）となる
場合　※※支支出出不不可可

大学が整備すべきもののため、研究費では購入できませ
ん。金額にかかわらず大学を通して発注します。

44
集合資産（少額重要資産）となら
ない場合
 ※※  研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可

提出書類は「Ⅰ、Ⅱ」欄をご参照ください。
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟
事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するも
のと同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。

ⅡⅡ
　　
消消
耗耗
品品

実
験
用
材
料
･
薬
品
･
Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ

イ
ン
ク
カ
ー

ト
リ
ッ

ジ
等

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
※※

２２

1件又は1組の
金額が

10万円未満
※※１１

もしくは

耐用年数１年
未満の物品

1回の発注額の
合計が60万円以上

品品名名 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅠⅠ
　　
機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品

（

耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
）

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
等

1件又は1組の金額が
30万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ　③見積書
 ④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)

検
品
室

44

1件又は1組の
金額が

10万円以上
30万円未満

1回の発注額の
合計が60万円以上

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品先先」」

がが必必要要

30



31 
 
  

必
要

65

53

31km以上の
国内出張

海外出張

 ①「研究出張旅費申請書(海外)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
及び「旅程表」
 ④宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
 　（宿泊費の実費請求を伴う場合に限る。）
 ⑤宿泊の事実を示す書類
 ⑥「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ⑦航空機搭乗券・半券又は搭乗証明書等（往復）

参参照照

頁頁

ⅨⅨ
　　
人人
件件
費費
・・
謝謝
金金

研究推進員

研究支援者
※特定個人

を除く

給与・社会保険料
(法人負担分)を

研究費等から充当

【雇用する】
 ①申請書
 ②推薦書
 ③履歴書
 ④学位証明書等
 (採用希望の1ヶ月前まで）

【退職する】
 ①退職願
 （退職の2週間前まで）

63

アルバイト

※事前登録

　必須

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

（一般）時給1,300円上限
（専門）時給1,700円上限

 ①「勤務実績報告書兼請求書」
 ②「研究補助業務(アルバイト)に関する確認書」
及び「誓約書」(事前登録時従事者が記入）

61

ⅧⅧ
　　
学学
会会
費費

学会等登録料
学会等参加費　　　　　※立替払

 ①領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②明細書(費用内訳が明記されたもの)
 ③日程，登録料・参加費が記載された開催通知等

62
学会等年会費　　　　　※立替払
 

  ※ 科研費･特定個人･研究支援経費のみ支出可

 ①領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②請求通知やそれに代わるもの

ⅦⅦ
投投
稿稿
料料

論文投稿料・掲載料

 ①請求書又は領収書(払込請求書兼領収書でも可）
 ②明細書(費用内訳、支払期日が明記されたもの)
 ③投稿した論文の表紙等（タイトル・執筆者が明記され
たもの）

鉄道・バスを利用する場合

 ①「研究出張旅費申請書(国内)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ④現地到着証拠書類　※特定個人は不要

飛行機を利用する場合

 ①「研究出張旅費申請書(国内)」
 ②学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可）
 ③渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」
及び「旅程表」
 ④「研究出張報告書」※特定個人は不要
 ⑤航空機搭乗券・半券 [搭乗したことがわかるもの]
（往復）

ⅥⅥ
　　
旅旅
費費

31km未満の国内出張
 ①「近距離出張申請書」
 ②学会のプログラム等（写し可）
  （学会等に参加する場合）

種種類類 提提出出書書類類

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅤⅤ
　　
書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌

書
籍
・
雑
誌

論
文
集
　
等

特
定
個
人
以
外
の

研
究
費

60万円以上（固定資産）
 ①製品カタログ
 ②見積書(参考見積)
 ③価格認定書(古書の場合のみ) 検

品
室 51

10万円以上60万円未満
(固定資産)

大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金額額」」がが
必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金額額」」

がが必必要要
※Web領収書の場合は

　P.40をご確認ください。

10万円未満（消耗品）

特定個人研究費で購入

品品名名 11冊冊又又はは11組組のの金金額額 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

30 
 

  
  研研究究費費等等をを執執行行ででききるる主主ななもものの早早見見表表  

特定個人研究費については、24～25ページも併せてご確認ください。

【注意事項】
１　研究知財事務室（和泉分室）・生田研究知財事務室・中野教育研究支援事務室以外で取り扱う研究費等は

　1回の発注額の合計が30万円以上のものは、全て大学を通して発注しなければなりません。

２　大学発注が必要なものは、研究者が直接発注をすることはできません。

３　各物件等の支出に関する詳細は「参照頁」欄のページをご一読ください。
４　研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証拠書類を必要としない請求書払いをご利用

　ください。

必
要

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

46

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等作業内容
の分かる書類

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
 作業内容の分かる書類

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品

先先」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円

以上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検
品
室

ⅣⅣ
　　
修修
繕繕
費費

※

事

前

申

請

必

須

機
器
の
修
繕

※

特

定

個

人

を

除

く

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要

検
品
室

※１　ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1件又は1組の
　　金額にかかわらず消耗品として扱います。
※２　マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は、P.48
　　の情報メディア部からの案内をご確認ください。

ⅢⅢ
　　
什什
器器
類類

実
験
室
の
台

研
究
室
の
執
務
机

執
務
椅
子
等

集合資産（少額重要資産）となる
場合　※※支支出出不不可可

大学が整備すべきもののため、研究費では購入できませ
ん。金額にかかわらず大学を通して発注します。

44
集合資産（少額重要資産）となら
ない場合
 ※※  研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可

提出書類は「Ⅰ、Ⅱ」欄をご参照ください。
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟
事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するも
のと同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。

ⅡⅡ
　　
消消
耗耗
品品

実
験
用
材
料
･
薬
品
･
Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ

イ
ン
ク
カ
ー

ト
リ
ッ

ジ
等

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
※※

２２

1件又は1組の
金額が

10万円未満
※※１１

もしくは

耐用年数１年
未満の物品

1回の発注額の
合計が60万円以上

品品名名 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅠⅠ
　　
機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品

（

耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
）

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
等

1件又は1組の金額が
30万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ　③見積書
 ④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)

検
品
室

44

1件又は1組の
金額が

10万円以上
30万円未満

1回の発注額の
合計が60万円以上

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品先先」」

がが必必要要

31
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77

ココ
ピピ
ーー

・・
印印
刷刷
製製
本本

資
料
の
コ
ピ
ー

報
告
書
等
の
印
刷
製
本

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず
契約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見本(原稿)
 ③見積書

必
要

77

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
 ④印刷物(特定個人は除く)

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
 ④印刷物(特定個人は除く)

検
品
室

※

資

料

コ

ピ
ー

は

除

く

参参照照

頁頁

ⅪⅪ

業業
務務
委委
託託

測
定
・
成
分
分
析

デ
ー

タ
入
力

調
査
加
工
等

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず
契約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書
 ③仕様書
 (作業内容、期間、成果物等の業務委託内容が
  分かるもの)

必
要

検
品
室

76

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
 ④仕様書
 (作業内容、期間、成果物等
の業務委託内容が分かるもの)
 ⑤成果物（又は作業完了
報告書）

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

ⅩⅩ

招招
聘聘
旅旅
費費
※

特

定

個

人

を

除

く

国内からの
招聘

鉄道・バスを利用する場合

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・交通費「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・内訳書」
　 及び「旅程表」

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
 ④仕様書
 (作業内容、期間、成果物
等の業務委託内容が分かる
もの)
 ⑤成果物（又は作業完了報
告書）

ⅫⅫ

利利
用用
料料

データベースの利用料

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
(データベースの内容・利用期間

の分かる書類）

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
(データベースの内容・利用期

間の分かる書類）

73
飛行機を利用する場合

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・航空賃「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・明細書」
   及び「旅程表」
 ④航空機搭乗券・半券(往路のみで可）

海外からの招聘

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・渡航費「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・明細書」
   及び「旅程表」
 ④往路の航空機搭乗券・半券又は搭乗証明書等

種種類類 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅩⅩⅢⅢ
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　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

支
払
先
【

海
外
】

支
払
先

【

海
外
】

個個人人((非非居居住住者者))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

①「報酬・手数料支払依頼書」
②成果物
（アンケート、イベント等実施のパンフレット等）
③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
※海外送金は事前にご相談ください。

個個人人((非非居居住住者者))・・
外外国国法法人人((団団体体))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

①「報酬・手数料支払依頼書」
②成果物

（作業完了が分かる書類）
③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
※海外送金は事前にご相談ください。

外外国国法法人人((業業者者))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％

【請求書払】※海外送金は事

前にご相談ください

①見積書・納品書
請求書
②成果物
(作業完了が分かる書類)

【立替払】
①領収書・見積書
②成果物
(作業完了が分かる書類)

外外国国法法人人((業業者者))
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

※海外送金は事前にご相談ください。
　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

英
文
校
正
料
・
専
門
的
知
識
供
与

通
訳
・
講
演
謝
礼
・
デ
ザ
イ
ン
料
等

(

講
演
謝
礼
は
特
定
個
人
研
究
費
で
は
支
出
で
き
ま
せ
ん

)

支
払
先
【

国
内
】

個個人人((居居住住者者))
源泉徴収税率：10.21％ ①「報酬・手数料支払依頼書」

②成果物
（校閲資料、講演会チラシ等）

研
究
費
担
当
事
務
室

内内国国法法人人((団団体体))
源泉徴収税率：0％

内内国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：0％

ⅨⅨ

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金

翻
訳
・
原
稿
作
成
等

(

成
果
物
が
著
作
物
や
二
次
的
著
作
物
の
場
合

)

支
払
先
【

国
内
】

個人(居住者)
源泉徴収税率：10.21％ ①「報酬・手数料支払依頼書」

②成果物（翻訳資料等）

研
究
費
担
当
事
務
室

69

内国法人(団体)
源泉徴収税率：0％

内内国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：0％

　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

支
払
先
【

海
外
】

個個人人((非非居居住住者者))
源泉徴収税率：20.42％

①「報酬・手数料支払依頼書」
②成果物(作業完了が分かる書類)
③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
※ 海外送金は事前にご相談ください。

外外国国法法人人((団団体体))
源泉徴収税率：20.42％

外外国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：20.42％

【請求書払】※海外送金は事

前にご相談ください

①見積書・納品書
請求書
②成果物
(作業完了が分かる書類)

【立替払】
①領収書・見積書
②成果物
(作業完了が分かる書類)

ア
ン
ケ
ー

ト
回
答

被
験
者
謝
礼

司
会
謝
礼

手
話
通
訳

支
払
先

【

国
内
】

個個人人((居居住住者者))
源泉徴収税率：0％

①「報酬・手数料支払依頼書」
②成果物
（アンケート、イベント等実施のパンフレット等）

研
究
費
担
当
事
務
室

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁
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77

　　
ココ
ピピ
ーー

・・
印印
刷刷
製製
本本

資
料
の
コ
ピ
ー

報
告
書
等
の
印
刷
製
本

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず
契約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見本(原稿)
 ③見積書

必
要

77

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
 ④印刷物(特定個人は除く)

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
 ④印刷物(特定個人は除く)

検
品
室
　
※

資

料

コ

ピ
ー

は

除

く

参参照照

頁頁

ⅪⅪ
　　
業業
務務
委委
託託

測
定
・
成
分
分
析

デ
ー

タ
入
力

調
査
加
工
等

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず
契約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書
 ③仕様書
 (作業内容、期間、成果物等の業務委託内容が
  分かるもの)

必
要

検
品
室

76

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
 ④仕様書
 (作業内容、期間、成果物等
の業務委託内容が分かるもの)
 ⑤成果物（又は作業完了
報告書）

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

ⅩⅩ
　　
招招
聘聘
旅旅
費費
※

特

定

個

人

を

除

く

国内からの
招聘

鉄道・バスを利用する場合

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・交通費「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・内訳書」
　 及び「旅程表」

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
 ④仕様書
 (作業内容、期間、成果物
等の業務委託内容が分かる
もの)
 ⑤成果物（又は作業完了報
告書）

ⅫⅫ
　　
利利
用用
料料

データベースの利用料

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
 (データベースの内容・利用期間

の分かる書類）

【立替払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③領収書
 (データベースの内容・利用期

間の分かる書類）

73
飛行機を利用する場合

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・航空賃「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・明細書」
   及び「旅程表」
 ④航空機搭乗券・半券(往路のみで可）

海外からの招聘

 ①「招聘旅費申請書」
 ②「招聘報告書」
 ③宿泊費・渡航費「請求書・見積書」
 　もしくは
   招聘側が立替えた「領収書・明細書」
   及び「旅程表」
 ④往路の航空機搭乗券・半券又は搭乗証明書等

種種類類 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

ⅩⅩⅢⅢ
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　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

支
払
先
【

海
外
】

支
払
先

【

海
外
】

個個人人((非非居居住住者者))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

 ①「報酬・手数料支払依頼書」
 ②成果物
（アンケート、イベント等実施のパンフレット等）
 ③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
 ※海外送金は事前にご相談ください。

個個人人((非非居居住住者者))・・
外外国国法法人人((団団体体))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

 ①「報酬・手数料支払依頼書」
 ②成果物
（作業完了が分かる書類）
 ③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
 ※海外送金は事前にご相談ください。

外外国国法法人人((業業者者))
【日本での作業】

源泉徴収税率：20.42％

【請求書払】※海外送金は事

前にご相談ください

 ①見積書・納品書
　請求書
 ②成果物
(作業完了が分かる書類)

【立替払】
 ①領収書・見積書
 ②成果物
(作業完了が分かる書類)

外外国国法法人人((業業者者))
【海外での作業】
源泉徴収税率：0％

　※海外送金は事前にご相談ください。
　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

英
文
校
正
料
・
専
門
的
知
識
供
与

通
訳
・
講
演
謝
礼
・
デ
ザ
イ
ン
料
等

(

講
演
謝
礼
は
特
定
個
人
研
究
費
で
は
支
出
で
き
ま
せ
ん

)

支
払
先
【

国
内
】

個個人人((居居住住者者))
源泉徴収税率：10.21％  ①「報酬・手数料支払依頼書」

 ②成果物
（校閲資料、講演会チラシ等）

研
究
費
担
当
事
務
室

内内国国法法人人((団団体体))
源泉徴収税率：0％

内内国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：0％

ⅨⅨ
　　
人人
件件
費費
・・
謝謝
金金

翻
訳
・
原
稿
作
成
等

(

成
果
物
が
著
作
物
や
二
次
的
著
作
物
の
場
合

)

支
払
先
【

国
内
】

個人(居住者)
源泉徴収税率：10.21％  ①「報酬・手数料支払依頼書」

 ②成果物（翻訳資料等）

研
究
費
担
当
事
務
室

69

内国法人(団体)
源泉徴収税率：0％

内内国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：0％

　業務委託と同様の取扱いとなります。
　「Ⅺ　業務委託」欄をご参照ください。

支
払
先
【

海
外
】

個個人人((非非居居住住者者))
源泉徴収税率：20.42％

 ①「報酬・手数料支払依頼書」
 ②成果物(作業完了が分かる書類)
 ③領収書（日本に口座がなく、立替えた場合）
 ※ 海外送金は事前にご相談ください。

外外国国法法人人((団団体体))
源泉徴収税率：20.42％

外外国国法法人人((業業者者))
源泉徴収税率：20.42％

【請求書払】※海外送金は事

前にご相談ください

 ①見積書・納品書
　請求書
 ②成果物
(作業完了が分かる書類)

【立替払】
 ①領収書・見積書
 ②成果物
(作業完了が分かる書類)

ア
ン
ケ
ー

ト
回
答

被
験
者
謝
礼

司
会
謝
礼

手
話
通
訳

支
払
先

【

国
内
】

個個人人((居居住住者者))
源泉徴収税率：0％

 ①「報酬・手数料支払依頼書」
 ②成果物
（アンケート、イベント等実施のパンフレット等）

研
究
費
担
当
事
務
室

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁
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研究費支出願と併せて提出する必要書類は、4444 ペペーージジ以以降降、、購購入入すするる物物件件ごごととにに「「提提出出書書類類」」

ををごご案案内内ししてていいまますす。 

  

１１  各各種種書書類類のの留留意意点点  

学学内内フフォォーーママッットト  

研研究究費費支支出出願願  

① 駿河台（和泉含）、生田、中野の各キャンパスで様式が異なります。 

② 研究費ごとに作成してください。 

各各種種申申請請書書（「研究出張旅費申請書」、「報酬・手数料支払依頼書」等）  

①  「「消消せせるるボボーールルペペンン（（フフリリククシショョンンペペンン等等））」」はは使使用用ししなないいででくくだだささいい。。 

② 印鑑は朱肉印をご使用ください。 

※各種ﾌｫｰﾏｯﾄ（様式）は記記入入例例をを付付すすなど、わかりやすいよう随随時時更更新新ししてておおりりまますすののでで、Web

サイト「学内ﾌｫｰﾏｯﾄ集」（13ページ）から最最新新版版ををﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙ししててごご利利用用くくだだささいい。 
そそのの他他各各種種書書類類  

大大学学会会計計上上、、各各種種書書類類ににつついいてて細細かかいい指指示示ががごござざいいまますすののででごご協協力力おお願願いいいいたたししまますす。。  

見見積積書書  

① 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

② 一回の発注額の合計が 30万円以上の消耗品・準備品の場合は、22社社見見積積ももりりの提出が

必要です。 

納納品品書書  

① 納品日の記載がないものは無効です。 

② 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

請請求求書書  

① 発発行行日日、、発発行行者者（（会会社社名名等等））、、社社印印ががなないいもものの、、PPDDFF やや WWeebb 画画面面ををププリリンントトアアウウトトししたた

ももののはは無無効効でですす。（（発発行行元元がが電電子子請請求求書書をを原原本本ととししてていいるる場場合合はは除除くく。。）） 

② 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

③ 宛名は、「明治大学 所属学部等 研究者氏名(フルネーム) 」としてください。 

④ 未払いがある場合、それ以降の発注を受け付けない業者があり、全学的に支障をきた

しますので、速やかにご提出ください。 

明明細細書書、、WWeebb 発発注注画画面面ココピピーー  

① 請求書、領収書に明細の記載がない場合は提出が必要です。 

領領収収書書（38ページにイラストで詳しくご案内しています。） 

① 発発行行日日、、発発行行者者（（会会社社名名等等））、、社社印印（（ままたたはは担担当当者者印印））ががなないいももののはは無無効効でですす。。  

② PPDDFF フファァイイルルににななっってていいるる領領収収書書やや WWeebb 出出力力のの領領収収書書でで納納品品書書ががなないい場場合合はは、、併併せせてて

ククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））がが必必要要でですす。。（（次次ペペーージジ参参照照））  

③ 物品名及び個別の金額（内訳）等の明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

④ 宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」としてください。 

⑤ 社印・担当者印のない領収書は無効ですが、「「領領収収書書」」「「領領収収ししままししたた」」とと記記載載さされれたた

レレシシーートトはは有有効効でですす。。 

⑥ 家電量販店のレシートは領収書兼明細書となり、別途手書きの「領収書」は不要です。 

⑦ レシートはハサミで切るなど手を加えたものは無効です。加工せずにご提出ください。 

⑧ 研究代表者・分担者以外の関係者が立て替えた場合は、研究代表者または分担者の承

認印を押印してください。 

提提出出書書類類のの留留意意点点  
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※※  海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・出張時の携行等）、出張を含む海外 

での技術（情報）提供、留学生の受入れ・送出し、海外からの研究者等非居住者、または居住 

者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場 

合には、事前の確認が必要です。 

詳細は学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

  

必要

81

　　
　　
臨臨
時時
的的
なな
託託
児児
料料

臨時的な託児料
 ※ 科研費のみ支出可

(出張に伴い発生する託児料と出張旅費は、整
合性のとれた研究費であることが必要)

 ①領収書(請求書払い対応不可）
 ②明細書(利用時間・金額等がわかるもの)
 ③当該託児サービスであることが確認できる資料
 ④理由書（臨時的な託児所の利用が必要である旨）
 ⑤参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類

81

80

学外会場の借用

【請求書払】
 ①目的、使用日時、使用者が
明記された明細書
 ②請求書

【立替払】
 ①目的、使用日時、使用者
が明記された明細書
 ②領収書

　　
会会
議議
費費

会議等における弁当代
※特定個人・研究所研究費を除く

【請求書払】
 ①「会議費申請書」
 ②開催通知等
 ③納品書・請求書

【立替払】
 ①「会議費申請書」
 ②開催通知等
 ③領収書・明細書

【立替払】
 ①領収書・明細書
 ②納品書
 (納品が確認できる書類)

会
場
の
借
用

※
特
定
個
人
を
除
く

学内会場の借用
（目的が研究課題に関連した研究
会等であり、参加費を徴収しない
場合は無料）

 ①各管理部署または研究費担当部署指定の申請書
 ②開催通知やポスター
 ※事前にご相談ください。

※自宅を終起点とする郵送・運搬費は対象外

　　
貸貸
借借

機
器
レ
ン
タ
ル

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ
 ③見積書

必
要

80

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

　　
　　
郵郵
送送
料料
・・
運運
搬搬
費費

1件の金額が30万円以上の運搬費
 ①「調達願い」
 ②見積書

79
1件の金額が30万円未満の

郵送料・運搬費

【請求書払】
 ①請求書・明細書
 ②送付先・送付内容が分かる
書類
 ③発送控え(宅配取次
  店から発送した場合)

【立替払】
 ①領収書・明細書
 ②送付先・送付内容が分か
る書類
 ③発送控え(宅配取次
  店から発送した場合)

ⅩⅩⅣⅣ

ⅩⅩⅤⅤ

ⅩⅩⅥⅥ

ⅩⅩⅦⅦ
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研究費支出願と併せて提出する必要書類は、4444 ペペーージジ以以降降、、購購入入すするる物物件件ごごととにに「「提提出出書書類類」」

ををごご案案内内ししてていいまますす。 

  

１１  各各種種書書類類のの留留意意点点  

学学内内フフォォーーママッットト  

研研究究費費支支出出願願  

① 駿河台（和泉含）、生田、中野の各キャンパスで様式が異なります。 

② 研究費ごとに作成してください。 

各各種種申申請請書書（「研究出張旅費申請書」、「報酬・手数料支払依頼書」等）  

①  「「消消せせるるボボーールルペペンン（（フフリリククシショョンンペペンン等等））」」はは使使用用ししなないいででくくだだささいい。。 

② 印鑑は朱肉印をご使用ください。 

※各種ﾌｫｰﾏｯﾄ（様式）は記記入入例例をを付付すすなど、わかりやすいよう随随時時更更新新ししてておおりりまますすののでで、Web

サイト「学内ﾌｫｰﾏｯﾄ集」（13ページ）から最最新新版版ををﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙ししててごご利利用用くくだだささいい。 
そそのの他他各各種種書書類類  

大大学学会会計計上上、、各各種種書書類類ににつついいてて細細かかいい指指示示ががごござざいいまますすののででごご協協力力おお願願いいいいたたししまますす。。  

見見積積書書  

① 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

② 一回の発注額の合計が 30万円以上の消耗品・準備品の場合は、22社社見見積積ももりりの提出が

必要です。 

納納品品書書  

① 納品日の記載がないものは無効です。 

② 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

請請求求書書  

① 発発行行日日、、発発行行者者（（会会社社名名等等））、、社社印印ががなないいもものの、、PPDDFF やや WWeebb 画画面面ををププリリンントトアアウウトトししたた

ももののはは無無効効でですす。（（発発行行元元がが電電子子請請求求書書をを原原本本ととししてていいるる場場合合はは除除くく。。）） 

② 物品名、個別の金額等明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

③ 宛名は、「明治大学 所属学部等 研究者氏名(フルネーム) 」としてください。 

④ 未払いがある場合、それ以降の発注を受け付けない業者があり、全学的に支障をきた

しますので、速やかにご提出ください。 

明明細細書書、、WWeebb 発発注注画画面面ココピピーー  

① 請求書、領収書に明細の記載がない場合は提出が必要です。 

領領収収書書（38 ページにイラストで詳しくご案内しています。） 

① 発発行行日日、、発発行行者者（（会会社社名名等等））、、社社印印（（ままたたはは担担当当者者印印））ががなないいももののはは無無効効でですす。。  

② PPDDFF フファァイイルルににななっってていいるる領領収収書書やや WWeebb 出出力力のの領領収収書書でで納納品品書書ががなないい場場合合はは、、併併せせてて

ククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））がが必必要要でですす。。（（次次ペペーージジ参参照照））  

③ 物品名及び個別の金額（内訳）等の明明細細のの記記載載がが必必要要です。 

④ 宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」としてください。 

⑤ 社印・担当者印のない領収書は無効ですが、「「領領収収書書」」「「領領収収ししままししたた」」とと記記載載さされれたた

レレシシーートトはは有有効効でですす。。 

⑥ 家電量販店のレシートは領収書兼明細書となり、別途手書きの「領収書」は不要です。 

⑦ レシートはハサミで切るなど手を加えたものは無効です。加工せずにご提出ください。 

⑧ 研究代表者・分担者以外の関係者が立て替えた場合は、研究代表者または分担者の承

認印を押印してください。 

提提出出書書類類のの留留意意点点  
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※※  海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・出張時の携行等）、出張を含む海外 

での技術（情報）提供、留学生の受入れ・送出し、海外からの研究者等非居住者、または居住 

者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場 

合には、事前の確認が必要です。 

詳細は学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

  

必要

81

　　
　　
臨臨
時時
的的
なな
託託
児児
料料

臨時的な託児料
 ※ 科研費のみ支出可

(出張に伴い発生する託児料と出張旅費は、整
合性のとれた研究費であることが必要)

 ①領収書(請求書払い対応不可）
 ②明細書(利用時間・金額等がわかるもの)
 ③当該託児サービスであることが確認できる資料
 ④理由書（臨時的な託児所の利用が必要である旨）
 ⑤参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類

81

80

学外会場の借用

【請求書払】
 ①目的、使用日時、使用者が
明記された明細書
 ②請求書

【立替払】
 ①目的、使用日時、使用者
が明記された明細書
 ②領収書

　　
会会
議議
費費

会議等における弁当代
※特定個人・研究所研究費を除く

【請求書払】
 ①「会議費申請書」
 ②開催通知等
 ③納品書・請求書

【立替払】
 ①「会議費申請書」
 ②開催通知等
 ③領収書・明細書

【立替払】
 ①領収書・明細書
 ②納品書
 (納品が確認できる書類)

会
場
の
借
用

※
特
定
個
人
を
除
く

学内会場の借用
（目的が研究課題に関連した研究
会等であり、参加費を徴収しない
場合は無料）

 ①各管理部署または研究費担当部署指定の申請書
 ②開催通知やポスター
 ※事前にご相談ください。

※自宅を終起点とする郵送・運搬費は対象外

　　
貸貸
借借

機
器
レ
ン
タ
ル

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ
 ③見積書

必
要

80

1件の金額が30万円未満で、
契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書

種種類類 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

検検品品

場場所所

参参照照

頁頁

　　
　　
郵郵
送送
料料
・・
運運
搬搬
費費

1件の金額が30万円以上の運搬費
 ①「調達願い」
 ②見積書

79
1件の金額が30万円未満の

郵送料・運搬費

【請求書払】
 ①請求書・明細書
 ②送付先・送付内容が分かる
書類
 ③発送控え(宅配取次
  店から発送した場合)

【立替払】
 ①領収書・明細書
 ②送付先・送付内容が分か
る書類
 ③発送控え(宅配取次
  店から発送した場合)

ⅩⅩⅣⅣ

ⅩⅩⅤⅤ

ⅩⅩⅥⅥ

ⅩⅩⅦⅦ
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銀銀行行窓窓口口やや AATTMMででのの振振込込（（領領収収書書のの発発行行がが省省略略さされれるる場場合合））

窓窓口口ままたたはは AATTMMでで発発行行さされれるるごご利利用用明明細細、、払払込込請請求求書書兼兼領領収収書書等等（（原原本本））

① コピーは無効です。必ず原本をご提出ください。

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググをを利利用用ししたた振振込込

① 必必ずず本本人人名名義義のの口口座座で、次次のの 66 点点がが確確認認ででききるる、、当当該該銀銀行行のの WWeebb 表表示示画画面面ののココピピーー

が必要です。（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してください。）

ア 銀行名 イ 本人「氏名」 ウ 振込金額 エ 振込先 オ 振込日

カ「「取取引引完完了了」」・・「「手手続続済済」」等等振振込込完完了了

※ 「「手手続続中中」」等等画画面面でで取取引引のの完完了了がが確確認認ででききなないいももののはは無無効効です。

自自動動引引きき落落ととしし（（口口座座振振替替））

通通帳帳ののココピピーー

① 必必ずず本本人人名名義義のの口口座座で、次次のの 44 点点がが確確認認ででききるる通通帳帳ココピピーーをご提出ください。

ア 銀行名 イ 本人「氏名」 ウ 引落金額 エ 引落日

※銀銀行行等等とと通通帳帳ののなないい契契約約ををししてていいるる場場合合は、上記ア～ウが明記された自自動動引引きき落落ととしし

（（口口座座振振替替））のの取取引引完完了了（（確確定定））画画面面すすべべててがが必必要要でですす。。（当該サイトに印刷ボタンが

ある場合はそちらから印刷してください。）

立替払いにおいて、クレジットカードを使用した場合、「クレジットカード利用明

細書(原本)」の提出が必要となることがあります。クレジットカードを私用と研究費

用で共通に使用する場合、カード会社発行の「クレジットカード利用明細書」には、

私的な使用状況も記載されるため、あらかじめ研研究究費費用用ののカカーードドをを別別途途作作成成さされれるるここ

ととをを推推奨奨ししまますす。。

研研究究費費用用ククレレジジッットトカカーードド作作成成ののおお願願いい

【【請請求求書書払払いい】】ごご利利用用をを推推奨奨

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、多多くくのの証証憑憑書書類類をを必必要要ととしし

なないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。（特に、研究出張・書籍購入・PC 等物品購入・英

文校閲料を支出の場合は、各研究費担当事務室へご相談ください。）
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外外国国語語でで記記載載のの領領収収書書（（前前ペペーージジ「「領領収収書書」」にに準準ずずるる））  

① 発発行行日日、、発発行行元元のの名名称称及及びびササイインンががなないいももののはは無無効効でですす。

② 領収書でも、現現地地のの言言語語でで「「PPaaiidd」」「「RReecceeiipptt」」「「BBaallaannccee00」」「「CCaasshh」」「「PPaayymmeenntt」」と支払いを

確認できる文言がない場合は無効です。（文言があればレシートでも有効）

③ 英英語語以以外外でで記記載載さされれたた領領収収書書（（明明細細書書））はは、、内内容容（（上上記記②②領領収収をを意意味味すするる文文言言、、取取引引内内容容

等等））がが分分かかるるよよううにに和和訳訳メメモモをを付付ししててご提出ください。

④ 前ページ「領収書」記載③、④、⑦、⑧については、外国語で記載の領収書であっても同

様の取り扱いです。

デデビビッットトカカーードド、、電電子子ママネネーー（（交交通通系系ＩＩＣＣカカーードドをを除除くく））及及びび各各種種ババーーココーードド・・ＱＱＲＲココーードド

決決済済（（PPaayyPPaayy、、楽楽天天ペペイイななどど））をを利利用用ししたた金金額額はは研研究究費費でで支支出出ででききまませせんん。。  

 出張先等、やむを得ず国や地域によって、デビットカードを使わざるを得ない場合は、必ず

事事前前にに研究費担当事務室へご相談ください。 

領領収収書書がが【【無無効効】】等等のの場場合合にに提提出出がが必必要要なな代代替替ええ書書類類（（支支払払っったた証証明明ととななるる書書類類））  

以下の書類と、請求書または請求書に代わる書類（明細記載）等を併併せせててご提出ください。  

ククレレジジッットトカカーードドをを利利用用のの場場合合

クレジットカード利用明細書

① 本本人人名名義義のクレジットカードで、支支払払いいがが 11回回払払いいのものに限ります。（（××リリボボ払払いい））

※※ フフルルネネーームム記記載載ののなないいカカーードド利利用用明明細細書書のの場場合合はは、、事事前前ににおお申申しし出出くくだだささいい。。

② 原則、家族カードでの支払いは受け付けできません。

③ 海外でクレジットカードを利用の場合は、領収書があっても、為替レート確認のため、 

クレジットカード利用明細書をご提出ください。（利用明細がカード会社発行の原本の

場合、コピーの提出でも可）

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

⇒利利用用明明細細書書ががカカーードド会会社社発発行行のの原原本本のの場場合合

① ククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書はは切切ららずずにに支支出出にに必必要要なな部部分分全全ペペーージジををごご提提出出くくだだささ

いい。。（切り離すと、正式な書類としてお取り扱いできません。）

② ご希望の場合は、利用明細書（原本）を各研究費担当事務室窓口でコピーして、

返却することが可能です。利用明細書（原本）提出時にお申し出ください。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

⇒利利用用明明細細がが WWeebb ののみみのの契契約約のの場場合合

① 次の 2点が確認できる WWeebb 利利用用明明細細表表示示画画面面ののココピピーー（（出出力力さされれたたももののすすべべてて））ををごご

提提出出くくだだささいい。。（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してください。）

ア 本人「氏名」 イイ  引引落落しし「「確確定定」」

② Web利用明細は最初に提出されたものを「原本」とみなします。提出は 1回のみとして

ください。

③ Web利用明細を一度ご提出後、他の研究費等で重ねて使用がある場合は、提出済みの研

究費等の名称をお申し出ください。（（同同じじ利利用用明明細細をを重重複複ししてて提提出出すするるここととののなないいよようう

ごご留留意意くくだだささいい。。））

④ Web利用明細を PC上で加工（PDFファイルの編集等 PC上で金額や内容に黒塗りを施す

などの加工）したものは無効です。

⑤ Web利用明細を１度プリントし、不要部分を加工（黒塗り等）した後、再度コピーした

ものは無効です。
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銀銀行行窓窓口口やや AATTMMででのの振振込込（（領領収収書書のの発発行行がが省省略略さされれるる場場合合）） 

 窓窓口口ままたたはは AATTMM でで発発行行さされれるるごご利利用用明明細細、、払払込込請請求求書書兼兼領領収収書書等等（（原原本本））  

① コピーは無効です。必ず原本をご提出ください。  

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググをを利利用用ししたた振振込込 

① 必必ずず本本人人名名義義のの口口座座で、次次のの 66 点点がが確確認認ででききるる、、当当該該銀銀行行のの WWeebb 表表示示画画面面ののココピピーー

が必要です。（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してください。） 

 ア 銀行名 イ 本人「氏名」  ウ 振込金額 エ 振込先 オ 振込日 

カ「「取取引引完完了了」」・・「「手手続続済済」」等等振振込込完完了了 

  ※ 「「手手続続中中」」等等画画面面でで取取引引のの完完了了がが確確認認ででききなないいももののはは無無効効です。 

自自動動引引きき落落ととしし（（口口座座振振替替））  

通通帳帳ののココピピーー 

① 必必ずず本本人人名名義義のの口口座座で、次次のの 44点点がが確確認認ででききるる通通帳帳ココピピーーをご提出ください。 

ア 銀行名 イ 本人「氏名」 ウ 引落金額  エ 引落日 

 ※銀銀行行等等とと通通帳帳ののなないい契契約約ををししてていいるる場場合合は、上記ア～ウが明記された自自動動引引きき落落ととしし

（（口口座座振振替替））のの取取引引完完了了（（確確定定））画画面面すすべべててがが必必要要でですす。。（当該サイトに印刷ボタンが

ある場合はそちらから印刷してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  立替払いにおいて、クレジットカードを使用した場合、「クレジットカード利用明

細書(原本)」の提出が必要となることがあります。クレジットカードを私用と研究費

用で共通に使用する場合、カード会社発行の「クレジットカード利用明細書」には、

私的な使用状況も記載されるため、あらかじめ研研究究費費用用ののカカーードドをを別別途途作作成成さされれるるここ

ととをを推推奨奨ししまますす。。  

研研究究費費用用ククレレジジッットトカカーードド作作成成ののおお願願いい 

【【請請求求書書払払いい】】ごご利利用用をを推推奨奨 

  研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、多多くくのの証証憑憑書書類類をを必必要要ととしし

なないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。（特に、研究出張・書籍購入・PC 等物品購入・英

文校閲料を支出の場合は、各研究費担当事務室へご相談ください。）  
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外外国国語語でで記記載載のの領領収収書書（（前前ペペーージジ「「領領収収書書」」にに準準ずずるる））  

① 発発行行日日、、発発行行元元のの名名称称及及びびササイインンががなないいももののはは無無効効でですす。 

② 領収書でも、現現地地のの言言語語でで「「PPaaiidd」」「「RReecceeiipptt」」「「BBaallaannccee00」」「「CCaasshh」」「「PPaayymmeenntt」」と支払いを

確認できる文言がない場合は無効です。（文言があればレシートでも有効） 

③ 英英語語以以外外でで記記載載さされれたた領領収収書書（（明明細細書書））はは、、内内容容（（上上記記②②領領収収をを意意味味すするる文文言言、、取取引引内内容容

等等））がが分分かかるるよよううにに和和訳訳メメモモをを付付ししててご提出ください。 

④ 前ページ「領収書」記載③、④、⑦、⑧については、外国語で記載の領収書であっても同

様の取り扱いです。 

デデビビッットトカカーードド、、電電子子ママネネーー（（交交通通系系ＩＩＣＣカカーードドをを除除くく））及及びび各各種種ババーーココーードド・・ＱＱＲＲココーードド

決決済済（（PPaayyPPaayy、、楽楽天天ペペイイななどど））をを利利用用ししたた金金額額はは研研究究費費でで支支出出ででききまませせんん。。  

 出張先等、やむを得ず国や地域によって、デビットカードを使わざるを得ない場合は、必ず

事事前前にに研究費担当事務室へご相談ください。 

領領収収書書がが【【無無効効】】等等のの場場合合にに提提出出がが必必要要なな代代替替ええ書書類類（（支支払払っったた証証明明ととななるる書書類類））  

以下の書類と、請求書または請求書に代わる書類（明細記載）等を併併せせててご提出ください。  

ククレレジジッットトカカーードドをを利利用用のの場場合合  

 クレジットカード利用明細書 

①  本本人人名名義義のクレジットカードで、支支払払いいがが 11回回払払いいのものに限ります。（（××リリボボ払払いい））  

    ※※  フフルルネネーームム記記載載ののなないいカカーードド利利用用明明細細書書のの場場合合はは、、事事前前ににおお申申しし出出くくだだささいい。。  

② 原則、家族カードでの支払いは受け付けできません。 

③ 海外でクレジットカードを利用の場合は、領収書があっても、為替レート確認のため、 

クレジットカード利用明細書をご提出ください。（利用明細がカード会社発行の原本の 

場合、コピーの提出でも可） 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 ① ククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書はは切切ららずずにに支支出出にに必必要要なな部部分分全全ペペーージジををごご提提出出くくだだささ  

いい。。（切り離すと、正式な書類としてお取り扱いできません。）  

 ② ご希望の場合は、利用明細書（原本）を各研究費担当事務室窓口でコピーして、 

返却することが可能です。利用明細書（原本）提出時にお申し出ください。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

⇒利利用用明明細細がが WWeebb ののみみのの契契約約のの場場合合 

① 次の 2点が確認できる WWeebb 利利用用明明細細表表示示画画面面ののココピピーー（（出出力力さされれたたももののすすべべてて））ををごご  

提提出出くくだだささいい。。（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してください。） 

ア 本人「氏名」 イイ  引引落落しし「「確確定定」」 

② Web利用明細は最初に提出されたものを「原本」とみなします。提出は 1回のみとして

ください。 

③ Web利用明細を一度ご提出後、他の研究費等で重ねて使用がある場合は、提出済みの研

究費等の名称をお申し出ください。（（同同じじ利利用用明明細細をを重重複複ししてて提提出出すするるここととののなないいよようう 

ごご留留意意くくだだささいい。。）） 

④ Web利用明細を PC上で加工（PDFファイルの編集等 PC上で金額や内容に黒塗りを施す

などの加工）したものは無効です。 

⑤ Web利用明細を１度プリントし、不要部分を加工（黒塗り等）した後、再度コピーした

ものは無効です。 
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≪≪◎◎  適適切切なな例例≫≫  

                                            

  

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・・「「領領収収書書」」とと印印字字さされれてていいるる  
・・「「発発行行日日」」がが当当該該年年度度ののもものの  
・・明明治治大大学学、、所所属属学学部部等等、、  

購購入入者者氏氏名名のの記記載載ががああるる  
・・社社印印やや担担当当者者印印ががああるる  

明明細細ななどど切切りり取取らられれてていいなないい。。  

・・発発行行元元のの記記載載ががああるる  
・・社社印印やや担担当当者者印印ががああるる  
・・イインンボボイイスス登登録録番番号号ががああるる。。  

書書籍籍（（雑雑誌誌・・資資料料をを含含むむ））をを除除きき、、「「明明大大ママーートト」」  
ででのの購購入入はは「「検検品品」」をを同同時時にに行行ううここととががででききまますす。。  

購購入入物物品品のの名名称称、、数数量量、、金金額額等等明明細細がが記記載載さされれてていいるる。。  
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２２  支支出出にに必必要要なな主主なな書書類類  

○必要な書類 △いずれかが必要 □要件等により必要 
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日
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原
本
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ク
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ト
カ
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ド
利
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Ａ
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Ｍ
利
用
明
細
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請求書による業者払い □※1 ○ ○     

立替払 

現  金   △ △ ○   

クレジットカード    ○ ○ ※２  

ＡＴＭによる振込   △ △ ○  ※２ 

※１ 発注から納品・請求までに時間を要する案件については、見積金額と請求金額に差異がないか 

の確認を要するため、見積書もあわせてご提出ください。 

※２ 領収書またはレシートの原本がない場合は必要となります。（領収書の説明は 35ページを参照） 

 ※※３３  WWeebb 領領収収書書のの場場合合はは、、4400 ペペーージジををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

３３  領領収収書書のの書書式式例例  

≪≪××  不不適適切切なな例例≫≫    

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

カカメメララののメメイイジジ
東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台11--11
電電話話：：　　0033--33229966--44554455
営営業業時時間間　　1100：：0000～～2200：：0000

2025年03月24日（月）11：57

　　　　デジタルカメラ　他

（内消費税 \4,500）
合計 ¥49,500
お預り ¥49,500
おつり ¥0

ごご来来店店あありりががととううごござざいいままししたた
  hhtt ttppss::////wwwwww..**************** ..ccoo .. jjpp

MM

≪≪海海外外通通貨貨ののレレーートト換換算算≫≫  

①①  ククレレジジッットトカカーードド払払いいのの場場合合  

クレジットカード利用明細書に記載されたレートを使用します。 

②②  現現金金払払いいのの場場合合  

ア 両替時のレシートがない場合：大学で基準としている為替レート（領収書発行日） 

により算出します。 

イ 通貨の両替をした場合：両替した金額内の支払いは両替時のレートを使用します。 

両替時のレシートをご提出ください。 

両替金額を超えた支払い分は、大学で基準としている為替 

レート（領収書発行日）により算出します。 

発発行行日日がが過過年年度度  

「「領領収収書書」」「「領領収収ししままししたた」」

等等のの記記載載ががなないい。。  

購購入入物物品品のの名名称称・・数数量量そそ

れれぞぞれれのの金金額額ななどど詳詳細細

のの記記載載ががなないい。。  

社社印印やや担担当当者者印印ががなないい。。  

  

イインンボボイイスス登登録録番番号号ががなないい。。  
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２２  支支出出にに必必要要なな主主なな書書類類  
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(2) 「Web領収書」出力方法及び注意事項

ア 出力方法

イ 注意事項

① 「Web領収書」を出力する際、一度表示させた領収書画面を閉じてしまうと、領領収収書書のの

出出力力有有無無ににかかかかわわららずず、、次次回回のの表表示示かかららはは「「領領収収書書（（再再発発行行））」」ととななりり、、証憑書類とし

て無無効効ととななっっててししままいいまますすののででご注意ください。

② Web 領収書は画面上に表示されたものを 1 部のみプリントアウトの上、ご提出くださ

い。なお、Web領収書記載の「クレジットカード請求金額」、「クレジットカードへの請

求」欄まで必ず出力してください。請請求求金金額額がが「「￥￥00」」のの場場合合はは、、ククレレジジッットトカカーードド請請

求求金金額額ががわわかかるる書書類類もも併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。

③ PDF化やスクリーンショットしたものについては、意図せず二重払いを引き起こす可

能性があるため、証拠書類としては認められません。

④ 一一度度にに複複数数のの商商品品をを注注文文ししたた場場合合、、全全ててのの商商品品のの配配送送がが完完了了ししててかからら「「WWeebb 領領収収書書」」をを

出出力力ししててくくだだささいい。。全ての配送が完了していない場合は「Web領収書」ではなく「購入

明細書」と表示されます。①①とと同同様様にに、、後後日日、、再再度度領領収収書書をを表表示示すするるとと「「領領収収書書（（再再発発

行行））」」ととななりり、、証証憑憑書書類類ととししてて無無効効ににななっっててししままいいまますす。。研究費の請求期日などに不都

合がないようご留意いただき、配送に時間がかかりそうなものは発注を分けるなど適

宜ご対応ください。

研研究究費費のの適適正正なな運運用用・・管管理理ののたためめ、、研研究究費費でで支支出出ししたた物物件件はは、、可可能能なな限限りり検検品品・・検検収収をを行行
わわななけけれればばななりりまませせんん。。また、ガイドライン等で要請された不正防止の観点から、明治大学で
は、研究費担当事務室と業務を切り分けて、資産管理課、和泉キャンパス課、生田キャンパス
課、中野キャンパス事務室の下に「検品室」を設けて検品を行います。

検検品品のの具具体体的的なな手手順順やや物物品品等等をを直直接接検検品品室室にに送送付付すするる際際のの留留意意事事項項等等、、詳詳ししくくはは、、別別途途配配付付すす

るる「「公公的的資資金金ににおおけけるる検検品品ママニニュュアアルル」」（（管管財財部部資資産産管管理理課課発発行行））ををごご参参照照くくだだささいい。。

１１ 検検品品・・検検収収ととはは

発注した品物が納品され、契約条項や仕様書に適合していることを確認することです。

※※ 検検品品フフロローーのの一一例例

業者へ注文する場合、納品先を検品室として依頼いただくと、注文品の検品が行われた後

に研究者に納品されます。

注注文文 納納品品

納納品品 検検品品

検検品品済済みみののおお知知ららせせ

アアママゾゾンン（（aammaazzoonn..ccoo..jjpp））WWeebb ササイイトト

のの「「アアカカウウンントトササーービビスス」」でで、、

「「注注文文履履歴歴をを見見るる」」をを選選択択

「「領領収収書書／／購購入入明明細細書書」」をを選選択択すするるとと、、

「「WWeebb 領領収収書書」」ままたたはは「「購購入入明明細細書書」」

がが出出力力ででききまますす。。

検検品品・・検検収収のの実実施施

研研究究者者（（教教員員）） 業業者者 検検品品室室
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４４  オオンンラライインンシショョッッピピンンググ（（主主にに AAmmaazzoonn））をを利利用用ししたた場場合合にに必必要要なな書書類類 

オンラインサイトで購入した物品等については、対象サイトから発行した WEB領収書と共に、

納品書をご提出ください。納納品品書書等等がが同同梱梱さされれてていいなないい場場合合はは、、納納品品書書等等のの代代わわりりととししてて WWeebb

領領収収書書のの他他ににククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））のの提提出出がが必必要要ととななりりまますす。。（ネットバンキン

グ、ATM、コンビニ代金引換はこの限りではありません。） 

以以下下  AAmmaazzoonn のの例例 

提出書類 

支払方法・配送同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
収
書
（
再
発
行
は
無
効
） 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
明
細
書
（
原
本
）

納
品
書
（
原
本
）

出
荷
明
細
書
（
原
本
）

納
品
書
兼
領
収
書
（
原
本
）

購
入
明
細
書
（
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
） 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等

ま
た
は

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書

クレジット

カード

同梱された納品書等が無い 

または無効なものの場合 
○ ○ 

納品書が同梱の場合 ○ ○ 

出荷明細書が同梱の場合 ○ ○ 

納品書兼領収書が同梱の場合 ○ ○ 

ネットバン

キング、ATM、

コンビニ、

代金引換

同梱された納品書等がない、

または無効なものの場合 
○ ○ 

納品書が同梱の場合 ○ ○ 

出荷明細書が同梱の場合 ○ ○ 

※ サイト側のシステム変更により、提出書類も変更する可能性があります。

不明な点については、研究費担当事務室（19ページ）にお問い合わせください。

(1) 書類についての注意事項

WWeebb 領領収収書書  ① 41ページ(2)の出力方法と注意事項を必ずご確認ください。

②「領収書（再発行）」は何何度度ででもも出出力力ででききるるののでで無無効効です。

③宛名には、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」とご記入

ください。

納納品品書書、、  

出出荷荷明明細細書書  等等  

①アマゾン発行の A5サイズのものまたはココピピーーででははなないいここととがが明明ららかかなな

納品書、明細書等。（何度でも出力できる書類及びコピーは無効です。）

②配送ラベルの内側にステッカー状に貼られている場合がありますので、

必ず取り出してご提出ください。

③配送ラベルは、納品書代わりにはなりません。

納納品品書書兼兼領領収収書書  ①Web領収書も併せてご提出ください。

購購入入明明細細書書  

（（WWeebb 発発行行））  

①クレジットカード払い以外の方法で購入の場合、「Web領収書」と同じ方

法で、出力すると「「購購入入明明細細書書」」が発行されます。

配配送送業業者者発発行行のの  

領領収収書書  

①代金引換の場合は配送業者から領収書が発行されます。必ず領収印の押

印をご確認ください。

※ 購入した物品の受領時に同梱されていた書類は全てご提出ください。

※ 出出品品者者がが発発行行ししたた領領収収書書ががああるる場場合合ででもも、、WWeebb 領領収収書書をを併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。
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 (2) 「Web領収書」出力方法及び注意事項 

  ア 出力方法 

 

 

 

 

 

  イ 注意事項 

① 「Web領収書」を出力する際、一度表示させた領収書画面を閉じてしまうと、領領収収書書のの

出出力力有有無無ににかかかかわわららずず、、次次回回のの表表示示かかららはは「「領領収収書書（（再再発発行行））」」ととななりり、、証憑書類とし

て無無効効ととななっっててししままいいまますすののででご注意ください。 

② Web 領収書は画面上に表示されたものを 1 部のみプリントアウトの上、ご提出くださ

い。なお、Web領収書記載の「クレジットカード請求金額」、「クレジットカードへの請

求」欄まで必ず出力してください。請請求求金金額額がが「「￥￥00」」のの場場合合はは、、ククレレジジッットトカカーードド請請

求求金金額額ががわわかかるる書書類類もも併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。 

③ PDF化やスクリーンショットしたものについては、意図せず二重払いを引き起こす可 

能性があるため、証拠書類としては認められません。 

④ 一一度度にに複複数数のの商商品品をを注注文文ししたた場場合合、、全全ててのの商商品品のの配配送送がが完完了了ししててかからら「「WWeebb 領領収収書書」」をを

出出力力ししててくくだだささいい。。全ての配送が完了していない場合は「Web領収書」ではなく「購入

明細書」と表示されます。①①とと同同様様にに、、後後日日、、再再度度領領収収書書をを表表示示すするるとと「「領領収収書書（（再再発発

行行））」」ととななりり、、証証憑憑書書類類ととししてて無無効効ににななっっててししままいいまますす。。研究費の請求期日などに不都

合がないようご留意いただき、配送に時間がかかりそうなものは発注を分けるなど適

宜ご対応ください。 

 

 

 

 

 

 

研研究究費費のの適適正正なな運運用用・・管管理理ののたためめ、、研研究究費費でで支支出出ししたた物物件件はは、、可可能能なな限限りり検検品品・・検検収収をを行行
わわななけけれればばななりりまませせんん。。また、ガイドライン等で要請された不正防止の観点から、明治大学で
は、研究費担当事務室と業務を切り分けて、資産管理課、和泉キャンパス課、生田キャンパス
課、中野キャンパス事務室の下に「検品室」を設けて検品を行います。 

検検品品のの具具体体的的なな手手順順やや物物品品等等をを直直接接検検品品室室にに送送付付すするる際際のの留留意意事事項項等等、、詳詳ししくくはは、、別別途途配配付付すす

るる「「公公的的資資金金ににおおけけるる検検品品ママニニュュアアルル」」（（管管財財部部資資産産管管理理課課発発行行））ををごご参参照照くくだだささいい。。  

  

１１  検検品品・・検検収収ととはは  

発注した品物が納品され、契約条項や仕様書に適合していることを確認することです。 

  ※※    検検品品フフロローーのの一一例例 

    業者へ注文する場合、納品先を検品室として依頼いただくと、注文品の検品が行われた後

に研究者に納品されます。                            

                            注注文文                        納納品品  

  

                            納納品品                        検検品品  

  

                              検検品品済済みみののおお知知ららせせ  

  

アアママゾゾンン（（aammaazzoonn..ccoo..jjpp））WWeebb  ササイイトト

のの「「アアカカウウンントトササーービビスス」」でで、、  

「「注注文文履履歴歴をを見見るる」」をを選選択択  

「「領領収収書書／／購購入入明明細細書書」」をを選選択択すするるとと、、

「「WWeebb 領領収収書書」」ままたたはは「「購購入入明明細細書書」」  

がが出出力力ででききまますす。。  

検検品品・・検検収収のの実実施施  

研研究究者者（（教教員員））  業業者者  検検品品室室  
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４４  オオンンラライインンシショョッッピピンンググ（（主主にに AAmmaazzoonn））をを利利用用ししたた場場合合にに必必要要なな書書類類 

オンラインサイトで購入した物品等については、対象サイトから発行した WEB 領収書と共に、

納品書をご提出ください。納納品品書書等等がが同同梱梱さされれてていいなないい場場合合はは、、納納品品書書等等のの代代わわりりととししてて WWeebb

領領収収書書のの他他ににククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））のの提提出出がが必必要要ととななりりまますす。。（ネットバンキン

グ、ATM、コンビニ代金引換はこの限りではありません。） 

以以下下  AAmmaazzoonn のの例例 

 

提出書類  

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
収
書
（
再
発
行
は
無
効
） 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
明
細
書
（
原
本
） 

納
品
書
（
原
本
） 

出
荷
明
細
書
（
原
本
） 

納
品
書
兼
領
収
書
（
原
本
） 

購
入
明
細
書
（
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
） 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等 

ま
た
は 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

クレジット

カード 

同梱された納品書等が無い 

または無効なものの場合 
○ ○      

納品書が同梱の場合 ○  ○     

出荷明細書が同梱の場合 ○   ○    

納品書兼領収書が同梱の場合 ○    ○   

ネットバン

キング、ATM、

コンビニ、 

代金引換 

同梱された納品書等がない、

または無効なものの場合 
     ○ ○ 

納品書が同梱の場合   ○    ○ 

出荷明細書が同梱の場合    ○   ○ 

 ※ サイト側のシステム変更により、提出書類も変更する可能性があります。 

不明な点については、研究費担当事務室（19ページ）にお問い合わせください。 

 (1) 書類についての注意事項 

WWeebb 領領収収書書  

  

① 41ページ(2)の出力方法と注意事項を必ずご確認ください。 

②「領収書（再発行）」は何何度度ででもも出出力力ででききるるののでで無無効効です。 

③宛名には、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」とご記入

ください。 

納納品品書書、、  

出出荷荷明明細細書書  等等  

①アマゾン発行の A5サイズのものまたはココピピーーででははなないいここととがが明明ららかかなな  

納品書、明細書等。（何度でも出力できる書類及びコピーは無効です。） 

②配送ラベルの内側にステッカー状に貼られている場合がありますので、

必ず取り出してご提出ください。 

③配送ラベルは、納品書代わりにはなりません。 

納納品品書書兼兼領領収収書書  ①Web領収書も併せてご提出ください。 

購購入入明明細細書書  

（（WWeebb 発発行行））  

①クレジットカード払い以外の方法で購入の場合、「Web領収書」と同じ方

法で、出力すると「「購購入入明明細細書書」」が発行されます。 

配配送送業業者者発発行行のの  

領領収収書書  

①代金引換の場合は配送業者から領収書が発行されます。必ず領収印の押

印をご確認ください。 

※ 購入した物品の受領時に同梱されていた書類は全てご提出ください。 

※ 出出品品者者がが発発行行ししたた領領収収書書ががああるる場場合合ででもも、、WWeebb 領領収収書書をを併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。  
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５５  留留意意事事項項  

(1) 業者への発注 

  ア 書籍 

    書籍には検品印を押印するため、研究費が確定されていないと検品の要否が不明なため、

検品することができません。使使用用すするる研研究究費費をを確確定定ししたたううええでで、、業業者者にに、、検検品品室室でで検検品品をを

受受けけたた後後、、研研究究室室へへ納納品品すするるよようう依依頼頼してください。 

   イ 書籍以外 

     業業者者にに、、検検品品室室でで検検品品をを受受けけたた後後、、研研究究室室へへ納納品品すするるよようう依依頼頼ししててくくだだささいい。。  

（一部業者において契約上、検品室担当者による納品の場合があります。） 

検品室では、購入する研究費が確定しなくても、検品は可能ですが、ガガイイドドラライインンでではは

「「発発注注段段階階ででのの支支出出財財源源のの特特定定、、予予算算執執行行状状況況のの把把握握」」がが求求めめらられれてていいるるたためめ、、書籍以外 

も、可可能能なな限限りり研研究究費費等等目目的的をを明明示示するようご協力ください。 

(2) 宛先 

ア 請求書・納品書・領収書 

検検品品室室へへ直直接接納納品品すするる場場合合、、宛宛先先はは「「明明治治大大学学  所所属属学学部部等等  研研究究者者氏氏名名（（フフルルネネーームム））  

研研究究費費のの略略称称名名」」と記載するように業者に依頼してください。  

   イ 納品先 

     検品室にて検品を要する対象は、原則として納品先を検品室としてください。ただし、

例外的な物品（主な例：大量・大型物品、ソフトウェア、電子書籍、定期購読物、実験用

ガス、実験用試薬・試料等）については、「公的資金における検品マニュアル【例外的な

検品について】」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※  駿駿河河台台・・和和泉泉及及びび生生田田キキャャンンパパススににおおいいててはは検検品品をを業業務務委委託託ししてていいまますす。。運運営営上上必必要要なな情情報報をを  

委委託託先先業業者者にに提提供供ししまますす。。個個人人情情報報等等はは明明治治大大学学ににおおいいてて厳厳重重にに管管理理いいたたししまますす。。  

  

【【特特殊殊なな役役務務にに対対すするる検検品品・・検検収収ににつついいてて】】  

原則として、有形の成果物がある場合には当該成果物、有形の成果物がない場合は完了報

告書・作業報告書等にて検品を行います。 

データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成については、業者が提出する

「画像写真などが掲載された作業報告書」をもとに検品を行います。 

機器の保守・点検については、契約書に基づく実施となるため大学発注による業者選定を

行い、「作業報告書」の記載内容（作業日時・場所・担当者名・作業内容等）をもとに検品を

行います。 

なお、必要に応じて、発注した仕様書等にある記載内容の詳細をこれらの知識を有する発

注者以外の者が確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

本学では、各キャンパスの検品室による検品と取扱部署長による検収を重ねて行うことで

チェック体制を強化しています。 

 

明明大大ママーートトでではは、、購購入入とと同同時時にに検検品品がが行行ええまますす！！  

 書籍を除き、「明大マート」での購入は「検品」を同時に行うことができます。ご購入時

に店頭にて研究費での購入である旨をお伝えください。店頭にて、領収書・請求書等に押印

する「引渡済」印をもって、検品と代えますので、改めて検品室で検品を受ける必要はあり

ません。ただし、検品したものが必ずしも研究費で支出可能とは限りませんのでご留意くだ

さい。 
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２２  検検品品・・検検収収のの要要否否及及びび実実施施  

((11))  検検品品不不要要なな研研究究費費  

特特定定個個人人研研究究費費で購入・支出したすべての物件 

※特定個人研究費は検品が不要ですが、税務調査等にて、恒常的に自宅で使用している物

品等は、私物と混同されかねないため、納品先は大学または研究室としてください。 

なお、検品不要ですので、検品室宛に納品しないようご注意ください。 

((22))  検検品品不不要要なな物物品品  

学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金、、企企業業等等かかららのの受受託託研研究究、、共共同同研研究究の経費で支出した、書籍・雑誌・

資料以以外外のの 33万万円円未未満満の物品  

((33))  資資産産管管理理課課検検収収  

  100万円超の物件の場合、調達規程に基づき検収を行います。  

((44))  研研究究費費担担当当部部署署検検収収  

成果物のない支出（成果物の有無の区別が難しい「報酬・支払手数料依頼書」にて支出す

る個人や本業としない団体が行う校閲や翻訳等を含む）の検収確認は、研究費担当部署で行

います。 

((55))  検検品品室室にによよるる検検品品  

  上記(1)～(4)に該当しない研究費を使用する物件すべてについて検品室にて検品を行い

ます。  

 

３３  検検品品室室にによよるる検検品品のの主主なな対対象象  

対対象象  詳詳細細ペペーージジ  

・パーソナルコンピュータ等の機器類 

・実験材料、薬品類、実験生物 

・ソフトウェア(CD-ROM、ダウンロード版等)  

44ページ 

・機器の修理や修繕 46ページ 

・書籍・雑誌（定期購読含む）・資料等 

・電子書籍(ダウンロード版含む) 
51ページ 

・業務委託(本業とする企業等への依頼で謝礼・謝金扱いでないもの) 76ページ 

・報告書等の印刷製本（ポスター、チラシ、パンフレット等含む） 77ページ 

 ※ 検品対象の主な提出書類・支出に関する留意事項については、早見表（30ページ）及び 

「詳細ページ」をご参照ください。 

 

４４  検検品品室室  

ｷｷｬｬﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ  場場所所・・電電話話番番号号  所所管管  

駿河台 研研究究棟棟 33階階  0033--33229966--44664433  資産管理課 

和 泉 研研究究棟棟 11階階  0033--55330000--11002288  和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ課 

生 田 東東管管理理棟棟 22階階（（ババスス駐駐車車場場 22 階階））004444--993344--77117777  生田ｷｬﾝﾊﾟｽ課 

中 野 低低層層棟棟 33階階事事務務室室内内  0033--55334433--88112211  中野ｷｬﾝﾊﾟｽ事務室 

取取扱扱

時時間間  

月～金 9：00～17：00  土曜 9：00～12：30（※ 和泉・生田 8：30～12：00）        
閉室及び夏期休業期間等の開室時間等詳細は「公的資金における検品マニュアル」参照 
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５５  留留意意事事項項  

(1) 業者への発注

ア 書籍

書籍には検品印を押印するため、研究費が確定されていないと検品の要否が不明なため、

検品することができません。使使用用すするる研研究究費費をを確確定定ししたたううええでで、、業業者者にに、、検検品品室室でで検検品品をを

受受けけたた後後、、研研究究室室へへ納納品品すするるよようう依依頼頼してください。 

イ 書籍以外

業業者者にに、、検検品品室室でで検検品品をを受受けけたた後後、、研研究究室室へへ納納品品すするるよようう依依頼頼ししててくくだだささいい。。

（一部業者において契約上、検品室担当者による納品の場合があります。） 

検品室では、購入する研究費が確定しなくても、検品は可能ですが、ガガイイドドラライインンでではは

「「発発注注段段階階ででのの支支出出財財源源のの特特定定、、予予算算執執行行状状況況のの把把握握」」がが求求めめらられれてていいるるたためめ、、書籍以外 

も、可可能能なな限限りり研研究究費費等等目目的的をを明明示示するようご協力ください。 

(2) 宛先

ア 請求書・納品書・領収書

検検品品室室へへ直直接接納納品品すするる場場合合、、宛宛先先はは「「明明治治大大学学  所所属属学学部部等等  研研究究者者氏氏名名（（フフルルネネーームム））

研研究究費費のの略略称称名名」」と記載するように業者に依頼してください。  

イ 納品先

検品室にて検品を要する対象は、原則として納品先を検品室としてください。ただし、

例外的な物品（主な例：大量・大型物品、ソフトウェア、電子書籍、定期購読物、実験用

ガス、実験用試薬・試料等）については、「公的資金における検品マニュアル【例外的な

検品について】」をご参照ください。 

※※ 駿駿河河台台・・和和泉泉及及びび生生田田キキャャンンパパススににおおいいててはは検検品品をを業業務務委委託託ししてていいまますす。。運運営営上上必必要要なな情情報報をを

委委託託先先業業者者にに提提供供ししまますす。。個個人人情情報報等等はは明明治治大大学学ににおおいいてて厳厳重重にに管管理理いいたたししまますす。。

【【特特殊殊なな役役務務にに対対すするる検検品品・・検検収収ににつついいてて】】  

原則として、有形の成果物がある場合には当該成果物、有形の成果物がない場合は完了報

告書・作業報告書等にて検品を行います。 

データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成については、業者が提出する

「画像写真などが掲載された作業報告書」をもとに検品を行います。 

機器の保守・点検については、契約書に基づく実施となるため大学発注による業者選定を

行い、「作業報告書」の記載内容（作業日時・場所・担当者名・作業内容等）をもとに検品を

行います。 

なお、必要に応じて、発注した仕様書等にある記載内容の詳細をこれらの知識を有する発

注者以外の者が確認する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

本学では、各キャンパスの検品室による検品と取扱部署長による検収を重ねて行うことで

チェック体制を強化しています。

明明大大ママーートトでではは、、購購入入とと同同時時にに検検品品がが行行ええまますす！！ 

 書籍を除き、「明大マート」での購入は「検品」を同時に行うことができます。ご購入時

に店頭にて研究費での購入である旨をお伝えください。店頭にて、領収書・請求書等に押印

する「引渡済」印をもって、検品と代えますので、改めて検品室で検品を受ける必要はあり

ません。ただし、検品したものが必ずしも研究費で支出可能とは限りませんのでご留意くだ

さい。
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２２ 検検品品・・検検収収のの要要否否及及びび実実施施

((11)) 検検品品不不要要なな研研究究費費

特特定定個個人人研研究究費費で購入・支出したすべての物件

※特定個人研究費は検品が不要ですが、税務調査等にて、恒常的に自宅で使用している物

品等は、私物と混同されかねないため、納品先は大学または研究室としてください。

なお、検品不要ですので、検品室宛に納品しないようご注意ください。

((22)) 検検品品不不要要なな物物品品

学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金、、企企業業等等かかららのの受受託託研研究究、、共共同同研研究究の経費で支出した、書籍・雑誌・

資料以以外外のの 33万万円円未未満満の物品

((33)) 資資産産管管理理課課検検収収

100万円超の物件の場合、調達規程に基づき検収を行います。

((44)) 研研究究費費担担当当部部署署検検収収

成果物のない支出（成果物の有無の区別が難しい「報酬・支払手数料依頼書」にて支出す

る個人や本業としない団体が行う校閲や翻訳等を含む）の検収確認は、研究費担当部署で行

います。

((55)) 検検品品室室にによよるる検検品品

上記(1)～(4)に該当しない研究費を使用する物件すべてについて検品室にて検品を行い

ます。

３３ 検検品品室室にによよるる検検品品のの主主なな対対象象

対対象象 詳詳細細ペペーージジ

・パーソナルコンピュータ等の機器類

・実験材料、薬品類、実験生物

・ソフトウェア(CD-ROM、ダウンロード版等)  

44ページ

・機器の修理や修繕 46ページ

・書籍・雑誌（定期購読含む）・資料等

・電子書籍(ダウンロード版含む) 
51ページ

・業務委託(本業とする企業等への依頼で謝礼・謝金扱いでないもの) 76ページ

・報告書等の印刷製本（ポスター、チラシ、パンフレット等含む） 77ページ

※ 検品対象の主な提出書類・支出に関する留意事項については、早見表（30ページ）及び

「詳細ページ」をご参照ください。

４４ 検検品品室室

ｷｷｬｬﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ 場場所所・・電電話話番番号号 所所管管

駿河台 研研究究棟棟 33階階 0033--33229966--44664433 資産管理課

和 泉 研研究究棟棟 11階階 0033--55330000--11002288 和泉ｷｬﾝﾊﾟｽ課

生 田 東東管管理理棟棟 22階階（（ババスス駐駐車車場場 22 階階））004444--993344--77117777 生田ｷｬﾝﾊﾟｽ課

中 野 低低層層棟棟 33階階事事務務室室内内 0033--55334433--88112211 中野ｷｬﾝﾊﾟｽ事務室

取取扱扱

時時間間

月～金 9：00～17：00 土曜 9：00～12：30（※ 和泉・生田 8：30～12：00）
閉室及び夏期休業期間等の開室時間等詳細は「公的資金における検品マニュアル」参照
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検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費等検品が不要な物品の書類や検品の際に提出できなかった書類は、

研究費担当事務室にご提出ください。 

※※  大大学学発発注注ににつついいてて  

  ((11))   研研究究知知財財事事務務室室（（和和泉泉分分室室をを含含むむ））・・生生田田研研究究知知財財事事務務室室・・中中野野教教育育研研究究支支援援事事務務室室以以

外外のの担担当当事事務務室室でで取取りり扱扱うう研研究究費費等等はは、、11 回回のの発発注注額額のの合合計計がが 3300 万万円円以以上上ののももののはは全全てて

大大学学をを通通ししてて発発注注ししななけけれればばななりりまませせんん。。  

((22))  大大学学発発注注がが必必要要ななももののはは研研究究者者がが直直接接発発注注ををすするるここととははででききまませせんん。。  

 

  

  

  

３３  留留意意事事項項 

(1) 特定個人研究費は 24ページの使途範囲をご確認ください。 

  (2) 物品は、インターネット等で価格を比較検討した上で廉価なものをご購入ください。 

 (3) 費目名称 

    

 

 

 

 

 

研究費で購入した「機器備品」（科研費の場合は「設備備品」という）・「準備品」の所有 

権は大学に帰属し、検品・検収終了後に備品シールが発行されます。 

(4)  機機器器備備品品（（3300万万円円以以上上））ににつついいてて  

ア 機器備品は、研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。。 

イ 機器備品で付帯工事が発生する場合は「調達願い」にその旨ご記載ください。 

ウ 海外で納品の場合、科研費では購入することができません。その他の研究費も原則と

して購入できません。在外研究等により必要な場合には、必ず事前に研究費担当事務室

までご相談ください。 

エ 検検品品・・検検収収  

① 100万円以下の場合、特定個人研究費を除き、検品室において全品検品します。詳細

は 41ページ「検品・検収の実施」をご参照ください。 

② 100万円超の場合、調達規程に基づき検収を行います。 

   オ 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、下記の事態を防ぐため、見積書を業者

に依頼する前に、研究費担当事務室までご相談ください。 

① 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

② 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する

追加の支払いが生じた。 

  (5)  準準備備品品（（1100万万円円以以上上 3300万万円円未未満満））ににつついいてて  

ア 準備品は、研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。 

イ 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30 万円以上]の場合は「「大大学学をを通通じじてて発発

注注ししななけけれればばななららなないいもものの」」となります。 

ウ 準備品は、購入の際に設設置置場場所所をを検検品品室室ままたたはは研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へご連

絡ください。（生田キャンパス用「支出願」には記入欄があります。） 

               研究費 

1件 1組の金額 
科研費以外の研究費 科研費 

30万円以上 教育研究用機器備品 物品費-設備備品 

10万円以上 30万円未満 準備品 物品費-準備品 

10万円未満 消耗品 物品費-消耗品 

耐用年数が 1年未満の物品・ソフトウェア 消耗品 物品費-消耗品 

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合

をを除除きき、、多多くくのの証証拠拠書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  
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         書籍等については 51ページへ 

１１  検検品品  

研究費で購入した物物品品※※１１（（学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金、、企企業業・・各各種種団団体体等等かかららのの受受託託研研究究・・共共同同研研

究究、、研研究究助助成成金金のの 33 万万円円未未満満のの物物品品及及びび特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののをを除除くく））はは、、検検品品室室にに

おおいいてて全全品品検検品品ししまますす。 

検品室への直接配送または、必要書類とともに検品室へご持参ください。検品室では「納品

書」、「請求書」（または「領収書」）に記載された内容と納品される物品の名称、数量に間違い

ないか確認します。詳しくは 41 ページ「検品・検収の実施」及び別途配付する「公的資金にお

ける検品マニュアル」をご参照ください。 

 ※１ ダウンロード版ソフトウェアや電子書籍等、検品室へ納品することができない物品につ

いても検品の対象となります。検品方法については、別途配付する「公的資金における検

品マニュアル」【例外的な検品について】をご参照ください。  

２２  提提出出書書類類（35ページ「1 各種書類の留意点」を併せてご参照ください） 

物物品品のの購購入入  

必
要

品品名名 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品先先」」

がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品

先先」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円

以上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検検品品

場場所所

ⅠⅠ
　　
機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品

（

耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
）

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
等

1件又は1組の金額が
30万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ　③見積書
 ④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)

検
品
室

1件又は1組の
金額が

10万円以上
30万円未満

1回の発注額の
合計が60万円以上

ⅣⅣ
　　
修修
繕繕
費費

※

事

前

申

請

必

須

機
器
の
修
繕

※

特

定

個

人

を

除

く

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要

※１　ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1件又は1組の
　　金額にかかわらず消耗品として扱います。
※２　マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は、P.48
　　の情報メディア部からの案内をご確認ください。

ⅢⅢ
　　
什什
器器
類類

実
験
室
の
台

研
究
室
の
執
務
机

執
務
椅
子
等

集合資産（少額重要資産）となる
場合　※※支支出出不不可可

大学が整備すべきもののため、研究費では購入できませ
ん。金額にかかわらず大学を通して発注します。

ⅡⅡ
　　
消消
耗耗
品品

実
験
用
材
料
･
薬
品
･
Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ

イ
ン
ク
カ
ー

ト
リ
ッ

ジ
等

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
※※

２２

1件又は1組の
金額が

10万円未満
※※１１

もしくは

耐用年数１年
未満の物品

1回の発注額の
合計が60万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検
品
室1件の金額が30万円未満で、

契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等作業内容
の分かる書類

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
 作業内容の分かる書類

集合資産（少額重要資産）となら
ない場合
 ※※  研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可

提出書類は「Ⅰ、Ⅱ」欄をご参照ください。
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟
事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するも
のと同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。

検
品
室
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物 

品 

の 

購 
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検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費等検品が不要な物品の書類や検品の際に提出できなかった書類は、

研究費担当事務室にご提出ください。 

※※  大大学学発発注注ににつついいてて  

  ((11))   研研究究知知財財事事務務室室（（和和泉泉分分室室をを含含むむ））・・生生田田研研究究知知財財事事務務室室・・中中野野教教育育研研究究支支援援事事務務室室以以

外外のの担担当当事事務務室室でで取取りり扱扱うう研研究究費費等等はは、、11回回のの発発注注額額のの合合計計がが 3300万万円円以以上上ののももののはは全全てて

大大学学をを通通ししてて発発注注ししななけけれればばななりりまませせんん。。  

((22))  大大学学発発注注がが必必要要ななももののはは研研究究者者がが直直接接発発注注ををすするるここととははででききまませせんん。。  

 

  

  

  

３３  留留意意事事項項 

(1) 特定個人研究費は 24 ページの使途範囲をご確認ください。 

  (2) 物品は、インターネット等で価格を比較検討した上で廉価なものをご購入ください。 

 (3) 費目名称 

    

 

 

 

 

 

研究費で購入した「機器備品」（科研費の場合は「設備備品」という）・「準備品」の所有 

権は大学に帰属し、検品・検収終了後に備品シールが発行されます。 

(4)  機機器器備備品品（（3300万万円円以以上上））ににつついいてて  

ア 機器備品は、研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。。 

イ 機器備品で付帯工事が発生する場合は「調達願い」にその旨ご記載ください。 

ウ 海外で納品の場合、科研費では購入することができません。その他の研究費も原則と

して購入できません。在外研究等により必要な場合には、必ず事前に研究費担当事務室

までご相談ください。 

エ 検検品品・・検検収収  

① 100 万円以下の場合、特定個人研究費を除き、検品室において全品検品します。詳細

は 41ページ「検品・検収の実施」をご参照ください。 

② 100 万円超の場合、調達規程に基づき検収を行います。 

   オ 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、下記の事態を防ぐため、見積書を業者

に依頼する前に、研究費担当事務室までご相談ください。 

① 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

② 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する

追加の支払いが生じた。 

  (5)  準準備備品品（（1100 万万円円以以上上 3300万万円円未未満満））ににつついいてて  

ア 準備品は、研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。 

イ 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30 万円以上]の場合は「「大大学学をを通通じじてて発発

注注ししななけけれればばななららなないいもものの」」となります。 

ウ 準備品は、購入の際に設設置置場場所所をを検検品品室室ままたたはは研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へご連

絡ください。（生田キャンパス用「支出願」には記入欄があります。） 

               研究費 

1件 1組の金額 
科研費以外の研究費 科研費 

30万円以上 教育研究用機器備品 物品費-設備備品 

10万円以上 30万円未満 準備品 物品費-準備品 

10万円未満 消耗品 物品費-消耗品 

耐用年数が 1年未満の物品・ソフトウェア 消耗品 物品費-消耗品 

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合

をを除除きき、、多多くくのの証証拠拠書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  
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         書籍等については 51ページへ 

１１  検検品品  

研究費で購入した物物品品※※１１（（学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金、、企企業業・・各各種種団団体体等等かかららのの受受託託研研究究・・共共同同研研

究究、、研研究究助助成成金金のの 33 万万円円未未満満のの物物品品及及びび特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののをを除除くく））はは、、検検品品室室にに

おおいいてて全全品品検検品品ししまますす。 

検品室への直接配送または、必要書類とともに検品室へご持参ください。検品室では「納品

書」、「請求書」（または「領収書」）に記載された内容と納品される物品の名称、数量に間違い

ないか確認します。詳しくは 41ページ「検品・検収の実施」及び別途配付する「公的資金にお

ける検品マニュアル」をご参照ください。 

 ※１ ダウンロード版ソフトウェアや電子書籍等、検品室へ納品することができない物品につ

いても検品の対象となります。検品方法については、別途配付する「公的資金における検

品マニュアル」【例外的な検品について】をご参照ください。  

２２  提提出出書書類類（35ページ「1 各種書類の留意点」を併せてご参照ください） 

物物品品のの購購入入  

必
要

品品名名 価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類
大大学学

発発注注

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品先先」」

がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納品品

先先」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円

以上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検検品品

場場所所

ⅠⅠ
　　
機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品

（

耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
）

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
等

1件又は1組の金額が
30万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ　③見積書
 ④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)

検
品
室

1件又は1組の
金額が

10万円以上
30万円未満

1回の発注額の
合計が60万円以上

ⅣⅣ
　　
修修
繕繕
費費

※

事

前

申

請

必

須

機
器
の
修
繕

※

特

定

個

人

を

除

く

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要

※１　ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1件又は1組の
　　金額にかかわらず消耗品として扱います。
※２　マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は、P.48
　　の情報メディア部からの案内をご確認ください。

ⅢⅢ
　　
什什
器器
類類

実
験
室
の
台

研
究
室
の
執
務
机

執
務
椅
子
等

集合資産（少額重要資産）となる
場合　※※支支出出不不可可

大学が整備すべきもののため、研究費では購入できませ
ん。金額にかかわらず大学を通して発注します。

ⅡⅡ
　　
消消
耗耗
品品

実
験
用
材
料
･
薬
品
･
Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ

イ
ン
ク
カ
ー

ト
リ
ッ

ジ
等

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
※※

２２

1件又は1組の
金額が

10万円未満
※※１１

もしくは

耐用年数１年
未満の物品

1回の発注額の
合計が60万円以上

 ①「調達願い」
 ②製品カタログ  ③見積書

必
要

1回の発注額の
合計が60万円

未満

【請求書払】
 ①見積書
　(1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上)

 ②納品書
 ③請求書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが必必要要

※1回の発注額の合計が30万円以

上の場合は2社以上の見積書

※Web領収書の場合はP.40をご確

認ください。

※Apple on Campusは研究費では

利用できません。

検
品
室1件の金額が30万円未満で、

契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等作業内容
の分かる書類

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
 作業内容の分かる書類

集合資産（少額重要資産）となら
ない場合
 ※※  研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可

提出書類は「Ⅰ、Ⅱ」欄をご参照ください。
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟
事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するも
のと同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。

検
品
室
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 (3)  修理する機器等と整合性のある研究費から支出することが可能です。 

 (4) 修理のために海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。学内 

Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

 

 

 

 

研究費で購入した物品は、購入金額と耐用年数によって、費目名称を定めます。それぞれの区

分・管理方法は以下のとおりです。修理・廃棄等の際に「備品シール」の記載事項が必要となり

ますので、「「備備品品シシーールル」」がが配配付付さされれままししたたらら速速ややかかにに物物品品のの見見ややすすいい位位置置にに貼貼付付してください。 

ただし、研研究究費費のの交交付付元元省省庁庁等等よよりり個個別別のの制制約約事事項項等等ががああるる場場合合はは、、そそちちららがが優優先先ととななりりまますす。 

１１  大大学学管管理理台台帳帳にに登登録録しし、、管管理理すするる物物品品  

 

費目名称 教育研究用機器備品 

科研費名称：物品費（設備備品） 

準備品 

科研費名称：物品費（準備品） 

購入金額 
30万円以上 

（2023 年度以前：20万円以上） 

10万円以上 30万円未満 

（2023 年度以前：5万円以上 20万円未満） 

管 理 

台帳による登録番号を付した「「備備品品シシーールル」」をを貼貼付付して管理します。 

台帳には、設置場所、金額等を記録しています。 

科研費購入物品も、全て大学が受贈し、大学が管理します。 

退職・機器の 

摩耗等による 

廃 棄 ※ 

「機器備品・準備品廃棄申請書」に廃棄の理由を記入し、「備品シール」を同申請

書に貼付して、廃棄申請をしてください。 

＜様式の配布と申請場所＞ 

駿河台キャンパス：教務事務室または研究棟事務室 

和泉キャンパス ：和泉教務事務室 

生田キャンパス ：生田研究知財事務室（研究費で購入した機器） 

中野キャンパス ：中野キャンパス事務室 

なお、パソコンを廃棄するには、情報漏洩防止のために 50ページ『２ パソコンを

廃棄する際の情報漏洩対策』のとおり、データ消去が必須です。 

他機関等への 

転 出 

科研費等の公的研究費（直接経費）によって購入した物品を、新たに所属する研究

機関において引き続き使用する場合には、手続きが必要です。転出が決まりました

ら、研究費担当事務室(19ページ)までご相談ください。転出手続きの後、物品を研

究者に返還します。 

設置場所の 

変 更（移管） 

学内で設置場所を変更する場合は、「機器備品・準備品移管請求書(上記各事務室

から受け取ってください。）」を使って機器の移管申請をしてください。 

※※  「「備備品品シシーールル」」がが発発行行さされれたた物物品品はは、、廃廃棄棄手手続続ききをを行行わわななけけれればば処処分分ででききまませせんん。 

 また、登録された物品は退職の際に、大学に返納する必要があります。 

 

２２  消消耗耗品品（（備備品品シシーールルがが発発行行さされれなないい物物品品））  

 研究者が適切に管理してください。 

物物品品のの管管理理・・廃廃棄棄  
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エ 準備品を購入した場合は、備品登録に必要なため、提出する証憑書類等に「メーカー

名・型番」を明記してください。  

  (6)  消消耗耗品品（（1100 万万円円未未満満））ににつついいてて  

ア 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30万円以上]の場合は、「「大大学学をを通通じじてて発発

注注ししななけけれればばななららなないいもものの」」となります。 

イ 複数年版のソフトウェアなどの場合、年度ごとの按分支出になる場合があります。 

ウ データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、51ページ「書籍」に準じて取扱

います。 

エ ママイイククロロソソフフトト製製品品・・アアドドビビ製製品品・・MMAATTLLAABB製製品品のの購購入入ににつついいててはは、、4488ペペーージジををごご参参照照

くくだだささいい。。  

  (7)  什什器器類類ににつついいてて（（研研究究支支援援経経費費ののみみ対対象象））  

購入対象が集合資産（少額重要資産）の場合は、研究費では購入できません。 

集合資産とならない購入を希望する場合は、必必ずず事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへごご相相談談くくだだ

ささいい。。ななおお、、建建物物構構造造上上、、キキャャンンパパスス間間のの差差異異ががああるるたためめ、、駿駿河河台台及及びび和和泉泉キキャャンンパパスス

にに関関ししててはは備備品品のの追追加加はは研研究究棟棟事事務務室室にに申申しし出出ててくくだだささいい。。事前相談なく購入した什器

類が、大学で用意するものと同程度の物品ではない場合や、集合資産として扱う物品の

場合には研究費から支出することはできません。 

 

 

  

  

事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

  

※※  特特定定個個人人研研究究費費でではは修修繕繕費費のの支支出出ががででききまませせんん。。  

 特定個人研究費で購入した機器類の修理を希望する場合は、事事前前にに研究費担当事務室へ

ご相談ください。ただし、修修理理後後でではは対対応応ははででききまませせんん。  

  

１１  検検品品  

修修理理もも検検品品室室ににてて検検品品がが必必要要でですす。。領収書・請求書等及び修理完了報告書等作業内容の分か

る書類を検品室へご持参ください。 

 

２２  提提出出書書類類（35ページ「1 各種書類の留意点」を併せてご参照ください） 

３３  留留意意事事項項  

(1) 30万円以上の修理については、提出書類を参考に、調達課、和泉キャンパス課、生田キャ

ンパス課または中野キャンパス事務室で業者を選定して発注します。研研究究者者がが業業者者へへ直直接接依依

頼頼すするるここととははででききまませせんん。 

(2) 30万円未満の修理については、業者を選定して修理を行ってください。業者の選定にあた

っては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないようお願いします。 

物物品品のの修修理理  

検検品品

場場所所
価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類　　※※必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。

大大学学

発発注注

検
品
室1件の金額が30万円未満で、

契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等
 (作業内容の分かる書類)

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
 (作業内容の分かる書類)

※
特
定
個
人
を
除
く

修修
繕繕
費費

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契
約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要
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(3) 修理する機器等と整合性のある研究費から支出することが可能です。

(4) 修理のために海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。学内

Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

研究費で購入した物品は、購入金額と耐用年数によって、費目名称を定めます。それぞれの区

分・管理方法は以下のとおりです。修理・廃棄等の際に「備品シール」の記載事項が必要となり

ますので、「「備備品品シシーールル」」がが配配付付さされれままししたたらら速速ややかかにに物物品品のの見見ややすすいい位位置置にに貼貼付付してください。 

ただし、研研究究費費のの交交付付元元省省庁庁等等よよりり個個別別のの制制約約事事項項等等ががああるる場場合合はは、、そそちちららがが優優先先ととななりりまますす。 

１１  大大学学管管理理台台帳帳にに登登録録しし、、管管理理すするる物物品品  

費目名称 教育研究用機器備品 

科研費名称：物品費（設備備品） 

準備品 

科研費名称：物品費（準備品） 

購入金額 
30万円以上 

（2023 年度以前：20万円以上） 

10万円以上 30万円未満 

（2023 年度以前：5万円以上 20万円未満） 

管 理 

台帳による登録番号を付した「「備備品品シシーールル」」をを貼貼付付して管理します。 

台帳には、設置場所、金額等を記録しています。 

科研費購入物品も、全て大学が受贈し、大学が管理します。 

退職・機器の 

摩耗等による 

廃 棄 ※ 

「機器備品・準備品廃棄申請書」に廃棄の理由を記入し、「備品シール」を同申請

書に貼付して、廃棄申請をしてください。 

＜様式の配布と申請場所＞ 

駿河台キャンパス：教務事務室または研究棟事務室 

和泉キャンパス ：和泉教務事務室 

生田キャンパス ：生田研究知財事務室（研究費で購入した機器） 

中野キャンパス ：中野キャンパス事務室 

なお、パソコンを廃棄するには、情報漏洩防止のために 50ページ『２ パソコンを

廃棄する際の情報漏洩対策』のとおり、データ消去が必須です。 

他機関等への 

転 出 

科研費等の公的研究費（直接経費）によって購入した物品を、新たに所属する研究

機関において引き続き使用する場合には、手続きが必要です。転出が決まりました

ら、研究費担当事務室(19ページ)までご相談ください。転出手続きの後、物品を研

究者に返還します。 

設置場所の 

変 更（移管） 

学内で設置場所を変更する場合は、「機器備品・準備品移管請求書(上記各事務室

から受け取ってください。）」を使って機器の移管申請をしてください。 

※※ 「「備備品品シシーールル」」がが発発行行さされれたた物物品品はは、、廃廃棄棄手手続続ききをを行行わわななけけれればば処処分分ででききまませせんん。

また、登録された物品は退職の際に、大学に返納する必要があります。

２２  消消耗耗品品（（備備品品シシーールルがが発発行行さされれなないい物物品品））  

研究者が適切に管理してください。 

物物品品のの管管理理・・廃廃棄棄  
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エ 準備品を購入した場合は、備品登録に必要なため、提出する証憑書類等に「メーカー

名・型番」を明記してください。

(6) 消消耗耗品品（（1100万万円円未未満満））ににつついいてて

ア 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30万円以上]の場合は、「「大大学学をを通通じじてて発発

注注ししななけけれればばななららなないいもものの」」となります。

イ 複数年版のソフトウェアなどの場合、年度ごとの按分支出になる場合があります。

ウ データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、51ページ「書籍」に準じて取扱

います。

エ ママイイククロロソソフフトト製製品品・・アアドドビビ製製品品・・MMAATTLLAABB製製品品のの購購入入ににつついいててはは、、4488ペペーージジををごご参参照照

くくだだささいい。。

(7) 什什器器類類ににつついいてて（（研研究究支支援援経経費費ののみみ対対象象））

購入対象が集合資産（少額重要資産）の場合は、研究費では購入できません。

集合資産とならない購入を希望する場合は、必必ずず事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへごご相相談談くくだだ

ささいい。。ななおお、、建建物物構構造造上上、、キキャャンンパパスス間間のの差差異異ががああるるたためめ、、駿駿河河台台及及びび和和泉泉キキャャンンパパスス

にに関関ししててはは備備品品のの追追加加はは研研究究棟棟事事務務室室にに申申しし出出ててくくだだささいい。。事前相談なく購入した什器

類が、大学で用意するものと同程度の物品ではない場合や、集合資産として扱う物品の

場合には研究費から支出することはできません。

事前に研究費担当事務室にご相談ください。

※※ 特特定定個個人人研研究究費費でではは修修繕繕費費のの支支出出ががででききまませせんん。。

特定個人研究費で購入した機器類の修理を希望する場合は、事事前前にに研究費担当事務室へ

ご相談ください。ただし、修修理理後後でではは対対応応ははででききまませせんん。

１１ 検検品品

修修理理もも検検品品室室ににてて検検品品がが必必要要でですす。。領収書・請求書等及び修理完了報告書等作業内容の分か

る書類を検品室へご持参ください。

２２ 提提出出書書類類（35ページ「1各種書類の留意点」を併せてご参照ください）

３３ 留留意意事事項項

(1) 30万円以上の修理については、提出書類を参考に、調達課、和泉キャンパス課、生田キャ

ンパス課または中野キャンパス事務室で業者を選定して発注します。研研究究者者がが業業者者へへ直直接接依依

頼頼すするるここととははででききまませせんん。

(2) 30万円未満の修理については、業者を選定して修理を行ってください。業者の選定にあた

っては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないようお願いします。

物物品品のの修修理理

検検品品

場場所所
価価格格・・金金額額等等 提提出出書書類類 ※※必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。

大大学学

発発注注

検
品
室1件の金額が30万円未満で、

契約書の締結が必要ないもの

【請求書払】
 ①見積書  ②納品書
 ③請求書
 ④修理完了報告書等
(作業内容の分かる書類)

【立替払】
 ①領収書
 ②修理完了報告書等
(作業内容の分かる書類)

※
特
定
個
人
を
除
く

修修
繕繕
費費

1件の金額が30万円以上、
もしくは金額にかかわらず契
約書の締結が必要なもの

 ①「調達願い」
 ②見積書

必
要
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((22))  アアドドビビ製製品品  

 

 

 

 

 

 

 

研究費で購入した大学所有・管理のパソコンにインストールするアドビ社製ソフト 

ウェアは、教育機関向けライセンスをインストールする必要があります。 

※大学所有・管理のパソコンに学生・教職員個人版をインストールすることは、アドビ

社ライセンス規約上できません。  

 

 

アア  利利用用方方法法  

ラライイセセンンスス管管理理票票のの提提出出がが必必要要でですす。。  

アドビ製品のライセンスに Creative Cloud(年間利用ライセンス) があります。 

研究費で購入を希望する場合は、明大マート等販売店発行の「見積書」と、ライセンス 

に応じた「ライセンス管理票」を研究費担当事務室へご提出ください。 

※購入する条件等は、利用者本人が販売店に確認してください。 

※詳細は、 https://www.meiji.ac.jp/isc/adobe/clp_top.html をご参照ください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

※※書書類類提提出出かからら 11ヶヶ月月程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  

  

イイ  CCrreeaattiivvee  CClloouudd購購入入フフロローー  

教教員員・・  

研研究究者者  

情報 

基盤本部 

※問い合わせ

先事務室 

明大ｻﾎﾟｰﾄ

等販売店 

研究費 

担当事務室 

見見積積依依頼頼  

見積 

 見積書 

ﾗﾗｲｲｾｾﾝﾝｽｽ管管理理票票・・  

((誓誓約約書書))記記入入  
書書類類送送付付  

 
見積書・ 

ﾗｲｾﾝｽ管理票・ 

(誓約書) 

発注 

ｲﾝｽﾄｰﾙ情報送付 

ｲﾝｽﾄｰﾙ 

情報 

ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙・・  

ｲｲﾝﾝｽｽﾄﾄｰーﾙﾙ  

ﾗｲｾﾝｽ情報 

 
ﾗｲｾﾝｽ

情報  

請求書等 

研究費か

ら支出 

（ﾗｲｾﾝｽ管理票ｺﾋﾟｰ） 

ﾗｲｾﾝｽ管理票 

  ※※WWEEBB でで作作業業 

【【問問いい合合わわせせ】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7702 

中野キャンパス  ： 中野キャンパス事務室 03-5343-8060 
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～～情情報報メメデディィアア部部かかららののごご案案内内～～  

  

  

  11  ソソフフトトウウェェアアのの利利用用  

((11))  ママイイククロロソソフフトト製製品品  

  

  

  

  

本学は、マイクロソフト社との間に EES契約を締結しています。この契約は、本学 

に所属する利用者(学生、教職員)に対して、非永続的なソフトウェアの使用ライセン 

スの発行を受けるもので、研研究究費費でで購購入入ししたた大大学学所所有有・・管管理理ののパパソソココンンにに対対ししててはは、、  

ネットワーク経由でソフトウェアを無無料料配配付付しています。 

(学内ネットワークからのダウンロードのみ可) 

 

アア  対対象象ととななるるソソフフトトウウェェアア  

① Windows（アップグレードライセンス） 

② Office（Windows版、Mac版）等 

イイ  利利用用方方法法  

誓誓約約書書のの提提出出がが必必要要でですす。。  

「EESに基づくソフトウェア利用に関する誓約書」を記入のうえ、システム企画事 

務室へご提出ください。 

※ 詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/msca/をご参照ください。 

※ 科科研研費費、、厚厚労労科科研研費費、、環環境境推推進進費費でで購購入入ししたた 1100万万円円未未満満、、研研究究助助成成金金でで購購入入ししたた  

3300万万円円未未満満のパソコンに対して EEEESSをを適適用用すするる場場合合には、研究費担当事務室で大大学学  

へへのの寄寄贈贈手手続続ききををととるる必必要要ががあありりまますす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教教員員・・  

研研究究者者  

誓誓約約書書記記入入  

研究費 

担当事務室 資産確認 

 

誓誓約約書書提提出出  

ｼｽﾃﾑ企画 

事務室 

(駿河台) 

誓約書 

誓約書 

(確認印) 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用登録処理 

ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙  
情情報報受受領領  

誓約書 
誓約書コピー 

(ﾛｸﾞｲﾝ ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ記載) 

ｿｿﾌﾌﾄﾄｳｳｪｪｱｱ  
ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙・・ｲｲﾝﾝｽｽﾄﾄｰーﾙﾙ  

※資産登録手続き中の場合のみ 

※※誓誓約約書書提提出出かからら 33～～55日日程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  ウウ  EEEESS申申請請フフロローー 

【【問問いい合合わわせせ】】  

情報メディア部システム企画事務室  03-3296-4413 
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((22))  アアドドビビ製製品品  

 

 

 

 

 

 

 

研究費で購入した大学所有・管理のパソコンにインストールするアドビ社製ソフト 

ウェアは、教育機関向けライセンスをインストールする必要があります。 

※大学所有・管理のパソコンに学生・教職員個人版をインストールすることは、アドビ

社ライセンス規約上できません。  

 

 

アア  利利用用方方法法  

ラライイセセンンスス管管理理票票のの提提出出がが必必要要でですす。。  

アドビ製品のライセンスに Creative Cloud(年間利用ライセンス) があります。 

研究費で購入を希望する場合は、明大マート等販売店発行の「見積書」と、ライセンス 

に応じた「ライセンス管理票」を研究費担当事務室へご提出ください。 

※購入する条件等は、利用者本人が販売店に確認してください。 

※詳細は、 https://www.meiji.ac.jp/isc/adobe/clp_top.html をご参照ください。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

※※書書類類提提出出かからら 11ヶヶ月月程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  

  

イイ  CCrreeaattiivvee  CClloouudd購購入入フフロローー  

教教員員・・  

研研究究者者  

情報 

基盤本部 

※問い合わせ

先事務室 

明大ｻﾎﾟｰﾄ

等販売店 

研究費 

担当事務室 

見見積積依依頼頼  

見積 

 見積書 

ﾗﾗｲｲｾｾﾝﾝｽｽ管管理理票票・・  

((誓誓約約書書))記記入入  
書書類類送送付付  

 
見積書・ 

ﾗｲｾﾝｽ管理票・ 

(誓約書) 

発注 

ｲﾝｽﾄｰﾙ情報送付 

ｲﾝｽﾄｰﾙ 

情報 

ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙・・  

ｲｲﾝﾝｽｽﾄﾄｰーﾙﾙ  

ﾗｲｾﾝｽ情報 

 
ﾗｲｾﾝｽ

情報  

請求書等 

研究費か

ら支出 

（ﾗｲｾﾝｽ管理票ｺﾋﾟｰ） 

ﾗｲｾﾝｽ管理票 

  ※※WWEEBB でで作作業業 

【【問問いい合合わわせせ】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7702 

中野キャンパス  ： 中野キャンパス事務室 03-5343-8060 

48 
 

 

  

～～情情報報メメデディィアア部部かかららののごご案案内内～～  

  

  

  11  ソソフフトトウウェェアアのの利利用用  

((11))  ママイイククロロソソフフトト製製品品  

  

  

  

  

本学は、マイクロソフト社との間に EES契約を締結しています。この契約は、本学 

に所属する利用者(学生、教職員)に対して、非永続的なソフトウェアの使用ライセン 

スの発行を受けるもので、研研究究費費でで購購入入ししたた大大学学所所有有・・管管理理ののパパソソココンンにに対対ししててはは、、  

ネットワーク経由でソフトウェアを無無料料配配付付しています。 

(学内ネットワークからのダウンロードのみ可) 

 

アア  対対象象ととななるるソソフフトトウウェェアア  

① Windows（アップグレードライセンス） 

② Office（Windows版、Mac版）等 

イイ  利利用用方方法法  

誓誓約約書書のの提提出出がが必必要要でですす。。  

「EESに基づくソフトウェア利用に関する誓約書」を記入のうえ、システム企画事 

務室へご提出ください。 

※ 詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/msca/をご参照ください。 

※ 科科研研費費、、厚厚労労科科研研費費、、環環境境推推進進費費でで購購入入ししたた 1100万万円円未未満満、、研研究究助助成成金金でで購購入入ししたた  

3300万万円円未未満満のパソコンに対して EEEESS をを適適用用すするる場場合合には、研究費担当事務室で大大学学  

へへのの寄寄贈贈手手続続ききををととるる必必要要ががあありりまますす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教教員員・・  

研研究究者者  

誓誓約約書書記記入入  

研究費 

担当事務室 資産確認 

 

誓誓約約書書提提出出  

ｼｽﾃﾑ企画 

事務室 

(駿河台) 

誓約書 

誓約書 

(確認印) 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用登録処理 

ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙  
情情報報受受領領  

誓約書 
誓約書コピー 

(ﾛｸﾞｲﾝ ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ記載) 

ｿｿﾌﾌﾄﾄｳｳｪｪｱｱ  
ﾀﾀﾞ゙ｳｳﾝﾝﾛﾛｰーﾄﾄﾞ゙・・ｲｲﾝﾝｽｽﾄﾄｰーﾙﾙ  

※資産登録手続き中の場合のみ 

※※誓誓約約書書提提出出かからら 33～～55日日程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  ウウ  EEEESS申申請請フフロローー 

【【問問いい合合わわせせ】】  

情報メディア部システム企画事務室  03-3296-4413 
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１１  購購入入ででききなないい書書籍籍等等  

  原則として、以下の書籍等は特定個人研究費を含め、支出できません。（研究支援経費は一部

購入可能。） 

(1) 学術専門誌以外の雑誌（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (2) 新聞（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (3) 海外を含む旅行用各地ガイドブック類 

 (4) 授業用など研究以外に使用するもの 

 (5) 論文作成の手引き（研究課題に直接関連するものを除く）、汎用ソフトウェアのマニュア

ルなど自己啓発に使用するもの 

  ※ 自著本の購入については、52ページをご確認ください。 

 

２２  検検品品（（特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののをを除除くく））  

書書籍籍・・雑雑誌誌等等※はは、、検検品品室室ににおおいいてて全全品品検検品品ししまますす。検検品品のの前前にに支支出出すするる研研究究費費をを決決定定しし、、請請

求求書書・・領領収収書書にに記記載載するようお願いします。支出する研究費が確認できない場合は検品できま

せん。 

検品が必要な書籍等は、検品室へ直接配送（推奨）または、必要書類とともに検品室へご持

参ください。詳しくは 41ページ「検品・検収の実施」及び別途配付する「公的資金における検

品マニュアル」をご参照ください。 

※※  検検品品室室へへ納納品品すするるここととののででききなないい電電子子書書籍籍等等ににつついいててもも検検品品のの対対象象ととななりりまますす。。  

検検品品方方法法ににつついいててはは、、別別途途配配付付すするる「「公公的的資資金金ににおおけけるる検検品品ママニニュュアアルル【【例例外外的的なな検検品品

ににつついいてて】】」」ををごご確確認認くくだだささいい。。  

  

３３  提提出出書書類類（35ページ「1各種書類の留意点」を併せてご参照ください） 

      検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費で購入した書籍等の書類や検品の際に提出できなかった書類は、研

究費担当事務室にご提出ください。 

※1 取得物品が本学に帰属する旨定められている学外研究費により購入した場合、固定資産と

して登録します。 

  

  

  

  

書書籍籍・・学学術術雑雑誌誌のの購購入入・・管管理理・・返返還還  

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合

をを除除きき、、多多くくのの証証拠拠書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

必
要

全研究費：消耗品

消耗品

検検品品

場場所所
11冊冊又又はは11組組のの金金額額 提提出出書書類類 科科目目名名称称

大大学学

発発注注

科研費：設備備品
学外研究費：※1 参照
学内研究費（特定個人
除く）：図書支出

検
品
室

10万円以上
60万円未満
 (固定資産)

【請求書払】
 ①見積書
 ②納品書
 ③請求書
「「書書籍籍名名・・
　　個個別別のの金金額額」」
　　がが必必要要

【立替払】
 ①領収書・明細書
「「書書籍籍名名・・
　　個個別別のの金金額額」」

　　がが必必要要
※Web領収書の場合は

　P.40を確認

10万円未満
 (消耗品)

特定個人研究費で
購入

書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌

特
定
個
人
以
外
の
研
究
費

60万円以上
（固定資産）

 ①製品カタログ
 ②見積書(参考見積)
 ③価格認定書(古書の場合のみ)
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((33))  MMAATTLLAABB製製品品  

本学は、MathWorks社 Campus-Wide License契約を締結しています。これにより、本学 

専任教職員は、最新版の MATLAB 及び関連製品を、個別に購入することなく、ご利用いた 

だけます。インストールできる PCは、大学が所有・管理するもの、又は専任教職員本人 

が所有するものに限られます。（台数に制限はありません。） 

 

アア  利利用用方方法法  

利利用用申申込込書書のの提提出出がが必必要要でですす。。「MATLAB Campus-Wide ライセンス利用申込書」を記入 

のうえ、システム企画事務室へご提出ください。 

※詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/matlab/をご参照ください。 

 

 

３３２２  パパソソココンンをを廃廃棄棄すするる際際のの情情報報漏漏洩洩対対策策  

  

 

 

 

 

 

パソコンを廃棄する場合は、デデーータタをを完完全全にに消消去去ししててかからら廃廃棄棄してください。 

情情報報メメデディィアア部部でではは、、情報漏洩防止策として記記録録情情報報をを消消去去すするる装装置置をを備備ええてておおりり、、パパソソ  

ココンン廃廃棄棄時時ににごご利利用用いいたただだけけまますす。。  記憶装置の種類によって利用できる消去装置が 
異なります。※詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/data-erase.html をご参照ください。 

 

 

３３  そそのの他他  

 情報メディア部では「ソフトウェア管理規程」に基づき、大学が所有するパソコンを 

対象としてソフトウェア資産管理台帳の整備を行っております。 

 (1)パソコン･･･保証書コピー、（2）ソフトウェア･･･シリアル番号がわかる書類コピー 

 上記書類を駿河台キャンパス システム企画事務室にご提出ください。  

【【問問いい合合わわせせ】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7702 

中野キャンパス  ： 中野サポートデスク 03-5343-8072 
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１１  購購入入ででききなないい書書籍籍等等  

  原則として、以下の書籍等は特定個人研究費を含め、支出できません。（研究支援経費は一部

購入可能。） 

(1) 学術専門誌以外の雑誌（研究課題に直接関連するものを除く）

(2) 新聞（研究課題に直接関連するものを除く）

(3) 海外を含む旅行用各地ガイドブック類

(4) 授業用など研究以外に使用するもの

(5) 論文作成の手引き（研究課題に直接関連するものを除く）、汎用ソフトウェアのマニュア

ルなど自己啓発に使用するもの

※ 自著本の購入については、52ページをご確認ください。

２２  検検品品（（特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののをを除除くく））  

書書籍籍・・雑雑誌誌等等※はは、、検検品品室室ににおおいいてて全全品品検検品品ししまますす。検検品品のの前前にに支支出出すするる研研究究費費をを決決定定しし、、請請

求求書書・・領領収収書書にに記記載載するようお願いします。支出する研究費が確認できない場合は検品できま

せん。 

検品が必要な書籍等は、検品室へ直接配送（推奨）または、必要書類とともに検品室へご持

参ください。詳しくは 41ページ「検品・検収の実施」及び別途配付する「公的資金における検

品マニュアル」をご参照ください。 

※※ 検検品品室室へへ納納品品すするるここととののででききなないい電電子子書書籍籍等等ににつついいててもも検検品品のの対対象象ととななりりまますす。。

検検品品方方法法ににつついいててはは、、別別途途配配付付すするる「「公公的的資資金金ににおおけけるる検検品品ママニニュュアアルル【【例例外外的的なな検検品品

ににつついいてて】】」」ををごご確確認認くくだだささいい。。

３３  提提出出書書類類（35ページ「1 各種書類の留意点」を併せてご参照ください） 

    検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費で購入した書籍等の書類や検品の際に提出できなかった書類は、研

究費担当事務室にご提出ください。 

※1 取得物品が本学に帰属する旨定められている学外研究費により購入した場合、固定資産と

して登録します。

書書籍籍・・学学術術雑雑誌誌のの購購入入・・管管理理・・返返還還  

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合

をを除除きき、、多多くくのの証証拠拠書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

必
要

全研究費：消耗品

消耗品

検検品品

場場所所
11冊冊又又はは11組組のの金金額額 提提出出書書類類 科科目目名名称称

大大学学

発発注注

科研費：設備備品
学外研究費：※1 参照
学内研究費（特定個人
除く）：図書支出

検
品
室

10万円以上
60万円未満
 (固定資産)

【請求書払】
①見積書
②納品書
③請求書

「「書書籍籍名名・・
　　個個別別のの金金額額」」
　　がが必必要要

【立替払】
①領収書・明細書

「「書書籍籍名名・・
　　個個別別のの金金額額」」

　　がが必必要要
※Web領収書の場合は

P.40を確認

10万円未満
 (消耗品)

特定個人研究費で
購入

書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌

特
定
個
人
以
外
の
研
究
費

60万円以上
（固定資産）

①製品カタログ
②見積書(参考見積)
③価格認定書(古書の場合のみ)
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((33)) MMAATTLLAABB 製製品品

本学は、MathWorks社 Campus-Wide License契約を締結しています。これにより、本学

専任教職員は、最新版の MATLAB 及び関連製品を、個別に購入することなく、ご利用いた

だけます。インストールできる PCは、大学が所有・管理するもの、又は専任教職員本人

が所有するものに限られます。（台数に制限はありません。）

アア 利利用用方方法法

利利用用申申込込書書のの提提出出がが必必要要でですす。。「MATLAB Campus-Wide ライセンス利用申込書」を記入

のうえ、システム企画事務室へご提出ください。

※詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/matlab/をご参照ください。

３３２２ パパソソココンンをを廃廃棄棄すするる際際のの情情報報漏漏洩洩対対策策

パソコンを廃棄する場合は、デデーータタをを完完全全にに消消去去ししててかからら廃廃棄棄してください。

情情報報メメデディィアア部部でではは、、情報漏洩防止策として記記録録情情報報をを消消去去すするる装装置置をを備備ええてておおりり、、パパソソ

ココンン廃廃棄棄時時ににごご利利用用いいたただだけけまますす。。 記憶装置の種類によって利用できる消去装置が

異なります。※詳細は、https://www.meiji.ac.jp/isc/data-erase.html をご参照ください。

３３ そそのの他他

情報メディア部では「ソフトウェア管理規程」に基づき、大学が所有するパソコンを

対象としてソフトウェア資産管理台帳の整備を行っております。

(1)パソコン･･･保証書コピー、（2）ソフトウェア･･･シリアル番号がわかる書類コピー

上記書類を駿河台キャンパス システム企画事務室にご提出ください。

【【問問いい合合わわせせ】】

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413

和泉キャンパス ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189

生田キャンパス ： 生田メディア支援事務室 044-934-7702 

中野キャンパス ： 中野サポートデスク 03-5343-8072
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研究者の招聘は 73ページ

１１ 研研究究出出張張旅旅費費申申請請のの手手順順

※※中中野野キキャャンンパパススでではは、、②②、、①①、、③③、、④④のの順順ににななりりまますす。。

２２ 出出張張旅旅費費のの申申請請可可能能なな範範囲囲

(1) 旅費は、交交通通費費、、宿宿泊泊費費及及びび日日当当です。

(2) 特定個人研究費は、学学会会参参加加ののみみの目的では旅費の支出ができません。

（ 25ページ「特定個人研究費」「旅費交通費」をご参照ください。）

(3) 研究出張旅費は 26ページ「１ 使途範囲」に以下が加わります。

（研究費の交付元省庁等より個別の制約事項がある場合は、そちらが優先となります。）

ア ゼゼミミ引引率率等等教教育育にに関関わわるる旅旅費費はは支支出出ででききまませせんん。。

イ 学学会会等等にに参参加加すするる場場合合、、参参加加費費とと出出張張旅旅費費はは整整合合性性ののととれれたた経経費費かからら支支出出ししななけけれればばなな

りりまませせんん。。（学会助成とは併用可）

ウ 知知人人宅宅（（実実家家等等））にに滞滞在在すするる場場合合はは、、宿宿泊泊費費のの支支出出ががででききまませせんん。。

エ 研究協力者及び研究補助者は、出張申請の範囲に制限があります。

○：申請可能 ※：条件付きで可能

※1 研究代表者、研究分担者のいずれかが同行することが原則です。

ただし、研究代表者が同行できない理由があり、単独の出張であっても業務遂行に問

題がない旨が明らかな場合は、単独での出張が可能になります。

※2 研究代表者、研究分担者のいずれかが同行することが原則です。

ただし、やむを得ない理由がある場合は、事前に研究費担当事務室（19ページ）にご

相談ください。

※3 事前に研究費担当事務室（19ページ）にご相談ください。

【【注注意意事事項項】】

旅旅費費はは出出張張申申請請者者へへ振振りり込込ままれれまますす。。研研究究者者同同士士のの立立替替ええ合合いいはは行行わわなないいででくくだだささいい。。

出張地域

研究費

国内の 31㎞

未満の地域

国内の 31㎞

以上の地域
海外

研究協力者

研究補助者

研究者 ○ ○ ○

本学助手 ○ ※1 ※1 

大学院生 ○ ※1 ※2 

学部生 ○ ※2 ※3 

①① 所所属属長長等等にに出出張張申申請請書書((次次ペペーージジ参参照照))をを提提出出しし、、承承認認をを受受けけるる

②② 支支出出願願、、出出張張申申請請書書、、そそのの他他必必要要書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出

④④ 条条件件にに応応じじたた基基準準のの旅旅費費（（交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・日日当当））をを、、受受けけ取取るるべべきき本本人人

ままたたはは業業者者にに振振込込

研研究究出出張張のの旅旅費費

③③ 出出張張報報告告書書、、現現地地証証明明等等事事後後書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出
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４４  留留意意事事項項  

(1) 特定個人研究費は、24ページの内容を必ずご確認ください。

((22)) 自自著著本本のの購購入入ににつついいててはは、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））ににごご相相談談くくだだささいい。。

献献本本をを希希望望すするる場場合合はは、、「「提提出出書書類類」」のの他他にに次次のの書書類類がが必必要要でですす。。

ア 理由書（献本をする理由）

イ 献本先一覧（所属及び氏名）

ウ 作業完了届（発送を委託した場合）･･････  特特定定個個人人研研究究費費はは不不要要

エ 著作権使用料の計算書（著作権使用料が発生する場合）

著作権使用料を差し引いて研究費を支出します。

ただし、購入時に著作権使用料が明確でない場合は、後日、著作権使用料を大学に戻入

しなければなりません。 

※ 献本についても検品の対象です。献本用書籍に検品印は押印しませんので、検品の際に

献本用であることを検品室へお申し出ください。

(3) 定期購読は購読期間をもとにした年度ごとの按分支出になります。必ず購読期間の分かる

明細をご提出ください。特定個人研究費以外の研究費で購入した場合は、当該年度内に納品

され検品が行われたものが支出の対象です。

(4) 11 冊冊ままたたはは 11 組組のの金金額額がが 6600 万万円円以以上上のの場場合合はは、、研研究究費費担担当当事事務務室室をを通通じじてて発発注注ししななけけれれ

ばばななりりまませせんんので研研究究者者がが直直接接発発注注すするるここととははででききまませせんん。。

(5) データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、書籍に準じて取扱います。

５５  書書籍籍等等のの管管理理  

((11)) 固固定定資資産産ととななるる書書籍籍等等はは整整理理番番号号付付番番のの上上、、大大学学のの資資産産ととししてて登登録録ししまますす。書籍等には整

理番号を付し、登録印を押印のうえ、背表紙に管理シールを貼付します。

※※大大学学のの資資産産ととななるるたためめ、、研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。 

６６  書書籍籍等等のの返返還還  

(1) 固固定定資資産産はは、、研研究究者者がが廃廃棄棄すするるここととははででききまませせんん。誤って他者へ譲渡したり、処分するこ

とのないよう管理してください。

(2) 以以下下のの場場合合ににはは大大学学へへごご返返還還くくだだささいい。。

アア 研研究究期期間間終終了了後後、、不不要要ににななっったた場場合合

イイ 本本学学のの教教員員がが本本学学をを退退職職すするる場場合合

ウウ 本本学学のの研研究究者者がが本本学学のの所所属属をを失失うう、、ままたたはは他他機機関関へへ転転出出すするる場場合合

(3) 科研費で購入された書籍等については、退職後、新たに所属する研究機関において使用す

る場合には、研究者に返還することができます。（所定の手続きが必要です。）

(4) 返還等手続きに関しましては、研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。
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研究者の招聘は 73ページ 

１１  研研究究出出張張旅旅費費申申請請のの手手順順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※※中中野野キキャャンンパパススでではは、、②②、、①①、、③③、、④④のの順順ににななりりまますす。。  

 

２２  出出張張旅旅費費のの申申請請可可能能なな範範囲囲  

(1) 旅費は、交交通通費費、、宿宿泊泊費費及及びび日日当当です。 

(2) 特定個人研究費は、学学会会参参加加ののみみの目的では旅費の支出ができません。 

（ 25ページ「特定個人研究費」「旅費交通費」をご参照ください。） 

(3) 研究出張旅費は 26ページ「１ 使途範囲」に以下が加わります。 

（研究費の交付元省庁等より個別の制約事項がある場合は、そちらが優先となります。） 

  ア ゼゼミミ引引率率等等教教育育にに関関わわるる旅旅費費はは支支出出ででききまませせんん。。 

   イ  学学会会等等にに参参加加すするる場場合合、、参参加加費費とと出出張張旅旅費費はは整整合合性性ののととれれたた経経費費かからら支支出出ししななけけれればばなな

りりまませせんん。。（学会助成とは併用可） 

  ウ 知知人人宅宅（（実実家家等等））にに滞滞在在すするる場場合合はは、、宿宿泊泊費費のの支支出出ががででききまませせんん。。  

  エ 研究協力者及び研究補助者は、出張申請の範囲に制限があります。 

    ○：申請可能 ※：条件付きで可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 研究代表者、研究分担者のいずれかが同行することが原則です。 

ただし、研究代表者が同行できない理由があり、単独の出張であっても業務遂行に問

題がない旨が明らかな場合は、単独での出張が可能になります。 

※2 研究代表者、研究分担者のいずれかが同行することが原則です。 

ただし、やむを得ない理由がある場合は、事前に研究費担当事務室（19ページ）にご

相談ください。 

    ※3 事前に研究費担当事務室（19ページ）にご相談ください。 

    【【注注意意事事項項】】  

    旅旅費費はは出出張張申申請請者者へへ振振りり込込ままれれまますす。。研研究究者者同同士士のの立立替替ええ合合いいはは行行わわなないいででくくだだささいい。。  

出張地域 

研究費 

国内の 31㎞ 

未満の地域 

国内の 31㎞ 

以上の地域 
海外 

研究協力者 

研究補助者 

研究者 ○ ○ ○ 

本学助手 ○ ※1 ※1 

大学院生 ○ ※1 ※2 

学部生 ○ ※2 ※3 

①①   所所属属長長等等にに出出張張申申請請書書((次次ペペーージジ参参照照))をを提提出出しし、、承承認認をを受受けけるる  

②②  支支出出願願、、出出張張申申請請書書、、そそのの他他必必要要書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  

④④  条条件件にに応応じじたた基基準準のの旅旅費費（（交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・日日当当））をを、、受受けけ取取るるべべきき本本人人  

ままたたはは業業者者にに振振込込  

研研究究出出張張のの旅旅費費  

③③  出出張張報報告告書書、、現現地地証証明明等等事事後後書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  
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４４  留留意意事事項項  

(1) 特定個人研究費は、24ページの内容を必ずご確認ください。 

((22))  自自著著本本のの購購入入ににつついいててはは、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））ににごご相相談談くくだだささいい。。  

献献本本をを希希望望すするる場場合合はは、、「「提提出出書書類類」」のの他他にに次次のの書書類類がが必必要要でですす。。  

  ア 理由書（献本をする理由） 

  イ 献本先一覧（所属及び氏名） 

  ウ 作業完了届（発送を委託した場合）･･････  特特定定個個人人研研究究費費はは不不要要  

  エ 著作権使用料の計算書（著作権使用料が発生する場合） 

      著作権使用料を差し引いて研究費を支出します。 

ただし、購入時に著作権使用料が明確でない場合は、後日、著作権使用料を大学に戻入 

しなければなりません。 

※ 献本についても検品の対象です。献本用書籍に検品印は押印しませんので、検品の際に 

献本用であることを検品室へお申し出ください。 

 (3) 定期購読は購読期間をもとにした年度ごとの按分支出になります。必ず購読期間の分かる 

明細をご提出ください。特定個人研究費以外の研究費で購入した場合は、当該年度内に納品 
され検品が行われたものが支出の対象です。 

(4)  11 冊冊ままたたはは 11 組組のの金金額額がが 6600 万万円円以以上上のの場場合合はは、、研研究究費費担担当当事事務務室室をを通通じじてて発発注注ししななけけれれ

ばばななりりまませせんんので研研究究者者がが直直接接発発注注すするるここととははででききまませせんん。。 

(5) データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、書籍に準じて取扱います。 

   

５５  書書籍籍等等のの管管理理  

((11))    固固定定資資産産ととななるる書書籍籍等等はは整整理理番番号号付付番番のの上上、、大大学学のの資資産産ととししてて登登録録ししまますす。書籍等には整

理番号を付し、登録印を押印のうえ、背表紙に管理シールを貼付します。  

※※大大学学のの資資産産ととななるるたためめ、、研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししてて購購入入すするるここととははででききまませせんん。 

  

６６  書書籍籍等等のの返返還還  

(1) 固固定定資資産産はは、、研研究究者者がが廃廃棄棄すするるここととははででききまませせんん。誤って他者へ譲渡したり、処分するこ 

とのないよう管理してください。 

  (2)  以以下下のの場場合合ににはは大大学学へへごご返返還還くくだだささいい。。  

アア  研研究究期期間間終終了了後後、、不不要要ににななっったた場場合合  

イイ  本本学学のの教教員員がが本本学学をを退退職職すするる場場合合  

ウウ  本本学学のの研研究究者者がが本本学学のの所所属属をを失失うう、、ままたたはは他他機機関関へへ転転出出すするる場場合合  

(3) 科研費で購入された書籍等については、退職後、新たに所属する研究機関において使用す 

る場合には、研究者に返還することができます。（所定の手続きが必要です。） 
(4) 返還等手続きに関しましては、研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。 
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５５  国国内内 3311㎞㎞以以上上のの出出張張  

  59ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。  

提

出

書

類 

事 前 事 後 
① 研究出張旅費申請書（国内） 

② 学会等に参加する場合： 

学会のプログラム等（写し可） 

③ 航空機を利用する場合：航空運賃の「請

求書・見積書」または「領収書・明細書」

及び「旅程表」（請求書、領収書等に旅

程の記載があれば不要） 

（特定個人研究費は以下の②のみ） 

① 研究出張報告書（速やかにご提出ください） 

② 航空機利用の場合： 

航空機搭乗券・半券[搭乗したことがわかる

もの]（往復） 

③ 航空機利用でない場合： 

現地到着証拠書類 

旅 

費 

①   交交通通費費  

 ア 出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。(定期

利用区間を除く。原則 IC 料金にて計算し、途中下車可能区間の乗車券や往復割引等適用し

ます。） 

 イ 同一特急列車に 80km 以上乗車する場合、または同一新幹線に 100km 以上乗車する場合は

「特急料金」を支出できます。なお、この距離を満たさず、特急列車の利用を必要とする

場合は事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。 

 ウ 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島への出張は、航空機エコノミークラスの実

費（クラスＪ等、エコノミークラスより高額なクラスは利用できません。）を支出できます。 

 エ ウ以外の地域の航空機の利用は、鉄道利用の場合より経済的である場合に支出できます。 

 オ 船舶賃は、船舶の乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支出

できます。 

②   宿宿泊泊費費（（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす。。）） 

 ア 原則として、1 泊あたり上限 12,000 円を申請に基づき支出します。 

  ※ やむを得ず他者への立替えを行った場合は、実費精算とします。 

イ 研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額またはネット

検索した金額等を出張申請書にご記入ください。 

③   日日  当当（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日のの日日当当はは支支出出ででききまませせんん。。））  

 ア 【教授・准教授】   3,800 円 

【専任講師・助教】 3,300円 

【助手】           3,000円 

   【その他】         61 ページ【専任教員以外の日当基準】をご参照ください。 

 イ 日当は現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

 ウ 船上調査についても、日当を支出できます。 

 エ 研究拠点を海外におく研究者の日当は 57 ページ「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準

じます。 

 オ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせ

ください。 

  

54 
 

３３  研研究究出出張張のの承承認認とと申申請請書書類類  

 (1) 出張申請書を事前に所属学部等事務室に提出し、所属長等の承認を受けてください。 

   ただし、近距離出張申請書は事後に速やかにご提出ください。 

(2) 出張の種類により以下の申請書をご使用ください。 

  ※※  出出張張距距離離はは、、出出発発地地（（勤勤務務地地ままたたはは自自宅宅最最寄寄駅駅））かからら目目的的地地（（目目的的先先のの最最寄寄駅駅））ままででのの移移動動

距距離離でですす。。  

  

４４  国国内内 3311㎞㎞未未満満のの出出張張  

  59ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。  

提
出
書
類 

① 近距離出張申請書 

② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可） 

旅 

費 

①  交交通通費費  

  出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支給します。 

（原則 IC 料金にて計算し、定期利用区間を除く。） 

②  日日  当当  

 ア 大学の定める休日（※）に限り支給します。 

   【教授・准教授】   3,800 円 

【専任講師・助教】 3,300円 

【助手】           3,000円 

   【その他】         61 ページ【専任教員以外の日当基準】をご参照ください。 

   ※ 「大学の定める休日」は、次のとおりです。 

    ・日曜日 

    ・国の定める休日（休日授業実施日含む） 

    ・本大学創立記念日（1 月 17 日)、本大学創立記念祝日（11 月 1 日） 

    ・年末年始休日（12 月 26 日から翌年 1 月 7日まで） 

 イ 日当は現地での食事代や現地で移動する際の交通費などに充当するための費用です。 
ウ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせ

ください。 
 

職格・身分 必要な承認印 
① 本学の専任教員、特任教員、客員教員 各学部等所属長、機構長（機構所属教員） 

② ①以外の研究代表者 受入研究者または雇用されている研究費の研究代表者 

③ その他 研究代表者 

出張の種類 必要な申請書 
① 国内 31km 未満の出張 近距離出張申請書 

② 国内 31km 以上の出張 研究出張旅費申請書（国内用） 

③ 海外 研究出張旅費申請書（海外用） 
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５５  国国内内 3311㎞㎞以以上上のの出出張張  

  59ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。  

提

出

書

類 

事 前 事 後 
① 研究出張旅費申請書（国内） 

② 学会等に参加する場合： 

学会のプログラム等（写し可） 

③ 航空機を利用する場合：航空運賃の「請

求書・見積書」または「領収書・明細書」

及び「旅程表」（請求書、領収書等に旅

程の記載があれば不要） 

（特定個人研究費は以下の②のみ） 

① 研究出張報告書（速やかにご提出ください） 

② 航空機利用の場合： 

航空機搭乗券・半券[搭乗したことがわかる

もの]（往復） 

③ 航空機利用でない場合： 

現地到着証拠書類 

旅 

費 

①   交交通通費費  

 ア 出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。(定期

利用区間を除く。原則 IC 料金にて計算し、途中下車可能区間の乗車券や往復割引等適用し

ます。） 

 イ 同一特急列車に 80km 以上乗車する場合、または同一新幹線に 100km 以上乗車する場合は

「特急料金」を支出できます。なお、この距離を満たさず、特急列車の利用を必要とする

場合は事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。 

 ウ 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島への出張は、航空機エコノミークラスの実

費（クラスＪ等、エコノミークラスより高額なクラスは利用できません。）を支出できます。 

 エ ウ以外の地域の航空機の利用は、鉄道利用の場合より経済的である場合に支出できます。 

 オ 船舶賃は、船舶の乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支出

できます。 

②   宿宿泊泊費費（（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす。。）） 

 ア 原則として、1 泊あたり上限 12,000 円を申請に基づき支出します。 

  ※ やむを得ず他者への立替えを行った場合は、実費精算とします。 

イ 研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額またはネット

検索した金額等を出張申請書にご記入ください。 

③   日日  当当（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日のの日日当当はは支支出出ででききまませせんん。。））  

 ア 【教授・准教授】   3,800 円 

【専任講師・助教】 3,300円 

【助手】           3,000円 

   【その他】         61 ページ【専任教員以外の日当基準】をご参照ください。 

 イ 日当は現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

 ウ 船上調査についても、日当を支出できます。 

 エ 研究拠点を海外におく研究者の日当は 57 ページ「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準

じます。 

 オ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせ

ください。 
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３３  研研究究出出張張のの承承認認とと申申請請書書類類  

 (1) 出張申請書を事前に所属学部等事務室に提出し、所属長等の承認を受けてください。 

   ただし、近距離出張申請書は事後に速やかにご提出ください。 

(2) 出張の種類により以下の申請書をご使用ください。 

  ※※  出出張張距距離離はは、、出出発発地地（（勤勤務務地地ままたたはは自自宅宅最最寄寄駅駅））かからら目目的的地地（（目目的的先先のの最最寄寄駅駅））ままででのの移移動動

距距離離でですす。。  

  

４４  国国内内 3311㎞㎞未未満満のの出出張張  

  59ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。  

提
出
書
類 

① 近距離出張申請書 

② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可） 

旅 

費 

①  交交通通費費  

  出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支給します。 

（原則 IC 料金にて計算し、定期利用区間を除く。） 

②  日日  当当  

 ア 大学の定める休日（※）に限り支給します。 

   【教授・准教授】   3,800 円 

【専任講師・助教】 3,300円 

【助手】           3,000円 

   【その他】         61 ページ【専任教員以外の日当基準】をご参照ください。 

   ※ 「大学の定める休日」は、次のとおりです。 

    ・日曜日 

    ・国の定める休日（休日授業実施日含む） 

    ・本大学創立記念日（1 月 17 日)、本大学創立記念祝日（11 月 1 日） 

    ・年末年始休日（12 月 26 日から翌年 1 月 7日まで） 

 イ 日当は現地での食事代や現地で移動する際の交通費などに充当するための費用です。 
ウ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせ

ください。 
 

職格・身分 必要な承認印 
① 本学の専任教員、特任教員、客員教員 各学部等所属長、機構長（機構所属教員） 

② ①以外の研究代表者 受入研究者または雇用されている研究費の研究代表者 

③ その他 研究代表者 

出張の種類 必要な申請書 
① 国内 31km 未満の出張 近距離出張申請書 

② 国内 31km 以上の出張 研究出張旅費申請書（国内用） 

③ 海外 研究出張旅費申請書（海外用） 
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③③ 日日 当当（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日のの日日当当はは支支出出ででききまませせんん。。））

ア【教授・准教授】7,200 円【専任講師・助教】6,700 円【助手】6,200 円【その他】61 ページ参照

イ 日当は現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。

※現地交通費は日当から支出するものですが、別途研究費から支出せざるを得ない場合は、領収書（内容が

わかる明細書含）が必要です。

ウ 在外研究員の日当は 57 ページ「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準じます。

※在外研究員以外で、研究拠点を海外におく研究者が日本へ渡航する場合は、国内出張に準じます。

エ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせください。

７７ 在在外外研研究究員員のの旅旅費費算算定定基基準準

国内出張：「４ 国内 31㎞未満の出張」「５ 国内 31㎞以上の出張」の基準

海外出張：「６ 海外出張」の基準

在外研究赴任先での出張 研究のための日本への帰国

赴任先国内 その他の外国 自宅以外に宿泊 自宅に宿泊

申請書書式 研究出張旅費申請書（海外）を使用

交通費
海海外外出出張張にに準準ずずるる

領収書必須実費支給

海海外外出出張張にに準準ずずるる

鉄道・バス運賃は申請に基づいて大学が

算定。航空券代金は領収書必須実費支給

宿泊費

海海外外出出張張にに準準ずずるる

提出書類等 56・59ページ参照

国国内内出出張張にに準準ずずるる

宿泊先確認のため、領収

書または宿泊施設利用証

明必須（上限 12,000円）

支支給給ししなないい

日 当 ※

国国内内出出張張にに準準ずずるる

（距離が 31km

以上に限る）

海海外外出出張張にに準準

ずずるる
支支給給ししなないい

※ 在外研究赴任先での出張（赴任先国内及びその他の外国）において、日当を支給する場合

は、調査活動費の支給はできません。

本学の在外研究員制度を利用し在外にて研究を行っている期間中に、やむを得ず一時帰国

する場合は、理由にかかわらず必必ずず事事前前にに「「在在外外研研究究一一時時帰帰国国願願」」をを所所属属学学部部等等事事務務室室にに

提提出出しし、、教授会等の承認を受けて下さい。詳細は「在外研究の手引き」をご確認ください。

８８ レレンンタタカカーー、、タタククシシーーのの利利用用

レンタカー、タクシーの利用は、やむを得ない理由がある場合に限り支出可能です。支出を

希望する場合は事情・状況等を事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへ相相談談のの上上、、理理由由書書ををごご提提出出くくだだささいい。

(例) ○最寄り駅から目的地への公共交通機関がない。

○公共交通機関の本数が少なく、予定時間内に目的を果たすことができない。等

ただし、レンタカー利用時に追追加加でで加加入入すするる任任意意保保険険（（給給付付金金がが発発生生すするるもものの））については、

支出できません。

支出が認められた場合は、必必要要書書類類ととししててその「「見見積積書書・・納納品品書書・・請請求求書書（（要要社社判判））」」ままたたはは

「「明明細細がが分分かかるる書書類類・・領領収収書書ままたたはは請請求求書書（（要要社社判判））」」を加えてご提出ください。

９９ そそのの他他のの留留意意事事項項

(1) 他他のの研研究究機機関関所所属属のの研研究究者者ででああっっててもも、、本本学学がが運運営営・・管管理理すするる研研究究費費をを使使用用ししてて出出張張すするる

場場合合はは、、ここのの「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」ののルルーールルがが適適用用さされれまますす。。

56 

６６  海海外外出出張張  59 ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。 

提

出

書

類

事 前 事 後

①研究出張旅費申請書（海外）

②学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可）

③航空運賃の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」及

び「旅程表」（請求書、領収書等に旅程記載があれば不要） 
④宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」

（宿泊費の実費請求を伴う場合に限る。事後提出可）

⑤安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシート

等）：所属学部等事務室へ提出

（特定個人研究費は以下の①は不要）

①研究出張報告書（速やかにご提出ください）

②航空機搭乗券・半券、搭乗証明書 等

③宿泊費の実費請求を伴う場合：左記④参照

④宿泊費の実費請求を伴わない場合：

宿泊の事実を示す書類（59 ページ参照） 

⑤現地で鉄道等を利用した場合：

「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」

旅

費

① 交交通通費費

ア 空港まで（から）の経済的かつ合理的な経路の国内運賃（原則 IC 料金にて計算し、定期利用区間を除く。） 
ただし、海外出張に付随する国内の旅費について、成田・羽田等の国際空港を起点または終点とする移

動に関わる費用について、原則として特別料金を支給します。

イ 航空運賃実費

(ｱ)エコノミークラスの実費（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です。）

※ 教授、准教授については、次のＡ～Ｃの条件をすべて満たす場合は、最上級から 1 つ下の級

（ビジネスクラス等）についても支出可能です。 

 Ａ 下記のａ、ｂとも 7,000km（4,375 マイル）を超えていること 

 ａ 出発地から最終到達地までの直線距離 

  

ｂ 航空機の一区間（同一航空機での飛行区間。経由便の場合は、各航空機での飛行区間を 

それぞれ一区間として扱う。）の直線距離 

Ｂ 事前に、購入予定の航空運賃について、研究費担当事務室へ書面等で連絡し、購入の承認を得ること。 

Ｃ 航空会社の割引制度など、経済的かつ合理的な方法を選択して安価に購入すること。 

(ｲ)各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃を含む。

ウ 船舶、鉄道賃実費

種別が 2 等級ある場合は上級相当、3 等級以上の場合は、最上級から 1 つ下位の級相当の実費とします。 

※ 国国内内ににおおけけるる宿宿泊泊費費とと日日当当はは、、国国内内出出張張にに準準じじまますす。。

②② 宿宿泊泊費費（（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす。。））

ア 原則として、イに記載の場合を除き、1 泊あたり上限 22,500 円を申請に基づき支出します。

研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額または現地支払い時の金額等を

出張申請書に円通貨でご記入ください。※ やむを得ず他者への立替えを行った場合は、実費精算とします。 

イ 以下のケースで 1 泊あたり 22,500 円を超過する場合、所定の手続きをもって、別に定める金額を上限と

した実費を支出しますので、研究費担当事務室までご連絡ください。 ※※  22002255  年年度度特特例例措措置置  

（ｱ）国外開催の学会への参加に伴い、学会指定または推奨宿泊先を利用する場合

（ｲ）国外開催の学会への参加や調査出張等を問わず、以下に該当する都市または国に滞在する場合

・指定都市（シンガポール、アブダビ、ジッタ、クウェート、リヤド、アビジャン）

・外務省ホームページ「国・地域」に定める地域区分のうち、欧州・北米に属する国

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）

出発地 最終到達地
直線距離

航空機Ａ一区間 航空機Ｂ一区間出発地 経由地 最終到達地
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③③ 日日  当当（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日のの日日当当はは支支出出ででききまませせんん。。））

ア【教授・准教授】7,200 円【専任講師・助教】6,700 円【助手】6,200 円【その他】61 ページ参照

イ 日当は現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。

※現地交通費は日当から支出するものですが、別途研究費から支出せざるを得ない場合は、領収書（内容が

わかる明細書含）が必要です。 

ウ 在外研究員の日当は 57 ページ「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準じます。

※在外研究員以外で、研究拠点を海外におく研究者が日本へ渡航する場合は、国内出張に準じます。

エ 日当を減額もしくは不要な場合は、その旨を研究費担当事務室（19 ページ）にお知らせください。

７７  在在外外研研究究員員のの旅旅費費算算定定基基準準  

国内出張：「４ 国内 31㎞未満の出張」「５ 国内 31㎞以上の出張」の基準 

海外出張：「６ 海外出張」の基準 

在外研究赴任先での出張 研究のための日本への帰国 

赴任先国内 その他の外国 自宅以外に宿泊 自宅に宿泊 

申請書書式 研究出張旅費申請書（海外）を使用 

交通費 
海海外外出出張張にに準準ずずるる  

領収書必須実費支給 

海海外外出出張張にに準準ずずるる  

鉄道・バス運賃は申請に基づいて大学が

算定。航空券代金は領収書必須実費支給 

宿泊費

海海外外出出張張にに準準ずずるる  

提出書類等 56・59ページ参照 

国国内内出出張張にに準準ずずるる  

宿泊先確認のため、領収

書または宿泊施設利用証

明必須（上限 12,000円）

支支給給ししなないい  

日 当 ※ 

国国内内出出張張にに準準ずずるる  

（距離が 31km 

以上に限る） 

海海外外出出張張にに準準

ずずるる  
支支給給ししなないい  

※ 在外研究赴任先での出張（赴任先国内及びその他の外国）において、日当を支給する場合

は、調査活動費の支給はできません。

本学の在外研究員制度を利用し在外にて研究を行っている期間中に、やむを得ず一時帰国

する場合は、理由にかかわらず必必ずず事事前前にに「「在在外外研研究究一一時時帰帰国国願願」」をを所所属属学学部部等等事事務務室室にに

提提出出しし、、教授会等の承認を受けて下さい。 詳細は「在外研究の手引き」をご確認ください。

８８  レレンンタタカカーー、、タタククシシーーのの利利用用  

レンタカー、タクシーの利用は、やむを得ない理由がある場合に限り支出可能です。支出を

希望する場合は事情・状況等を事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへ相相談談のの上上、、理理由由書書ををごご提提出出くくだだささいい。 

(例) ○最寄り駅から目的地への公共交通機関がない。 

○公共交通機関の本数が少なく、予定時間内に目的を果たすことができない。等

ただし、レンタカー利用時に追追加加でで加加入入すするる任任意意保保険険（（給給付付金金がが発発生生すするるもものの））については、

支出できません。 

支出が認められた場合は、必必要要書書類類ととししててその「「見見積積書書・・納納品品書書・・請請求求書書（（要要社社判判））」」ままたたはは

「「明明細細がが分分かかるる書書類類・・領領収収書書ままたたはは請請求求書書（（要要社社判判））」」を加えてご提出ください。 

９９  そそのの他他のの留留意意事事項項  

(1) 他他のの研研究究機機関関所所属属のの研研究究者者ででああっっててもも、、本本学学がが運運営営・・管管理理すするる研研究究費費をを使使用用ししてて出出張張すするる

場場合合はは、、ここのの「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」ののルルーールルがが適適用用さされれまますす。。
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６６ 海海外外出出張張 59ページ「10 提出書類に関する留意事項」も併せてご確認ください。

提

出

書

類

事 前 事 後

①研究出張旅費申請書（海外）

②学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可）

③航空運賃の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」及

び「旅程表」（請求書、領収書等に旅程記載があれば不要）

④宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」

（宿泊費の実費請求を伴う場合に限る。事後提出可）

⑤安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシート

等）：所属学部等事務室へ提出

（特定個人研究費は以下の①は不要）

①研究出張報告書（速やかにご提出ください）

②航空機搭乗券・半券、搭乗証明書 等

③宿泊費の実費請求を伴う場合：左記④参照

④宿泊費の実費請求を伴わない場合：

宿泊の事実を示す書類（59 ページ参照）

⑤現地で鉄道等を利用した場合：

「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」

旅

費

① 交交通通費費

ア 空港まで（から）の経済的かつ合理的な経路の国内運賃（原則 IC 料金にて計算し、定期利用区間を除く。）

ただし、海外出張に付随する国内の旅費について、成田・羽田等の国際空港を起点または終点とする移

動に関わる費用について、原則として特別料金を支給します。

イ 航空運賃実費

(ｱ)エコノミークラスの実費（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です。）

※ 教授、准教授については、次のＡ～Ｃの条件をすべて満たす場合は、最上級から 1 つ下の級

（ビジネスクラス等）についても支出可能です。

Ａ 下記のａ、ｂとも 7,000km（4,375 マイル）を超えていること

ａ 出発地から最終到達地までの直線距離

ｂ 航空機の一区間（同一航空機での飛行区間。経由便の場合は、各航空機での飛行区間を

それぞれ一区間として扱う。）の直線距離

Ｂ 事前に、購入予定の航空運賃について、研究費担当事務室へ書面等で連絡し、購入の承認を得ること。

Ｃ 航空会社の割引制度など、経済的かつ合理的な方法を選択して安価に購入すること。

(ｲ)各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、燃油特別付加運賃を含む。

ウ 船舶、鉄道賃実費

種別が 2 等級ある場合は上級相当、3 等級以上の場合は、最上級から 1 つ下位の級相当の実費とします。

※ 国国内内ににおおけけるる宿宿泊泊費費とと日日当当はは、、国国内内出出張張にに準準じじまますす。。

②② 宿宿泊泊費費（（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす。。））

ア 原則として、イに記載の場合を除き、1 泊あたり上限 22,500 円を申請に基づき支出します。

研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額または現地支払い時の金額等を

出張申請書に円通貨でご記入ください。※ やむを得ず他者への立替えを行った場合は、実費精算とします。

イ 以下のケースで 1 泊あたり 22,500 円を超過する場合、所定の手続きをもって、別に定める金額を上限と

した実費を支出しますので、研究費担当事務室までご連絡ください。 ※※ 22002255 年年度度特特例例措措置置

（ｱ）国外開催の学会への参加に伴い、学会指定または推奨宿泊先を利用する場合

（ｲ）国外開催の学会への参加や調査出張等を問わず、以下に該当する都市または国に滞在する場合

・指定都市（シンガポール、アブダビ、ジッタ、クウェート、リヤド、アビジャン）

・外務省ホームページ「国・地域」に定める地域区分のうち、欧州・北米に属する国

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）

出発地 最終到達地
直線距離

航空機Ａ一区間 航空機Ｂ一区間出発地 経由地 最終到達地
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1100  提提出出書書類類にに関関すするる留留意意事事項項  

  

現現地地到到着着証証拠拠書書類類【対象：国内出張】（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

①宿泊を伴う場合  

原原則則ととししてて宿宿泊泊施施設設のの領領収収書書やや施施設設利利用用証証明明書書（フォーマットを Webサイト（学内教員・

研究者用）で入手できます。利用施設に証明をご依頼ください。） 

②宿泊のない場合 

出張先の地名と日付が記載された領収書やレシート、改札にて押印された特急券、乗車券

などをご提出ください。 

宿宿泊泊のの事事実実をを示示すす書書類類【【対対象象：：海海外外出出張張】】（（全全研研究究費費でで提提出出））  

海外宿泊費において実費請求によらない支出を行う場合、原則として、宿泊施設の領収書 

や施設利用証明書（フォーマットを Web サイト（学内教員・研究者用）で入手できます。

利用施設に証明をご依頼ください。） 

※ 当該の目的においては、クレジットカード明細の提出は不要です。 

航航空空運運賃賃のの「「請請求求書書・・見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

①請求書、見積書、領収書は、航空運賃等の明細（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラ

ス・金額の内訳）が明記されているものをご提出ください。 

②大学から業者に支払うには、3週間程度を要します。請求書の支払期限にご留意下さい。  

旅旅程程表表  

①搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラス・金額が明記されているものをご提出ください。 

②航空運賃の請求書、領収書等に記載があれば不要です。 

出出張張報報告告書書（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

①出張終了後、速やかにご提出ください。 

②今回の出張で得られた成果や研究課題との関連などをご記入ください。 

③同行者が複数の場合は研究代表者等管理者に準じた者が作成し、全員の業務について記載

があれば 1部のみの提出で結構です。現地到着証拠書類は全員分必要です。  

航航空空機機搭搭乗乗券券・・半半券券、、搭搭乗乗証証明明書書  等等  

①往復ともご提出ください。 ②招聘の場合は往路分のみご提出ください。 

宿宿泊泊費費のの「「請請求求書書、、見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

① 請求書、見積書、領収書は、1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等の

わかるものをご提出ください。 

※※パパッッククププラランンのの利利用用（（個個別別でで発発注注すするるよよりり、、安安価価なな場場合合ののみみ利利用用可可））  

①請求書、納品書、見積書、領収書は、パックプランの内訳（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・

搭乗クラス・金額・宿泊先・1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等）が

確認できる書類をご提出ください。☆☆  参参加加のの有有無無ににかかかかわわららずず、、観観光光やや見見学学がが付付加加さされれ

てていいるるももののやや土土産産代代がが含含ままれれてていいるるププラランンににはは支支出出ででききまませせんん。。 

安安全全保保障障輸輸出出管管理理にに関関すするる事事前前確確認認結結果果（（チチェェッッククシシーートト等等））  

①海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報）提

供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

②取引の内容によっては、詳細事項の確認、経済産業大臣への許可申請等が必要になるため、

出張等の予定が生じたら、早めに準備してください。  
  
※※  外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、取取引引
内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

  
※※  海海外外通通貨貨ののレレーートト換換算算はは 3388 ﾍﾍﾟ゚ｰーｼｼﾞ゙ををごご参参照照くくだだささいい。。  
  

  

58 
 

(2)  複数の研究者が同じ旅程にて研究出張を行う場合でも、旅費の手配は各自で行い、原則と

して研究者同士での立替えは行わないでください。（複数名での申込みが安価である、至急

支払う必要があるなど、合理的な理由がある場合は、事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。） 

(3)  本本学学のの学学会会出出張張旅旅費費・・国国際際学学会会参参加加渡渡航航費費助助成成、、本本学学大大学学院院のの学学会会発発表表助助成成をを申申請請ししてていい

るる場場合合はは、、出張経費の一部について助成を受けている旨を「「研研究究出出張張旅旅費費申申請請書書」」指指定定欄欄にに

必必ずずごご記記入入ください。 

(4) 「研究出張旅費申請書」の日程及び経路欄に内内容容をを書書ききききれれなないい場場合合はは、、省省略略せせずず、、出出発発

かからら帰帰着着ままででををすすべべてて「「別別紙紙  研研究究日日程程表表」」にに記記入入し「研究出張旅費申請書」に添付してく

ださい。※ 「別紙 研究日程表」は 13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。 

(5) 目的（研究課題）を日程等で明明確確にに切切りり分分けけらられれるる場場合合のみ、複数の研研究究費費をを組組みみ合合わわせせ

てて出出張張すするるここととがが可可能能です。複複数数のの目目的的（（研研究究課課題題））でで出出張張すするる場場合合はは、、目目的的別別（（研研究究課課題題））

にに出出張張申申請請書書をを作作成成しし、、支支出出すするる研研究究費費のの名名称称とと切切りり分分けけをを「「別別紙紙  研研究究日日程程表表」」にに記記入入しし、、

出出張張申申請請書書にに添添付付ししててごご提提出出くくだだささいい。 

（例示１）5泊 6日の出張で、科研費の研究を     前半 4日 

研究所研究費の研究を   後半 2日 行う場合。 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

研究所 

交通費 科研費※1 － － － － 研究所※１ 

宿泊費 － 科研費   研究所  － 

日当 科研費    研究所  

  ※１ 交通費を二つの研究費で按分する場合、往路を科研費、復路を研究所研究費で支出します。 

飛行機利用等で、片道の料金内訳が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。 

なお、渡航費の按分方法として、往復料金の日割り計算はしない。（科研費往復料金×4/6 日） 

（例示２）5泊 6日の出張で、科研費の研究を     前半 3日及び後半 2日 

特定個人研究費の研究を 中 1日 行う場合。 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

特定個人 

 

科研費 

交通費 科研費 － － － － 科研費 

宿泊費 － 科研費  特定個人 科研費  － 

日当 科研費   特定個人 科研費  

(6) パパッッククププラランンは、交通費及び宿泊費を個個別別にに発発注注すするるよよりり安安価価だだとと確確認認ででききるる書書類類のの提提示示  

ががああるる場場合合はは利利用用可可能能でですす。。ななおお、、参参加加のの有有無無ににかかかかわわららずず、、観観光光やや見見学学がが付付加加さされれてていいるる  

ももののややおお土土産産代代がが含含ままれれてていいるるププラランンににはは支支出出ででききまませせんん。。  

(7) 食食事事代代はは支支出出ででききまませせんん。。((食食事事のの付付かかなないい宿宿泊泊ププラランンををごご利利用用くくだだささいい。。))  

(8) 自自己己都都合合にによよりり発発生生ししたたキキャャンンセセルル料料、、変変更更手手数数料料はは原原則則ととししてて支支出出ででききまませせんん。 

(9) 任任意意のの旅旅行行保保険険はは支支出出ででききまませせんん（加入しなければ渡航できない場合を除く）。 

(10) 「明治大学安全保障輸出管理規程」に定めのあるとおり、海外との取引（海外への貨物（機

材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報）提供等）を行う場合、安全保障輸出管

理上、事前の確認が必要です。 

学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 
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1100  提提出出書書類類にに関関すするる留留意意事事項項  

  

現現地地到到着着証証拠拠書書類類【対象：国内出張】（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

①宿泊を伴う場合  

原原則則ととししてて宿宿泊泊施施設設のの領領収収書書やや施施設設利利用用証証明明書書（フォーマットを Webサイト（学内教員・

研究者用）で入手できます。利用施設に証明をご依頼ください。） 

②宿泊のない場合 

出張先の地名と日付が記載された領収書やレシート、改札にて押印された特急券、乗車券

などをご提出ください。 

宿宿泊泊のの事事実実をを示示すす書書類類【【対対象象：：海海外外出出張張】】（（全全研研究究費費でで提提出出））  

海外宿泊費において実費請求によらない支出を行う場合、原則として、宿泊施設の領収書 

や施設利用証明書（フォーマットを Web サイト（学内教員・研究者用）で入手できます。

利用施設に証明をご依頼ください。） 

※ 当該の目的においては、クレジットカード明細の提出は不要です。 

航航空空運運賃賃のの「「請請求求書書・・見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

①請求書、見積書、領収書は、航空運賃等の明細（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラ

ス・金額の内訳）が明記されているものをご提出ください。 

②大学から業者に支払うには、3週間程度を要します。請求書の支払期限にご留意下さい。  

旅旅程程表表  

①搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラス・金額が明記されているものをご提出ください。 

②航空運賃の請求書、領収書等に記載があれば不要です。 

出出張張報報告告書書（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

①出張終了後、速やかにご提出ください。 

②今回の出張で得られた成果や研究課題との関連などをご記入ください。 

③同行者が複数の場合は研究代表者等管理者に準じた者が作成し、全員の業務について記載

があれば 1部のみの提出で結構です。現地到着証拠書類は全員分必要です。  

航航空空機機搭搭乗乗券券・・半半券券、、搭搭乗乗証証明明書書  等等  

①往復ともご提出ください。 ②招聘の場合は往路分のみご提出ください。 

宿宿泊泊費費のの「「請請求求書書、、見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

① 請求書、見積書、領収書は、1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等の

わかるものをご提出ください。 

※※パパッッククププラランンのの利利用用（（個個別別でで発発注注すするるよよりり、、安安価価なな場場合合ののみみ利利用用可可））  

①請求書、納品書、見積書、領収書は、パックプランの内訳（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・

搭乗クラス・金額・宿泊先・1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等）が

確認できる書類をご提出ください。☆☆  参参加加のの有有無無ににかかかかわわららずず、、観観光光やや見見学学がが付付加加さされれ

てていいるるももののやや土土産産代代がが含含ままれれてていいるるププラランンににはは支支出出ででききまませせんん。。 

安安全全保保障障輸輸出出管管理理にに関関すするる事事前前確確認認結結果果（（チチェェッッククシシーートト等等））  

①海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報）提

供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

②取引の内容によっては、詳細事項の確認、経済産業大臣への許可申請等が必要になるため、

出張等の予定が生じたら、早めに準備してください。  
  
※※  外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、取取引引
内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

  
※※  海海外外通通貨貨ののレレーートト換換算算はは 3388 ﾍﾍﾟ゚ｰーｼｼﾞ゙ををごご参参照照くくだだささいい。。  
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(2)  複数の研究者が同じ旅程にて研究出張を行う場合でも、旅費の手配は各自で行い、原則と

して研究者同士での立替えは行わないでください。（複数名での申込みが安価である、至急

支払う必要があるなど、合理的な理由がある場合は、事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。） 

(3)  本本学学のの学学会会出出張張旅旅費費・・国国際際学学会会参参加加渡渡航航費費助助成成、、本本学学大大学学院院のの学学会会発発表表助助成成をを申申請請ししてていい

るる場場合合はは、、出張経費の一部について助成を受けている旨を「「研研究究出出張張旅旅費費申申請請書書」」指指定定欄欄にに

必必ずずごご記記入入ください。 

(4) 「研究出張旅費申請書」の日程及び経路欄に内内容容をを書書ききききれれなないい場場合合はは、、省省略略せせずず、、出出発発

かからら帰帰着着ままででををすすべべてて「「別別紙紙  研研究究日日程程表表」」にに記記入入し「研究出張旅費申請書」に添付してく

ださい。※ 「別紙 研究日程表」は 13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。 

(5) 目的（研究課題）を日程等で明明確確にに切切りり分分けけらられれるる場場合合のみ、複数の研研究究費費をを組組みみ合合わわせせ

てて出出張張すするるここととがが可可能能です。複複数数のの目目的的（（研研究究課課題題））でで出出張張すするる場場合合はは、、目目的的別別（（研研究究課課題題））

にに出出張張申申請請書書をを作作成成しし、、支支出出すするる研研究究費費のの名名称称とと切切りり分分けけをを「「別別紙紙  研研究究日日程程表表」」にに記記入入しし、、

出出張張申申請請書書にに添添付付ししててごご提提出出くくだだささいい。 

（例示１）5泊 6日の出張で、科研費の研究を     前半 4日 

研究所研究費の研究を   後半 2日 行う場合。 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

研究所 

交通費 科研費※1 － － － － 研究所※１ 

宿泊費 － 科研費   研究所  － 

日当 科研費    研究所  

  ※１ 交通費を二つの研究費で按分する場合、往路を科研費、復路を研究所研究費で支出します。 

飛行機利用等で、片道の料金内訳が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。 

なお、渡航費の按分方法として、往復料金の日割り計算はしない。（科研費往復料金×4/6 日） 

（例示２）5泊 6日の出張で、科研費の研究を     前半 3日及び後半 2日 

特定個人研究費の研究を 中 1日 行う場合。 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

特定個人 

 

科研費 

交通費 科研費 － － － － 科研費 

宿泊費 － 科研費  特定個人 科研費  － 

日当 科研費   特定個人 科研費  

(6) パパッッククププラランンは、交通費及び宿泊費を個個別別にに発発注注すするるよよりり安安価価だだとと確確認認ででききるる書書類類のの提提示示  

ががああるる場場合合はは利利用用可可能能でですす。。ななおお、、参参加加のの有有無無ににかかかかわわららずず、、観観光光やや見見学学がが付付加加さされれてていいるる  

ももののややおお土土産産代代がが含含ままれれてていいるるププラランンににはは支支出出ででききまませせんん。。  

(7) 食食事事代代はは支支出出ででききまませせんん。。((食食事事のの付付かかなないい宿宿泊泊ププラランンををごご利利用用くくだだささいい。。))  

(8) 自自己己都都合合にによよりり発発生生ししたたキキャャンンセセルル料料、、変変更更手手数数料料はは原原則則ととししてて支支出出ででききまませせんん。 

(9) 任任意意のの旅旅行行保保険険はは支支出出ででききまませせんん（加入しなければ渡航できない場合を除く）。 

(10) 「明治大学安全保障輸出管理規程」に定めのあるとおり、海外との取引（海外への貨物（機

材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報）提供等）を行う場合、安全保障輸出管

理上、事前の確認が必要です。 

学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

59

研
究
出
張
旅
費



61

【【専専任任教教員員以以外外のの日日当当基基準準】】

資格等 基準等 専任教員の日当

① 名誉教授 教授、准教授に準じて支給する。 アア 国国内内 3311 ㎞㎞未未満満

日曜日・祝祭日・大学

の定める休日に限り、

国内 31km 以上と

同様に支出が可能で

す。

イイ 国国内内 3311 ㎞㎞以以上上

【教授・准教授】

3,800 円

【専任講師・助教】

3,300 円

【助手】

3,000 円

ウウ 海海外外

【教授・准教授】

7,200 円

【専任講師・助教】

6,700 円

【助手】

6,200 円

② 特任教員・客員教員
資格（教授・准教授・講師）に応じて

支給する。

③ 兼任講師

専任講師、助教に準じて支給する。

④ 専門研究員・博士研究員

・研究員・特別研究員

⑤ (独)日本学術振興会特別

研究員(SPD、PD、RPD)

⑥ 研究支援者

助手に準じて支給する。

⑦ ＲＡ

⑧ (独)日本学術振興会特別

研究員(DC２、DC１) 

⑨ 本学または他大学所属の

学生（研究協力者・補助者）

⑩ 他大学所属の者

（学生を除く）

他大学での資格に応じて、本学の資格

を適用して支給する。

⑪ １から 10 までに該当しな

い者(客員研究員など) 

研究代表者又は研究分担者が相当する

と認める資格に準じて支給する。

⑫ その他

複数の職を持ち、支給基準が異なるケ

ースが発生した場合は、最も高額の資

格に準じて支給する。

当当該該研研究究のの研研究究テテーーママにに関関連連ししたた論論文文をを投投稿稿・・掲掲載載すするるたためめににかかかかるる費費用用

１１ 提提出出書書類類

(1) 請求書または領収書（払込請求書兼領収書等でも可）

(2) 明細書（投稿料、掲載料等内訳及びその支払期限等が明記された論文掲載要領等）

(3) 投稿した論文タイトル・執筆者の確認ができるもの（論文の表紙等の写し）

２２ 留留意意事事項項

(1) 論文投稿料・掲載料は、原則として、支支払払っったた年年度度のの経経費費かかららのの支支出出ととななりりまますす。。費費用用のの

内内訳訳及及びび支支払払期期日日がが分分かかるる書書類類をご提出ください。

たただだしし、、科科研研費費等等一一部部のの研研究究費費でではは、、論文が掲載されたことが年度内に確認できない場合、

支支出出すするるここととががででききなないいここととががあありりまますすののでで、上記「１ 提出書類」(2)にある論文掲載要

領等の資料により、研研究究費費担担当当事事務務室室（19ページ）へへごご相相談談くくだだささいい。。

(2) 論文タイトル及び執筆者について、整合性のある研究費から支出することが可能です。

(3) 論文投稿・掲載に先立ち、論文投稿先・掲載先について、学内 Web サイト「安全保障輸

出管理について」（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/research/research.html）に掲

載の事前点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」

ととのの点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。

論論文文投投稿稿料料・・掲掲載載料料

1111　　出出張張申申請請書書等等提提出出書書類類一一覧覧表表

※※出出張張申申請請書書はは必必ずず事事前前にに所所属属学学部部等等事事務務室室へへごご提提出出くくだだささいい。。

  たただだしし，，近近距距離離出出張張申申請請書書はは事事後後にに速速ややかかににごご提提出出くくだだささいい。。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

現
地
到
着
証
拠
書
類

［
国
内

］

航
空
機
搭
乗
券
・
半
券

宿
泊
費
請
求
書
・
見
積
書

［
海
外

］

宿
泊
費
領
収
書
・
内
訳
書

［
海
外

］

宿
泊
の
事
実
を
示
す
書
類

［
海
外

］

種種類類 宿宿泊泊 交交通通
※※
１１

※※
６６

※※
２２

※※
２２

※※
２２

●●

○○ ○○

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●●

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇

●● 〇〇 〇〇

○○ ○○ 〇〇 〇〇

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●●

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇

●● 〇〇 〇〇

○○ ○○ 〇〇 〇〇

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●● ▲▲ ▲▲ ▲▲ ※※４４ ※※４４

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ▲▲ ※※４４ ※※４４

※１　59ページの「１０　提出書類に関する留意事項」の「現地到着証拠書類」をご参照ください。

※２　56ページの提出書類、59ページの「１０　提出書類に関する留意事項」をご参照ください。

【宿泊費の実費請求の場合】⑪または⑫が必要です。　【宿泊費上限申請の場合】⑬が必要です。

※３　⑦または⑧に旅程が記載されていなければ、⑨が必要です。

※４　海外の現地移動で鉄道・バスを利用し、運賃を申請する場合には⑭または⑮が必要です。

さすものではありません。学内経費について、詳しくは、以下をご参照ください。

学会出張旅費：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/gakkai.html

国際学会参加渡航費助成：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/kokusai.html

　　　また、特定個人研究費は学会参加のみの出張は対象になりません。

※６ ⑩がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等（出入国がわかるもの）

が必要です。

※５　ここで定める学会出張は研究出張旅費のことであり、学内経費「学会出張旅費」、「国際学会参加渡航費助成」を

調査等出張

学会参加　※５

鉄
道
・
バ
ス

調査等出張

学会参加　※５

海
外

宿
泊
あ
り

航
空
機

調査等出張

学会参加　※５

国
内

宿
泊
あ
り

航
空
機

調査等出張

学会参加　※５

鉄
道
・
バ
ス

調査等出張

学会参加　※５

宿
泊
な
し

航
空
機

鉄
道
運
賃
請
求
書
・
見
積
書

鉄
道
運
賃
領
収
書
・
内
訳
書

出出張張目目的的

近
距
離

宿
泊
な
し

鉄
道
・
バ
ス

調査等出張

学会参加　※５

●：すべての研究費で必要　◯：特定個人以外の研究費で必要　▲：すべての研究費でいずれか必要

近
距
離
出
張
申
請
書

研
究
出
張
旅
費
申
請
書

［
国
内

］

研
究
出
張
旅
費
申
請
書

［
海
外

］

学
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

（
写
し
可

）

研
究
出
張
報
告
書

航
空
運
賃
請
求
書
・
見
積
書

航
空
運
賃
領
収
書
・
明
細
書

旅
程
表

○申請書等フォーマットはホーム

ページ をご活用ください。
https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/fo
rmat.html

○請求書・納品書・領収書の
宛名には「明治大学 所属学部等

研究者又は購入者氏名」を必ず明
記してください。

11　出張申請書等提出書類一覧表11　出張申請書等提出書類一覧表

60

研
究
出
張
旅
費



61 

【【専専任任教教員員以以外外のの日日当当基基準準】】  

資格等 基準等 専任教員の日当 

① 名誉教授 教授、准教授に準じて支給する。 アア 国国内内 3311 ㎞㎞未未満満

日曜日・祝祭日・大学

の定める休日に限り、

国内 31km 以上と 

同様に支出が可能で

す。 

イイ 国国内内 3311 ㎞㎞以以上上

【教授・准教授】 

3,800 円 

【専任講師・助教】 

3,300 円 

【助手】 

3,000 円 

ウウ 海海外外

【教授・准教授】 

7,200 円  

【専任講師・助教】 

6,700 円 

【助手】 

6,200 円 

② 特任教員・客員教員
資格（教授・准教授・講師）に応じて 

支給する。 

③ 兼任講師

専任講師、助教に準じて支給する。 

④ 専門研究員・博士研究員

・研究員・特別研究員

⑤ (独)日本学術振興会特別

研究員(SPD、PD、RPD)

⑥ 研究支援者

助手に準じて支給する。 

⑦ ＲＡ

⑧ (独)日本学術振興会特別

研究員(DC２、DC１)

⑨ 本学または他大学所属の

学生（研究協力者・補助者） 

⑩ 他大学所属の者

（学生を除く）

他大学での資格に応じて、本学の資格

を適用して支給する。 

⑪ １から 10 までに該当しな

い者(客員研究員など)

研究代表者又は研究分担者が相当する

と認める資格に準じて支給する。 

⑫ その他

複数の職を持ち、支給基準が異なるケ

ースが発生した場合は、最も高額の資

格に準じて支給する。 

  当当該該研研究究のの研研究究テテーーママにに関関連連ししたた論論文文をを投投稿稿・・掲掲載載すするるたためめににかかかかるる費費用用 

１１  提提出出書書類類  

(1) 請求書または領収書（払込請求書兼領収書等でも可）

(2) 明細書（投稿料、掲載料等内訳及びその支払期限等が明記された論文掲載要領等）

(3) 投稿した論文タイトル・執筆者の確認ができるもの（論文の表紙等の写し）

２２  留留意意事事項項  

(1) 論文投稿料・掲載料は、原則として、支支払払っったた年年度度のの経経費費かかららのの支支出出ととななりりまますす。。費費用用のの

内内訳訳及及びび支支払払期期日日がが分分かかるる書書類類をご提出ください。

 たただだしし、、科科研研費費等等一一部部のの研研究究費費でではは、、論文が掲載されたことが年度内に確認できない場合、

支支出出すするるここととががででききなないいここととががあありりまますすののでで、上記「１ 提出書類」(2)にある論文掲載要

領等の資料により、研研究究費費担担当当事事務務室室（19ページ）へへごご相相談談くくだだささいい。。  

(2) 論文タイトル及び執筆者について、整合性のある研究費から支出することが可能です。

(3) 論文投稿・掲載に先立ち、論文投稿先・掲載先について、学内 Web サイト「安全保障輸

出管理について」（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/research/research.html）に掲

載の事前点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」

ととのの点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。

論論文文投投稿稿料料・・掲掲載載料料  

1111 出出張張申申請請書書等等提提出出書書類類一一覧覧表表

※※出出張張申申請請書書はは必必ずず事事前前にに所所属属学学部部等等事事務務室室へへごご提提出出くくだだささいい。。

たただだしし，，近近距距離離出出張張申申請請書書はは事事後後にに速速ややかかににごご提提出出くくだだささいい。。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

現
地
到
着
証
拠
書
類

［
国
内

］

航
空
機
搭
乗
券
・
半
券

宿
泊
費
請
求
書
・
見
積
書

［
海
外

］

宿
泊
費
領
収
書
・
内
訳
書

［
海
外

］

宿
泊
の
事
実
を
示
す
書
類

［
海
外

］

種種類類 宿宿泊泊 交交通通
※※
１１

※※
６６

※※
２２

※※
２２

※※
２２

●●

○○ ○○

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●●

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇

●● 〇〇 〇〇

○○ ○○ 〇〇 〇〇

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●●

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇

●● 〇〇 〇〇

○○ ○○ 〇〇 〇〇

●● 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ ●● ▲▲ ▲▲ ▲▲ ※※４４ ※※４４

○○ ○○ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ※※３３ 〇〇 ▲▲ ▲▲ ▲▲ ※※４４ ※※４４

※１ 59ページの「１０ 提出書類に関する留意事項」の「現地到着証拠書類」をご参照ください。

※２ 56ページの提出書類、59ページの「１０ 提出書類に関する留意事項」をご参照ください。

【宿泊費の実費請求の場合】⑪または⑫が必要です。 【宿泊費上限申請の場合】⑬が必要です。

※３ ⑦または⑧に旅程が記載されていなければ、⑨が必要です。

※４ 海外の現地移動で鉄道・バスを利用し、運賃を申請する場合には⑭または⑮が必要です。

　　　さすものではありません。学内経費について、詳しくは、以下をご参照ください。

　　　　　学会出張旅費：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/gakkai.html

国際学会参加渡航費助成：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/kokusai.html

　　　また、特定個人研究費は学会参加のみの出張は対象になりません。

※６ ⑩がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等（出入国がわかるもの）

　　　が必要です。

※５ ここで定める学会出張は研究出張旅費のことであり、学内経費「学会出張旅費」、「国際学会参加渡航費助成」を

調査等出張

学会参加　※５
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泊
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し
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鉄
道
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鉄
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・
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書

出出張張目目的的
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離
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泊
な
し

鉄
道
・
バ
ス

調査等出張

学会参加　※５

　　　●：すべての研究費で必要　◯：特定個人以外の研究費で必要　▲：すべての研究費でいずれか必要
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［
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し
可

）
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究
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書
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空
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賃
請
求
書
・
見
積
書

航
空
運
賃
領
収
書
・
明
細
書

旅
程
表

○申請書等フォーマットはホーム

ページ をご活用ください。
https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/fo
rmat.html

○請求書・納品書・領収書の
宛名には「明治大学 所属学部等

研究者又は購入者氏名」を必ず明
記してください。
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研究の遂行にあたって、どのように仕事を依頼するかによって、以下に分かれます。それぞれ

必要書類や手順が異なりますのでご注意ください。 

また、アアルルババイイトト給給与与及及びび謝謝金金はは、、研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししててのの支支出出ははででききまませせんん。。  

ななおお、、非非居居住住者者、、ままたたはは居居住住者者（（日日本本人人をを含含むむ））ででああっっててもも｢｢特特定定類類型型｣｣にに該該当当すするる者者・・外外国国法法  

人人（（6655ペペーージジ参参照照））にに依依頼頼すするる場場合合、、安安全全保保障障輸輸出出管管理理上上、、事事前前のの確確認認がが必必要要でですす。。  

学学内内 WWeebb ササイイトト「「安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて

（（hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjii..aacc..jjpp//kkoohhoo//aabboouutt//eexxppoorrtt//iinnddeexx..hhttmmll））ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

１１  研研究究者者のの指指揮揮監監督督のの下下、、研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））にに従従事事ししててももららうう  

  実験の記録、分析補助や収集した調査資料の分類等のための研究補助業務(アルバイト) （以

下「アルバイト」という。）に給与を支出することができます。 

アルバイトの給与は、従事期間にかかわらず所得税を乙欄課税とし、源泉徴収したうえで、

直接本人へ振り込みます。アルバイトの使用は以下の条件を満たすことが必要です。 

    ((11))  仕仕事事のの遂遂行行にに当当たたりり個個々々のの作作業業ににつついいてて、、研研究究者者がが指指揮揮監監督督すするる。。  

((22))  材材料料、、作作業業用用具具をを研研究究者者がが用用意意すするる。。  

  ※アルバイト本人の自宅など研究者の監督下ではない場所で、データを加工する業務等を行

う場合は、以下の「３」「４」となります。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 6655ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

 

２２  一一定定のの期期間間、、研研究究ススタタッッフフととししてて研研究究業業務務にに従従事事ししててももららうう、、又又はは研研究究ススタタッッフフのの補補助助者者とと

ししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

  本学では、研究を遂行する上で必要となる研究推進員（専門研究員、博士研究員、研究員、

特別研究員）、研究支援者（RA、研究技術員、補助研究員）の給与及び社会保険料（法人負担分）

を研究費から全て充当することで雇用することができます。法人が負担する社会保険の種類と

負担額は雇用する時間数によって異なりますので、研究費担当事務室にお問い合せください。 

ななおお、、利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己ままたたはは第第三三

者者のの利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出

ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問いい合合

わわせせくくだだささいい。。  

  (1) 雇用を希望する場合：原則として毎月 1日付け採用です。 

申請書は採用の 1か月前までにご提出ください。 

(2) 雇   用   契   約 ：明治大学（法人）と本人が雇用契約を結びます。 

(3) 退 職 す る 場 合 ：原則として月末付けの退職です。30日以上前までにお申し出い 

ただき、速やかに退職願をご提出ください。 

⇒⇒  採採用用にに当当たたっっててはは、、9999ペペーージジのの「「明明治治大大学学研研究究推推進進員員及及びび研研究究支支援援者者のの採採用用等等にに関関すするる規規

程程」」ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

３３  本本業業ととししてていいなないい個個人人やや団団体体へへ、、通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  

  個人や NPO、各種協会等の団体に、通訳や講演、専門知識の供与を得るインタビュー等を依頼

し、その成果物等に対する報報酬酬をを支支出出すするるここととががででききまますす。また、依頼した方を招招聘聘すするるたためめ

のの旅旅費費も支出できます。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 6688ペペーージジ及及びび 7733ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

 

４４  本本業業ととししてていいるる業業者者へへ、、成成分分分分析析やや英英文文校校閲閲等等をを業業務務委委託託すするる  

  測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし、通訳等を業務として行っている業

者に業務委託し、その成果物等に対する委委託託費費をを支支出出すするるここととががででききまますす。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 7766ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。 

研研究究遂遂行行ののたためめ個個人人やや業業者者にに仕仕事事をを依依頼頼すするる  

１１  研研究究者者のの指指揮揮監監督督のの下下、、研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））にに従従事事ししててももららうう  

 

２２  一一定定のの期期間間、、研研究究ススタタッッフフととししてて研研究究業業務務にに従従事事ししててももららうう、、ままたたはは研研究究ススタタッッフフのの補補

助助者者ととししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

  

 

３３  本本業業ととししてていいなないい個個人人やや団団体体へへ、、通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  

  

 

４４  本本業業ととししてていいるる業業者者へへ、、成成分分分分析析やや英英文文校校閲閲等等をを業業務務委委託託すするる  
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研究遂行上、必要な学会の参加にかかる費用。 

１１  提提出出書書類類  

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、領収書がない場合は ATM利用明細書でも可） 

(2) 明細書（費用内訳等が明記されたもの等） 

(3) 学会等実施日、参加費・登録料が記載された開催通知や Webサイトのハードコピー等 

２２  留留意意事事項項  

(1) 費費用用のの内内訳訳のの分分かかるる書書類類をを必必ずずごご提提出出くくだだささいい。。  

※※外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、

取取引引内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

(2) 懇懇親親会会費費、、昼昼食食代代等等をを支支出出ししてていいるる場場合合はは、、そそれれららはは除除いいたた参参加加費費ののみみのの支支出出ととななりりまますす。。  

(3) 学会等に参加する場合の参加費と出張旅費は、整合性のとれた研究費から支出しなければ

なりません。 

(4) 「明治大学」が振込元となってしまうと会員名が不明となり、学会等で入金管理ができな

い場合があります。学学会会等等かかららのの郵郵便便局局払払込込書書やや請請求求書書ででのの請請求求ににつついいててはは、、立立替替払払いいををおお

願願いいししまますす。。  

(5) 研究に直接関わりのない講座等の参加費等は支出できません。 

(6) 参加費は、支払時期にかかわらず、その実実施施年年度度のの経経費費かからら支支出出さされれまますす。。必必ずず、、実実施施日日

がが明明記記さされれたた書書類類ををごご提提出出くくだだささいい。。実実施施年年度度のの前前年年度度中中にに支支払払いいがが必必要要なな場場合合はは、、おお立立替替

ええのの上上、、支支払払期期日日のの分分かかるる書書類類をを併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。  

(7) 学会（オンライン開催含む）において、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場合 

または特定の者との間で非公開の情報交換を行う場合、対象となる者について、学内 Web

サイト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前点検シート【シート１】によるセルフ

チェックをお願いします。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」ととのの点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッ

ククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。   

 

研究者が所属する学会等の年会費。 

特特定定個個人人研研究究費費、、科科研研費費及び研研究究支支援援経経費費かからら支支出出可可能能です。 

１１  提提出出書書類類  

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、ATM利用明細書等でも可） 

(2) 学学会会等等がが発発行行すするる会会費費のの「「年年度度」」とと「「金金額額」」がが明明記記さされれたた請請求求通通知知やや学学会会規規則則、、払払込込取取扱扱

票票やや振振込込用用紙紙ののココピピーー等等そそれれにに代代わわるるもものの 

２２  留留意意事事項項  

(1) 年会費は、原則として今年度にかかる費用の支出となります。ただし、学会の会期が年度

をまたぐ場合（例：1/1～12/31）及び前納制の翌年度分年会費（期間が 4/1以降のもの）の

場合は、翌年度本学に在職される方について支出可能です。ななおお、、大大学学会会計計上上 11会会計計年年度度にに

つつきき 11年年分分のの年年会会費費支支出出ににななるるよようう管管理理ししててくくだだささいい。。  

(2) 領収書だけではなく、学会等にかかる費用の内訳の分かる書類（明細のある請求書、年会

費が記載された案内通知等）を必ずご提出ください。 

※※外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、

取取引引内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

(3) 「明治大学」が振込元となってしまうと会員名が不明となり、学会等で入金管理ができな

い場合があります。学学会会等等かかららのの郵郵便便局局払払込込書書やや請請求求書書ででのの請請求求ににつついいててはは、、立立替替払払いいををおお

願願いいししまますす。。  

(4) 複数年度分の学会費を支払った場合には、各年度分の明細が分かる書類をご提出ください。

原則として当該年度分のみの支出となります。過年度分の年会費については支出できません。 

(5) 企企業業かかららのの受受託託研研究究・・共共同同研研究究、、学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金ででもも支支出出可可能能なな場場合合ががあありりまますす。 

詳細は研究費担当事務室（19ページ）までお問い合わせください。 

 

学学会会等等参参加加費費・・登登録録料料  

学学会会等等年年会会費費  

62

学 

会 

等 

参 

加 

費

学 

会 

等 

年 

会 

費



63 
 

研究の遂行にあたって、どのように仕事を依頼するかによって、以下に分かれます。それぞれ

必要書類や手順が異なりますのでご注意ください。 

また、アアルルババイイトト給給与与及及びび謝謝金金はは、、研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししててのの支支出出ははででききまませせんん。。  

ななおお、、非非居居住住者者、、ままたたはは居居住住者者（（日日本本人人をを含含むむ））ででああっっててもも｢｢特特定定類類型型｣｣にに該該当当すするる者者・・外外国国法法  

人人（（6655ペペーージジ参参照照））にに依依頼頼すするる場場合合、、安安全全保保障障輸輸出出管管理理上上、、事事前前のの確確認認がが必必要要でですす。。  

学学内内 WWeebb ササイイトト「「安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて

（（hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjii..aacc..jjpp//kkoohhoo//aabboouutt//eexxppoorrtt//iinnddeexx..hhttmmll））ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

１１  研研究究者者のの指指揮揮監監督督のの下下、、研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））にに従従事事ししててももららうう  

  実験の記録、分析補助や収集した調査資料の分類等のための研究補助業務(アルバイト) （以

下「アルバイト」という。）に給与を支出することができます。 

アルバイトの給与は、従事期間にかかわらず所得税を乙欄課税とし、源泉徴収したうえで、

直接本人へ振り込みます。アルバイトの使用は以下の条件を満たすことが必要です。 

    ((11))  仕仕事事のの遂遂行行にに当当たたりり個個々々のの作作業業ににつついいてて、、研研究究者者がが指指揮揮監監督督すするる。。  

((22))  材材料料、、作作業業用用具具をを研研究究者者がが用用意意すするる。。  

  ※アルバイト本人の自宅など研究者の監督下ではない場所で、データを加工する業務等を行

う場合は、以下の「３」「４」となります。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 6655ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

 

２２  一一定定のの期期間間、、研研究究ススタタッッフフととししてて研研究究業業務務にに従従事事ししててももららうう、、又又はは研研究究ススタタッッフフのの補補助助者者とと

ししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

  本学では、研究を遂行する上で必要となる研究推進員（専門研究員、博士研究員、研究員、

特別研究員）、研究支援者（RA、研究技術員、補助研究員）の給与及び社会保険料（法人負担分）

を研究費から全て充当することで雇用することができます。法人が負担する社会保険の種類と

負担額は雇用する時間数によって異なりますので、研究費担当事務室にお問い合せください。 

ななおお、、利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己ままたたはは第第三三

者者のの利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出

ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問いい合合

わわせせくくだだささいい。。  

  (1) 雇用を希望する場合：原則として毎月 1日付け採用です。 

申請書は採用の 1か月前までにご提出ください。 

(2) 雇   用   契   約 ：明治大学（法人）と本人が雇用契約を結びます。 

(3) 退 職 す る 場 合 ：原則として月末付けの退職です。30日以上前までにお申し出い 

ただき、速やかに退職願をご提出ください。 

⇒⇒  採採用用にに当当たたっっててはは、、9999ペペーージジのの「「明明治治大大学学研研究究推推進進員員及及びび研研究究支支援援者者のの採採用用等等にに関関すするる規規

程程」」ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

３３  本本業業ととししてていいなないい個個人人やや団団体体へへ、、通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  

  個人や NPO、各種協会等の団体に、通訳や講演、専門知識の供与を得るインタビュー等を依頼

し、その成果物等に対する報報酬酬をを支支出出すするるここととががででききまますす。また、依頼した方を招招聘聘すするるたためめ

のの旅旅費費も支出できます。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 6688ペペーージジ及及びび 7733 ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

 

４４  本本業業ととししてていいるる業業者者へへ、、成成分分分分析析やや英英文文校校閲閲等等をを業業務務委委託託すするる  

  測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし、通訳等を業務として行っている業

者に業務委託し、その成果物等に対する委委託託費費をを支支出出すするるここととががででききまますす。 

  ⇒⇒  詳詳ししくくはは 7766ペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。 

研研究究遂遂行行ののたためめ個個人人やや業業者者にに仕仕事事をを依依頼頼すするる  

１１  研研究究者者のの指指揮揮監監督督のの下下、、研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））にに従従事事ししててももららうう  

 

２２  一一定定のの期期間間、、研研究究ススタタッッフフととししてて研研究究業業務務にに従従事事ししててももららうう、、ままたたはは研研究究ススタタッッフフのの補補

助助者者ととししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

  

 

３３  本本業業ととししてていいなないい個個人人やや団団体体へへ、、通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  

  

 

４４  本本業業ととししてていいるる業業者者へへ、、成成分分分分析析やや英英文文校校閲閲等等をを業業務務委委託託すするる  
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研究遂行上、必要な学会の参加にかかる費用。 

１１  提提出出書書類類  

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、領収書がない場合は ATM利用明細書でも可） 

(2) 明細書（費用内訳等が明記されたもの等） 

(3) 学会等実施日、参加費・登録料が記載された開催通知や Webサイトのハードコピー等 

２２  留留意意事事項項  

(1) 費費用用のの内内訳訳のの分分かかるる書書類類をを必必ずずごご提提出出くくだだささいい。。  

※※外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、

取取引引内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

(2) 懇懇親親会会費費、、昼昼食食代代等等をを支支出出ししてていいるる場場合合はは、、そそれれららはは除除いいたた参参加加費費ののみみのの支支出出ととななりりまますす。。  

(3) 学会等に参加する場合の参加費と出張旅費は、整合性のとれた研究費から支出しなければ

なりません。 

(4) 「明治大学」が振込元となってしまうと会員名が不明となり、学会等で入金管理ができな

い場合があります。学学会会等等かかららのの郵郵便便局局払払込込書書やや請請求求書書ででのの請請求求ににつついいててはは、、立立替替払払いいををおお

願願いいししまますす。。  

(5) 研究に直接関わりのない講座等の参加費等は支出できません。 

(6) 参加費は、支払時期にかかわらず、その実実施施年年度度のの経経費費かからら支支出出さされれまますす。。必必ずず、、実実施施日日

がが明明記記さされれたた書書類類ををごご提提出出くくだだささいい。。実実施施年年度度のの前前年年度度中中にに支支払払いいがが必必要要なな場場合合はは、、おお立立替替

ええのの上上、、支支払払期期日日のの分分かかるる書書類類をを併併せせててごご提提出出くくだだささいい。。  

(7) 学会（オンライン開催含む）において、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場合 

または特定の者との間で非公開の情報交換を行う場合、対象となる者について、学内 Web

サイト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前点検シート【シート１】によるセルフ

チェックをお願いします。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」ととのの点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッ

ククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。   

 

研究者が所属する学会等の年会費。 

特特定定個個人人研研究究費費、、科科研研費費及び研研究究支支援援経経費費かからら支支出出可可能能です。 

１１  提提出出書書類類  

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、ATM利用明細書等でも可） 

(2) 学学会会等等がが発発行行すするる会会費費のの「「年年度度」」とと「「金金額額」」がが明明記記さされれたた請請求求通通知知やや学学会会規規則則、、払払込込取取扱扱

票票やや振振込込用用紙紙ののココピピーー等等そそれれにに代代わわるるもものの 

２２  留留意意事事項項  

(1) 年会費は、原則として今年度にかかる費用の支出となります。ただし、学会の会期が年度

をまたぐ場合（例：1/1～12/31）及び前納制の翌年度分年会費（期間が 4/1以降のもの）の

場合は、翌年度本学に在職される方について支出可能です。ななおお、、大大学学会会計計上上 11会会計計年年度度にに

つつきき 11年年分分のの年年会会費費支支出出ににななるるよようう管管理理ししててくくだだささいい。。  

(2) 領収書だけではなく、学会等にかかる費用の内訳の分かる書類（明細のある請求書、年会

費が記載された案内通知等）を必ずご提出ください。 

※※外外国国語語（（特特にに英英語語以以外外））でで記記載載さされれたた領領収収書書等等ににつついいててはは、、内内容容（（領領収収をを意意味味すするる文文言言、、

取取引引内内容容等等））がが分分かかるるよよううににメメモモをを付付ししててごご提提出出くくだだささいい。。  

(3) 「明治大学」が振込元となってしまうと会員名が不明となり、学会等で入金管理ができな

い場合があります。学学会会等等かかららのの郵郵便便局局払払込込書書やや請請求求書書ででのの請請求求ににつついいててはは、、立立替替払払いいををおお

願願いいししまますす。。  

(4) 複数年度分の学会費を支払った場合には、各年度分の明細が分かる書類をご提出ください。

原則として当該年度分のみの支出となります。過年度分の年会費については支出できません。 

(5) 企企業業かかららのの受受託託研研究究・・共共同同研研究究、、学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付金金ででもも支支出出可可能能なな場場合合ががあありりまますす。 

詳細は研究費担当事務室（19ページ）までお問い合わせください。 

 

学学会会等等参参加加費費・・登登録録料料  

学学会会等等年年会会費費  

63



65 

研究費によるアルバイトの使用については、厳正な取扱いが求められています。労労働働基基準準法法等等

のの法法令令遵遵守守にに留留意意しし、、適適切切なな研研究究費費のの使使用用ををおお願願いいししまますす。

アルバイトの業務は、他他のの研研究究やや授授業業・・ゼゼミミのの手手伝伝いいとと混混同同ししなないいよようう研研究究等等目目的的をを明明確確にに区区別別

ししててくくだだささいい。 ☆☆ 労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書、、以以下下「「通通知知書書」」とといいうう。。

１１ アアルルババイイトト説説明明かからら給給与与支支出出ままででのの手手順順

駿駿河河台台・・和和泉泉キキャャンンパパスス 生生田田・・中中野野キキャャンンパパスス

２２ アアルルババイイトト使使用用前前のの確確認認

(1) アルバイトの使用は以下「ア」「イ」の条件を満たすことが必要です。ここれれ以以外外はは請請負負業業

務務のの成成果果のの報報酬酬となりアルバイトではありません。（63ページ参照）

ア 仕事の遂行に当たり個々の作業について、研究者が指揮・監督する。

イ 材料、作業用具を研究者が用意する。

(2) 本本学学のの専専任任教教職職員員（（助助教教、、助助手手含含むむ））及及びび法法人人 PPDDははアアルルババイイトトををすするるここととががででききまませせんん。

(3) アアルルババイイトト従従事事者者ににはは、、継継続続ししてて勤勤務務すするる場場合合ででもも、、必必ずず、、毎毎年年度度、、業業務務開開始始前前にに研研究究費費

担担当当事事務務室室がが案案内内すするる事事前前説説明明動動画画ままたたはは説説明明資資料料をを確確認認すするるよようう、、ごご指指示示くくだだささいい。

(4) 利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者のの利利

益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出でで

ききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問いい

合合わわせせくくだだささいい。。

(5) 本学以外の留学生をアルバイトとして従事させる場合は、入入国国管管理理局局でで資資格格外外活活動動許許可可申申

請請のの手手続続ききをするようご指導ください。

(6) 安全保障輸出管理上の非居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣

に該当する者をアルバイトとして従事させる場合、事前の確認が必要です。

②② アアルルババイイトト従従事事者者はは、、研研究究費費担担当当事事務務室室

かからら案案内内さされれるる「「事事前前説説明明動動画画」」をを視視聴聴

完完了了後後にに手手続続ききをを行行いい、、

研研究究者者はは、、アアルルババイイトト従従事事者者かからら手手続続きき

完完了了のの報報告告をを受受けけたた後後、、アアルルババイイトト使使用用

をを開開始始ししててくくだだささいい。。

③③ アアルルババイイトト従従事事者者本本人人がが「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」をを作作成成しし、、研研究究者者がが承承認認ししてて、、

支支出出願願ととととももにに、、速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出

④④ 「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」ををももととにに研研究究費費かかららアアルルババイイトト従従事事者者本本人人へへ給給与与をを振振込込

アアルルババイイトトのの使使用用

①① 研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを使使用用ししたたいい旨旨

をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ連連絡絡しし、、資資料料等等をを

メメーールルでで受受けけ取取っっててくくだだささいい。。研研究究者者とと

アアルルババイイトト従従事事予予定定者者はは、、説説明明動動画画をを視視

聴聴ししててくくだだささいい。。

※※キキャャンンパパススにによよっってて若若干干対対応応がが異異ななりりまますす。。

②② 研研究究者者ととアアルルババイイトト従従事事予予定定者者でで、、労労

働働条条件件ののすすりり合合わわせせをを行行いい、、指指定定のの方方

法法でで、、「「通通知知書書」」等等のの書書類類をを提提出出すするる。。

担担当当事事務務室室ででのの確確認認がが済済みみままししたたらら、、

研研究究者者のの監監督督・・責責任任のの下下ででアアルルババイイトト

のの使使用用をを開開始始ししててくくだだささいい。。

①① 研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを従従事事ささせせるる前前にに、、

学学内内 HHPP 上上（（学学内内フフォォーーママッットト集集））のの動動

画画 UURRLL よよりり動動画画をを視視聴聴後後にに、、「「通通知知書書・・

アアルルババイイトト使使用用申申請請シシーートト」」をを作作成成しし、、

研研究究費費担担当当事事務務室室へへメメーールル送送信信ししててくくだだ

ささいい。。
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2016 年 1 月からマイナンバー制度が始まり、源泉徴収する個人に個人番号（マイナンバー）

の提供依頼を行うこととなりました。 

１１  対対象象者者  

研究費で報酬を支払う際に源泉徴収を要する個人が対象です。 

(1) 研究補助業務（アルバイト）従事者

(2) 通訳や講演等（68ページに源泉徴収税率が記載されている役務）を行い、謝礼等（報酬）

を受け取る個人（個人番号（マイナンバー）のない方を除く）

２２  個個人人番番号号提提供供方方法法  

(1) 提供用書類

研究費担当事務室（19ページ）にて、提供用の書類を用意しています。

ア 個人番号提供のお願い文書（裏面に個人番号の利用目的図解入り）

イ 個人番号届出書（講演者等が個人番号を記入する書面）

ウ 本人確認書類添付書面（番号確認書類と身元確認書類の添付用台紙）

エ 人事部人事課宛の返信用封筒（うすいピンク色）

(2) チェック IDの付与

本学では、個人番号は人事課以外の部署が取り扱うことができませんので、研究費担当事

務室等各部署は個人番号を提供いただく対象者に「チェック ID」を付与し、人事課と共有す

ることでその管理をいたします。支出処理の際に必要となりますので、アルバイトの「勤務

実績報告書兼請求書」及び「報酬・手数料支払依頼書」に「チェック ID」の記入欄を設けて

います。 

((33)) 研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））従従事事者者

事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室ににてて行行ううアアルルババイイトト説説明明のの際際にに、、上上記記「「((11))提提供供用用書書類類」」をを本本人人

ににおお渡渡ししししまますす。。  

((44)) 通通訳訳やや講講演演等等のの仕仕事事をを行行いい、、謝謝礼礼等等（（報報酬酬））をを受受けけ取取るる個個人人

アア 研研究究者者かからら直直接接対対象象者者にに渡渡すす場場合合

対対象象者者ににおお渡渡ししいいたただだけけるる機機会会ががああるる場場合合はは、、上上記記「「((11))提提供供用用書書類類」」ををおお渡渡ししししまますす

ののでで研研究究費費担担当当者者ににおお知知ららせせくくだだささいい。。

イイ 対対象象者者とと会会うう機機会会ががなないい場場合合

「「報報酬酬・・手手数数料料支支払払依依頼頼書書」」ににああるる住住所所にに研研究究費費担担当当事事務務室室かからら郵郵送送ししまますす。。

３３  留留意意事事項項  

(1) 「チェック ID」は各部署にて独自に管理するため、学内複数部署にて役務を行っている方

には、各部署から別々に個人番号提供依頼を行います。

(2) 同一部署では「チェック ID」の登録は原則１回で継続して使用します。

(3) 上記「２(1) 提供用書類」は事務手続書類ですので、研究費で送付費用の支出はできま

せん。送付は研究費担当事務室で行います。

(4) 詳しくは先に配付した人事課長発「マイナンバー（社会保障・税番号）制度に伴う学外の

個人への個人番号の提供依頼について」をご参照ください。

(5) 上記「２(1) 提供用書類」は英語版もあります。必要な場合は、所属学部等事務室また

は研究費担当事務室にお申し出ください。

個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの提提供供  
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研究費によるアルバイトの使用については、厳正な取扱いが求められています。労労働働基基準準法法等等

のの法法令令遵遵守守にに留留意意しし、、適適切切なな研研究究費費のの使使用用ををおお願願いいししまますす。 

アルバイトの業務は、他他のの研研究究やや授授業業・・ゼゼミミのの手手伝伝いいとと混混同同ししなないいよようう研研究究等等目目的的をを明明確確にに区区別別

ししててくくだだささいい。  ☆☆  労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書、、以以下下「「通通知知書書」」とといいうう。。

１１  アアルルババイイトト説説明明かからら給給与与支支出出ままででのの手手順順

駿駿河河台台・・和和泉泉キキャャンンパパスス  生生田田・・中中野野キキャャンンパパスス  

 

２２  アアルルババイイトト使使用用前前のの確確認認  

(1) アルバイトの使用は以下「ア」「イ」の条件を満たすことが必要です。ここれれ以以外外はは請請負負業業

務務のの成成果果のの報報酬酬となりアルバイトではありません。（63ページ参照）

ア 仕事の遂行に当たり個々の作業について、研究者が指揮・監督する。

イ 材料、作業用具を研究者が用意する。

(2) 本本学学のの専専任任教教職職員員（（助助教教、、助助手手含含むむ））及及びび法法人人 PPDDははアアルルババイイトトををすするるここととががででききまませせんん。

(3) アアルルババイイトト従従事事者者ににはは、、継継続続ししてて勤勤務務すするる場場合合ででもも、、必必ずず、、毎毎年年度度、、業業務務開開始始前前にに研研究究費費

担担当当事事務務室室がが案案内内すするる事事前前説説明明動動画画ままたたはは説説明明資資料料をを確確認認すするるよようう、、ごご指指示示くくだだささいい。

(4) 利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者のの利利

益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出でで

ききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問いい

合合わわせせくくだだささいい。。

(5) 本学以外の留学生をアルバイトとして従事させる場合は、入入国国管管理理局局でで資資格格外外活活動動許許可可申申

請請のの手手続続ききをするようご指導ください。

(6) 安全保障輸出管理上の非居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣

に該当する者をアルバイトとして従事させる場合、事前の確認が必要です。

②② アアルルババイイトト従従事事者者はは、、研研究究費費担担当当事事務務室室

かからら案案内内さされれるる「「事事前前説説明明動動画画」」をを視視聴聴

完完了了後後にに手手続続ききをを行行いい、、

研研究究者者はは、、アアルルババイイトト従従事事者者かからら手手続続きき

完完了了のの報報告告をを受受けけたた後後、、アアルルババイイトト使使用用

をを開開始始ししててくくだだささいい。。

③③ アアルルババイイトト従従事事者者本本人人がが「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」をを作作成成しし、、研研究究者者がが承承認認ししてて、、

支支出出願願ととととももにに、、速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出

④④ 「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」ををももととにに研研究究費費かかららアアルルババイイトト従従事事者者本本人人へへ給給与与をを振振込込

アアルルババイイトトのの使使用用

①① 研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを使使用用ししたたいい旨旨

をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ連連絡絡しし、、資資料料等等をを

メメーールルでで受受けけ取取っっててくくだだささいい。。研研究究者者とと

アアルルババイイトト従従事事予予定定者者はは、、説説明明動動画画をを視視

聴聴ししててくくだだささいい。。  

※※キキャャンンパパススにによよっってて若若干干対対応応がが異異ななりりまますす。。  

②② 研研究究者者ととアアルルババイイトト従従事事予予定定者者でで、、労労

働働条条件件ののすすりり合合わわせせをを行行いい、、指指定定のの方方

法法でで、、「「通通知知書書」」等等のの書書類類をを提提出出すするる。。

担担当当事事務務室室ででのの確確認認がが済済みみままししたたらら、、

研研究究者者のの監監督督・・責責任任のの下下ででアアルルババイイトト

のの使使用用をを開開始始ししててくくだだささいい。。

①① 研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを従従事事ささせせるる前前にに、、

学学内内 HHPP 上上（（学学内内フフォォーーママッットト集集））のの動動

画画 UURRLL よよりり動動画画をを視視聴聴後後にに、、「「通通知知書書・・

アアルルババイイトト使使用用申申請請シシーートト」」をを作作成成しし、、

研研究究費費担担当当事事務務室室へへメメーールル送送信信ししててくくだだ

ささいい。。
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2016 年 1 月からマイナンバー制度が始まり、源泉徴収する個人に個人番号（マイナンバー）

の提供依頼を行うこととなりました。

１１ 対対象象者者

研究費で報酬を支払う際に源泉徴収を要する個人が対象です。

(1) 研究補助業務（アルバイト）従事者

(2) 通訳や講演等（68ページに源泉徴収税率が記載されている役務）を行い、謝礼等（報酬）

を受け取る個人（個人番号（マイナンバー）のない方を除く）

２２ 個個人人番番号号提提供供方方法法

(1) 提供用書類

研究費担当事務室（19ページ）にて、提供用の書類を用意しています。

ア 個人番号提供のお願い文書（裏面に個人番号の利用目的図解入り）

イ 個人番号届出書（講演者等が個人番号を記入する書面）

ウ 本人確認書類添付書面（番号確認書類と身元確認書類の添付用台紙）

エ 人事部人事課宛の返信用封筒（うすいピンク色）

(2) チェック IDの付与

本学では、個人番号は人事課以外の部署が取り扱うことができませんので、研究費担当事

務室等各部署は個人番号を提供いただく対象者に「チェック ID」を付与し、人事課と共有す

ることでその管理をいたします。支出処理の際に必要となりますので、アルバイトの「勤務

実績報告書兼請求書」及び「報酬・手数料支払依頼書」に「チェック ID」の記入欄を設けて

います。

((33)) 研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））従従事事者者

事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室ににてて行行ううアアルルババイイトト説説明明のの際際にに、、上上記記「「((11))提提供供用用書書類類」」をを本本人人

ににおお渡渡ししししまますす。。

((44)) 通通訳訳やや講講演演等等のの仕仕事事をを行行いい、、謝謝礼礼等等（（報報酬酬））をを受受けけ取取るる個個人人

アア 研研究究者者かからら直直接接対対象象者者にに渡渡すす場場合合

対対象象者者ににおお渡渡ししいいたただだけけるる機機会会ががああるる場場合合はは、、上上記記「「((11))提提供供用用書書類類」」ををおお渡渡ししししまますす

ののでで研研究究費費担担当当者者ににおお知知ららせせくくだだささいい。。

イイ 対対象象者者とと会会うう機機会会ががなないい場場合合

「「報報酬酬・・手手数数料料支支払払依依頼頼書書」」ににああるる住住所所にに研研究究費費担担当当事事務務室室かからら郵郵送送ししまますす。。

３３ 留留意意事事項項

(1) 「チェック ID」は各部署にて独自に管理するため、学内複数部署にて役務を行っている方

には、各部署から別々に個人番号提供依頼を行います。

(2) 同一部署では「チェック ID」の登録は原則１回で継続して使用します。

(3) 上記「２(1) 提供用書類」は事務手続書類ですので、研究費で送付費用の支出はできま

せん。送付は研究費担当事務室で行います。

(4) 詳しくは先に配付した人事課長発「マイナンバー（社会保障・税番号）制度に伴う学外の

個人への個人番号の提供依頼について」をご参照ください。

(5) 上記「２(1) 提供用書類」は英語版もあります。必要な場合は、所属学部等事務室また

は研究費担当事務室にお申し出ください。

個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの提提供供
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((33)) 時時給給基基準準

ア 上上限限金金額額

・・一一般般研研究究補補助助業業務務 11,,330000円円

・・専専門門分分野野にに関関すするる技技術術・・技技能能をを伴伴うう研研究究補補助助業業務務 11,,770000円円

イ 最低賃金

厚生労働省ホームページ「「地地域域別別最最低低賃賃金金のの全全国国一一覧覧」」最新版を確認し、最低賃金を上

回る金額としてください。

＜参考＞ 2024年 10月改訂 東京都 1,163円、神奈川県 1,162 円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

((44)) 休休憩憩時時間間

1日の実働勤務時間が 66時時間間をを超超ええるる場場合合はは、、必必ずず 11時時間間休休憩憩させてください。

複数の研究費で行う場合にも、1 日の合計が 6 時間を超える場合は、1 時間の休憩が必要

です。

((55)) 労労働働時時間間数数／／週週

休憩時間を除き 11 週週間間ににつついいてて 4400 時時間間をを超超ええててのの労労働働ははででききまませせんん。。ままたた、、毎毎週週、、少少なな

くくとともも 11日日はは休休日日ととししててくくだだささいい。過密もしくは長時間の労働とならないよう、十分に配慮

してください。

複数の研究費で行う場合にも、合計時間数と休日には、ご注意ください。

((66)) 労労働働時時間間数数／／日日

ア 1日の実働労働時間は 88 時時間間がが上上限限（（＝＝法法定定労労働働時時間間））でですす。。1日の実働勤務時間が 8 

時間を超えないように管理してください。

例：9時～18時勤務では、1時間の休憩時間を除き、実働勤務時間が 8時間となります。

また、2222時時以以降降のの勤勤務務ははささせせなないいよよううにに管管理理ししててくくだだささいい。。

イ 労労働働時時間間数数はは原原則則 11時時間間単単位位でで設設定定ししててくくだだささいい。。1時間未満/超過時等やむを得ない

場合は、1155分分単単位位でで調調整整・・管管理理ししててくくだだささいい。。

  (7) 法定労働時間と賃金

やむを得ず法定労働時間内の勤務が 22時以降になった場合は、深夜労働の割増賃金対象

となり通常時給の 1.25倍の時給で算定します。

(8) 日曜・祝祭日の勤務であっても、時給の割増はありません。

(9) 出張について

通常勤務と違う場所で勤務の場合は出張となります。出張についての案内は 53ページを

ご参照ください。また、出張に係る日当は研究代表者等の判断によりアルバイト給与とは別

に支給することが可能です。

なお、研究協力者・補助者（特に大学院生・学部学生）は出張について条件がありますの

でご確認ください。

(10) 実績報告が客観的に正当と判断できるよう、アルバイト従事者に対して「研究・実験ノ

ート」の作成をご指導ください。

(11) 源泉徴収について

本学では、アルバイトは従事期間にかかわらず、所得税は乙欄課税とします。

(12) アアルルババイイトトのの給給与与はは研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて支支出出すするるここととははででききまませせんん。

(13) 雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関すするる問問いい合合わわせせはは、、研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお願願いいししまますす。。

研究知財事務室    osri@mics.meiji.ac.jp

研究知財事務室和泉分室   izrpo@mics.meiji.ac.jp

生田研究知財事務室 keiri-ikuta@mics.meiji.ac.jp

中野教育研究支援事務室      naka-ken@mics.meiji.ac.jp

中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞  n_kenkyu@mics.meiji.ac.jp
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詳細は、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」（https://www.meiji.ac.jp/koho/ 

about/export/index.html）や事前点検シート裏面をご確認ください。なお、事前点検シ

ート等は関連書類とあわせて提出してください。 

３３  提提出出書書類類  

((11)) 「「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」」及及びび「「誓誓約約書書」」

本学では「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」（以下、「通知書」という。）をもって、研究者、従

事者、研究費担当事務室間で勤務条件の情報共有を行うこととしています。 

各キャンパス研究費担当事務室ではアルバイト開始前にアルバイト従事者に対し、「「事事前前

説説明明動動画画」」または「「アアルルババイイトト説説明明資資料料」」の確認を依頼し、「通知書」及び「誓約書」を提

出していただきます。 

アア 生生田田キキャャンンパパスス、、中中野野キキャャンンパパスス

アアルルババイイトト開開始始前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへごご連連絡絡くくだだささいい。。

イイ 駿駿河河台台、、和和泉泉キキャャンンパパスス

① 13ページ「学内フォーマット集」にて動画 URLより「アルバイトを従事させる前に（研

究者向け」を視聴してください。

② 同じく「学内フォーマット集」上にある、「通知書・アルバイト申請シート」を作成し

研究費担当事務室へメール送信してください。

③ アルバイト従事者より、「通知書」及び「誓約書」を研究費担当事務室に提出していた

だきます。（返信用封筒を使用）

④ 「勤務条件」の内容について、アルバイト従事者と共有してください。

⑤ 同一年度内に、時給など「勤務条件」に変更がありましたら、研究費担当事務室にご

報告ください。改めて「事前説明動画」の視聴依頼は行いませんが、変更点について

3者で共有するため「通知書」の修正をいたします。

((22)) 「「勤勤務務実実績績報報告告書書兼兼請請求求書書」」

アルバイトの給与は、「勤務実績報告書兼請求書」に基づいて支出します。毎月、最終勤

務日の業務終了後、アルバイト従事者から研究者に提出された「勤務実績報告書兼請求書」

の内容に齟齬がないかご確認いただき、手手書書ききににてて署署名名、、朱朱肉肉印印押押印印のの上上、速速ややかかにに研研究究費費

担担当当事事務務室室へへ提提出出すするるよよううごご指指示示くくだだささいい。 

＜アルバイト従事者が学内で他に TA・RA等に従事している場合＞ 

勤務時間に重複がないか研究者が責任を持ってご確認いただき、アルバイト従事者へはそ

ちらの勤務表も事務室へ併せて提出するようご指示ください。 

（アルバイト従事者には 13ページ「学内フォーマット集」にて公開の「記入例」を参照する

ようご指示ください。）

((33)) 「「アアルルババイイトト通通勤勤手手当当申申請請書書」」

「勤務実績報告書兼請求書」に添付することにより通勤手当を支給します。ただし、定期

券代を支給されている方や本学の学生・大学院生で通学するキャンパスと勤務地が同一の場

合は対象外です。 

※※33月月ににアアルルババイイトトのの使使用用をを予予定定さされれるる場場合合はは、、事事前前にに研研究究費費等等担担当当事事務務室室ににごご相相談談くくだだささいい。。  

４４  勤勤務務及及びび給給与与等等（参考：労働基準法）  

(1) 学生、大学院生は、授業時間帯にアルバイトをすることはできません。

(2) 本学において、兼任講師、研究推進員・研究支援者（法人 PD除く）、RA、TA、SA、教育補

助講師、嘱託職員等として勤務している者は、本来業務時間帯にアルバイトをすることはで

きません。本来業務日とアルバイト使用日が同日とならないことを原則としつつ、同日にア

ルバイトをせざるを得ない場合、本来業務時間とアルバイト業務時間を合算して 1日 8時間

を超過しないこと、また、午後 10 時を超えて勤務させることが無いようご留意ください。

アルバイト業務のみの勤務日においても同様です。いずれにおいても、移動時間や休憩時間

を除いた、実労働時間を勤務時間としてください。（67ページ(6)(7)参照）
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((33)) 時時給給基基準準

ア 上上限限金金額額

・・一一般般研研究究補補助助業業務務 11,,330000円円  

・・専専門門分分野野にに関関すするる技技術術・・技技能能をを伴伴うう研研究究補補助助業業務務 11,,770000円円 

イ 最低賃金

厚生労働省ホームページ「「地地域域別別最最低低賃賃金金のの全全国国一一覧覧」」最新版を確認し、最低賃金を上

回る金額としてください。

＜参考＞ 2025年 10 月改訂 東京都 1,226円、神奈川県 1,225 円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 

((44)) 休休憩憩時時間間

1日の実働勤務時間が 66時時間間をを超超ええるる場場合合はは、、必必ずず 11時時間間休休憩憩させてください。

複数の研究費で行う場合にも、1 日の合計が 6 時間を超える場合は、1 時間の休憩が必要

です。 

((55)) 労労働働時時間間数数／／週週

休憩時間を除き 11 週週間間ににつついいてて 4400 時時間間をを超超ええててのの労労働働ははででききまませせんん。。ままたた、、毎毎週週、、少少なな

くくとともも 11日日はは休休日日ととししててくくだだささいい。過密もしくは長時間の労働とならないよう、十分に配慮

してください。 

複数の研究費で行う場合にも、合計時間数と休日には、ご注意ください。 

((66)) 労労働働時時間間数数／／日日

ア 1日の実働労働時間は 88時時間間がが上上限限（（＝＝法法定定労労働働時時間間））でですす。。1日の実働勤務時間が 8

時間を超えないように管理してください。 

  例：9時～18時勤務では、1時間の休憩時間を除き、実働勤務時間が 8時間となります。 

   また、2222 時時以以降降のの勤勤務務ははささせせなないいよよううにに管管理理ししててくくだだささいい。。  

イ 労労働働時時間間数数はは原原則則 11時時間間単単位位でで設設定定ししててくくだだささいい。。1時間未満/超過時等やむを得ない

場合は、1155分分単単位位でで調調整整・・管管理理ししててくくだだささいい。。 

(7) 法定労働時間と賃金

やむを得ず法定労働時間内の勤務が 22時以降になった場合は、深夜労働の割増賃金対象

となり通常時給の 1.25倍の時給で算定します。 

(8) 日曜・祝祭日の勤務であっても、時給の割増はありません。

(9) 出張について

通常勤務と違う場所で勤務の場合は出張となります。出張についての案内は 53ページを

  ご参照ください。また、出張に係る日当は研究代表者等の判断によりアルバイト給与とは別 

  に支給することが可能です。 

なお、研究協力者・補助者（特に大学院生・学部学生）は出張について条件がありますの 

でご確認ください。 

(10) 実績報告が客観的に正当と判断できるよう、アルバイト従事者に対して「研究・実験ノ

ート」の作成をご指導ください。

(11) 源泉徴収について

本学では、アルバイトは従事期間にかかわらず、所得税は乙欄課税とします。

(12) アアルルババイイトトのの給給与与はは研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて支支出出すするるここととははででききまませせんん。

(13) 雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関すするる問問いい合合わわせせはは、、研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお願願いいししまますす。。

    研究知財事務室     osri@mics.meiji.ac.jp 

    研究知財事務室和泉分室   izrpo@mics.meiji.ac.jp 

    生田研究知財事務室   keiri-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

    中野教育研究支援事務室      naka-ken@mics.meiji.ac.jp 

    中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞  n_kenkyu@mics.meiji.ac.jp 
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詳細は、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」（https://www.meiji.ac.jp/koho/

about/export/index.html）や事前点検シート裏面をご確認ください。なお、事前点検シ

ート等は関連書類とあわせて提出してください。

３３ 提提出出書書類類

((11)) 「「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」」及及びび「「誓誓約約書書」」

本学では「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」（以下、「通知書」という。）をもって、研究者、従

事者、研究費担当事務室間で勤務条件の情報共有を行うこととしています。

各キャンパス研究費担当事務室ではアルバイト開始前にアルバイト従事者に対し、「「事事前前

説説明明動動画画」」または「「アアルルババイイトト説説明明資資料料」」の確認を依頼し、「通知書」及び「誓約書」を提

出していただきます。

アア 生生田田キキャャンンパパスス、、中中野野キキャャンンパパスス

アアルルババイイトト開開始始前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへごご連連絡絡くくだだささいい。。

イイ 駿駿河河台台、、和和泉泉キキャャンンパパスス

① 13ページ「学内フォーマット集」にて動画 URLより「アルバイトを従事させる前に（研

究者向け」を視聴してください。

② 同じく「学内フォーマット集」上にある、「通知書・アルバイト申請シート」を作成し

研究費担当事務室へメール送信してください。

③ アルバイト従事者より、「通知書」及び「誓約書」を研究費担当事務室に提出していた

だきます。（返信用封筒を使用）

④ 「勤務条件」の内容について、アルバイト従事者と共有してください。

⑤ 同一年度内に、時給など「勤務条件」に変更がありましたら、研究費担当事務室にご

報告ください。改めて「事前説明動画」の視聴依頼は行いませんが、変更点について

3者で共有するため「通知書」の修正をいたします。

((22)) 「「勤勤務務実実績績報報告告書書兼兼請請求求書書」」

アルバイトの給与は、「勤務実績報告書兼請求書」に基づいて支出します。毎月、最終勤

務日の業務終了後、アルバイト従事者から研究者に提出された「勤務実績報告書兼請求書」

の内容に齟齬がないかご確認いただき、手手書書ききににてて署署名名、、朱朱肉肉印印押押印印のの上上、速速ややかかにに研研究究費費

担担当当事事務務室室へへ提提出出すするるよよううごご指指示示くくだだささいい。

＜アルバイト従事者が学内で他に TA・RA等に従事している場合＞

勤務時間に重複がないか研究者が責任を持ってご確認いただき、アルバイト従事者へはそ

ちらの勤務表も事務室へ併せて提出するようご指示ください。

（アルバイト従事者には 13ページ「学内フォーマット集」にて公開の「記入例」を参照する

ようご指示ください。）

((33)) 「「アアルルババイイトト通通勤勤手手当当申申請請書書」」

「勤務実績報告書兼請求書」に添付することにより通勤手当を支給します。ただし、定期

券代を支給されている方や本学の学生・大学院生で通学するキャンパスと勤務地が同一の場

合は対象外です。

※※33月月ににアアルルババイイトトのの使使用用をを予予定定さされれるる場場合合はは、、事事前前にに研研究究費費等等担担当当事事務務室室ににごご相相談談くくだだささいい。。

４４ 勤勤務務及及びび給給与与等等（参考：労働基準法）

(1) 学生、大学院生は、授業時間帯にアルバイトをすることはできません。

(2) 本学において、兼任講師、研究推進員・研究支援者（法人 PD 除く）、RA、TA、SA、教育補

助講師、嘱託職員等として勤務している者は、本来業務時間帯にアルバイトをすることはで

きません。本来業務日とアルバイト使用日が同日とならないことを原則としつつ、同日にア

ルバイトをせざるを得ない場合、本来業務時間とアルバイト業務時間を合算して 1日 8時間

を超過しないこと、また、午後 10 時を超えて勤務させることが無いようご留意ください。

アルバイト業務のみの勤務日においても同様です。いずれにおいても、移動時間や休憩時間

を除いた、実労働時間を勤務時間としてください。（67ページ(6)(7)参照）
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業者 

(外国法人) 

 

 

 

 

 

20.42％ 

 

(1)見積書・納品書・請求書または見積書・領収書 

ワード単価やページ単価、役務の内容が分かる書類をご提

出ください。 

(2)成果物（作業完了がわかる書類等） 

(3)海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談くださ

い。 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

検 

品 

室 

  

３３  アアンンケケーートト回回答答、、被被験験者者謝謝礼礼、、司司会会謝謝礼礼、、手手話話通通訳訳 

支払先 

(国内) 

源泉徴

収税率 
提出書類 

検品 

場所 

個人 

（居住者） 

 

0％ (1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（アンケート、イベント等 

実施パンフレット） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

 

支払先 

(海外)※２ 

源泉徴収税率 

提出書類 
検品 

場所 
日本で 

の作業 

海外で 

の作業 

個人 

(非居住者) 

 

 

 

 

20.42％ 

 

 

 

 

0％ 

 

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（アンケート、イベント等 

実施パンフレット） 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果 

（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

(https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

 

研 

究 

費 

担 

当 

事 

務 

室 

 

４４  英英文文校校閲閲料料、、通通訳訳料料、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝礼礼※※４４、、口口頭頭イインンタタビビュューー等等  

（（前前記記「「２２」」「「３３」」以以外外）） 

支払先(国

内） 

源泉徴収 

税率 

提出書類 検品 

場所 

個人（居住者） 10.21％  (1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容が 

      わかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体※１ 

（内国法人） 

0％  

業者 

（内国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 検
品
室 
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１１  報報酬酬にに係係るる源源泉泉徴徴収収税税率率  

  63 ページで案内した、「３ 本業としていない個人や団体への依頼」「４ 本業としている業

者への業務委託」の成果物等の対価として、謝礼・謝金（報酬）または委託費を支出します。 

誰に対する支払いか（居住者、内国法人、非居住者、外国法人のいずれか）、依頼する仕事（役

務）の内容、役務の実施場所が国内か海外かによって、源泉徴収税率が異なります。なお、税

額の算定は 1円未満の端数は切り捨てです。 

   ≪参考（所得税法上の区分）≫ 

   居住者 ：日本国内に、住所（生活の本拠）をもっている又は現在まで引き続き 1 年以上

居住している個人 

内国法人：国内に本店又は主たる事務所を有する法人 

   非居住者：居住者以外の個人 

外国法人：内国法人以外の法人 

※ 上記区分と、安全保障輸出管理上の区分は異なります。安全保障輸出管理上の非居住

者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者（法人等含む）

に役務を依頼する場合、事前の確認が必要です。 

詳細は、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）や事前点検シート裏面を

ご確認ください。なお、事前点検シート等は関連書類とあわせて提出してください。 

２２  翻翻訳訳、、原原稿稿作作成成等等 

翻訳や原稿作成等成果物が著作物や二次的著作物（著作物（原作）を、翻訳、編曲、変形、脚

色、映画化等により、創作的に加工した物）の場合 

支払先(国内） 
源泉徴収

税率 
提出書類 

検品 

場所 

個人（居住者） 10.21％  
(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

団体※１ 

（内国法人） 

0％  
業者 

（内国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 

検 

品 

室 

 
支払先 

(海外)※２ 

源泉徴

収税率 
提出書類 

検品 

場所 

※※翻翻訳訳やや原原稿稿作作成成のの実実施施場場所所がが、、日日本本国国内内、、海海外外ににかかかかわわららずず源源泉泉徴徴収収のの対対象象でですす。。  

個人 

(非居住者) 

 

 

 

 

20.42％ 

 

 

 

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（翻訳資料等） 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

研
究
費
担
当
事
務
室 

団体※１ 

(外国法人) 

通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  
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業者 

(外国法人) 

 

 

 

 

 

20.42％ 

 

(1)見積書・納品書・請求書または見積書・領収書 

ワード単価やページ単価、役務の内容が分かる書類をご提

出ください。 

(2)成果物（作業完了がわかる書類等） 

(3)海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談くださ

い。 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

検 

品 

室 

  

３３  アアンンケケーートト回回答答、、被被験験者者謝謝礼礼、、司司会会謝謝礼礼、、手手話話通通訳訳 

支払先 

(国内) 

源泉徴

収税率 
提出書類 

検品 

場所 

個人 

（居住者） 

 

0％ (1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（アンケート、イベント等 

実施パンフレット） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

 

支払先 

(海外)※２ 

源泉徴収税率 

提出書類 
検品 

場所 
日本で 

の作業 

海外で 

の作業 

個人 

(非居住者) 

 

 

 

 

20.42％ 

 

 

 

 

0％ 

 

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（アンケート、イベント等 

実施パンフレット） 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果 

（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

(https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

 

研 

究 

費 

担 

当 

事 

務 

室 

 

４４  英英文文校校閲閲料料、、通通訳訳料料、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝礼礼※※４４、、口口頭頭イインンタタビビュューー等等  

（（前前記記「「２２」」「「３３」」以以外外）） 

支払先(国

内） 

源泉徴収 

税率 

提出書類 検品 

場所 

個人（居住者） 10.21％  (1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容が 

      わかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体※１ 

（内国法人） 

0％  

業者 

（内国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 検
品
室 
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１１  報報酬酬にに係係るる源源泉泉徴徴収収税税率率  

  63ページで案内した、「３ 本業としていない個人や団体への依頼」「４ 本業としている業

者への業務委託」の成果物等の対価として、謝礼・謝金（報酬）または委託費を支出します。 

誰に対する支払いか（居住者、内国法人、非居住者、外国法人のいずれか）、依頼する仕事（役

務）の内容、役務の実施場所が国内か海外かによって、源泉徴収税率が異なります。なお、税

額の算定は 1円未満の端数は切り捨てです。 

   ≪参考（所得税法上の区分）≫ 

   居住者 ：日本国内に、住所（生活の本拠）をもっている又は現在まで引き続き 1 年以上

居住している個人 

内国法人：国内に本店又は主たる事務所を有する法人 

   非居住者：居住者以外の個人 

外国法人：内国法人以外の法人 

※ 上記区分と、安全保障輸出管理上の区分は異なります。安全保障輸出管理上の非居住

者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者（法人等含む）

に役務を依頼する場合、事前の確認が必要です。 

詳細は、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）や事前点検シート裏面を

ご確認ください。なお、事前点検シート等は関連書類とあわせて提出してください。 

２２  翻翻訳訳、、原原稿稿作作成成等等 

翻訳や原稿作成等成果物が著作物や二次的著作物（著作物（原作）を、翻訳、編曲、変形、脚

色、映画化等により、創作的に加工した物）の場合 

支払先(国内） 
源泉徴収

税率 
提出書類 

検品 

場所 

個人（居住者） 10.21％  
(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

団体※１ 

（内国法人） 

0％  
業者 

（内国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 

検 

品 

室 

 
支払先 

(海外)※２ 

源泉徴

収税率 
提出書類 

検品 

場所 

※※翻翻訳訳やや原原稿稿作作成成のの実実施施場場所所がが、、日日本本国国内内、、海海外外ににかかかかわわららずず源源泉泉徴徴収収のの対対象象でですす。。  

個人 

(非居住者) 

 

 

 

 

20.42％ 

 

 

 

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2)領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（翻訳資料等） 

(4)安全保障輸出管理事前確認結果（チェックシート等） 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/ 

index.html）をご確認ください。 

研
究
費
担
当
事
務
室 

団体※１ 

(外国法人) 

通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  
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 (2) 租税条約の適用を申請する場合は、源泉徴収税は免除又は軽減されます。ただし、租税条

約の内容は締結国によって異なり、役務内容・支払内容により適用できない場合もあります。 

 (3) 租税条約の適用を申請しない場合は、研究費より源泉徴収します。 

 (4) 申申請請書書類類のの留留意意事事項項 

申請書類は国により異なります。提出書類は国税庁ホームページをご参照の上、必要書類

を研究費担当事務室へご提出ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm 

なお、「居住者証明書」は取得までに数数かか月月かかかかるることもありますので、必必ずず入入国国前前にに  

申申請請者者本本人人がが入入手手ししてておおくくよよううおお伝伝ええくくだだささいい。。  

  

７７  提提出出書書類類にに関関すするる留留意意事事項項  

報報酬酬・・手手数数料料支支払払依依頼頼書書  

①役務の内容、金額の積算根拠を記入し、速やかにご提出ください。 

②13ページ「学内フォーマット集」から入手可能です。 

領領収収書書、、請請求求書書、、納納品品書書、、見見積積書書  

①役務の内容、金額の内訳が明記されているものをご提出ください。 

 

成成果果物物  

①翻訳資料等、アンケート、イベント等実施パンフレット、校閲資料、講演会チラシ

等、実施結果や作業完了がわかる書類等。 

  

８８  そそのの他他のの留留意意事事項項 

(1)  金額の基準については、「謝礼金暫定基準」（72ページ）を参照の上、役務の内容を勘案 

し、社会通念上妥当と思われる金額としてください。また、算出根拠については、報酬・手 

数料支払依頼書の指定欄にご記入ください。 

記入例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  研研究究代代表表者者、、研研究究分分担担者者はは、、原原則則ととししてて研研究究費費かからら謝謝金金をを受受領領ででききまませせんん。。  

また、利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者  

のの利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支  

出出ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお  

問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

 (3) 本本学学のの助助教教、、助助手手にに対対ししてて、、謝謝礼礼のの対対象象ととななるる業業務務をを行行わわせせるるここととははででききまませせんん。。（「明

治大学教員任用規程」・「学校法人明治大学助教の給与等に関する規程」及び「学校法人明治

大学助手の給与等に関する規程」による） 

(4) 謝謝礼礼品品（（図図書書券券、、QQUUOOカカーードド、、金金券券及及びび物物品品等等））ででのの支支出出はは原原則則不不可可でですす。。やむを得ない

事情で希望する場合は、必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。 

年 月 日

～ 年 月 日
□

成果物

検収済

振込額（Ａ－Ｂ）

　　謝謝金金＋＋交交通通費費＋＋宿宿泊泊費費　　相相当当額額謝礼算出根拠

支払総額（Ａ）【研究費支出額】 源泉徴収額（Ｂ）

年 月 日

～ 年 月 日
□

成果物

検収済

振込額（Ａ－Ｂ）

　　「「研研究究費費ママニニュュアアルル」」謝謝礼礼基基準準よよりり，，論論文文英英語語翻翻訳訳　　440000語語÷÷220000××44,,880000謝礼算出根拠

支払総額（Ａ）【研究費支出額】 源泉徴収額（Ｂ）

70 
 

支払先 

(海外)※２ 

源泉徴収税率  

提出書類※※５５ 
検品 

場所 
日本で

の作業 

海外で

の作業 

個人※※３３ 

（非居住者） 

20.42％

  
0％  

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容が 

      わかるもの） 

研 

究 

費 

担 

当 

事 

務 

室 団体※１ 

（外国法人） 

業者 

（外国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 

※海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談

ください。 

検 

品 

室 

※１ 「団体」とは、本来業務ではない事業者のこと。 

※２ 非居住者・外国法人の納税国と日本国が租税条約を締結している場合、源泉徴収税を免

税にできる場合があります。詳しくは 70ページの「６ 租税条約について」をご参照くだ

さい。【事後の対応はできません。】 

※※３３  非非居居住住者者ががオオンンラライインンでで日日本本のの講講演演会会等等にに出出席席すするる場場合合はは、、「「海海外外ででのの作作業業」」ととななりりまますす。。  

※※４４  講講演演謝謝礼礼はは特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。  

※※５５  英英文文校校閲閲、、通通訳訳、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝礼礼、、口口頭頭イインンタタビビュューー等等のの依依頼頼にに先先立立ちち、、  

    ここれれららのの依依頼頼先先ににつついいてて、、学学内内 WWeebb ササイイトト「「安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて」」  

（（hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjii..aacc..jjpp//kkoohhoo//aabboouutt//eexxppoorrtt//rreesseeaarrcchh//rreesseeaarrcchh..hhttmmll））にに掲掲載載のの事事前前  

点点検検シシーートト【【シシーートト１１】】にによよるるセセルルフフチチェェッッククををおお願願いいししまますす。。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」ととのの  

点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。  

  

５５  源源泉泉徴徴収収にに係係るる詳詳細細 

これらの謝礼・謝金（報酬）が居住者に対して支払われる場合において、所得税法第 204 条

で定める報酬・料金等に該当するときは、支払いの際に一定の税率による所得税と復興特別所

得税を源泉徴収しなければなりません。また、非居住者又は外国法人に対して支払われる場合

において、所得税法第 161 条で定める国内源泉所得で源泉徴収の対象となるものに該当すると

きも同様です。 

（支払先が居住者又は内国法人の場合の源泉徴収の詳細） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf 

（支払先が非居住者又は外国法人の場合の源泉徴収の詳細）の場合 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf 

  

６６  租租税税条条約約ににつついいてて  

    非居住者もしくは外国法人に給与・報酬等（旅費を含む）を支払う場合は、通常総支出額の

20.42％の源泉徴収税が課されます。ただし、非居住者もしくは外国法人の納税国が日本国と租

税条約を締結している場合は、租税条約の規定にもとづき、必要書類を提出することで免除又

は軽減されることがあります。申請者本人の居住地・滞在期間・滞在目的等で適適用用がが制制限限さされれ

るるここととががあありりまますす。。租税条約の適用を受ける場合は、次の内容を確認のうえ申告する場合は、

必必ずず事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へへごご相相談談くくだだささいい。。【【事事後後のの対対応応ははででききまませせんん。。】】  

  (1) 租租税税条条約約適適用用国国 

    租税条約締結国は財務省ホームページでご確認ください。 

     https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.pdf 
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 (2) 租税条約の適用を申請する場合は、源泉徴収税は免除又は軽減されます。ただし、租税条

約の内容は締結国によって異なり、役務内容・支払内容により適用できない場合もあります。 

 (3) 租税条約の適用を申請しない場合は、研究費より源泉徴収します。 

 (4) 申申請請書書類類のの留留意意事事項項 

申請書類は国により異なります。提出書類は国税庁ホームページをご参照の上、必要書類

を研究費担当事務室へご提出ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm 

なお、「居住者証明書」は取得までに数数かか月月かかかかるることもありますので、必必ずず入入国国前前にに  

申申請請者者本本人人がが入入手手ししてておおくくよよううおお伝伝ええくくだだささいい。。  

  

７７  提提出出書書類類にに関関すするる留留意意事事項項  

報報酬酬・・手手数数料料支支払払依依頼頼書書  

①役務の内容、金額の積算根拠を記入し、速やかにご提出ください。 

②13ページ「学内フォーマット集」から入手可能です。 

領領収収書書、、請請求求書書、、納納品品書書、、見見積積書書  

①役務の内容、金額の内訳が明記されているものをご提出ください。 

 

成成果果物物  

①翻訳資料等、アンケート、イベント等実施パンフレット、校閲資料、講演会チラシ

等、実施結果や作業完了がわかる書類等。 

  

８８  そそのの他他のの留留意意事事項項 

(1)  金額の基準については、「謝礼金暫定基準」（72ページ）を参照の上、役務の内容を勘案 

し、社会通念上妥当と思われる金額としてください。また、算出根拠については、報酬・手 

数料支払依頼書の指定欄にご記入ください。 

記入例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  研研究究代代表表者者、、研研究究分分担担者者はは、、原原則則ととししてて研研究究費費かからら謝謝金金をを受受領領ででききまませせんん。。  

また、利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者  

のの利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支  

出出ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお  

問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

 (3) 本本学学のの助助教教、、助助手手にに対対ししてて、、謝謝礼礼のの対対象象ととななるる業業務務をを行行わわせせるるここととははででききまませせんん。。（「明

治大学教員任用規程」・「学校法人明治大学助教の給与等に関する規程」及び「学校法人明治

大学助手の給与等に関する規程」による） 

(4) 謝謝礼礼品品（（図図書書券券、、QQUUOOカカーードド、、金金券券及及びび物物品品等等））ででのの支支出出はは原原則則不不可可でですす。。やむを得ない

事情で希望する場合は、必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。 

年 月 日

～ 年 月 日
□

成果物

検収済

振込額（Ａ－Ｂ）

　　謝謝金金＋＋交交通通費費＋＋宿宿泊泊費費　　相相当当額額謝礼算出根拠

支払総額（Ａ）【研究費支出額】 源泉徴収額（Ｂ）

年 月 日

～ 年 月 日
□

成果物

検収済

振込額（Ａ－Ｂ）

　　「「研研究究費費ママニニュュアアルル」」謝謝礼礼基基準準よよりり，，論論文文英英語語翻翻訳訳　　440000語語÷÷220000××44,,880000謝礼算出根拠

支払総額（Ａ）【研究費支出額】 源泉徴収額（Ｂ）
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支払先 

(海外)※２ 

源泉徴収税率  

提出書類※※５５ 
検品 

場所 
日本で

の作業 

海外で

の作業 

個人※※３３ 

（非居住者） 

20.42％

  
0％  

(1)報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書 

（日本に口座がなく、立替えた場合に必要です。） 

(3)成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容が 

      わかるもの） 

研 

究 

費 

担 

当 

事 

務 

室 団体※１ 

（外国法人） 

業者 

（外国法人） 

業務委託と同様の取扱いとなります。 

詳細は 76ページの業務委託をご確認ください。 

※海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談

ください。 

検 

品 

室 

※１ 「団体」とは、本来業務ではない事業者のこと。 

※２ 非居住者・外国法人の納税国と日本国が租税条約を締結している場合、源泉徴収税を免

税にできる場合があります。詳しくは 70ページの「６ 租税条約について」をご参照くだ

さい。【事後の対応はできません。】 

※※３３  非非居居住住者者ががオオンンラライインンでで日日本本のの講講演演会会等等にに出出席席すするる場場合合はは、、「「海海外外ででのの作作業業」」ととななりりまますす。。  

※※４４  講講演演謝謝礼礼はは特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。  

※※５５  英英文文校校閲閲、、通通訳訳、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝礼礼、、口口頭頭イインンタタビビュューー等等のの依依頼頼にに先先立立ちち、、  

    ここれれららのの依依頼頼先先ににつついいてて、、学学内内 WWeebb ササイイトト「「安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて」」  

（（hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjii..aacc..jjpp//kkoohhoo//aabboouutt//eexxppoorrtt//rreesseeaarrcchh//rreesseeaarrcchh..hhttmmll））にに掲掲載載のの事事前前  

点点検検シシーートト【【シシーートト１１】】にによよるるセセルルフフチチェェッッククををおお願願いいししまますす。。「「追追加加のの確確認認がが必必要要」」ととのの  

点点検検結結果果ににななっったた場場合合にに限限りり、、チチェェッッククししたたシシーートトををごご提提出出くくだだささいい。。  

  

５５  源源泉泉徴徴収収にに係係るる詳詳細細 

これらの謝礼・謝金（報酬）が居住者に対して支払われる場合において、所得税法第 204 条

で定める報酬・料金等に該当するときは、支払いの際に一定の税率による所得税と復興特別所

得税を源泉徴収しなければなりません。また、非居住者又は外国法人に対して支払われる場合

において、所得税法第 161 条で定める国内源泉所得で源泉徴収の対象となるものに該当すると

きも同様です。 

（支払先が居住者又は内国法人の場合の源泉徴収の詳細） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf 

（支払先が非居住者又は外国法人の場合の源泉徴収の詳細）の場合 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf 

  

６６  租租税税条条約約ににつついいてて  

    非居住者もしくは外国法人に給与・報酬等（旅費を含む）を支払う場合は、通常総支出額の

20.42％の源泉徴収税が課されます。ただし、非居住者もしくは外国法人の納税国が日本国と租

税条約を締結している場合は、租税条約の規定にもとづき、必要書類を提出することで免除又

は軽減されることがあります。申請者本人の居住地・滞在期間・滞在目的等で適適用用がが制制限限さされれ

るるここととががあありりまますす。。租税条約の適用を受ける場合は、次の内容を確認のうえ申告する場合は、

必必ずず事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室（（1199ペペーージジ））へへごご相相談談くくだだささいい。。【【事事後後のの対対応応ははででききまませせんん。。】】  

  (1) 租租税税条条約約適適用用国国 

    租税条約締結国は財務省ホームページでご確認ください。 

     https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.pdf 
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  （（特特定定個個人人研研究究費費でではは、、支支出出ででききまませせんん。。））  

    招招聘聘ととはは、、シシンンポポジジウウムムやや研研究究会会等等のの研研究究活活動動ののたためめにに国国内内ままたたはは海海外外かからら著著名名なな研研究究者者等等をを

おお招招ききすするるここととををささししまますす。。ななおお、、研研究究代代表表者者、、研研究究分分担担者者がが研研究究会会等等にに出出席席すするる場場合合はは招招聘聘にに

ああたたららなないいたためめ、、そそのの際際はは、、研研究究出出張張旅旅費費申申請請書書でで申申請請ししててくくだだささいい。。  

  

１１  交交通通費費支支出出基基準準  

 ((11))  国国内内  

  ア 出発地を基点に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。（原

則 IC 料金にて計算し途中下車可能区間の乗車券や往復割引等適用します。） 

イ 同一特急列車に 80km以上乗車する場合、または同一新幹線に 100km以上乗車する場合は

「特急料金」を支出できます。なお、この距離を満たさず、特急列車の利用を必要とする

場合は事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。 

ウ 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島からの招聘は、航空機エコノミークラスの

実費（クラス J等、エコノミークラスより上位のクラスは利用できません。）を支出できま

す。 

エ ウ以外の地域の航空機の利用は、鉄道利用の場合より経済的である場合に支出できます。 

オ 船舶賃は、船舶の乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支出

できます。 

 ((22))  海海外外  

ア 空港まで（から）の経済的かつ合理的な経路の国内運賃 

イ 航空運賃実費 

① エコノミークラスの実費（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です。） 

※ なお、教授、准教授等に相当する職格については、次のＡ～Ｃの条件をすべて満たす

場合は、最上級から 1つ下の級（ビジネスクラス等）についても支出可能です。 

  Ａ 下記のａ、ｂとも 7,000km（4,375マイル）を超えていること 

   ａ 出発地から最終到達地までの直線距離 

 

          

ｂ 航空機の一区間（同一航空機での飛行区間。経由便の場合は、各航空機での飛行

区間をそれぞれ一区間として扱う。）の直線距離 

 

 

Ｂ 事前に、購入予定の航空運賃について、研究費担当事務室へメールや書面で連絡し、 

購入の承認を得ること。 

  Ｃ 航空会社の割引制度など、経済的かつ合理的な方法を選択して安価に購入すること。 

 

② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、燃油特別付加

運賃を含む。 

ウ 船舶、鉄道運賃実費 

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、3 等級以上に分

かれている場合は、最上級から 1つ下位の級に相当する種別の実費とします。 

 

２２  宿宿泊泊費費支支出出基基準準((食食事事代代等等はは除除くく))  

 (1) 国内からの招聘 1泊あたり 15,000円を上限とする実費 

 (2) 海外からの招聘 1泊あたり 20,000円を上限とする実費 

研研究究者者招招聘聘にに伴伴うう交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・謝謝礼礼  

出発地 最終到達地 直線距離 

出発地 経由地 最終到達地 航空機Ａ一区間 航空機Ｂ一区間 
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(5) 茶菓子等の手土産に係る費用は支出できません。 

(6) 研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししててのの支支出出ははででききまませせんん。。 

(7) 謝謝礼礼にに交交通通費費及及びび宿宿泊泊費費をを含含めめてて支支給給すするる場場合合はは、、含含めめたた合合計計金金額額にに課課税税ししまますす。。 

(8) 原原則則ととししてて、、振振込込みみででのの支支払払いいととななりりまますすがが、、やむを得ず、本学研究者等が立替える場合、 

領領収収書書ににはは源源泉泉徴徴収収税税込込みみのの金金額額をご記載ください。 

(9)  英文校閲等については、海外発信支援委員会による支援制度があります。詳細は研究知財 

事務室（03-3296-4327）までお問い合せください。 

  （参照）https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/khsi/khsi/khsi.html 

(10)  科学技術研究所では、所員に英文校閲助成を行っています。詳細は生田研究知財事務室

（044-934-7718）までお問い合わせください。 

  

  

  

９９  謝謝礼礼金金暫暫定定基基準準                        <基準は税込金額> 

役務の内容 職・資格 金 額 

講演料及び一時的な専門知識

の提供のための講師料講演料 

(2 時間を基準とし、半日以内) 

本学専任教職員 40,000円以内 

本学以外の者(外国からの招聘

者、国内著名者) 

本学専任教職員以外の者 

70,000円以内 

本学専任教職員以外の者が半日を

越えて行う場合 
100,000円以内 

司会謝金 

(公開講座 公開講演会) 

半日以内の場合                                     6,000円程度 

半日を越える場合 10,000円程度 

通訳謝金 

(英語・その他の言語) 

(公開講座 公開講演会) 

(2 時間を基準とし、半日以内) 

本学専任教職員 40,000円以内 

本学専任教職員以外の者 50,000円以内 

本学専任教職員以外の者が半日を

越えて行う場合 
80,000円以内 

翻訳・校閲謝金                            

(本業ではないものに依頼した

場合) 

翻訳-日本語からの翻訳 
400字あたり 

4,800円程度 

翻訳-外国語からの翻訳 
200語あたり 

4,800円程度 

校閲-外国語 300語あたり  2,600円程度 

聞き取り調査・ヒアリング 

調査 

専門的知識供与謝金 

1件あたり 10,000円～30,000円 

1日あたり 20,000円～50,000円 

単発で行う実験・調査等用務

の謝金 

専門分野に関する技術・技能を伴

う者(1回 8時間程度) 
13,600円以内 

一般研究補助業務 

(1回 8時間程度) 
10,400円以内 
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  （（特特定定個個人人研研究究費費でではは、、支支出出ででききまませせんん。。））  

    招招聘聘ととはは、、シシンンポポジジウウムムやや研研究究会会等等のの研研究究活活動動ののたためめにに国国内内ままたたはは海海外外かからら著著名名なな研研究究者者等等をを

おお招招ききすするるここととををささししまますす。。ななおお、、研研究究代代表表者者、、研研究究分分担担者者がが研研究究会会等等にに出出席席すするる場場合合はは招招聘聘にに

ああたたららなないいたためめ、、そそのの際際はは、、研研究究出出張張旅旅費費申申請請書書でで申申請請ししててくくだだささいい。。  

  

１１  交交通通費費支支出出基基準準  

 ((11))  国国内内  

  ア 出発地を基点に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。（原

則 IC 料金にて計算し途中下車可能区間の乗車券や往復割引等適用します。） 

イ 同一特急列車に 80km以上乗車する場合、または同一新幹線に 100km以上乗車する場合は

「特急料金」を支出できます。なお、この距離を満たさず、特急列車の利用を必要とする

場合は事前に研究費担当事務室（19 ページ）にご相談ください。 

ウ 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島からの招聘は、航空機エコノミークラスの

実費（クラス J等、エコノミークラスより上位のクラスは利用できません。）を支出できま

す。 

エ ウ以外の地域の航空機の利用は、鉄道利用の場合より経済的である場合に支出できます。 

オ 船舶賃は、船舶の乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支出

できます。 

 ((22))  海海外外  

ア 空港まで（から）の経済的かつ合理的な経路の国内運賃 

イ 航空運賃実費 

① エコノミークラスの実費（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です。） 

※ なお、教授、准教授等に相当する職格については、次のＡ～Ｃの条件をすべて満たす

場合は、最上級から 1つ下の級（ビジネスクラス等）についても支出可能です。 

  Ａ 下記のａ、ｂとも 7,000km（4,375マイル）を超えていること 

   ａ 出発地から最終到達地までの直線距離 

 

          

ｂ 航空機の一区間（同一航空機での飛行区間。経由便の場合は、各航空機での飛行

区間をそれぞれ一区間として扱う。）の直線距離 

 

 

Ｂ 事前に、購入予定の航空運賃について、研究費担当事務室へメールや書面で連絡し、 

購入の承認を得ること。 

  Ｃ 航空会社の割引制度など、経済的かつ合理的な方法を選択して安価に購入すること。 

 

② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、燃油特別付加

運賃を含む。 

ウ 船舶、鉄道運賃実費 

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、3 等級以上に分

かれている場合は、最上級から 1つ下位の級に相当する種別の実費とします。 

 

２２  宿宿泊泊費費支支出出基基準準((食食事事代代等等はは除除くく))  

 (1) 国内からの招聘 1泊あたり 15,000円を上限とする実費 

 (2) 海外からの招聘 1泊あたり 20,000円を上限とする実費 

研研究究者者招招聘聘にに伴伴うう交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・謝謝礼礼  

出発地 最終到達地 直線距離 

出発地 経由地 最終到達地 航空機Ａ一区間 航空機Ｂ一区間 
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(5) 茶菓子等の手土産に係る費用は支出できません。 

(6) 研研究究費費のの残残額額にに自自己己資資金金をを合合算算ししててのの支支出出ははででききまませせんん。。 

(7) 謝謝礼礼にに交交通通費費及及びび宿宿泊泊費費をを含含めめてて支支給給すするる場場合合はは、、含含めめたた合合計計金金額額にに課課税税ししまますす。。 

(8) 原原則則ととししてて、、振振込込みみででのの支支払払いいととななりりまますすがが、、やむを得ず、本学研究者等が立替える場合、 

領領収収書書ににはは源源泉泉徴徴収収税税込込みみのの金金額額をご記載ください。 

(9)  英文校閲等については、海外発信支援委員会による支援制度があります。詳細は研究知財 

事務室（03-3296-4327）までお問い合せください。 

  （参照）https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/khsi/khsi/khsi.html 

(10)  科学技術研究所では、所員に英文校閲助成を行っています。詳細は生田研究知財事務室

（044-934-7718）までお問い合わせください。 

  

  

  

９９  謝謝礼礼金金暫暫定定基基準準                        <基準は税込金額> 

役務の内容 職・資格 金 額 

講演料及び一時的な専門知識

の提供のための講師料講演料 

(2時間を基準とし、半日以内) 

本学専任教職員 40,000 円以内 

本学以外の者(外国からの招聘

者、国内著名者) 

本学専任教職員以外の者 

70,000 円以内 

本学専任教職員以外の者が半日を

越えて行う場合 
100,000 円以内 

司会謝金 

(公開講座 公開講演会) 

半日以内の場合                                     6,000円程度 

半日を越える場合 10,000 円程度 

通訳謝金 

(英語・その他の言語) 

(公開講座 公開講演会) 

(2時間を基準とし、半日以内) 

本学専任教職員 40,000 円以内 

本学専任教職員以外の者 50,000 円以内 

本学専任教職員以外の者が半日を

越えて行う場合 
80,000 円以内 

翻訳・校閲謝金                            

(本業ではないものに依頼した

場合) 

翻訳-日本語からの翻訳 
400字あたり 

4,800円程度 

翻訳-外国語からの翻訳 
200語あたり 

4,800円程度 

校閲-外国語 300語あたり  2,600円程度 

聞き取り調査・ヒアリング 

調査 

専門的知識供与謝金 

1件あたり 10,000 円～30,000円 

1日あたり 20,000 円～50,000円 

単発で行う実験・調査等用務

の謝金 

専門分野に関する技術・技能を伴

う者(1回 8時間程度) 
13,600 円以内 

一般研究補助業務 

(1回 8時間程度) 
10,400 円以内 
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７７  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

  安全保障輸出管理上、海外との取引（海外からの研究者等非居住者、または居住者（日本人

を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場合には、事前

の確認が必要です。学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

事前確認結果は、招聘旅費申請書等とあわせて提出してください。 

 

 

 

 

 

８８　　招招聘聘出出張張申申請請書書等等提提出出書書類類一一覧覧表表

　　※※招招聘聘旅旅費費申申請請書書はは必必ずず事事前前ににごご提提出出くくだだささいい。。

　　※※特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。

　　◯：必要　△：いずれか必要　　

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

旅

程

表

交交通通

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 △△ △△ ※※３３ ※※３３

鉄道・

バス
○○ 〇〇 △△ △△ ※※３３ ※※３３

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 ※※３３ ※※３３

鉄道・

バス
○○ 〇〇 ※※３３ ※※３３

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 △△ △△ ※※２２ ※※２２

※１　③もしくは④に旅程が記載されていなければ、⑤が必要です。

※２　海外の現地移動で鉄道・バスを利用した場合には⑨もしくは⑩が必要になります。

※３　招聘した研究者に、別途、講演料等の報酬・料金を支払う場合に必要となりますので、事前に

       研究費担当事務室(19ページ)までご連絡ください。

※４　⑥がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等

　　（出入国がわかるもの）が必要です。
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・
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・
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種種類類 宿宿泊泊

国

内
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泊

あ

り

宿

泊

な

し

○申請書等フォーマットはホームペー

ジをご活用ください。
https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/for
mat.html

○請求書・納品書・領収書の

宛名には「明治大学 所属学部等

研究者又は購入者氏名」を必ず明記

してください。
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３３  謝謝礼礼のの支支出出基基準準      

72 ページ「９ 謝礼金暫定基準」をご参照ください。 

 

４４  謝謝礼礼のの支支出出・・提提出出書書類類  

  源源泉泉徴徴収収のの対対象象となります。 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 謝礼金額の根拠資料 

講演会プログラム、滞在スケジュール等被招聘者の役割がわかる書類 

  （源泉徴収税率は 68ページ「通訳や講演等を依頼する」をご参照ください。） 

(3) 大学所定の領収書（やむを得ず、被招聘者に本学研究者が支払う場合のみ） 

 

５５  交交通通費費・・宿宿泊泊費費のの支支出出・・提提出出書書類類  

  ((11))  大大学学ままたたはは本本学学研研究究者者ががホホテテルルやや旅旅行行代代理理店店等等にに支支払払うう場場合合（（推推奨奨））  

この支払方法の場合、源源泉泉徴徴収収はは不不要要でですす。。  

   ア 提出書類 

① 招聘旅費申請書 

② 業者発行の交通費・宿泊費の請求書と明細書または立替えた全ての領収書と明細書 

③ 招聘報告書、往路のボーディングパスや半券、搭乗証明書等（59ページ「10提出書類

に関する留意事項」をご参照ください。）航空運賃を支払わない場合は、搭乗券・半券

の提出は不要です。ただし、招聘報告書の添付書類としてお使いいただけます。 

  ((22))  被被招招聘聘者者にに支支払払うう場場合合  

    交通費・宿泊費が実費であっても源源泉泉徴徴収収のの対対象象となります。研究費の効率的な使用を考

慮し、なるべく前項(1)の方法でご対応ください。 

    （源泉徴収税率は 68ページ「通訳や講演等を依頼する」をご参照ください。） 

   ア 提出書類 

    ① 報酬・手数料支払依頼書 

② 支払金額の根拠資料 

・講演会プログラム、滞在スケジュール等被招聘者の役割がわかる書類 

・「招聘旅費申請書」 

・基準に則った航空賃、宿泊費の相当額が分かる書類 

 (ｅチケット、見積金額や手配・予約時の金額が分かるもの等) 

③ 大学所定の領収書（やむを得ず、被招聘者に本学研究者が支払う場合のみ） 

イ 留意事項 

① 宿泊費相当額は、宿泊先予約時の金額やホームページの情報等を参考に、73ページの

「２ 宿泊費支出基準」及び滞在スケジュールによる滞在日数から算定してください。 

    ② 謝礼も合算して支出する場合は 72 ページ「９ 謝礼金暫定基準」をご参照の上、算

出して加算してください。 

 

６６  支支出出のの方方法法  

 (1) 海外から招聘する場合 

   ア 被招聘者の本人名義の口座が日本国内にある場合は、「報酬・手数料支払依頼書」等に

記入いただき、そちらの口座に振り込みます。 

   イ 本学研究者等が立替える場合は、領収書(大学所定の様式)と引換えに謝金をお支払い

ください。領収書の金額は税込額で被招聘者の氏名・印鑑（サイン）及び受領日の記入

が必要です。 

 (2) 国内から招聘する場合 

「報酬・手数料支払依頼書」に記入いただく日本国内の招聘者本人口座へ振り込みます。 
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７７  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

  安全保障輸出管理上、海外との取引（海外からの研究者等非居住者、または居住者（日本人

を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場合には、事前

の確認が必要です。学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

事前確認結果は、招聘旅費申請書等とあわせて提出してください。 

 

 

 

 

 

８８　　招招聘聘出出張張申申請請書書等等提提出出書書類類一一覧覧表表

　　※※招招聘聘旅旅費費申申請請書書はは必必ずず事事前前ににごご提提出出くくだだささいい。。

　　※※特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。

　　◯：必要　△：いずれか必要　　

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

旅

程

表

交交通通

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 △△ △△ ※※３３ ※※３３

鉄道・

バス
○○ 〇〇 △△ △△ ※※３３ ※※３３

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 ※※３３ ※※３３

鉄道・

バス
○○ 〇〇 ※※３３ ※※３３

航空機 ○○ 〇〇 △△ △△ ※※１１ 〇〇 △△ △△ ※※２２ ※※２２

※１　③もしくは④に旅程が記載されていなければ、⑤が必要です。

※２　海外の現地移動で鉄道・バスを利用した場合には⑨もしくは⑩が必要になります。

※３　招聘した研究者に、別途、講演料等の報酬・料金を支払う場合に必要となりますので、事前に

       研究費担当事務室(19ページ)までご連絡ください。

※４　⑥がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等

　　（出入国がわかるもの）が必要です。
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○申請書等フォーマットはホームペー

ジをご活用ください。
https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/for
mat.html

○請求書・納品書・領収書の

宛名には「明治大学 所属学部等

研究者又は購入者氏名」を必ず明記

してください。
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３３  謝謝礼礼のの支支出出基基準準      

72ページ「９ 謝礼金暫定基準」をご参照ください。 

 

４４  謝謝礼礼のの支支出出・・提提出出書書類類  

  源源泉泉徴徴収収のの対対象象となります。 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 謝礼金額の根拠資料 

講演会プログラム、滞在スケジュール等被招聘者の役割がわかる書類 

  （源泉徴収税率は 68ページ「通訳や講演等を依頼する」をご参照ください。） 

(3) 大学所定の領収書（やむを得ず、被招聘者に本学研究者が支払う場合のみ） 

 

５５  交交通通費費・・宿宿泊泊費費のの支支出出・・提提出出書書類類  

  ((11))  大大学学ままたたはは本本学学研研究究者者ががホホテテルルやや旅旅行行代代理理店店等等にに支支払払うう場場合合（（推推奨奨））  

この支払方法の場合、源源泉泉徴徴収収はは不不要要でですす。。  

   ア 提出書類 

① 招聘旅費申請書 

② 業者発行の交通費・宿泊費の請求書と明細書または立替えた全ての領収書と明細書 

③ 招聘報告書、往路のボーディングパスや半券、搭乗証明書等（59ページ「10提出書類

に関する留意事項」をご参照ください。）航空運賃を支払わない場合は、搭乗券・半券

の提出は不要です。ただし、招聘報告書の添付書類としてお使いいただけます。 

  ((22))  被被招招聘聘者者にに支支払払うう場場合合  

    交通費・宿泊費が実費であっても源源泉泉徴徴収収のの対対象象となります。研究費の効率的な使用を考

慮し、なるべく前項(1)の方法でご対応ください。 

    （源泉徴収税率は 68ページ「通訳や講演等を依頼する」をご参照ください。） 

   ア 提出書類 

    ① 報酬・手数料支払依頼書 

② 支払金額の根拠資料 

・講演会プログラム、滞在スケジュール等被招聘者の役割がわかる書類 

・「招聘旅費申請書」 

・基準に則った航空賃、宿泊費の相当額が分かる書類 

 (ｅチケット、見積金額や手配・予約時の金額が分かるもの等) 

③ 大学所定の領収書（やむを得ず、被招聘者に本学研究者が支払う場合のみ） 

イ 留意事項 

① 宿泊費相当額は、宿泊先予約時の金額やホームページの情報等を参考に、73ページの

「２ 宿泊費支出基準」及び滞在スケジュールによる滞在日数から算定してください。 

    ② 謝礼も合算して支出する場合は 72 ページ「９ 謝礼金暫定基準」をご参照の上、算

出して加算してください。 

 

６６  支支出出のの方方法法  

 (1) 海外から招聘する場合 

   ア 被招聘者の本人名義の口座が日本国内にある場合は、「報酬・手数料支払依頼書」等に

記入いただき、そちらの口座に振り込みます。 

   イ 本学研究者等が立替える場合は、領収書(大学所定の様式)と引換えに謝金をお支払い

ください。領収書の金額は税込額で被招聘者の氏名・印鑑（サイン）及び受領日の記入

が必要です。 

 (2) 国内から招聘する場合 

「報酬・手数料支払依頼書」に記入いただく日本国内の招聘者本人口座へ振り込みます。 
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１１  提提出出書書類類  

 (1)  見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

※ 見積書・納品書・請求書・領収書はデータベースの内容・利用期間が明記されているもの 

２２  留留意意事事項項  

  利用期間が複数年度にわたる場合、研究費によっては按分が必要となります。 

研究費の種類によって按分の方法が異なりますので、詳細は研究費担当事務室(19ページ)へ

ご相談ください。 

 

 

 

 

１１  本本学学ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

((11))  購購入入場場所所：購入の際には、IDカード（身分証明書）の提示が必要です。  

 ア 駿河台キャンパス【財務課】大学会館 4階 

 イ 和泉キャンパス 【和泉キャンパス課】第一校舎 1階 

 ウ 生田キャンパス 【生田キャンパス課】中央校舎 1階 

 エ 中野キャンパス 【中野キャンパス事務室】低層棟 3階 

((22))  公公的的資資金金（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ））をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（科研費、研究支援、研究所、受託・共同（公的団体等）など）（18ページ参照） 

  ア 提出書類 

   ① 使用済みのコピーカード 

 ② 購入時の領収書 

  イ 留意事項 

① ココピピーーカカーードド代代のの支支出出申申請請ににはは、、使使用用済済みみココピピーーカカーードドのの提提出出がが必必要要でですす。。  

② 「「教教育育研研究究用用ココピピーー・・ププリリペペイイドドカカーードド交交付付申申請請書書兼兼研研究究費費支支出出願願」」にによよるるココピピーーカカ

ーードドのの購購入入ははででききまませせんん。。 

((33))  企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託・・助助成成等等やや明明治治大大学学のの学学納納金金等等をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（特定個人、企業からの受託研究・共同研究、寄付金、研究助成） 

  ア 提出書類 

     以下のいずれかをご提出ください。 

   ① 立替払い ：「購入時の領収書」 

 ② 請求書払い：「教育研究用コピー・プリペイドカード交付申請書兼研究費支出願」を 

記入の上、購入場所へ提出 

  イ 留意事項 

「教育研究用コピー・プリペイド交付申請書兼研究費支出願」（請求書払い）の場合は、 
研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて支支出出ででききまませせんん。特に年度末は研究費の残額を確認 

してからご購入ください。 
２２  他他大大学学等等ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

(1) 提出書類  

   ア コピーカード イ 領収書 ウ 理由書 

(2) 留意事項 

使用枚数分のみ研究費での支出が可能ですので、ご注意ください。 

 

資資料料ののココピピーー、、IILLLL 等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書のの印印刷刷・・製製本本  
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76 
 

測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし等を本来の業務としている業者へ委託し、

その成果物等に対する委託費を支出できます。 

※※  海海外外のの業業者者にに日日本本でで実実施施のの業業務務をを委委託託すするる等等、、条条件件にによよりり源源泉泉徴徴収収のの対対象象ととななるる場場合合ががあありり

まますす。。6688 ペペーージジのの源源泉泉徴徴収収税税率率、、提提出出のの必必要要なな書書類類をを併併せせててごご参参照照くくだだささいい。。  

１１  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

 (1)  検検品品（（特特定定個個人人研研究究費費はは除除くく））  

検検品品室室ににおおいいてて「納品書」、「成果物（測定や分析等の報告書など）又は作業完了報告書」、「請求

書又は領収書」により検検品品ししまますす。。下下記記((22))提提出出書書類類をを検検品品室室へへごご持持参参くくだだささいい。。（（4411ペペーージジ参参照照））  

(2)  提出書類 

  ア 見積書 

  イ 納品書 

  ウ 請求書（または領収書） 

  エ 仕様書（作業内容、期間、成果物等の詳細が分かるもの） 

  オ 成果物（測定や分析等の報告書など）または作業完了報告書 

(3) 留意事項 

ア 領収書、請求書、納品書、見積書は、作業内容、期間、成果物等業務委託内容が記載され 

ているものをご提出ください。 

イ 業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよ 

うお願いします。 

 ウ 利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者のの  

利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出  

ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問  

いい合合わわせせくくだだささいい。。  

２２  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

  提出書類を参考に、大大学学でで業業者者をを選選定定ししてて発発注注ししまますす。。研究者が業者へ直接発注することは 

できません。 

(1) 対象 

  ア 1件の金額が 30万円以上のもの 

  イ 1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

(2) 提出書類 

  ア 調達願い（13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

  イ 見積書（参考見積として利用） 

  ウ 仕様書（作業内容、期間、成果物等の詳細が分かるもの） 

(3) 留意事項 

  ア 大学発注の場合、検品を済ませたうえで所定の納品場所に納品されます。 

イ 「調達願い」「仕様書」は、作業内容、期間、成果物を遺漏なく記入しご提出ください。 

  ウ 業者を特命とする必要がある場合には、「調達願い」「仕様書」にその理由等を記入し、 

併せて特命理由書（様式自由）と特命業者の見積書をご提出ください。 

  エ 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、下記の事態を防ぐため、見積書を業者に 

依頼する前に、研究費担当事務室（19ページ）までご相談ください。 

① 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

② 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する追 

加の支払いが生じた。  

３ 安全保障輸出管理について 

  安全保障輸出管理上、海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外 

での技術（情報）提供、海外からの研究者等非居住者、または居住者（日本人を含む）であって 

も｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

業業者者へへのの業業務務委委託託  
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１１  提提出出書書類類  

 (1)  見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

※ 見積書・納品書・請求書・領収書はデータベースの内容・利用期間が明記されているもの 

２２  留留意意事事項項  

  利用期間が複数年度にわたる場合、研究費によっては按分が必要となります。 

研究費の種類によって按分の方法が異なりますので、詳細は研究費担当事務室(19ページ)へ

ご相談ください。 

 

 

 

 

１１  本本学学ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

((11))  購購入入場場所所：購入の際には、IDカード（身分証明書）の提示が必要です。  

 ア 駿河台キャンパス【財務課】大学会館 4階 

 イ 和泉キャンパス 【和泉キャンパス課】第一校舎 1階 

 ウ 生田キャンパス 【生田キャンパス課】中央校舎 1階 

 エ 中野キャンパス 【中野キャンパス事務室】低層棟 3階 

((22))  公公的的資資金金（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ））をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（科研費、研究支援、研究所、受託・共同（公的団体等）など）（18ページ参照） 

  ア 提出書類 

   ① 使用済みのコピーカード 

 ② 購入時の領収書 

  イ 留意事項 

① ココピピーーカカーードド代代のの支支出出申申請請ににはは、、使使用用済済みみココピピーーカカーードドのの提提出出がが必必要要でですす。。  

② 「「教教育育研研究究用用ココピピーー・・ププリリペペイイドドカカーードド交交付付申申請請書書兼兼研研究究費費支支出出願願」」にによよるるココピピーーカカ

ーードドのの購購入入ははででききまませせんん。。 

((33))  企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託・・助助成成等等やや明明治治大大学学のの学学納納金金等等をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（特定個人、企業からの受託研究・共同研究、寄付金、研究助成） 

  ア 提出書類 

     以下のいずれかをご提出ください。 

   ① 立替払い ：「購入時の領収書」 

 ② 請求書払い：「教育研究用コピー・プリペイドカード交付申請書兼研究費支出願」を 

記入の上、購入場所へ提出 

  イ 留意事項 

「教育研究用コピー・プリペイド交付申請書兼研究費支出願」（請求書払い）の場合は、 
研究費の残額に自自己己資資金金をを合合算算ししてて支支出出ででききまませせんん。特に年度末は研究費の残額を確認 

してからご購入ください。 
２２  他他大大学学等等ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

(1) 提出書類  

   ア コピーカード イ 領収書 ウ 理由書 

(2) 留意事項 

使用枚数分のみ研究費での支出が可能ですので、ご注意ください。 

 

資資料料ののココピピーー、、IILLLL 等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書のの印印刷刷・・製製本本  

デデーータタベベーースス利利用用料料  
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測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし等を本来の業務としている業者へ委託し、

その成果物等に対する委託費を支出できます。 

※※  海海外外のの業業者者にに日日本本でで実実施施のの業業務務をを委委託託すするる等等、、条条件件にによよりり源源泉泉徴徴収収のの対対象象ととななるる場場合合ががあありり

まますす。。6688ペペーージジのの源源泉泉徴徴収収税税率率、、提提出出のの必必要要なな書書類類をを併併せせててごご参参照照くくだだささいい。。  

１１  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

 (1)  検検品品（（特特定定個個人人研研究究費費はは除除くく））  

検検品品室室ににおおいいてて「納品書」、「成果物（測定や分析等の報告書など）又は作業完了報告書」、「請求

書又は領収書」により検検品品ししまますす。。下下記記((22))提提出出書書類類をを検検品品室室へへごご持持参参くくだだささいい。。（（4411 ペペーージジ参参照照））  

(2)  提出書類 

  ア 見積書 

  イ 納品書 

  ウ 請求書（または領収書） 

  エ 仕様書（作業内容、期間、成果物等の詳細が分かるもの） 

  オ 成果物（測定や分析等の報告書など）または作業完了報告書 

(3) 留意事項 

ア 領収書、請求書、納品書、見積書は、作業内容、期間、成果物等業務委託内容が記載され 

ているものをご提出ください。 

イ 業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよ 

うお願いします。 

 ウ 利利益益相相反反行行為為（（教教育育、、研研究究等等にに関関すするる教教職職員員等等ととししててのの責責任任よよりりもも、、自自己己又又はは第第三三者者のの  

利利益益をを優優先先ささせせるる行行為為ををいいいいまますす。。））とと受受けけ取取らられれるる可可能能性性ががああるるケケーーススににつついいててはは、、支支出出  

ででききなないい可可能能性性ががあありりまますすののでで、、9911ペペーージジをを参参照照ののううええ、、事事前前にに研研究究費費担担当当事事務務室室へへおお問問  

いい合合わわせせくくだだささいい。。  

２２  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

  提出書類を参考に、大大学学でで業業者者をを選選定定ししてて発発注注ししまますす。。研究者が業者へ直接発注することは 

できません。 

(1) 対象 

  ア 1件の金額が 30万円以上のもの 

  イ 1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

(2) 提出書類 

  ア 調達願い（13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

  イ 見積書（参考見積として利用） 

  ウ 仕様書（作業内容、期間、成果物等の詳細が分かるもの） 

(3) 留意事項 

  ア 大学発注の場合、検品を済ませたうえで所定の納品場所に納品されます。 

イ 「調達願い」「仕様書」は、作業内容、期間、成果物を遺漏なく記入しご提出ください。 

  ウ 業者を特命とする必要がある場合には、「調達願い」「仕様書」にその理由等を記入し、 

併せて特命理由書（様式自由）と特命業者の見積書をご提出ください。 

  エ 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、下記の事態を防ぐため、見積書を業者に 

依頼する前に、研究費担当事務室（19ページ）までご相談ください。 

① 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

② 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する追 

加の支払いが生じた。  

３ 安全保障輸出管理について 

  安全保障輸出管理上、海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外 

での技術（情報）提供、海外からの研究者等非居住者、または居住者（日本人を含む）であって 

も｢特定類型｣に該当する者への技術（情報）提供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

業業者者へへのの業業務務委委託託  
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 研究遂行上、必要な書類・資料等の郵送・運搬 

 ※運搬費について 

1件の金額が 3300万万円円以以上上のの運運搬搬費費は大学を通じて発注しなければなりません。 

  該当案件がある場合は、事前に研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。 

  

１１  提提出出書書類類  

 (1) 請求書または領収書 

 (2) 明細書 

 (3) 送付先・送付内容が分かる書類（特定個人研究費は不要） 

 (4) 発送控え（コンビニ払い等、宅配取次店から発送した場合） 

 

２２  留留意意事事項項  

 (1) 切切手手、、ははががきき、、レレタターーパパッックク、、ススママーートトレレタターーを使用する場合、そそのの都都度度、、使使用用すするる枚枚数数

ををごご購購入入くくだだささいい。研究費からの支出は、当該研究課題において使用した分に限られます。

慶弔用切手、年賀はがき等には使用できません。また、余余りりををスストトッッククししてて、、次次年年度度以以降降にに

使使用用すするるここととははででききまませせんん。。  

 (2) 研究に直接関係のない物品等の郵送・運搬には使用できません。 

 (3) 郵送・運搬の起点・終点は原則として、研究室となり、自宅を終起点とする郵送・運搬は

支出できません。 

(4) 荷物を運搬するため、タクシー等を利用する場合については、予め研究費担当事務室（19

ページ）へご相談ください。 

(5) 海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

 

≪≪安安全全保保障障貿貿易易管管理理≫≫ 

国際的取り決めに基づいて外国為替及び外国貿易法（リスト規制及びキャッチオール規制）に

より、国際的な平和及び安全の維持・テロ防止の観点から、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に

係る貨物の輸出や技術の提供を規制されています。 
外国へ送付する貨物や技術情報が外為法の政令である輸出貿易管理令及び外国為替令による規

制に該当するか否かについて確認が必要となります。 
[研究活動にかかわる安全保障貿易管理について]  
http://www.meiji.ac.jp/osri/anzenhosho.htm  

[参考：経済産業省ＨＰ]  

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 

書書類類のの郵郵送送、、荷荷物物のの運運搬搬  

安安全全保保障障輸輸出出管管理理ココララムム「「いいつつののままににややらら貿貿易易商商」」  

「研究機材を海外に送ってしまったがために、1000万円の罰金が課せられた。」 

 こんな事態が大学で起こりえることをご存知でしょうか？ 

 自国の荷物を他国に送ることを「輸出」といいます。 

 実はこの「輸出」、研究成果となるサンプルや情報の移動にも適用されます。つまり、大学研

究者にも適用されます。いつのまにやら貿易商にでもなったかのようですが、貿易商は通常、

輸出する貨物が規制対象である場合、ちゃんと経済産業省に許可をもらっています。 

 転じて大学ならどうか。これまた、何も事情は変わらず、許可が必要です。 

 ビジネスでないから大丈夫、というわけではないのです。大変な時代になりました。 

 さて、許可が必要となる対象は、兵器などの開発に関する懸念がある物と技術。 

 経済産業省の下記ウェブサイトにある貨物・技術のマトリクス表にて検索できます。 

  https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

 ただしこの対象範囲、専門の研究者であってもなかなか判別しづらいのが実情です。 

 本制度については、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 
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３３  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

  ((11))    個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう

にしてください。 

アア  検検品品等等（（特特定定個個人人研研究究費費はは除除くく））  

①①  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））                    

    検検品品はは不不要要でですす。。ココピピーーししたた資資料料概概要要やや取取寄寄せせ件件数数等等をを空空所所等等にに明明記記ののううええ、、下下記記

「「イイ  提提出出書書類類」」をを研研究究費費担担当当部部署署へへごご提提出出くくだだささいい。。（（文文献献取取寄寄代代はは、、イイのの➂➂ののみみでで可可。。））  

②②  報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

検検品品室室ににおおいいてて「「納納品品書書」」とと「「完完成成ししたた印印刷刷物物（（部部数数分分））」」にによよりり、、検検品品ししまますすので

以下「イ 提出書類」と併せてご持参ください。ただし、印刷物の種類、形状、大きさ、

数量によって持持参参がが難難ししいい場場合合はは、、出出張張検検品品をを行行いいまますすので、検検品品室室へご相談ください。

（詳しくは別途配布する「公的資金における検品マニュアル」及び 41 ページ「検品・

検収の実施」をご参照ください。） 

イ 提出書類 

    ① 見積書 

    ② 納品書 

    ③ 請求書または領収書 

※ 領収書、請求書、納品書、見積書は、印刷物の名称（コピーの場合、何をコピーした 

のか）、発行部数等が記載されているもの 

④ 完成した印刷物 1部 ─ 特定個人研究費は除く。（コピーの場合は不要です。） 

※ 印刷物の種類や数量等により可能な場合は、1 部を研究費担当事務室で保管します。

また、ご提供が不可能な場合は、検品の際にタイトル等必要な情報が記載されている部

分のコピーや写真を撮らせていただきますのでご了承ください。 

((22))  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

    以下に該当するものは、研究者が業者へ直接発注することはできません。「調達願い」（大

きさ、部数、予定頁数、カラーの有無等を記入）・見本・見積書を参考に、大大学学でで業業者者をを選選

定定しし、、発発注注ししまますす。。  

ア 対象 

    ① 1件の金額が 30万円以上のもの 

    ② 1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

   イ 提出書類 

    ① 調達願い（13 ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

    ② 見本（原稿） 

③ 見積書（参考見積として利用します） 

    ④ 完成した印刷物 1部（大学に納めます） 

   ウ 検収 

     大学発注の場合、大学で検収後、所定の納品場所に納品されます。 

  ((33))  留留意意事事項項  

   ア 二次利用が想定される案件（既に作成済みのポスター、チラシ、パンフレット等から地

図やデザイン、ロゴ、文章等を、他の印刷物等で二次利用を行う可能性がある場合）は、

著作権法上の問題が生じないようご留意ください。 

   イ 市販する著書の刊行費用は支出できません。 

 

78

コ 

ピ 

ー 

・ 

印 

刷 

製 

本



79 
 

 

 

 

 研究遂行上、必要な書類・資料等の郵送・運搬 

 ※運搬費について 

1件の金額が 3300万万円円以以上上のの運運搬搬費費は大学を通じて発注しなければなりません。 

  該当案件がある場合は、事前に研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。 

  

１１  提提出出書書類類  

 (1) 請求書または領収書 

 (2) 明細書 

 (3) 送付先・送付内容が分かる書類（特定個人研究費は不要） 

 (4) 発送控え（コンビニ払い等、宅配取次店から発送した場合） 

 

２２  留留意意事事項項  

 (1) 切切手手、、ははががきき、、レレタターーパパッックク、、ススママーートトレレタターーを使用する場合、そそのの都都度度、、使使用用すするる枚枚数数

ををごご購購入入くくだだささいい。研究費からの支出は、当該研究課題において使用した分に限られます。

慶弔用切手、年賀はがき等には使用できません。また、余余りりををスストトッッククししてて、、次次年年度度以以降降にに

使使用用すするるここととははででききまませせんん。。  

 (2) 研究に直接関係のない物品等の郵送・運搬には使用できません。 

 (3) 郵送・運搬の起点・終点は原則として、研究室となり、自宅を終起点とする郵送・運搬は

支出できません。 

(4) 荷物を運搬するため、タクシー等を利用する場合については、予め研究費担当事務室（19

ページ）へご相談ください。 

(5) 海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。 

 学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 

 

≪≪安安全全保保障障貿貿易易管管理理≫≫ 

国際的取り決めに基づいて外国為替及び外国貿易法（リスト規制及びキャッチオール規制）に

より、国際的な平和及び安全の維持・テロ防止の観点から、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に

係る貨物の輸出や技術の提供を規制されています。 
外国へ送付する貨物や技術情報が外為法の政令である輸出貿易管理令及び外国為替令による規

制に該当するか否かについて確認が必要となります。 
[研究活動にかかわる安全保障貿易管理について]  
http://www.meiji.ac.jp/osri/anzenhosho.htm  

[参考：経済産業省ＨＰ]  

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 

書書類類のの郵郵送送、、荷荷物物のの運運搬搬  

安安全全保保障障輸輸出出管管理理ココララムム「「いいつつののままににややらら貿貿易易商商」」  

「研究機材を海外に送ってしまったがために、1000万円の罰金が課せられた。」 

 こんな事態が大学で起こりえることをご存知でしょうか？ 

 自国の荷物を他国に送ることを「輸出」といいます。 

 実はこの「輸出」、研究成果となるサンプルや情報の移動にも適用されます。つまり、大学研

究者にも適用されます。いつのまにやら貿易商にでもなったかのようですが、貿易商は通常、

輸出する貨物が規制対象である場合、ちゃんと経済産業省に許可をもらっています。 

 転じて大学ならどうか。これまた、何も事情は変わらず、許可が必要です。 

 ビジネスでないから大丈夫、というわけではないのです。大変な時代になりました。 

 さて、許可が必要となる対象は、兵器などの開発に関する懸念がある物と技術。 

 経済産業省の下記ウェブサイトにある貨物・技術のマトリクス表にて検索できます。 

  https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

 ただしこの対象範囲、専門の研究者であってもなかなか判別しづらいのが実情です。 

 本制度については、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html）をご確認ください。 
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３３  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

  ((11))    個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう

にしてください。 

アア  検検品品等等（（特特定定個個人人研研究究費費はは除除くく））  

①①  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））                    

    検検品品はは不不要要でですす。。ココピピーーししたた資資料料概概要要やや取取寄寄せせ件件数数等等をを空空所所等等にに明明記記ののううええ、、下下記記

「「イイ  提提出出書書類類」」をを研研究究費費担担当当部部署署へへごご提提出出くくだだささいい。。（（文文献献取取寄寄代代はは、、イイのの➂➂ののみみでで可可。。））  

②②  報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

検検品品室室ににおおいいてて「「納納品品書書」」とと「「完完成成ししたた印印刷刷物物（（部部数数分分））」」にによよりり、、検検品品ししまますすので

以下「イ 提出書類」と併せてご持参ください。ただし、印刷物の種類、形状、大きさ、

数量によって持持参参がが難難ししいい場場合合はは、、出出張張検検品品をを行行いいまますすので、検検品品室室へご相談ください。

（詳しくは別途配布する「公的資金における検品マニュアル」及び 41 ページ「検品・

検収の実施」をご参照ください。） 

イ 提出書類 

    ① 見積書 

    ② 納品書 

    ③ 請求書または領収書 

※ 領収書、請求書、納品書、見積書は、印刷物の名称（コピーの場合、何をコピーした 

のか）、発行部数等が記載されているもの 

④ 完成した印刷物 1部 ─ 特定個人研究費は除く。（コピーの場合は不要です。） 

※ 印刷物の種類や数量等により可能な場合は、1 部を研究費担当事務室で保管します。

また、ご提供が不可能な場合は、検品の際にタイトル等必要な情報が記載されている部

分のコピーや写真を撮らせていただきますのでご了承ください。 

((22))  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

    以下に該当するものは、研究者が業者へ直接発注することはできません。「調達願い」（大

きさ、部数、予定頁数、カラーの有無等を記入）・見本・見積書を参考に、大大学学でで業業者者をを選選

定定しし、、発発注注ししまますす。。  

ア 対象 

    ① 1件の金額が 30万円以上のもの 

    ② 1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

   イ 提出書類 

    ① 調達願い（13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

    ② 見本（原稿） 

③ 見積書（参考見積として利用します） 

    ④ 完成した印刷物 1部（大学に納めます） 

   ウ 検収 

     大学発注の場合、大学で検収後、所定の納品場所に納品されます。 

  ((33))  留留意意事事項項  

   ア 二次利用が想定される案件（既に作成済みのポスター、チラシ、パンフレット等から地

図やデザイン、ロゴ、文章等を、他の印刷物等で二次利用を行う可能性がある場合）は、

著作権法上の問題が生じないようご留意ください。 

   イ 市販する著書の刊行費用は支出できません。 
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２２  学学内内会会場場（（有有料料））・・学学外外会会場場のの借借用用  

(1) 提出書類 

  ア 請求書（見積書）または領収書 

  イ 研究課題に係ることがわかる目的、使用日時、使用者が明記された書類等 

(2) 留意点 

  ア 会場の一時的借用に関しては、30万円以上でも大学調達の対象ではありません。 

イ 学内会場は、以下管理部署にて使用会場の予約及び利用申請を行ってください。 

３３  学学内内会会場場のの管管理理部部署署（（会会場場のの予予約約））  

キャンパス 予約受付部署 連絡先（内線） 

駿河台 駿河台：会場貸出受付 03-3296-4337（60-4337） 

和泉 和泉：会場貸出受付 03-5300-1403（62-1403） 

生田 生田キャンパス課 044-934-7589（63-7589） 

中野 中野キャンパス事務室 03-5343-8014（66-8014） 

   ※駿河台・和泉キャンパスの「会場貸出受付」事務室は「検品室」と同室です。 

 

 

 

 

研究遂行上、必要な会議等における弁当代 

 

１１  提提出出書書類類  

 (1) 会議費申請書 

 (2) 会議等の開催通知や打合せの招集メール等のハードコピー 

 (3) 納品書・請求書または領収書・明細書（飲料等の明細と金額が明記されたもの） 

     

２２  留留意意事事項項  

 (1) 特特定定個個人人研研究究費費、、研研究究所所研研究究費費（（社社研研、、人人文文研研、、技技研研））でではは支支出出ででききまませせんん。。 

 (2) 会議費の支出に際しては、研究費の効率的な使用を心がけ、社会通念上妥当な支出を行っ

てください（アルコールの提供を伴う場合は支出できません）。 

 (3) 会議を伴わない茶菓子・弁当代は支出できません。 

 

 

 

 

事前に研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。 

 

１１  提提出出書書類類  

 (1) 領収書（請求書払い対応不可） 

 (2) 利用の時間・金額等が分かる明細 

 (3) 当該託児サービスであることが確認できる資料 

例：託児所ホームページ画面コピー、託児利用の申込書（控）、メール等 

(4) 理由書(以下を記載) 

「子供の氏名・年齢」、「通常子供を預けている保育園・幼稚園の名称」「通常子供を預けて 

いる保育園・幼稚園の利用頻度と時間」「学会・研究集会の参加にあたるスケジュール」 

※ 臨時的な託児所の利用が必要である旨。 

 (5) 参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類 

会会議議のの弁弁当当、、おお茶茶、、茶茶菓菓子子  

臨臨時時的的なな託託児児料料  
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１１  契契約約をを締締結結ししなないい年年額額 3300万万円円未未満満ままででののレレンンタタルル  

(1) 提出書類 

   ア 見積書 イ 納品書 ウ 請求書（または領収書） 

(2) 留意事項 

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう

お願いします。 

 

２２  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

  以下に該当するものは、提出書類を参考に、大学で業者を選定して発注します。研究者が業

者へ直接発注することはできません。 

(1) 対象 

  ア 機器等の借用に関する契約を結ばないレンタルで年額 30万円以上のもの  

 イ 30万円未満であっても機器等の借用に関する契約を締結するもの 

(2) 提出書類 

   ア 調達願い（13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

  イ 製品カタログ 

  ウ 見積書（参考見積として利用します。） 

(3) 留意事項 

    契契約約をを締締結結すするるももののはは、、途途中中解解約約ががででききまませせんんので、ご注意ください。 

 

３３  検検収収  

100 万円超えの場合、調達規程に基づき検検収収ををししまますす。。 

 

 

 

 

 

 

  

特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。  

  

１１  学学内内会会場場のの無無料料借借用用  

(1) 対象 

  研研究究計計画画にに基基づづきき採採択択さされれたた研研究究課課題題でで利利用用すするる場場合合でで、、参参加加費費等等をを徴徴収収ししなないい場場合合はは、、

無無料料ででのの借借用用がが可可能能でですす。。  

(2) 提出書類 

  ア 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 

  イ 開催通知やチラシ（開催する行事等の内容のわかるもの） 

(3) 手続き 

   ア 会場予約：次ページ「３」にてご希望に合った規模の会場をご予約ください。 

   イ 研究費担当部署が借用することとなりますので、「(2)ア」の申請者記入欄は記入せず

各研究費担当部署へご提出ください。 

 

 

機機器器ののレレンンタタルル  

会会場場のの借借用用  
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２２  学学内内会会場場（（有有料料））・・学学外外会会場場のの借借用用  

(1) 提出書類 

  ア 請求書（見積書）または領収書 

  イ 研究課題に係ることがわかる目的、使用日時、使用者が明記された書類等 

(2) 留意点 

  ア 会場の一時的借用に関しては、30万円以上でも大学調達の対象ではありません。 

イ 学内会場は、以下管理部署にて使用会場の予約及び利用申請を行ってください。 

３３  学学内内会会場場のの管管理理部部署署（（会会場場のの予予約約））  

キャンパス 予約受付部署 連絡先（内線） 

駿河台 駿河台：会場貸出受付 03-3296-4337（60-4337） 

和泉 和泉：会場貸出受付 03-5300-1403（62-1403） 

生田 生田キャンパス課 044-934-7589（63-7589） 

中野 中野キャンパス事務室 03-5343-8014（66-8014） 

   ※駿河台・和泉キャンパスの「会場貸出受付」事務室は「検品室」と同室です。 

 

 

 

 

研究遂行上、必要な会議等における弁当代 
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２２  留留意意事事項項  

 (1) 特特定定個個人人研研究究費費、、研研究究所所研研究究費費（（社社研研、、人人文文研研、、技技研研））でではは支支出出ででききまませせんん。。 
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てください（アルコールの提供を伴う場合は支出できません）。 

 (3) 会議を伴わない茶菓子・弁当代は支出できません。 

 

 

 

 

事前に研究費担当事務室（19ページ）へご相談ください。 

 

１１  提提出出書書類類  

 (1) 領収書（請求書払い対応不可） 

 (2) 利用の時間・金額等が分かる明細 

 (3) 当該託児サービスであることが確認できる資料 

例：託児所ホームページ画面コピー、託児利用の申込書（控）、メール等 

(4) 理由書(以下を記載) 

「子供の氏名・年齢」、「通常子供を預けている保育園・幼稚園の名称」「通常子供を預けて 

いる保育園・幼稚園の利用頻度と時間」「学会・研究集会の参加にあたるスケジュール」 

※ 臨時的な託児所の利用が必要である旨。 

 (5) 参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類 

会会議議のの弁弁当当、、おお茶茶、、茶茶菓菓子子  

臨臨時時的的なな託託児児料料  
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１１  契契約約をを締締結結ししなないい年年額額 3300万万円円未未満満ままででののレレンンタタルル  

(1) 提出書類 

   ア 見積書 イ 納品書 ウ 請求書（または領収書） 

(2) 留意事項 

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう

お願いします。 

 

２２  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

  以下に該当するものは、提出書類を参考に、大学で業者を選定して発注します。研究者が業

者へ直接発注することはできません。 

(1) 対象 

  ア 機器等の借用に関する契約を結ばないレンタルで年額 30万円以上のもの  

 イ 30万円未満であっても機器等の借用に関する契約を締結するもの 

(2) 提出書類 

   ア 調達願い（13ページ「学内フォーマット集」で入手可能です。） 

  イ 製品カタログ 

  ウ 見積書（参考見積として利用します。） 

(3) 留意事項 

    契契約約をを締締結結すするるももののはは、、途途中中解解約約ががででききまませせんんので、ご注意ください。 

 

３３  検検収収  

100万円超えの場合、調達規程に基づき検検収収ををししまますす。。 

 

 

 

 

 

 

  

特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん。。  

  

１１  学学内内会会場場のの無無料料借借用用  

(1) 対象 

  研研究究計計画画にに基基づづきき採採択択さされれたた研研究究課課題題でで利利用用すするる場場合合でで、、参参加加費費等等をを徴徴収収ししなないい場場合合はは、、

無無料料ででのの借借用用がが可可能能でですす。。  

(2) 提出書類 

  ア 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 

  イ 開催通知やチラシ（開催する行事等の内容のわかるもの） 

(3) 手続き 

   ア 会場予約：次ページ「３」にてご希望に合った規模の会場をご予約ください。 

   イ 研究費担当部署が借用することとなりますので、「(2)ア」の申請者記入欄は記入せず

各研究費担当部署へご提出ください。 
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○○  研研究究費費等等にに関関すするる税税務務署署のの見見解解  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

直所 2-59 

昭和 33年 8月 20日 

国税局長 殿 

国税庁長官 

 

大大学学のの教教授授等等がが支支給給をを受受けけるる研研究究費費等等にに対対すするる所所得得税税のの取取扱扱ににつついいてて  

 

大学に勤務する教授、助教授、講師及び助手等（以下これらを「教授等」とい

う。）が当該大学から支給を受ける研究費、出版助成金、表彰金等に対する所得

税の課税に当っては、それぞれ下記により取り扱うこととされたい。 

 

記 

 

1 個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地

位又は資格等に応じ、年額又は月額により支給されるものについては、大学が

当該教授等からその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品がすべて大学に

帰属するものである等、大大学学がが直直接接支支出出すすべべききででああっったたももののをを当当該該教教授授等等をを通通

じじてて支支出出ししたたとと認認めめらられれるるももののをを除除きき、、当当該該教教授授等等のの給給与与所所得得ととすするるこことと。  

 

2 大学から与えられた研究題目又は当該教授等の選択による研究題目の研究の

ために必要な金額としてあらかじめ支給される研究奨励金のようなものにつ

いては、1に準じて取り扱うこと。 

 

3 教授等がその研究の成果を自費出版しようとする場合に、大学から支給を受

ける出版助成金等については、当該出版の実態に応じ、当該教授等の雑所得又

は事業所得の収入金額とすること。 

 

4 学術上の研究に特に成果を挙げた教授等又は教育実践上特に功績があった教

授等を表彰するものとして大学から支給される表彰金等については、当該教授

等の一時所得とすること。  
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２２  留留意意事事項項  

 (1) 科科学学研研究究費費助助成成事事業業（（直直接接経経費費にに限限るる））かからら支支出出ででききまますす。。 

 (2) 出張に伴い、託児料が発生する際の託児料と出張旅費は、整合性のとれた研究費から支出 

    しなければなりません。 

 (3) 託児料は課税対象となるため、給与合算となります。  

(4)  研究費と自己資金の合算はできません。 

 

 

 

 

 

１１  提提出出書書類類（（事事前前））  

必必ずず事事前前にに、、研究遂行上必要な経費であることを適切に説明する「「理理由由書書」」（13ページ「学内

フォーマット集」で入手可能）をご提出ください。理理由由書書のの内内容容にによよりり、、当当該該経経費費かかららのの支支出出

がが可可能能かかどどううかかをを判判断断すするるここととととななりりまますすののでで、、必必要要理理由由等等はは詳詳ししくくごご記記入入くくだだささいい。。理理由由がが

認認めめらられれたた場場合合ののみみ、、支支出出すするるここととがが可可能能でですす。。  

 

２２  支支出出がが認認めめらられれたた場場合合のの提提出出書書類類  

(1) 請求書または領収書 

 (2) 明細書 

 (3) その他認められた物件の支出に必要な書類 

 

３３  留留意意事事項項  

「明治大学における研究費の適正管理に関する規程」（84ページ）で定める最高管理責任者か

ら委任を受けた統括管理責任者の決裁が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そそのの他他、、研研究究遂遂行行上上必必要要なな経経費費  
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等

は
、
第

１
５

条
に
規

定
す
る

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
教

育
、
研

究
倫

理
教
育

等
を
受

け
る
と

と
も
に

、
前

２
項

に
定

め
る
事

項
を
約

す
る
た

め
、
誓

約
書
を

最
高
管

理
責
任

者
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
（
研

究
費
の

使
用
）

 
第 第

４４
条条

 
研

究
者

等
は

、
学

校
法

人
明

治
大

学
調

達
規

程
（

昭
和

４
６

年
規

程
第

３
９

号
）
、

学
校

法
人

明
治

大
学

専
任

教

職
員

旅
費

規
程
（

昭
和
５

２
年
規

程
第
６

４
号
）
等
の

関
係
校

規
及
び

研
究
費

ご
と
に

定
め
ら

れ
て
い

る
手
続

等
の
規

定

に
基

づ
き

、
研
究

費
を
使

用
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

（
最

高
管
理

責
任
者

）
 

第 第
５５

条条
 

本
大
学

全
体
の

研
究
活

動
を
統

括
し
、
研

究
費
の

管
理
・
運

営
に

つ
い
て

総
括
的

責
任
及

び
権
限

を
有
す

る
者
と

し
て

最
高

管
理
責

任
者
を

置
く
。

 
２

 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
学

長
を
も

っ
て
充

て
る
。

 
３

 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
研
究

費
の
取

扱
い
に

か
か
わ

る
適
正

使
用
及

び
不
正

防
止
に

向
け
た

方
針
の

策
定
及

び
管
理

体

制
の

構
築
を

図
る
。

 
 

（
統

括
管
理

責
任
者

）
 

第 第
６６

条条
 

最
高
管

理
責
任

者
を
補

佐
し
、
研

究
費
の

管
理
・
運

営
に

つ
い
て

本
大
学

全
体
を

統
括
す

る
者
と

し
て
統

括
管
理

責
任

者
を

置
く
。

 
２

 
統

括
管
理

責
任
者

は
、
学

長
が
指

名
す
る

副
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
３

 
統

括
管
理

責
任
者

は
、
最

高
管

理
責
任

者
の
命

を
受
け

、
第

８
条
に

規
定
す

る
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
、
研
究

費
の
管

  

理
・
運
営

並
び

に
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
教
育

、
啓

発
活
動

及
び
研

究
倫
理

教
育
に

つ
い
て

本
大
学

全
体
の

実
施
状

況
を
把

握
す

る
と
と

も
に
、
必

要
に
応

じ
、
次
条

に
規
定

す
る
機

関
管
理

責
任
者

に
対
し

、
研

究
費

の
管
理
・
運

営
に

か
か

わ
る

改
善

を
指
示

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
機

関
管
理

責
任
者

）
 

第 第
７７

条条
 

統
括
管

理
責
任

者
を
補

佐
す
る

者
と
し

て
機
関

管
理
責

任
者
を

置
く
。

 
２

 
機

関
管
理

責
任
者

は
、
研
究

企
画
推

進
本
部

長
、
研
究

活
用
知

財
本
部

長
、
社
会

科
学
研

究
所
長

、
人

文
科

学
研
究

所

長
及

び
科
学

技
術
研

究
所
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
３

 
機

関
管
理

責
任
者

は
、
各
機

関
に
お

け
る
研

究
者
等

に
よ
る

研
究
費

の
使
用

状
況
等

に
つ
い

て
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
を
行

い
、

必
要

に
応
じ

、
当
該

結
果
を

統
括
管

理
責
任

者
に
報

告
す
る

と
と
も

に
、
次
条
に

規
定
す

る
部
局

等
責
任

者
と
連

携
し
て

不
正

防
止
計

画
の
推

進
を
図

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
部

局
等
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

 
部
局
等

に
お
け

る
研
究

費
の
管

理
・
運
営

に
つ

い
て
実

質
的
な

責
任
と

権
限
を

持
つ
者

と
し
て

部
局
等

責
任
者

を

置
く

。
 

２
 

部
局

等
責

任
者

は
、

当
該

部
局

等
の

長
を

も
っ

て
充

て
る

こ
と

と
し

、
事

務
組

織
は

、
人

事
部

長
を

も
っ

て
充

て
る

。

た
だ

し
、
研

究
・
知
財

戦
略

機
構

及
び
国

際
連
携

機
構
は

当
該
機

構
長
が

指
名
す

る
副
機

構
長
１

名
を
も

っ
て
充

て
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

３
 
部

局
等
責

任
者
は

、
統
括

管
理
責

任
者
の

指
示
の

下
、
次

の
各
号

に
定
め

る
業
務

を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(
1)

 
自

己
の

管
理

監
督

及
び

指
導

す
る

部
局

等
に

お
け

る
対

策
を

実
施

し
、

実
施

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

統
括

管
理

責
任
者

へ
書
面

等
に
よ

り
報
告

す
る
。

 
(
2)

 
不

正
使
用

の
防
止

を
図
る

た
め
、
研
究

者
等
に

対
し
て

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
教

育
及
び

研
究
倫

理
教
育

を
実
施

し
、

受
講

状
況
を

管
理
監

督
す
る

。
 

(
3)

 
研

究
者

等
が

適
切

に
公

的
研

究
費

の
管

理
、

執
行

等
を

行
っ

て
い

る
か

等
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
、

必
要

に
応

じ
て

改
善

を
指
導

す
る
。

 
４

 
部

局
等
責

任
者
は

、
実

効
性

を
確
保

す
る
観

点
か
ら

、
学

科
・
専

攻
、
研
究

科
等
の

単
位
で

必
要
に

応
じ
て

部
局
等

副

責
任

者
を
任

命
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
研

究
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

推
進
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

のの
２２
 

各
部
局

等
に
お

け
る
研

究
費
の

管
理
・
運

営
並
び

に
研
究

費
の
不

正
使
用

等
研
究

活
動
に

お
け
る

不
正
行

為

を
防

止
す

る
た

め
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

教
育

及
び

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

啓
発

活
動

に
つ

い
て

実
質

的
な

責
任

と
権

限

を
有

す
る

者
と

し
て

研
究

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

責
任

者
（

以
下

「
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
推

進
責

任
者

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 
２

 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

責
任
者

は
、
部

局
等
責

任
者
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

責
任
者

は
、
実
効

性
を
確

保
す
る

観
点
か

ら
、
学
科
・
専

攻
、
研

究
科
等

の
単
位

で
、
必

要

に
応

じ
て

研
究

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

副
責

任
者

（
以

下
「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

副
責

任
者

」
と

い
う

。
）

を
置

く
こ

と
が
で

き
る
。

 
４

 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

副
責
任

者
は
、

部
局
等

副
責
任

者
を
も

っ
て
充

て
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

（
研

究
倫
理

教
育
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

のの
３３

 
研

究
者

等
に

対
す

る
研

究
倫

理
教

育
に

つ
い

て
実

質
的

な
責

任
と

権
限

を
有

す
る

者
と

し
て

研
究

倫
理

教

育
責

任
者

を
置
く

。
 

２
 
研

究
倫
理

教
育
責

任
者
は

、
部
局

等
責
任

者
を
も

っ
て
充

て
る
。

 
 

（
職

名
の
公

開
）

 
第 第

９９
条条

 
前
５
条

の
責
任

者
を
置

い
た
と

き
又
は

こ
れ
を

変
更
し

た
と
き

は
、
そ

の
職
名

を
公
開

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

84

規

程

等



   
（
不

正
防
止

計
画
）

 
第第

１１
００

条条
 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
本
大

学
に
お

け
る
研

究
費
の

管
理
・
運

営
状

況
及
び

研
究
費

の
取
扱

い
に
か

か
わ
る

不

正
の

発
生

要
因
を

把
握
す

る
と
と

も
に
、
具

体
的

な
不
正

防
止
計

画
を
策

定
し
、
当
該

計
画
を

着
実
に

実
施
し

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
前

項
に
規

定
す
る

不
正
防

止
計
画

の
実
施

に
当
た

っ
て
、
理

事
長

に
協

力
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
（
倫

理
審
査

委
員
会

）
 

第 第
１１

１１
条条

 
前

条
第
１

項
に
掲

げ
る
事

項
を
達

成
す
る

た
め
に

、
明
治

大
学
倫

理
審
査

委
員
会
（

以
下
「

委
員

会
」
と

い
う
。）

を
設

置
す

る
。

 
２

 
委

員
会
の

構
成
及

び
必
要

な
事
項

に
つ
い

て
は
、

別
に
定

め
る
。

 
 

（
防

止
計
画

推
進
部

署
）

 
第 第

１１
２２

条条
 
不

正
防
止

計
画
等

の
推
進

を
担
当

す
る
部

署
は
、

研
究
推

進
部
と

す
る
。

 
２

 
防

止
計
画

推
進
部

署
は
、

研
究
機

関
全
体

の
観
点

か
ら
具

体
的
な

対
策
を

策
定
し

、
実
施

状
況
を

確
認
す

る
。

 
（
監

査
）

 
第 第

１１
３３

条条
 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
理

事
長

と
協
議

し
、
研

究
費

の
適
正

な
管
理
・
運

営
の
た

め
、
定
期

的
又
は

臨
時
に

監

査
を

行
う

も
の
と

す
る
。

 
２
 

理
事

長
は
、
前
項

の
監
査

を
行
う

に
当
た

っ
て
、
監

査
室
長

を
経
て

監
査
室

員
の
中

か
ら
、
監
査

担
当
者

を
任
命

す
る
。

 

３
 

監
査

担
当

者
は

、
監

査
の

結
果

を
監

査
室

長
を

経
て

理
事

長
及

び
最

高
管

理
責

任
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 
理

事
長
及

び
最
高

管
理
責

任
者
は

、
監

査
の
結

果
、
改

善
等

が
必
要

で
あ
る

と
認
め

ら
れ
た

事
項
に

つ
い
て

、
速

や
か

に
、

有
効
か

つ
具
体

的
な
措

置
を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

 
（
通

報
及
び

相
談
）

 
第 第

１１
４４

条条
 
研

究
活
動

の
不
正

行
為
に

か
か
わ

る
通
報

及
び
相

談
に
対

す
る
取

扱
い
に

つ
い
て

は
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為

に
か

か
わ

る
通
報

処
理
に

関
す
る

規
程
（

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
２
号

）
に
よ

る
。

 
 

（
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
教
育

・
研
究

倫
理
教

育
等
の

実
施
）

 
第 第

１１
５５

条条
 
部

局
等
責

任
者
は

、
第

２
条

第
４
号

に
規
定

す
る
部

局
等
に

所
属
す

る
研
究

者
等
に

対
し
、
そ

の
責

務
の
重

要

性
を

認
識

さ
せ
、
意

識
の

向
上
を

図
る
た

め
に
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
啓
発

活
動
を

行
う
と

と
も
に

、
研

究
費
の

不
正
使

用

等
研

究
活

動
に
お

け
る
不

正
行
為

を
防
止

す
る
た

め
、
５

年
に
１

回
以
上

を
目
安

と
し
て

、
定

期
的
に

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン

ス
教

育
、

研
究
倫

理
教
育

等
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

 
（
事

務
）

 
第 第

１１
６６

条条
 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

１１
７７

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
１
号

）
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

０
７
年

（
平
成

１
９
年

）
１
１

月
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通

達
第
１

６
０

６
号

）
 

附附
  

則則
（

２
０
０

９
年
度

規
程
第

７
号
）

 
こ
の

規
程
は

、
２

０
０

９
年
（
平

成
２
１

年
）
６
月

１
０
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
規
定

は
、
同
年

４
月
２

２
日
か

ら

適
用
す

る
。

 
（

通
達

第
１

８
０

７
号
）
（

注
 
事

務
機
構

第
二

次
見

直
し

に
よ

る
部

署
名

称
等

の
変

更
に

伴
う

改
正

）
 

  
 
 

附附
  

則則
（

２
０
１

１
年
度

規
程
第

３
号
）

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
１
年

（
平
成

２
３
年

）
５
月

２
６
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

  （
通
達

第
２
０

１
５
号

）
（
注

 
社

会
連
携

促
進
知

財
本
部

の
名
称

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
 

附附
  

則則
（

２
０
１

４
年
度

規
程
第

３
２
号

）
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

１
５
年

（
平
成

２
７
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
３

２
３
号

）（
注
 

研
究
機

関
に
お

け
る
公

的
研
究

費
の
管

理
・
監

査
の

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

及
び
研

究
活
動

に
お
け

る
不

正
行

為
へ

の
対

応
等

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
対

応
す

る
た

め
の

責
任

体
制

の
整

備
並

び
に

手
続

等
の

変
更

に
伴

う

改
正
）

 

 
 
  

附附
  

則則
（

２
０

１
７
年

度
規
程

第
７
号

）
 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

７
年

（
平

成
２

９
年

）
５

月
１

７
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

規
定

は
、

同
年

４
月

１
日

か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事

務
組
織

改
善
に

よ
る
事

務
管
理

職
名
称

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

１
７

年
度
規

程
第
３

６
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
５

３
８
号

）
（
注

 
法

科
大
学

院
法
務

研
究
科

を
専
門

職
大
学

院
に
位

置
付
け

る
こ
と

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

２
２

年
度
規

程
第
１

１
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

７
月
２

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
８

６
２
号

）（
注
 

研
究
機

関
に
お

け
る
公

的
研
究

費
の
管

理
・
監

査
の

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

を
遵
守

し
た
研

究
費
管

理
及
び

監
査
体

制
の
整

備
に
伴

う
改
正

）
 

85

規
　
　
程
　
　
等



  

研研
究究

活活
動動

のの
不不

正正
行行

為為
にに
かか

かか
わわ

るる
通通

報報
処処

理理
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  

 

２
０
０

７
年
１

１
月
７

日
制
定

 

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
２
号

 

（
目
的

）
 

第 第
１１

条条
 
こ
の

規
程
は

、
明
治

大
学
（

以
下
「

本
大
学

」
と
い

う
。
）

に
お

け
る
研

究
活
動

の
不
正

行
為
に

関
し
、

学
内
外

 

か
ら

の
通
報

及
び
告

発
（
以

下
「
通

報
等
」

と
い
う

。）
に

対
す

る
適
切

な
取
扱

い
を
定

め
る
こ

と
に
よ

り
、
不

正
行
為

 

の
早

期
発
見

及
び
そ

の
是
正

を
図
り

、
も

っ
て

本
大
学

に
お
け

る
円
滑

な
研
究

活
動
の

推
進
に

資
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
 

る
。

 

（
定
義

) 

第 第
２２

条条
 
こ
の

規
程
に

お
い
て

、
「

研
究
活

動
の
不

正
行
為

」
と
は

、
故
意

又
は
研

究
者
と

し
て
わ

き
ま
え

る
べ
き

基
本
的

 

な
注

意
義
務

を
著
し

く
怠
っ

た
こ
と

に
よ
る

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
行

為
及
び

当
該
行

為
に
協

力
す
る

行
 

為
を

い
う
。

 

(
1
)
 

研
究

費
の
不

正
使
用

 
架
空

の
取
引

、
虚
偽

の
申
請

、
私
的

及
び
目

的
外
の

利
用
、

業
者
及

び
個
人

と
の
癒

着
に
よ

 

る
発

注
・
委

託
等
並

び
に
研

究
費
配

分
機
関

が
定
め

る
規
定

等
の
違

反
に
よ

り
研
究

費
を
支

出
す
る

行
為
 

(
2
)
 

捏
造

 
存
在

し
な
い

デ
ー
タ

、
研
究

結
果
等

を
作
成

す
る
行

為
 

(
3
)
 

改
ざ

ん
 
研

究
資
料

、
研
究

機
器
及

び
研
究

過
程
を

変
更
す

る
操
作

を
行
う

こ
と
に

よ
り
、

デ
ー
タ

、
研
究

結
果
等

 

を
真

正
で
は

な
い
も

の
に
加

工
す
る

行
為
 

(
4
)
 

盗
用

 
他
の

研
究
者

の
ア
イ

デ
ィ
ア

、
試
料

、
分
析

・
解
析

方
法
、

研
究
結

果
、
論

文
又
は

用
語
の

使
用
に

関
し
、

 

当
該

研
究
者

の
承
諾

又
は
適

切
な
表

示
を
行

う
こ
と

な
く
流

用
す
る

行
為
 

(
5
)
 

そ
の

他
不
適

切
な
行

為
 
研

究
活
動

又
は
そ

の
成
果

発
表
の

過
程
に

お
け
る

不
適
切

な
オ
ー

サ
ー
シ

ッ
プ
、

自
己
盗

 

用
及

び
二
重

投
稿
等

の
研
究

倫
理
に

反
す
る

行
為
等

、
前
各

号
に
規

定
す
る

行
為
に

類
す
る

行
為
 

（
受
付

・
相
談

窓
口
）

 

第 第
３３

条条
 
通
報

等
の
受

付
窓
口

を
理
事

長
が
指

名
す
る

弁
護
士

（
以
下

「
弁
護

士
」
と

い
う
。
）
と

し
、
通

報
等
に

か
か
わ

 

る
相

談
窓
口

を
研
究

推
進
部

に
設
置

す
る
。

 

２
 
通

報
等
が

あ
っ
た

場
合
、

弁
護
士

は
、
学

長
が
指

名
す
る

研
究
担

当
の
副

学
長
（

以
下
「

担
当
副

学
長
」

と
い
う

。）
 

に
対

し
、
通

報
等
の

内
容
を

速
や
か

に
連
絡

す
る
。

 

 
（
通

報
等
に

対
す
る

責
任
体

制
）
 

第 第
３３

条条
のの

２２
 

研
究

活
動

の
不

正
行

為
に

係
る

通
報

等
に

対
す

る
適

切
な

取
扱

い
に

対
し

て
責

任
を

持
つ

者
を

学
長

と
し

、
 

学
長

の
指
示

に
よ
り

担
当
副

学
長
が

こ
れ
を

処
理
す

る
。
 

（
通
報

等
の
取

扱
い
）

 

第 第
４４

条条
 
通
報

等
は
、
研

究
活
動

上
の
不

正
行
為

の
疑
い

が
あ
る

と
思
料

す
る
す

べ
て
の

者
が
、
電

話
、
文
書

、
フ
ァ
ク

シ
 

ミ
リ

、
電
子

メ
ー
ル

又
は
面

談
等
の

方
法
に

よ
り
、

受
付
窓

口
に
対

し
、
こ

れ
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
通

報
等
が

あ
っ
た

場
合
、

担
当
副

学
長
は

、
次
に

掲
げ
る

事
項
を

確
認
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 

受
付

窓
口
に

通
報
等

を
行
っ

た
者
（

以
下
「

通
報
者

」
と
い

う
。
）

の
氏

名
、

所
属

（
職
業

）
及
び

連
絡
先

 

(
2
)
 

研
究

活
動
の

不
正
行

為
を
行

っ
た
と

す
る
研

究
者
の

氏
名
又

は
団
体

、
グ
ル

ー
プ
等

の
名
称

（
以
下

「
被
通

報
者
」

 

と
い

う
。
）
 

(
3
)
 

研
究

活
動
の

不
正
行

為
の
具

体
的
な

内
容
及

び
当
該

行
為
を

不
正
と

す
る
合

理
的
理

由
等
 

３
 
前

項
に
規

定
す
る

事
項
に

つ
い
て

担
当
副

学
長
が

確
認
で

き
な
い

通
報
等

は
、
原
則

と
し
て

受
理
し

な
い
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、
担

当
副
学

長
が
匿

名
で
通

報
等
を

行
う
こ

と
に
妥

当
性
が

あ
る
と

認
め
た

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

４
 
担

当
副
学

長
は
、

通
報
等

を
受
理

し
た
場

合
に
は

、
速
や

か
に
学

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

５
 
新

聞
等
の

報
道
機

関
、
研

究
者
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
又

は
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
等

に
よ
り

、
研
究

活
動

の
不
正

行
為
に

係
る
疑

 

い
が

指
摘
さ

れ
た
場

合
（
被

通
報
者

及
び
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

態
様
そ

の
他
事

案
の
内

容
が
明

示
さ
れ

、
か

つ
不
正

 

と
す

る
合
理

的
理
由

が
示
さ

れ
て
い

る
場
合

に
限
る

。）
、
学

長
は
、
こ
れ

を
匿
名

の
通
報

等
に
準

じ
て
取

り
扱
う

こ
と
が

 

で
き

る
。
 

６
 
担

当
副
学

長
は
、
第

３
項
の

規
定
に

よ
り
、
通

報
等
を

受
理
し

な
い
こ

と
を
決

定
し
た

場
合
、
そ

の
旨
に

つ
い
て

、
理
 

由
を

付
し
て

通
報
者

に
通
知

す
る
。

 

 

   
（
通

報
等
の

相
談
）

 

第 第
４４

条条
のの

２２
 

研
究
活

動
上
の

不
正
行

為
の
疑

い
が
あ

る
と
思

料
す
る

者
で
、
通

報
等
の

是
非
又

は
手
続

に
つ
い

て
疑
問

が
 

あ
る

も
の
は

、
相
談

窓
口
に

対
し
て

相
談
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 
相

談
窓
口

は
、
前

項
の
相

談
を
受

け
た
場

合
、
速

や
か
に

担
当
副

学
長
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
担

当
副
学

長
は
、
当

該
事

案
に
お

い
て
、
研

究
活
動
上

の
不
正

行
為
が

生
じ
よ

う
と
し

て
い
る

 

と
認

め
た
場

合
、
学

長
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
悪

意
に
基

づ
く
通

報
等
の

防
止
）

 

第 第
５５

条条
 
通
報

等
が
あ

っ
た
場

合
、
担

当
副

学
長
は

、
悪

意
に
基

づ
く
虚

偽
の
通

報
等
を

防
止
す

る
た
め

、
通

報
者

に
対
し

、
 

次
に

掲
げ
る

事
項
を

確
認
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 

第
４

条
第
２

項
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
確
認

で
き
な

い
通
報

等
に
つ

い
て
は

受
理
し

な
い
こ

と
。
 

(
2
)
 

通
報

者
に
対

し
、
調

査
協
力

を
求
め

る
場
合

が
あ
る

こ
と
。

 

(
3
)
 

調
査

の
結
果

、
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
で
あ

る
と
認

め
ら
れ

た
場
合

に
は
、

通
報
者

の
氏
名

の
公
表

、
懲
戒

 

処
分

、
刑
事

告
発
等

を
行
う

こ
と
が

あ
る
こ

と
。
 

 
（
予

備
調
査

委
員
会

）
 

第 第
６６

条条
 

学
長
は

、
第
４

条
第
４

項
の
規

定
に
よ

る
報
告

を
受
け

た
場
合

、
予
備

調
査
委

員
会
を

設
置
す

る
。
 

２
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
次

に
掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
速
や

か
に
予

備
調
査

を
実
施

す
る
も

の
と
す

る
。
 

(
1
)
 

研
究

活
動
の

不
正
行

為
が
行

わ
れ
た

可
能
性

 

(
2
)
 

通
報

等
の
内

容
の
妥

当
性
 

(
3
)
 

本
調

査
の
実

施
の
必

要
性
 

(
4
)
 

そ
の

他
必
要

と
認
め

る
事
項

 

３
 
通

報
等
が

な
さ
れ

る
前
に

取
り
下

げ
ら
れ

た
論
文

等
に
対

し
て
な

さ
れ
た

通
報
等

に
つ
い

て
予
備

調
査
を

行
う
場

合
 

は
、
取

下
げ

に
至
っ

た
経
緯

及
び
事

情
を
含

め
、
研
究
活

動
の
不

正
行
為

の
問
題

と
し
て

調
査
す

べ
き
も

の
か
否

か
に
つ

 

い
て

調
査
を

実
施
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
て
、
被

通
報

者
に

対
し
て

関
係
資

料
そ
の

他
予
備

調
査
を

実
施
す

る
上
で

必
要
な

 

書
類

等
の
提

出
を
求

め
、
又

は
関
係

者
の
ヒ

ア
リ
ン

グ
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。
 

５
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
本

調
査
の

証
拠
と

な
り
得

る
関
係

書
類
、
研

究
ノ
ー
ト

及
び
実

験
資
料

等
を
保

全
す
る

措
置
を

 

と
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
次

に
掲
げ

る
委
員

を
も
っ

て
組
織

す
る
。

 

(
1
)
 

被
通

報
者
の

所
属
長

又
は
被

通
報
者

の
所
属

機
関
の

長
 

(
2
)
 

学
長

が
指
名

す
る
委

員
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
２

名
 

７
 
前

項
第
１

号
の
規

定
に
関

わ
ら
ず

、
被

通
報

者
が
本

大
学
の

学
籍
を

有
す
る

場
合
（
以

下
「

在
学

生
」
と
い

う
。）
、
前

 

項
第

１
号
の

委
員
は

、
被
通

報
者
が

在
籍
す

る
学
部

、
大
学

院
又
は

専
門
職

大
学
院

各
研
究

科
の
長

と
す
る

。
 

８
 
予

備
調
査

委
員
会

に
、
委

員
長
（

以
下
「

予
備
調

査
委
員

長
」
と

い
う
。
）
１

名
を
置

き
、
第

６
項
第

１
号
の

委
員
を

 

も
っ

て
充
て

る
。
 

９
 

予
備

調
査

委
員

長
は

、
予

備
調

査
の

実
施

に
当

た
っ

て
、

通
報

者
、

被
通

報
者

そ
の

他
関

係
者

（
以

下
「

通
報

者
等

」
 

と
い

う
。
）

に
対

し
、
協

力
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

１
０
 

前
項
の

規
定
に

よ
り
協

力
を
求

め
ら
れ

た
通
報

者
等
は

、
予
備

調
査
の

実
施
に

当
た
っ

て
、
積
極
的

か
つ
誠

実
に
協

 

力
す

る
も
の

と
し
、

正
当
な

理
由
な

く
こ
れ

を
拒
絶

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

１
１
 

予
備
調

査
委
員

長
は
、
予

備
調

査
の
開

始
日
か

ら
、
原
則
と

し
て
３

０
日
以

内
に
当

該
調
査

結
果
を

学
長
に

報
告
し

 

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
予
備

調
査
後

の
措
置

及
び
悪

意
に
基

づ
く
虚

偽
の
通

報
に
対

す
る
措

置
）
 

第 第
７７

条条
  

学
長

は
、
前
条

第
１
１

項
の
規

定
に
よ

る
予
備

調
査
の

結
果
等

に
基
づ

き
、
速

や
か
に

当
該
通

報
等
に

つ
い
て

本
  

調
査

を
実
施

す
る
か

否
か
を

決
定
す

る
。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
規
定

に
よ
り

、
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速
や

か
に
通

報
者
及

び
被
通

報
者
に

通
知
す

 

る
と

と
も
に

、
予

備
調
査

委
員
長

及
び
理

事
会
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
調

査
の
当

該
事
案

が
、
資

金
配

分
機
関

 

等
に

係
る
研

究
活
動

の
場
合

、
当
該

事
案
に

係
る
研

究
費
の

資
金
配

分
機
関

及
び
関

係
省
庁

に
対
し

て
、
本

調
査

を
行
う

 

旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 

86

規

程

等



  ３
 
学

長
は
、
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
、
本

調
査

を
実
施

し
な
い

こ
と
を

決
定
し

た
と
き

は
、
理
由

を
付
し

て
通
報

者
及
び

 

被
通

報
者
（

被
通
報

者
に
つ

い
て
は

前
条
第

９
項
の

規
定
に

よ
り
調

査
協
力

を
求
め

た
場
合

に
限
る

。
）

に
通
知

し
な
け

 

れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

、
資

金
配
分

機
関
若

し
く
は

関
係
省

庁
又
は

通
報
者

の
求
め

が
あ
っ

た
と
き

に
開
示

す
る
こ

 

と
が

で
き
る

よ
う
、

予
備
調

査
に
係

る
資
料

等
を
保

存
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
予
備

調
査
の

結
果
、
当
該

通
報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
で
あ

る
と
判

断
し
た

と
き
は

、
そ

の
内

 

容
に

つ
い
て

当
該
通

報
者
の

ほ
か
、
通

報
者

の
所
属

長
又
は

通
報
者

の
所
属

機
関
の

長
に
通

知
す
る

と
と
も

に
、
当
該
通

 

報
者

に
対

し
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。
被

通
報

者
が

在
学

生
の

場
合

は
、

被
通

報
者

が
在

籍
す

る
学

部
、
 

大
学

院
又
は

専
門
職

大
学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
学

長
は
、
前
項

の
措
置

を
講
じ

た
場
合

で
あ
っ

て
、
本

調
査

の
当
該

事
案
が

、
資

金
配

分
機
関

等
に
係

る
研
究

活
動
の

 

と
き

は
、

該
当

す
る

資
金

配
分

機
関

及
び

関
係

省
庁

に
対

し
て

、
当

該
措

置
の

内
容

等
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

６
 
学

長
は
、
第

３
項

又
は
第

４
項
の

規
定
に

よ
り
通

知
を
受

け
た
通

報
者
か

ら
、
当
該

調
査

結
果

に
つ
い

て
不
服

の
申
立

 

て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
必
要

に
応
じ

て
、
予

備
調
査

委
員
長

に
再
調

査
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（
調

査
委
員

会
）
 

第 第
８８

条条
 

学
長
は

、
前

条
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速

や
か
に

研
究
不

正
調
査

委
員
会

（
以
下

「
調
査

委
員
会

」
と
い

う
。
）
を
設

置
す
る

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

次
に
掲

げ
る
委

員
を
も

っ
て
組

織
す
る

。
 

(
1
)
 

学
長

が
指
名

す
る
副

学
長
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
１

名
 

(
2
)
 

副
学

長
、
教

務
部
長

、
学
生

部
長
、

学
部
長

、
大
学

院
長
、

専
門
職

大
学
院

長
、
図

書
館
長

、
和
泉

委
員
会

委
員
長

 

及
び

学
長
室

専
門
員

長
の
う

ち
か
ら

学
長
が

指
名
す

る
者
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 ２

名
以

内
 

(
3
)
 

学
長

が
指
名

す
る
専

任
教
員

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
１

名
 

(
4
)
 

調
査

事
項
に

関
す
る

学
内
外

の
専
門

家
の
う

ち
か
ら

学
長
が

指
名
す

る
者
 
 
５

名
以

内
 

３
 
調

査
委
員

会
の
委

員
の
半

数
以
上

は
、
学

校
法
人

明
治
大

学
（
以

下
「
本

法
人
」

と
い
う

。
）

に
属
さ
な

い
外

部
有
識

 

者
と

す
る
。

通
報
者

及
び
被

通
報
者

と
利
害

関
係
を

有
す
る

者
は
、

委
員
と

な
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

４
 
調

査
委
員

会
に
委

員
長
（

以
下
「

調
査
委

員
長
」

と
い
う

。
）
１

名
を

置
き
、

第
２
項

第
１
号

の
委
員

を
も
っ

て
充
て

 

る
。

 

５
 
調

査
委
員

長
は
、

委
員
会

を
招
集

し
、
そ

の
議
長

と
な
る

。
 

６
 
調

査
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
あ
ら

か
じ
め

学
長
が

指
名
し

た
順
位

に
よ
り

、
他
の

委
員

が
そ
の

職
務
を

代
行
す

 

る
。

 

７
 
委

員
会
は

、
委
員

の
３
分

の
２
以

上
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

８
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
調

査
委
員

長
の
決

す
る
と

こ
ろ
に

 

よ
る

。
た

だ
し
、
通

報
等
さ

れ
た
行

為
が
行

わ
れ
た

可
能
性

が
な
い

と
の
判

断
に
つ

い
て
は

、
全

会
一
致

で
こ
れ

を
決
す

 

る
も

の
と
す

る
。
 

（
本
調

査
の
実

施
）
 

第 第
９９

条条
 

調
査
委

員
会
は

、
通

報
者

等
か
ら

の
事
情

聴
取
等

に
基
づ

き
、
被

通
報
者

に
か
か

わ
る
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

 

有
無

に
つ
い

て
調
査

及
び
認

定
を
行

う
。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

の
決
定

が
あ
っ

た
日
か

ら
起
算

し
て
３

０
日
以

内
 
に
、
本

調
査
を

開
始
す

る
。
 

３
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等
に

お
い
て

指
摘
さ

れ
た
当

該
研
究

に
係
る

論
文
、
実

験
・
観

察
ノ

ー
ト
、
生

デ
ー

タ
そ
の

他
 

資
料

の
精
査

及
び
関

係
者
の

ヒ
ア
リ

ン
グ
等

の
方
法

に
よ
り

、
本
調

査
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

４
 
調

査
委
員

会
は
、
本
調

査
の
実

施
に
当

た
っ
て

、
通

報
者
等

に
対
し

、
関

係
資

料
の
提

出
等
必

要
な
協

力
を
求

め
る
こ

 

と
が

で
き
る

。
 

５
 
前

項
の
規

定
に
よ

り
協
力

を
求
め

ら
れ
た

通
報
者

等
は
、
本

調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、
積

極
的
か
つ

誠
実
に

協
力
す

 

る
も

の
と
し

、
正
当

な
理
由

な
く
こ

れ
を
拒

絶
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
 

６
 
調

査
委
員

会
は
、
証
拠

と
な
る

関
係
資

料
等
を

保
全
す

る
と
と

も
に
、
被
通

報
者
に

対
し
、
当

該
調
査

に
か
か

わ
る
関

 

係
者

と
の
接

触
の
禁

止
、
保

全
を
必

要
と
す

る
場
所

へ
の
立

入
禁
止

等
必
要

な
措
置

を
求
め

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

７
 
調

査
委
員

会
は
、
前

項
の

措
置
を

求
め
る

場
合
に

は
、
被
通
報

者
以
外

の
研
究

者
の
研

究
活
動

及
び
本

大
学
の

管
理
運

 

営
に

か
か
わ

る
業
務

に
支
障

を
来
さ

な
い
よ

う
配
慮

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
本
調

査
に
お

け
る
一

時
的
措

置
）
 

第 第
１１

００
条条

 
学

長
は
、
被

通
報
者

に
対
し

、
本
調

査
の
実

施
決
定

日
か
ら

調
査
委

員
会
に

よ
る
当

該
調
査

結
果
の

報
告
を

受

  

け
る

ま
で

の
間
、

通
報
等

の
あ
っ

た
研
究

に
か
か

わ
る
研

究
費
の

支
出
を

停
止
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
研

究
活

動
の
不

正
行
為

が
行
わ

れ
な
か

っ
た
と

判
断
し

た
と
き

は
、
前
項

の
規
定

に
よ
る

 

研
究

費
の
支

出
停
止

措
置
を

直
ち
に

解
除
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
弁

明
）
 

第 第
１１

１１
条条

 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、

被
通
報

者
に
弁

明
の
機

会
を
与

え
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
に
該

当
す
る

か
否
か

の
認
定

に
当
た

っ
て
、
通

報
者
に
弁

 

明
の

機
会
を

与
え
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
（
調

査
結
果

の
報
告

・
通
知

）
 

第 第
１１

２２
条条

 
調

査
委
員

長
は
、
本

調
査

の
終
了

後
、
当

該
調
査

結
果
の

報
告
書

を
作
成

し
、
直

ち
に

学
長
に

報
告
し

な
け
れ

 

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
報
告

書
を
提

出
さ
れ

た
と
き

は
、
理

事
会

に
こ
れ

を
報
告

す
る
と

と
も
に

、
当

該
調

査
結
果

を
通
報

 

者
、
被

通
報
者

及
び
被

通
報
者

以
外
で

研
究
活

動
上
の

不
正
行

為
に
関

与
し
た

と
認
定

さ
れ
た

者
に
通

知
し
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。
被

通
報
者

が
本
大

学
以
外

の
機
関

に
所
属

し
て
い

る
場
合

は
、
そ

の
所
属

機
関
に

も
通
知

す
る
。

 

３
 
学

長
は
、
前

項
の
通

知
に
加

え
て
、
本

調
査
の

当
該
事

案
が
、
資

金
配
分

機
関
等

に
係
る

研
究
活

動
の
場

合
、
該
当

す
 

る
資

金
配
分

機
関
及

び
関
係

省
庁
に

対
し
て

、
当
該

調
査
結

果
を
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
当

該
通

報
等
が

悪
意
に

基
づ
く

虚
偽
の

通
報
等

で
あ
る

と
の
認

定
が
あ

っ
た
と

き
は
、
そ

 

の
内

容
に
つ

い
て
当

該
通
報

者
、
被
通

報
者
及

び
被
通

報
者
以

外
で
研

究
活
動

上
の
不

正
行
為

に
関
与

し
た
と

認
定
さ

れ
 

た
者

の
ほ
か

、
通

報
者
の

所
属
長

又
は
通

報
者
の

所
属
機

関
の
長

に
通
知

す
る
と

と
も
に

、
当

該
通

報
者
に

対
し
、
必
要

 

な
措

置
を
講

じ
る
も

の
と
す

る
。
通

報
者

が
在
学

生
の
場

合
は
、
被

通
報
者

が
在
籍

す
る
学

部
、
大

学
院

又
は
専

門
職
大

 

学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
悪

意
に
基

づ
く
通

報
等
と

の
認
定

が
あ
っ

た
場
合

に
お
い

て
、
通
報

者
が
本

大
学
以

外
の
機

関
に
所

属
し
て

い
る
と

き
 

は
、

当
該
所

属
機
関

に
も
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
不
服

申
立
て

）
 

第 第
１１

３３
条条

 
調

査
委
員

会
が
認

定
し
た

調
査
結

果
に
つ

い
て
不

服
が
あ

る
場
合

に
は
、
通

報
者
、
被

通
報

者
又
は

被
通
報

者
 

以
外

で
研
究

活
動
上

の
不
正

行
為
に

関
与
し

た
と
認

定
さ
れ

た
者
は

、
前

条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
通

知
を
受

け
た
日

か
 

ら
起

算
し
て

１
４
日

以
内
に

、
調

査
委

員
会
に

対
し
、
不

服
申
立

て
を
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
た
だ

し
、
そ
の

期
間
内

で
 

あ
っ

て
も
、

同
一
理

由
に
よ

る
不
服

申
立
て

を
繰
り

返
す
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

前
項
の

規
定
に

よ
る
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当
該

申
立
て

の
内
容

を
審
査

す
る
。

 

３
 
調

査
委
員

会
は
、
当

該
事

案
の
再

調
査
を

行
う
ま

で
も
な

く
、
不
服

申
立
て
を

却
下
す

べ
き
も

の
と
決

定
し
た

場
合
に

 

は
、

直
ち
に

、
学
長

に
報
告

す
る
。

 

４
 
学

長
は
、
前

項
の
報

告
を
受

け
た
と

き
は
、
本

条
第
１

項
に
よ

り
不
服

を
申
し

立
て
た

者
（

以
下
「

不
服
申

立
人
」
と

 

い
う

。
）

に
対
し

、
そ
の

決
定
を

通
知
す

る
。
当

該
不
服

申
立
て

が
当
該

事
案
の

引
き
延

ば
し
や

認
定
に

伴
う
各

措
置
の

 

先
送

り
を
主

な
目
的

と
す
る

も
の
と

調
査
委

員
会
が

判
断
し

た
場
合

は
、
以
後

の
不
服

申
立
て

を
受
け

付
け
な

い
こ
と

を
 

併
せ

て
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 

調
査

委
員

会
は

、
不

服
申

立
て

に
対

し
て

再
調

査
を

行
う

旨
を

決
定

し
た

場
合

に
は

、
直

ち
に

、
学

長
に

報
告

す
る

。

報
告

を
受
け

た
学
長

は
、
不

服
申
立

人
に
対

し
、
そ

の
決
定

を
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

６
 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

再
調
査

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 

（
調
査

内
容
等

の
公
表

）
 

第 第
１１

４４
条条

 
学

長
は
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研

究
活
動

の
不
正

行
為
が

行
わ
れ

た
と
判

断
し
た

と
き
は

、
当

該
調
査

 

内
容

等
を
速

や
か
に

公
表
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
（
不

正
行
為

の
処
分

手
続
）

 

第 第
１１

５５
条条

 
学

長
は
、
被

通
報
者

が
本
大

学
の
教

員
、
本

法
人
が

設
置
す

る
学
校

の
教
諭

又
は
本

法
人
の

職
員
で

あ
る
場

合
 

で
、
本

調
査
の

結
果
に

基
づ
き

、
研

究
活

動
の
不

正
行
為

が
行
わ

れ
た
と

判
断
さ

れ
た
と

き
は
、
校

規
等
に

基
づ
き

、
適
 

切
な

措
置
を

講
じ
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 
学

長
は
、
被
通

報
者
が

在
学
生

の
場
合

で
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為
が
行

わ
れ
た

と
判
断

 

さ
れ

た
と
き

は
、
明

治
大

学
学
則

、
明

治
大

学
大
学

院
学
則

又
は
明

治
大
学

専
門
職

大
学
院

学
則
等

校
規
に

基
づ
き

、
在

 

籍
す

る
学
部

教
授
会

、
大
学

院
委
員

会
又
は

研
究
科

教
授
会

の
議
を

経
て
、

適
切
な

措
置
を

講
じ
る

。
 

３
 
前

２
項
の

規
定
は

、
第

７
条

第
４
項

及
び
第

１
２
条

第
４
項

に
定
め

る
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
に
係

る
手
続

き
 

に
つ

い
て
準

用
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
同

項
中
「
被

通
報
者

」
と
あ

る
の
は
「

通
報
者

」
と

読
み

替
え
る

も
の
と
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  す
る
。

 

（
是
正

措
置
）

 

第第
１１

６６
条条

 
学

長
は
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研

究
活
動

の
不
正

行
為
が

行
わ
れ

た
と
判

断
し
た

と
き
は

、
速

や
か
に

 

再
発

防
止
の

た
め
に

必
要
な

是
正
措

置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（
通

報
者
の

保
護
）

 

第 第
１１

７７
条条

 
明

治
大
学

に
お
け

る
研
究

費
の
適

正
管
理

に
関
す

る
規
程

第
８
条

第
２
項

に
規
定

す
る
部

局
等
責

任
者
は

、
通

 

報
等

を
し
た

こ
と
を

理
由
と

す
る
当

該
通
報

者
の
職

場
環
境

の
悪
化

や
差
別

待
遇
が

起
き
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
に

、
適

 

切
な

措
置
を

講
じ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
教

員
、
本

法
人
が

設
置
す

る
学
校

の
教
諭

又
は
本

法
人
の

職
員
は

、
通

報
等
を

し
た
こ

と
を
理

 

由
と

し
て
、

当
該
通

報
者
に

対
し
て

不
利
益

な
取
扱

い
を
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 
学

長
は
、
通
報

者
に
対

し
て
不

利
益
な

取
扱
い

を
行
っ

た
者
が

い
た
場

合
は
、
校
規

等
に
基

づ
き
、
適

切
な
措

置
を
講

 

じ
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 
学

長
は
、
悪

意
に

基
づ
く

通
報
等

で
あ
る

こ
と
が

判
明
し

な
い
限

り
、
単
に
通

報
等
し

た
こ
と

を
理
由

に
当
該

通
報
者

 

に
対

し
て
解

雇
、
配
置

換
え
、
懲

戒
処
分

、
降

格
、
減

給
そ
の

他
当
該

通
報
者

に
不
利

益
な
措

置
等
を

行
っ
て

は
な
ら

な
 

い
。

 

（
被
通

報
者
の

保
護
）

 

第 第
１１

８８
条条

 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
教

員
、
本
法

人
が
設

置
す
る

学
校
の

教
諭
又

は
本
法

人
の
職

員
は
、
相

当
な

理
由
な

し
 

に
、

単
に

通
報

等
が

な
さ

れ
た

こ
と

の
み

を
も

っ
て

、
被

通
報

者
の

研
究

活
動

を
部

分
的

又
は

全
面

的
に

禁
止

し
た

り
、
 

解
雇

、
降
格

、
減
給

そ
の
他

不
利
益

な
取
扱

い
を
し

た
り
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

２
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
構

成
員
は

、
被

通
報
者

に
対
し

、
当

該
通
報

等
に
か

か
わ
る

事
項
以

外
の
こ

と
に
つ

い
て
、
不

 

利
益

な
取
扱

い
を
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
構

成
員
は

、
予

備
調
査

、
本

調
査
等

へ
の
協

力
を
し

た
者
に

対
し
、
そ

の
こ
と

を
も
っ

て
不
利

 

益
な

取
扱
い

を
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

 
（
守

秘
義
務

）
 

第 第
１１

９９
条条

 
こ

の
規
程

に
か
か

わ
る
業

務
に
従

事
し
て

い
る
者

は
、
職
務

上
知
り

得
た
情

報
を
他

に
漏
ら

し
て
は

な
ら
な

い
。 

そ
の

職
を
退

い
た
後

も
同
様

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）
 

第 第
２２

００
条条

 
こ

の
規
程

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
規
程

の
運
用

に
関
し

て
必
要

な
事
項

は
、
別

に
定
め

る
。
 

（
事
務

）
 

第 第
２２

１１
条条

 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。
 

（
規
程

の
改
廃

）
 

第 第
２２

２２
条条

 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

倫
理
審

査
委
員

会
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
２
号

）
 

こ
の
規

程
は
、

２
０
０

７
年
（

平
成
１

９
年
）

１
１
月

８
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
１
６

０
７
号

）
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

９
年
度

規
程
第

７
号
）

 

こ
の
規

程
は
、
２

０
０
９

年
（

平
成

２
１
年

）
６

月
１

０
日
か

ら
施
行

し
、
改

正
後
の

規
定
は

、
同

年
４

月
２
２

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
１
８

０
７
号

）
（
注

 
事

務
機
構

第
二
次

見
直
し

に
よ
る

部
署
名

称
等
の

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

４
年
度

規
程
第

３
３
号

）
 

（
施
行

期
日
）

 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
５

年
（
平

成
２
７

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
経
過

措
置
）

 

２
 
改

正
後
の

第
２
条

第
１
号

及
び
第

５
号
の

規
定
は

、
施

行
日

以
降
に

行
わ
れ

た
通
報

等
及
び

研
究
活

動
に
お

い
て
適

用
 

し
、

施
行
日

の
前
日

ま
で
に

行
わ
れ

た
通
報

等
及
び

研
究
活

動
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。
 

（
通
達

第
２
３

２
４
号

）
（
注

 
研

究
機
関

に
お
け

る
公
的

研
究
費

の
管
理

・
監
査

の
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
及
び

研
究
活

動
に
お

 

け
る

不
正
行

為
へ
の

対
応
等

に
関
す

る
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
に
対

応
す
る

た
め
の

責
任
体

制
の
整

備
並
び

に
手
続

等
の
変

更
 

に
伴

う
改
正

）
 

  附 附
  

則則
（

２
０
１

７
年
度

規
程
第

３
６
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
５

３
８
号

）
（
注

 
法

科
大
学

院
法
務

研
究
科

を
専
門

職
大
学

院
に
位

置
付
け

る
こ
と

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（

２
０
２

２
年
度

規
程
第

１
２
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

７
月
２

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通

達
第

２
８

６
３

号
）
（

注
 

研
究

活
動

に
お

け
る

不
正

行
為

へ
の

対
応

等
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

遵
守

し
た

研
究

不
正
行

為
防
止

体
制
の

整
備
に

伴
う
改

正
）
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研研
究究

活活
動動

のの
不不

正正
行行

為為
にに
かか

かか
わわ

るる
通通

報報
処処

理理
にに

関関
すす

るる
運運

用用
細細

則則
  

  

（
目

的
）
 

第 第
１１

条条
 

こ
の

細
則

は
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為
に
か

か
わ
る

通
報
処

理
に
関

す
る
規

程
（
２

０
０
７

年
度
規

程
第
４

２
 

号
。

以
下
「

通
報
規

程
」
と

い
う
。
）
第
１

９
条

に
基
づ

き
、
学

内
外
か

ら
の
通

報
等
に

対
し
て

適
切
か

つ
迅
速

に
対
処

 

す
る

た
め
、

こ
れ
に

関
す
る

必
要
事

項
と
し

て
次
の

と
お
り

定
め
る

。
 

 
（

定
義
)
 

第 第
２２

条条
 

こ
の

細
則

に
お
い

て
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
用
語

の
意
義

は
、
当

該
各
号

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

(
1)

 
研

究
者

 
本

大
学

に
所
属

す
る
者

又
は
本

大
学
の

名
を
冠

し
た
肩

書
を
使

用
し
て

研
究
活

動
を
行

う
す
べ

て
の
者

 

（
常

勤
、
非
常

勤
、
学
生

等
の
身

分
及
び

客
員
教

員
、
客
員

研
究
員

等
の
呼

称
も
問

わ
な
い

。
ま
た

、
資

金
の

主
た
る

受
 

給
者

で
あ

る
か
ど

う
か
も

問
わ
な

い
。
）
を
い

う
。
 

(
2)

 
不

正
行
為

 
通
報

規
程
第

２
条
に

規
定
す

る
「
研

究
活
動

の
不
正

行
為
」

を
い
う

。
 

（
通

報
処
理

体
制
の

公
表
等

）
 

第 第
３３

条条
 

通
報

等
の

受
付
窓

口
を
、
不

正
行
為

に
か
か

わ
る
受

付
窓
口

と
称
し

、
理
事

長
が
指

名
す
る

弁
護
士

が
所
属

す
 

る
弁

護
士
事

務
所
を

連
絡
先

と
し
て

設
置
し

、
通
報

等
に
か

か
わ
る

相
談
窓

口
を
、
不

正
行
為
に

か
か
わ

る
相
談

窓
口
と

 

称
し

、
研
究

推
進
部

内
の
研

究
倫
理

オ
フ
ィ

ス
を
連

絡
先
と

し
て
設

置
す
る

。
 

２
 

通
報
等

の
受
付

窓
口
、
通

報
等
に

関
す
る

相
談
の

方
法
そ

の
他
必

要
な
事

項
を
本

大
学
の

ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト

等
に
公

表
 

す
る

。
 

（
通

報
等
の

取
扱
い

）
 

第 第
４４

条条
 

学
会

等
の

団
体
に

よ
り
不

正
行
為

が
指
摘

さ
れ
た

場
合
は

、
通

報
規

程
第
４

条
第
１

項
に
よ

る
通
報

等
の
受

付
 

と
同

様
に
取

り
扱
う

。
 

（
予

備
調
査

）
 

第 第
５５

条条
  

被
通
報

者
の
所

属
長
が

当
該
通

報
等
に

関
し
て

利
害
関

係
を
有

す
る
と

認
め
ら

れ
る
場

合
は
、
学
長

は
当
該

者
  

を
予

備
調
査

委
員
長

と
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
こ

の
場
合

、
所
属

長
以
外

の
者
を

予
備
調

査
委
員

長
と
す

る
。
 

２
 

予
備

調
査

委
員

長
は

、
３

０
日

以
内

に
学

長
に

当
該

調
査

結
果

を
報

告
で

き
な

い
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
、
 

そ
の

理
由

及
び
報

告
の
予

定
日
を

付
し
て

学
長
に

申
し
出

て
、
承

認
を
得

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

当
該
通

報
等
が

、
競

争
的
資

金
等
、
基

盤
的
経

費
そ
の

他
の
関

係
省
庁

が
予
算

を
配
分

又
は
措

置
を
行

う
機
関
（
以

 

下
「

配
分

機
関
等

」
と
い

う
。
）

に
係

る
研
究

活
動
の

場
合
、

学
長
は

、
通
報

等
の
受

理
か
ら

原
則
と

し
て
３

０
日
以

 

内
に

、
当

該
調
査

の
要
否

を
当
該

配
分
機

関
等
に

報
告
し

、
協
議

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
調

査
委
員

会
）
 

第 第
６６

条条
  

学
長
は

、
通

報
規
程

第
８
条

第
１
項

に
基
づ

き
設
置

す
る
調

査
委
員

会
の
委

員
の
人

数
を
同

条
第
２

項
第
２

号
  

及
び

第
４
号

に
お
い

て
調
整

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

学
長
は

、
当
該

通
報
等

が
配
分

機
関
等

に
係
る

研
究
活

動
の
場

合
、
原
則
と

し
て
本

調
査
委

員
会
の

委
員
の

氏
名
及

 

び
所

属
に

つ
い
て

通
報
者

及
び
被

通
報
者

に
対
し

て
通
知

す
る
。

 

３
 

通
報
者

及
び
被

通
報
者

は
、
前
項

に
規
定

す
る
通

知
の
内

容
に
対

し
て
、
当
該

通
知
を

受
け
た

日
か
ら

７
日
以

内
に
、 

学
長

に
異

議
申
立

て
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
通
報

者
及

び
被

通
報
者

が
異
議

申
立
て

を
行
う

 

場
合

は
、

当
該
異

議
申
立

て
が
正

当
で
あ

る
旨
を

示
し
た

書
面
及

び
根
拠

資
料
等

を
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

４
 

学
長
は

、
前

項
の
異

議
申
立

て
を
受

け
た
と

き
は
、
そ

の
内
容

を
検
討

し
、
当

該
異

議
申
立

て
が
妥

当
で
あ

る
と
判

 

断
し

た
場

合
は
、
当
該

異
議
申

立
て
に

係
る
本

調
査
委

員
会
の

委
員
を

交
代
さ

せ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
な

お
、
交
代

 

の
有

無
等

に
つ
い

て
は
、

通
報
者

及
び
被

通
報
者

に
対
し

て
そ
の

旨
を
通

知
す
る

。
 

  

（
本

調
査
の

実
施
）

 

第 第
７７

条条
 

調
査

委
員

会
は
、

通
報
規

程
第
９

条
に
基

づ
き
、

次
に
掲

げ
る
内

容
と
す

る
本
調

査
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

(
1)

 
ね

つ
造

、
改

ざ
ん
、
盗

用
、
そ

の
他

不
適
切

な
行

為
に

あ
っ

て
は

、
指

摘
さ

れ
た

当
該

研
究

に
係

る
論

文
、
実

験
・
 

観
察

ノ
ー

ト
、
デ

ー
タ
等

の
各
種

資
料
の

精
査
 

(
2)

 
研

究
費

の
不
正

使
用
に

あ
っ
て

は
、
領

収
書
、

請
求
書

、
納
品

書
、
支

払
い
に

係
る
通

帳
、
ク

レ
ジ
ッ

ト
カ
ー

ド
 

の
明

細
等

の
精
査

 

(
3)

 
被

通
報
者

等
の
関

係
者
に

対
す
る

ヒ
ア
リ

ン
グ
 

(
4)

 
そ

の
他
必

要
と
認

め
る
事

項
の
調

査
 

２
 

本
調
査

の
対
象

は
、
前

条
各

号
の
他

、
調

査
委

員
会
の

判
断
に

よ
り
、
本
調

査
に
関

連
し
た

被
通
報

者
の
他

の
研
究

 

を
含

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（

認
定
の

方
法
）

 

第 第
７７

条条
のの

２２
 
調

査
委
員

会
は
、
調
査

に
よ
っ

て
得
ら

れ
た
、
物
的
・
科

学
的
証

拠
、
証
言

、
被

通
報
者

の
自
認

等
の
諸

 

証
拠

を
総
合

的
に
判

断
し
て

、
不

正
行
為

か
否
か

の
認
定

を
行
う

も
の
と

す
る
。
不

正
行
為

と
認
定

さ
れ
た

場
合
は

、
そ

 

の
内

容
及
び

悪
質
性

、
不
正

行
為
に

関
与
し

た
者
と

そ
の
関

与
の
度

合
、
不
正
行

為
と
認

定
さ
れ

た
研
究

に
係
る

論
文
等

 

の
各

著
者
の

当
該
論

文
等
及

び
当
該

研
究
に

お
け
る

役
割
、

そ
の
他

必
要
な

事
項
を

認
定
す

る
。
 

２
 

調
査
委

員
会
は

、
被
通

報
者
に

よ
る
自

認
を
唯

一
の
証

拠
と
し

て
不
正

行
為
を

認
定
す

る
こ
と

は
で
き

な
い
。

 

３
 

調
査
委

員
会
は

、
被
通

報
者
の

説
明
及

び
そ
の

他
の
証

拠
に
よ

っ
て
、
不
正

行
為
で

あ
る
と

の
疑
い

を
覆
す

こ
と
が

 

で
き

な
い

と
き
は

、
不
正

行
為
と

認
定
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
保

存
義
務

期
間
の

範
囲
に

属
す
る

生
デ
ー

タ
、
実

験
・
 

 
 
観

察
ノ
ー

ト
、
実

験
試

料
・
試

薬
及

び
関
係

書
類
等

の
不
存

在
等
、
本

来
存
在

す
る
べ

き
基
本

的
な
要

素
が
不

足
し
て

 

い
る

こ
と

に
よ
り

、
被
通

報
者
が

不
正
行

為
で
あ

る
と
の

疑
い
を

覆
す
に

足
る
証

拠
を
示

せ
な
い

と
き
も

、
同

様
と

す
 

る
。

 

４
 

当
該
通

報
等
が

、
配

分
機

関
等
に

係
る
研

究
活
動

の
場
合

、
学

長
は

、
本

調
査

の
実
施

に
際
し

、
調
査

方
針
、
調

査
 

方
法

等
に

つ
い
て

当
該
配

分
機
関

等
及
び

関
係
省

庁
に
報

告
し
、

協
議
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

（
調

査
結
果

の
報
告

）
 

第 第
８８

条条
 

調
査

委
員

会
は
、
本

調
査
の

報
告
書

を
作
成

し
、
委

員
会
設

置
日
か

ら
９
０

日
以
内

に
関
連

資
料
等

を
添
え

て
 

学
長

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し
、
９

０
日
以

内
に
報

告
で
き

な
い
合

理
的
な

理
由
が

あ
る
場

合
は
、
そ
の

 

理
由

及
び
報

告
予
定

日
を
付

し
て
学

長
に
申

し
出
て

、
承
認

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

学
長
は

、
本
調

査
の
結

果
を
通

報
者
及

び
被
通

報
者
に

通
知
し

、
通

報
規
程

第
１
２

条
第
１

項
に
よ

る
本
調

査
の
調

 

査
結

果
が

確
定
し

た
段
階

で
理
事

会
に
報

告
す
る

。
 

（
不

服
申
立

て
）
 

第 第
９９

条条
 

通
報

規
程

１
３
条

に
よ
り

通
報
者

又
は
被

通
報
者

が
不
服

申
し
立

て
を
行

う
場
合

は
、
調
査

内
容
に

対
す
る

不
 

服
の

理
由
に

つ
い
て

物
的
・

科
学
的

根
拠
を

示
し
て

説
明
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

被
通
報

者
か
ら

不
服
申

立
て
に

よ
り
、
再

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
場
合

は
、
本

調
査

に
準
じ

て
行
う

も
の
と

す
る
。 

３
 

調
査
委

員
会
は

、
再

調
査
を

開
始
し

た
場
合

に
は
、
そ

の
開
始

日
か
ら

９
０
日

以
内
に

、
先

の
調
査

結
果
を

覆
す
か

 

否
か

を
決

定
し
、
そ

の
結

果
を
直

ち
に
学

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し

９
０
日

以
内
に

調
査
結

果
を
報

 

告
で

き
な

い
合
理

的
な
理

由
が
あ

る
場
合

は
、
そ

の
理
由

及
び
報

告
予
定

日
を
付

し
て
学

長
に
申

し
出
て

、
承

認
を

得
 

る
も

の
と

す
る
。

 

（
不

正
行
為

の
公
表

及
び
配

分
機
関

等
へ
の

調
査
結

果
の
報

告
）
 

第 第
１１

００
条条

 
学

長
は

、
不

正
行
為

が
行
わ

れ
た
と

判
断
し

た
と
き

に
は
、
通

報
規

程
第
１

４
条
に

よ
り
、
速
や

か
に
本

調
 

査
の

結
果
を

本
大
学

ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト

等
で
公

表
す
る

も
の
と

す
る
。
な
お

、
公

表
す

る
内
容

は
、
原
則

と
し
て

次
の
各

号
 

に
掲

げ
る
事

項
と
す

る
。
 

(
1)

 
不

正
行
為

等
に
関

与
し
た

研
究
者

の
氏
名

及
び
所

属
 

89

規
　
　
程
　
　
等



  

(
2)

 
不

正
行
為

の
内
容

 

(
3)

 
本

大
学
が

本
調
査

の
結
果

の
公
表

時
ま
で

に
行
っ

た
措
置

の
内
容

 

(
4)

 
本

調
査
の

方
法
及

び
手
順

等
 

２
 

本
調
査

の
当
該

事
案
が

、
配

分
機
関

等
に
係

る
研
究

活
動
の

場
合
、
学

長
は
、
通
報

等
を
受

理
し
た

日
か
ら

原
則
と

 

し
て

２
１

０
日
以

内
に
、
調
査

結
果
、
不
正

発
生
要

因
、
不
正

に
関
与

し
た
者

が
か
か

わ
る
他

の
競
争

的
資
金

等
に
お

 

け
る

管
理
・
監

査
体

制
の
状

況
及
び

再
発
防

止
計
画

等
を
含

む
最
終

報
告
書

を
配
分

機
関
等

及
び
関

係
省
庁

に
提
出

し
 

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
ま

た
、
調
査

過
程
で

一
部
で

も
不
正

行
為
が

認
定
さ

れ
た
場

合
は
、
配

分
機
関

等
及
び

関
係
省

 

庁
に

報
告

す
る
も

の
と
す

る
。
不

服
申
し

立
て
が

あ
っ
た

場
合
、
不
服

申
立
て

の
却
下

や
再
調

査
の
実

施
を
決

定
し
た

 

場
合

の
結

果
等
に

つ
い
て

も
同
様

と
す
る

。
 

３
 

学
長
は

、
配

分
機

関
等
か

ら
当
該

配
分
機

関
等
が

配
分
す

る
競
争

的
資
金

等
の
不

正
使
用

に
係
る

調
査
の

経
過
に

つ
 

い
て

報
告

を
求
め

ら
れ
た

と
き
は

、
当

該
調

査
の
進

捗
状
況

報
告
及

び
調
査

の
中
間

報
告
を

配
分
機

関
等
及

び
関
係

省
 

庁
に

提
出

す
る
も

の
と
す

る
。
 

４
 

学
長
は

、
配

分
機
関

等
か
ら

要
求
が

あ
る
と

き
は
、
当

該
配
分

機
関
等

が
配
分

す
る
競

争
的
資

金
等
に

つ
い
て

、
当

 

該
競

争
的

資
金
等

の
不
正

使
用
に

係
る
調

査
に
関

す
る
資

料
を
提

出
又
は

閲
覧
及

び
現
地

調
査
に

応
じ
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。
た

だ
し

、
調

査
委
員

会
に
お

け
る
調

査
に
支

障
が
あ

る
場
合

そ
の
他

正
当
な

理
由
が

あ
る
場

合
は
こ

の
限
り

 

で
な

い
。

 

（
義

務
等
）

 

第 第
１１

１１
条条

 
通

報
等

に
か
か

わ
る
者

は
、
通

報
規
程

第
１
９

条
に
規

定
す
る

守
秘
義

務
等
の

ほ
か
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
 

順
守

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1)

 
通

報
者

、
被
通

報
者
及

び
調
査

に
協
力

し
た
関

係
者
の

名
誉
や

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

等
を
侵

害
す
る

こ
と
の

な
い
よ

う
 

に
慎

重
に

行
動
す

る
こ
と

。
 

(
2)

 
通

報
等

が
自
ら

関
係
す

る
も
の

で
あ
る

場
合
又

は
通
報

者
等
と

利
害
関

係
を
有

す
る
場

合
に
は

、
そ
の

通
報
等

の
 

処
理

、
調

査
等
に

一
切
関

与
し
な

い
こ
と

。
 

（
細

則
の
改

廃
）
 

第 第
１１

２２
条条

 
こ

の
細

則
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
倫
理

審
査
委

員
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

附 附
  

則則
  

こ
の

細
則
は

、
２
０

１
５
年

（
平
成

２
７
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附 附
  

則則
（

２
０

１
６

年
９
月

２
６
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則
は

、
２
０

１
６
年

（
平
成

２
８
年

）
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附 附
  

則則
（

２
０

１
６

年
１
２

月
７
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則
は

、
２
０

１
６
年

（
平
成

２
８
年

）
１
２

月
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附 附
  

則則
（

２
０

１
７

年
３
月

８
日
倫

理
審
査

委
員
会

承
認
）

 

こ
の

細
則
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
３
月

９
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附 附
  

則則
（

２
０

２
２

年
６
月

２
９
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則
は

、
２
０

２
２
年

（
令
和

４
年
）

６
月
３

０
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

       

  

  

明明
治治

大大
学学

社社
会会

連連
携携

ポポ
リリ

シシ
ーー

  

２
０
０

４
年
１

０
月
２

６
日
制

定
 

 

明
治

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
）

は
、

１
８

８
１

年
の

創
立

以
来

、
そ

の
長

く
輝

か
し

い
伝

統
に

裏
付

け
ら

れ
た

わ
が
国

有
数
の

私
立
大

学
と
し

て
、
日
本

の
み
な

ら
ず
世

界
の
各

界
で
活

躍
す
る

幾
多
の

有
為
な

人
材
を

輩
出
し

て
き
て

い

る
。

２
１

世
紀

の
現

在
に

お
い

て
も

、
本

学
に

対
す

る
そ

の
役

割
と

期
待

は
ま

す
ま

す
大

き
く

な
っ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、

本
学

の
建

学
の

精
神

で
あ

る
「

権
利

自
由

」
「

独
立

自
治

」
を

引
き

継
ぎ

、
実

学
を

重
視

し
た

「
個

を
強

く
す

る
大

学
」

と

し
て
、

ま
た
、
「
都

心
型
大

学
」
と

し
て
の

特
長
を

活
か
し

て
、
そ

の
使
命

と
責
任

を
果
た

す
必
要

が
あ
る

。
 

 本
学

は
、
人

文
科

学
・
社
会

科
学
・
自
然

科
学
の

各
分
野

に
お
け

る
研
究

基
盤
か

ら
生
ま

れ
る
高

度
で
先

進
的
な

研
究
成

果
を
、
学

外
研
究

機
関
と

の
交
流

を
は
じ

め
、
民
間

企
業
、
国

、
自

治
体

や
そ
の

地
域
社

会
等
に

速
や
か

に
還
元

し
、
平

和

で
豊

か
な

社
会

を
創

造
す

る
こ

と
を

理
念

と
し

て
い

る
。

よ
っ

て
、

本
学

は
、
「

社
会

連
携

」
を

「
研

究
」

と
「

教
育

」
に

加
え
て

本
学
の

重
要
な

使
命
と

し
て
明

確
に
位

置
付
け

る
と
と

も
に
、
こ

れ
に
本

学
教
職

員
等
が

一
致
協

力
し
て

取
り
組

み
、

大
学
の

社
会
的

責
任
を

果
た
す

必
要
が

あ
る
。

 

 本
学

は
、
上
記

の
社
会

連
携
活

動
を
進

め
る
に

当
た
っ

て
の
基

本
姿
勢

及
び
倫

理
に
関

わ
る
ポ

リ
シ
ー

を
明
ら

か
に
す

る

た
め
、
「
明

治
大
学

社
会
連

携
ポ
リ

シ
ー
(
以

下
「

本
ポ
リ

シ
ー
」

と
い
う

。
)
」
を
定

め
、
こ

れ
を
学

内
外
に

公
開
す

る
。
 

 本
学

の
教
職

員
等
は

、
本

ポ
リ
シ

ー
に
定

め
る
事

項
を
十

分
に
理

解
し
て

、
円

滑
に

社
会
連

携
活
動

を
推
進

し
、
本

学
と

学
外
諸

機
関
と

の
幅
広

い
交
流

を
進
め

、
相

互
交
流

に
よ
る

刺
激
が

大
学
、
産

業
界
等

の
活
性

化
に
と

ど
ま
ら

ず
、
広

く
社

会
の
発

展
に
寄

与
す
る

よ
う
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 

１ １
  

環環
境境

保保
全全

・・
平平

和和
利利

用用
  

 
環
境

を
常
に

視
野
に

入
れ
た

社
会
連

携
活
動

を
推
進

し
、
省

資
源
・
省

エ
ネ
ル

ギ
ー
・
リ

サ
イ
ク

ル
に
務

め
る
と

と
も
に

、

最
先
端

の
教
育
・
研

究
技
術
及

び
設
備

の
活
用

並
び
に

環
境
保

全
に
資

す
る
研

究
成
果

の
社
会

へ
の
還

元
に
よ

っ
て
、
環
境

の
保
全

に
積
極

的
に
貢

献
し
て

い
く
。

 

 
ま
た

、
軍
事

利
用
・

人
権
抑

圧
等
平

和
に
反

す
る
内

容
を
目

的
と
す

る
社
会

連
携
活

動
は
一

切
行
わ

な
い
。

 

 ２ ２
  

主主
体体

性性
・・

自自
主主

性性
のの

尊尊
重重

  

 
研
究

成
果
は

、
教

職
員

等
の
自

由
か
つ

創
意
に

富
ん
だ

発
想
と

研
究
に

対
す
る

意
欲
を

源
泉
と

し
て
生

み
出
さ

れ
る
も

の

で
あ
る

。
よ

っ
て

、
社

会
連

携
活
動

を
実
施

し
て
い

く
教
職

員
等
は

、
大

学
の

主
体
性

や
研
究

者
の
自

主
性
を

尊
重
し

、
大

学
が
行

う
教
育

・
研
究

に
支
障

が
生
じ

る
こ
と

の
な
い

よ
う
に

配
慮
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 ３ ３
  

情情
報報

のの
公公

開開
とと

管管
理理

のの
原原

則則
  

 
事
業

化
の
可

能
性
が

高
い
研

究
成
果

に
つ
い

て
の
学

外
諸
機

関
に
対

す
る
情

報
公
開

に
関
し

て
は
、
社

会
連
携

活
動
の

障

害
と
な

ら
な
い

よ
う
、

適
切
な

タ
イ
ミ

ン
グ
と

方
法
に

よ
り
行

う
こ
と

を
原
則

と
す
る

。
 

 
ま
た

、
本
学

の
社
会

連
携
の

推
進
体

制
、
規

程
類
の

制
定
状

況
、
活

動
成
果

等
の
情

報
提
供

を
行
う

。
 

 
な
お

、
学

外
諸

機
関
と

の
交
流

に
よ
り

知
り
得

た
企
業

等
の
情

報
及
び

特
許
等

の
出
願

公
開
前

に
お
け

る
情
報

の
秘
密

保

持
に
つ

い
て
は

、
大
学

の
管
理

体
制
を

充
実
し

、
教
職

員
等
の

啓
発
に

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 ４ ４
  

法法
令令

等等
のの

遵遵
守守

  

 
社
会

連
携
活

動
を
実

施
し
て

い
く
教

職
員
等

及
び
学

外
諸
機

関
は
、
本
ポ

リ
シ
ー

を
理
解

し
、
相

互
に

協
調
し

、
誠

意
を

も
っ
て

業
務
を

遂
行
す

る
と
と

も
に
、

関
連
す

る
法
令

、
本
学

の
校
規

等
を
遵

守
し
、

行
動
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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規

程

等



  

明明
治治

大大
学学

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー

  

２
０

０
５
年

１
月
１

１
日
制

定
  

I I
..
  

本本
学学

のの
利利

益益
相相

反反
ポポ

リリ
シシ

ーー
制制
定定

のの
基基

本本
的的

なな
考考

ええ
方方

  

11
..
  

制制
定定

のの
背背

景景
  

本
学
は

、
明
治

大
学
社

会
連
携

ポ
リ
シ

ー
に
も

掲
げ
ら

れ
て
い

る
と
お

り
「
社

会
連
携

」
を
「

学
術
研

究
」、
「

教
育

」

に
加

え
て
、

大
学
の

使
命
と

し
て
位

置
づ
け

、
積
極

的
に
取

り
組
ん

で
い
る

。
 

具
体
的

な
活
動

と
し
て

は
、
個

々
の

教
職
員

の
弛
ま

ぬ
努
力

に
よ
っ

て
生
み

出
さ
れ

る
研
究

成
果
は

、
主

に
学

会
発
表

、

学
術

論
文

、
著

作
、

企
業

等
と
の

共
同

研
究

等
を
通

じ
て

社
会

に
還

元
し

て
き

て
い
る

。
本

学
教

職
員
は

、
大

学
の

第
三

の
使

命
と

さ
れ

る
社

会
連

携
活
動

を
よ

り
一
層

促
進

し
、

現
在

ま
で

に
培

っ
て

き
た
本

学
の

社
会

か
ら
の

信
頼

や
評

価
を

確
固

た
る
も

の
に
す

べ
く
、

一
致
協

力
し
て

取
り
組

ん
で
い

く
。
 

一
方
、

社
会
連

携
活
動

と
り
わ

け
企
業

と
の
連

携
を
推

進
し
て

い
く
こ

と
に
よ

っ
て
、

教
職
員

が
企
業

と
の
関

係
に
よ

っ
て

有
す

る
利

益
や

責
任

と
、
教

職
員

が
大

学
に
お

い
て

果
た

す
べ

き
責

任
（

例
え
ば

、
学

生
に

教
育

を
施
す

責
任

、
学

問
の

探
究

等
）

と
が

、
い

わ
ば
衝

突
し

て
い
る

よ
う

に
見

え
る

状
況

が
生

じ
て

く
る
。

こ
の

よ
う

な
社
会

連
携

活
動

を
推

進
し

て
い

く
に

あ
た
り

、
不

可
避

的
に

生
じ

る
状

況
は

「
利

益
相

反
」（

Co
n
f
l
ic
t
 
of
 
I
n
t
e
re
s
t
 
、

 
CO
I
）

と
言
わ

れ

て
い

る
。
 

本
学
は

こ
の
よ

う
な
状

況
に
関

し
て
、

大
学
が

行
う
教

育
や
研

究
へ
の

信
頼
が

損
な
わ

れ
な
い

よ
う
に

、
ま
た

、
社
会

連
携

活
動
が

公
正
且

つ
円
滑

に
促
進

さ
れ
る

こ
と
を

目
的
と

し
て
、

本
ポ
リ

シ
ー
を

制
定
す

る
。
 

2 2
..
  

基基
本本

方方
針針

にに
ああ

たた
りり

重重
視視

すす
べべ

きき
項項

目目
  

 
大

学
の
第

三
の
使

命
と
し

て
の
社

会
連
携

を
推
進

し
、
こ

れ
を
遂

行
す
る

に
は
、
利

益
相
反

は
避
け

て
通
れ

な
い
課

題

で
あ

る
。

本
学

は
、

利
益

相
反
に

つ
い

て
、

後
ろ
向

き
に

考
え

る
の

で
は

な
く

、
積
極

的
に

受
容

し
、
本

学
の

特
長

を
活

か
し

た
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
体

制
の
構

築
を

図
る
も

の
と

す
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
本

学
教
職

員
が

社
会

連
携

に
安
心

し
て

取
り

組
む

こ
と
が

で
き
る

よ
う
に

す
る
と

と
も
に

、
産
官

学
連
携

の
健
全

な
発
展

の
た
め

に
資
し

た
い
。

 

 
な

お
、
本

学
は
、
教

職
員
に

対
し
、
多

様
な
価

値
観
と

そ
れ
に

裏
づ
け

ら
れ
た

自
発
的

な
活
動

を
推
奨

し
て
お

り
、
こ

れ
ら

の
多

様
な

価
値

観
が

時
と
し

て
衝

突
す
る

場
合

が
起

る
。

以
下

、
多

様
な

価
値
観

が
衝

突
し

た
場
合

に
、

と
く

に
重

視
す

べ
き
項

目
を
示

す
も
の

と
す
る

。
 

○
学

生
に

対
し
、

充
実
し

た
教
育

を
施
す

責
任
 

○
研

究
成

果
の
信

頼
性
と

説
明
責

任
 

○
研

究
資

金
の
源

泉
と
使

途
の
透

明
性
 

○
大

学
と

し
て
の

科
学
の

進
歩
と

技
術
の

普
及
へ

の
責
任

 

○
学

外
の

諸
機
関

と
の
共

同
研
究

等
の
促

進
と
本

学
の
知

的
財
産

の
保
護

 

○
本

学
の

研
究
者

と
し
て

の
名
声

や
地
位

の
保
全

 

○
本

学
の

教
職
員

が
受
け

る
べ
き

正
当
な

金
銭
的

利
益
の

確
保
 

 

Ⅱ Ⅱ
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
とと

本本
ポポ

リリ
シシ

ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

11
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
  

本
学

で
は

、
利

益
相

反
を

「
教

職
員

が
社

会
連

携
活

動
に

よ
っ

て
得

る
個

人
的

利
益

や
社

会
的

責
任

が
大

学
に

お
け

る

教
育

・
研
究

上
の
責

任
と
衝

突
し
て

い
る
状

況
」
と

定
義
す

る
。
 

上
記

の
定

義
に

は
、
教

職
員

が
兼

業
活

動
を

行
な

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

社
会

連
携

先
で

あ
る

企
業

等
に

職
務

遂
行
責

任

を
有

し
、

大
学

に
お

け
る

教
育
・

研
究

に
関
す

る
職

務
遂

行
の

責
任

と
衝

突
し

て
い
る

状
況

（
責

務
相
反

）
と

、
教

職
員

が
社

会
連
携

活
動
に

伴
っ
て

得
る
利

益
と
大

学
に
お

け
る
職

務
遂
行

の
責
任

が
衝
突

し
て
い

る
状
況
（

狭
義
の

利
益
相

反
）

の
両

方
を
含

む
も
の

と
す
る

。
 

2 2
..
  

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

 
本

ポ
リ
シ

ー
の
適

用
の
対

象
者
は

本
学
の

専
任
教

職
員
と

す
る
。

 

 
た

だ
し

、
本

学
は

、
専

任
教
職

員
以

外
の
者

に
対

し
て

も
、

必
要

が
あ

る
場

合
に
は

、
本

ポ
リ

シ
ー

の
適
用

を
求

め
る

も
の

と
す
る

。
 

  

  Ⅲ Ⅲ
..
  

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

体体
制制

  

利利
益益

相相
反反

委委
員員

会会
のの

設設
置置
  

 
本

学
は
、
全

学
的

な
利
益

相
反
に

関
す
る

審
議
機

関
と
し

て
、
利
益

相
反
委

員
会
を

設
置
し

、
以

下
の

内
容
に

関
す
る

必
要

事
項
を

審
議
し

、
決
定

す
る
。

 

○
本

学
の

利
益
相

反
に
関

す
る
方

針
の
審

議
・
決

定
 

○
個

別
の

利
益
相

反
に
つ

い
て
の

審
議
・

指
導
・

勧
告
 

利
益

相
反

委
員
会

の
構
成

員
、
審

議
方
法

と
審
議

内
容
等

に
つ
い

て
は
、

別
途
、

明
治
大

学
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

規
程

に
て
定

め
る
も

の
と
す

る
。
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規
　
　
程
　
　
等



  

明明
治治

大大
学学

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ
ジジ

メメ
ンン

トト
規規

程程
  

２
０

１
７

年
３

月
１

５
日

制
定

 
２

０
１

６
年

度
規

程
第

２
６

号
  

 
（
目

的
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

、
明

治
大

学
利

益
相

反
ポ

リ
シ

ー
（

２
０

０
５

年
１

月
１

１
日

理
事

会
承

認
。

以
下

「
ポ

リ
シ

ー
」

と
い

う
。
）

及
び

明
治

大
学

研
究

者
行

動
規

範
（

２
０

０
７

年
１

１
月

７
日

理
事

会
承

認
）

に
基

づ
き

、
明

治
大

学
（

以

下
「

本
大
学

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
利
益

相
反
の

適
切
な

管
理
（
以

下
「

利
益

相
反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
」
と

い
う
。）

に
関

し
必

要
な

措
置
を

講
ず
る

こ
と
に

よ
り
、
利

益
相

反
に
よ

る
弊
害

を
防
止

し
、
も

っ
て

教
職
員

等
に
よ

る
社
会

連
携
活

動

の
円

滑
な

実
施
に

資
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 
 

（
適

用
範
囲

）
 

第 第
２２

条条
 

こ
の
規

程
は
、

次
条
第

１
号
に

定
め
る

教
職
員

等
に
つ

い
て
適

用
す
る

。
 

 
（
定

義
）

 
第 第

３３
条条

 こ
の
規

程
に

お
い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

用
語
の

意
義
は

、
そ
れ

ぞ
れ
当

該
各
号

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
(1

) 
教

職
員

等
 

次
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
者

を
い
う

。
 

ア
 

学
校
法

人
明
治

大
学
教

職
員
就

業
規
則
（

昭
和

３
７
年

規
則
第

１
３
号

。
以

下
「
就

業
規
則

」
と

い
う

。）
第

２

条
に
定

め
る
専

任
教
職

員
 

イ
 

明
治
大

学
特
任

教
員
任

用
基
準

（
２
０

０
５
年

度
例
規

第
１
８

号
）
第

３
条

第
１
項

に
定
め

る
特
任

教
員

 
ウ

 
明

治
大

学
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

採
用

等
に

関
す

る
規

程
（

２
０

０
５

年
度

規
程

第
２

９
号

）
第

２

条
に

定
め

る
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

う
ち

、
第

７
条

に
定

め
る

明
治

大
学

利
益

相
反

委
員

会
が

必
要

と

認
め
た

者
 

エ
 

そ
の
他

第
７
条

に
定
め

る
明
治

大
学
利

益
相

反
委
員

会
が

必
要

と
認
め

た
者

 
(2

) 
社

会
連

携
活

動
 
次

の
い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
活
動

を
い
う

。
 

ア
 

明
治
大

学
受
託

研
究
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
０

６
年
度

例
規
第

２
２
号

）
第
２

条
に
定

め
る
受

託
研
究

 
イ

 
明

治
大

学
と

学
外

機
関

と
の

共
同

研
究

に
関

す
る

要
綱

（
２

０
０

６
年

度
例

規
第

２
３

号
）

第
２

条
に

定
め

る

共
同
研

究
 

ウ
 

明
治

大
学

学
術

研
究

奨
励

寄
付

の
受

入
れ

に
関

す
る

要
綱

（
２

０
０

６
年

度
例

規
第

２
４

号
）

第
１

条
に

定
め

る
奨
励

寄
付
を

含
む
寄

付
の
受

入
れ

 
エ

 
明

治
大

学
研

究
助

成
の

受
入

れ
に

関
す

る
要

綱
（

２
０

１
６

年
度

例
規

第
６

号
）

第
１

条
第

１
項

に
定

め
る

研

究
助
成

 
オ

 
明

治
大

学
外

国
人

研
究

者
取

扱
い

に
関

す
る

規
程

（
昭

和
４

９
年

規
程

第
４

４
号

）
第

４
条

に
定

め
る

外
国

人

研
究
者

（
招
聘

教
授
及

び
招

聘
研

究
員
）

の
受
入

れ
 

カ
 

明
治

大
学

発
明

等
に

関
す

る
規

程
（

２
０

０
０

年
度

規
程

第
７

号
）

第
２

条
第

３
項

に
定

め
る

職
務

関
連

発
明

に
係
る

知
的
財

産
権
の

学
外
機

関
へ
の

実
施
許

諾
又
は

権
利
譲

渡
 

キ
 

複
数
の

学
外
機

関
と
の

間
で
構

成
さ
れ

る
共
同

事
業
体

（
コ
ン

ソ
ー
シ

ア
ム
）

へ
の
従

事
 

ク
 

教
職
員

等
の
兼

業
 

ケ
 

施
設
設

備
の
利

用
の
提

供
 

コ
 

物
品
の

購
入
等

経
済
的

利
益
の

享
受

 
サ
 

そ
の
他

第
７
条

に
定
め

る
明
治

大
学
利

益
相

反
委
員

会
が

該
当

す
る
と

判
断
し

た
活
動

 
(3

) 
利

益
相

反
 

教
職

員
等

が
社

会
連

携
活

動
に

よ
っ

て
得

る
個

人
的

利
益

又
は

社
会

連
携

活
動

に
よ

る
教

職
員

等
の

社
会

的
責

任
が

、
当

該
教

職
員

等
の

有
す

る
本

大
学

に
お

け
る

教
育

、
研

究
等

の
責

任
と

衝
突

し
て

い
る

状
況

を
い

う
。

 

  

 (4
) 

利
益
相

反
行

為
 
教

育
、
研
究

等
に
関

す
る
教

職
員
等

と
し
て

の
責
任

よ
り
も

、
自

己
又

は
第
三

者
の
利

益
を
優

先

さ
せ

る
行
為

を
い
う

。
 

(5
) 

公
的

研
究

費
 

科
学

研
究

費
助

成
事

業
、

厚
生

労
働

省
科

学
研

究
費

補
助

金
そ

の
他

の
競

争
的

研
究

資
金

の
ほ

か
、

政
府

機
関
、

独
立
行

政
法
人

、
地
方

公
共
団

体
、
特

殊
法

人
そ

の
他

の
学
外

機
関
等

が
配

分
す
る

研
究
費

を
い
う

。
 

(6
) 

臨
床
研

究
 

疾
病
の

予
防
方

法
、
診
断

方
法
及

び
治
療

方
法
の

改
善
、
疾

病
原
因

及
び
病

態
の
理

解
の
深

化
並
び

に

患
者

の
生
活

の
質
の

向
上
を

目
的
と

し
て
実

施
さ
れ

る
医
学

的
研
究

で
あ
っ

て
、
ヒ
ト

を
対
象

と
す
る

も
の
を

い
う
。

（
個

人
を
特

定
で
き

る
ヒ
ト

由
来
の

材
料
及

び
デ
ー

タ
に
関

す
る
研

究
を

含
む
。）

 
 

（
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

の
対
象

）
 

第 第
４４

条条
 

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
は
、

教
職
員

等
が
次

の
各
号

に
掲
げ

る
行
為

を
行
う

場
合
を

対
象
と

す
る
。

 
(1

) 
学

外
機

関
と

社
会
連

携
活
動

を
行
う

場
合

 
(2

) 
本

大
学

の
学

生
等
を

社
会
連

携
活
動

に
従
事

さ
せ
る

場
合

 
(3

) 
研

究
成

果
活

用
促

進
セ

ン
タ

ー
若

し
く

は
地

域
産

学
連

携
研

究
セ

ン
タ

ー
に

入
居

す
る

学
外

機
関

と
社

会
連

携
活

動
を

行
う
場

合
又
は

当
該
学

外
機
関

か
ら
物

品
の

購
入
等

経
済
的

利
益

を
享

受
す

る
場

合
 

(4
) 

臨
床
研

究
に

参
加
す

る
場
合

 
(5

) 
公

的
研

究
費

の
支
給

を
受
け

て
研
究

を
行
う

場
合

 
(6

) 
そ

の
他

第
７

条
に

定
め

る
明

治
大

学
利

益
相

反
委

員
会

が
利

益
相

反
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

対
象

と
し

て
認

め
た

行
為

を
行

う
場
合

 
２

 
前

項
各
号

に
掲
げ

る
行
為

の
う
ち

、
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
対

象
に
該

当
し
な

い
と
推

定
す
る

行
為
に

つ
い
て

は
、

別
に

定
め
る

。
 

 
（
教

職
員
等

の
義
務

）
 

第 第
５５

条条
 

教
職
員

等
は
、

社
会
連

携
活
動

を
行
う

に
当
た

り
、
利

益
相
反

行
為
を

行
っ
て

は
な
ら

な
い
。

 
 

（
責

任
者
）

 
第 第

６６
条条

 
本
大
学

は
、
こ

の
規
程

の
目
的

を
達
成

す
る
た

め
、
次

に
掲
げ

る
責
任

者
を
置

く
。

 
(1

) 
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
総

括
責
任

者
（
以

下
「
総

括
責
任

者
」
と

い
う
。）

 
(
2)

 
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

実
施
責

任
者
（

以
下
「

実
施
責

任
者
」

と
い
う

。）
 

２
 
総

括
責
任

者
は
、

学
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
総

括
責
任

者
は
、
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
実

施
に
係

る
基
本

方
針
を

策
定
し

、
利
益

相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
総

括
的
責

任
を
有

す
る
。

 
４

 
実

施
責
任

者
は
、

学
長
が

指
名
す

る
研
究

担
当
の

副
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
５

 
実

施
責
任

者
は
、
総
括

責
任
者

の
命
を

受
け
、
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

の
実
施

の
た

め
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
任

務
と
す

る
。

 
(1

) 
利

益
相

反
行

為
に
係

る
審
査

の
統
括

 
(2

) 
第

９
条

に
定

め
る
利

益
相
反

相
談
窓

口
に
関

す
る
事

項
 

(3
) 

第
１
４

条
に

定
め
る

勧
告
又

は
命
令

 
(4

) 
第

１
７

条
に

定
め
る

教
育
及

び
啓
発

活
動
の

実
施

 
(5

) 
第

三
者

か
ら

利
益
相

反
に
関

す
る
指

摘
が
あ

っ
た
場

合
の
対

応
 

(6
) 

そ
の
他

利
益

相
反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
の

実
施
に

関
す
る

事
項

 
 

（
委

員
会
）

 

第 第
７７

条条
 

本
大
学

に
、
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
に
関

す
る
事

項
を
審

議
す
る

た
め
、
明
治

大
学
利

益
相
反

委
員
会
（

以
下

「
委

員
会

」
と
い

う
。
）

を
置

く
。

 
 

92

規

程

等



   ２
 
委

員
会
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

任
務
と

す
る
。

 
(1

) 
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
に

関
す
る

施
策
の

審
議
・

実
施

 
(2

) 
利

益
相

反
行

為
に
関

す
る
審

査
 

(3
) 

利
益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
の

対
象
と

す
る
行

為
に
関

す
る
事

項
 

(4
) 

利
益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
の

対
象
者

に
関
す

る
事
項

 
(5

) 
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
の

実
施
に

伴
う
教

職
員
等

へ
の
指

導
・
勧

告
 

(6
) 

第
９
条

に
定

め
る
利

益
相
反

相
談
窓

口
に
関

す
る
事

項
 

(7
) 

そ
の
他

総
括

責
任
者

が
認
め

た
事
項

 
３

 
委

員
会
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

委
員
を

も
っ
て

組
織
す

る
。

 
(1

) 
実

施
責

任
者

 
(2

) 
各

学
部

長
が

推
薦
す

る
専
任

教
員
各

１
名

 
(3

) 
大

学
院

長
が

推
薦
す

る
専
任

教
員
１

名
 

(4
) 

専
門
職

大
学

院
長
が

推
薦
す

る
専
任

教
員
１

名
 

(5
) 

研
究
活

用
知

財
本
部

長
が
推

薦
す
る

本
部
員

１
名

 
(6

) 
教

務
事

務
部

長
、
研

究
推
進

部
長
及

び
人
事

部
長

 
４

 
委

員
の
任

期
は
、
職

務
上
委

員
と
な

る
者
を

除
き
、
２

年
と
す

る
。
た
だ

し
、
任

期
途
中

に
交
代

す
る
場

合
は
、
前

任

者
の

残
任
期

間
と
す

る
。

 
５

 
委

員
は
、

再
任
さ

れ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
６

 
委

員
会
に

、
委
員

長
及
び

副
委
員

長
各
１

名
を
置

く
。

 
７

 
委

員
長
は

、
実
施

責
任
者

を
も
っ

て
充
て

、
副
委

員
長
は

、
委
員

の
う
ち

か
ら
委

員
長
が

指
名
す

る
。

 
８

 
委

員
長
は

、
会
務

を
総
理

し
、
会

議
の
議

長
と
な

る
。

 
９

 
副

委
員
長

は
、
委

員
長
を

補
佐
し

、
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
そ
の

職
務
を

代
行
す

る
。

 
 

（
会

議
）

 
第 第

８８
条条

 
委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
、
委

員
長
が

招
集
す

る
。

 
２

 
委

員
会
は

、
委
員

の
過
半

数
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

３
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
委

員
長
の

決
す
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

４
 
委

員
会
は

、
必
要

に
応
じ

、
委
員

以
外
の

者
を
出

席
さ
せ

、
意
見

を
聴
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
利

益
相
反

相
談
窓

口
）

 
第 第

９９
条条

 
教
職
員

等
か
ら

の
利
益

相
反
に

関
す
る

質
問
又

は
相
談

に
応
じ

る
と
と

も
に
、
必

要
に
応

じ
て
助

言
、
指

導
及
び

支
援

を
行

う
た
め

、
研
究

推
進
部

に
利
益

相
反
相

談
窓
口

（
以
下

「
相
談

窓
口
」

と
い
う

。）
を

置
く

。
 

２
 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、

委
員
会

の
委
員

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
３

 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、
相
談

内
容
の

検
討
を

行
う
に

当
た
り

、
必

要
に

応
じ
て

、
利

益
相
反

に
関
す

る
知
識

を
有
す

る
学

外
の
専

門
家
の

意
見
を

聴
く
こ

と
が
で

き
る
。

 

４
 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、
教
職

員
等
と

の
相
談

の
結
果

、
必

要
に

応
じ
て

、
委

員
長
に

相
談
内

容
を
報

告
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 
 

（
申

告
）

 
第 第

１１
００

条条
 
教

職
員
等

は
、
次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
場

合
、
利
益

相
反
行

為
に
関

す
る
自

己
申
告

書
（

以
下
「
自

己
申

告
書

」
と
い

う
。
）

を
委

員
長
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

(1
) 

第
４
条

第
１

項
第
３

号
及
び

第
４
号

に
該
当

す
る
行

為
 

(2
) 

第
４
条

第
１

項
第
５

号
に
該

当
す
る

行
為
で

あ
っ
て

、
当

該
公

的
研
究

費
の
拠

出
機
関

が
、
本
大

学
に
お

け
る
利

益

相
反

に
関
す

る
審
議

結
果
の

報
告
を

義
務
付

け
て
い

る
も
の

 

  

(3
) 

第
４
条

第
１

項
各
号

に
該
当

す
る
行

為
で
あ

っ
て
、
第

三
者
か

ら
の
利

益
相
反

に
関
す

る
指
摘

に
よ
り

、
委

員
会

が

必
要

と
認
め

た
も
の

 
(4

) 
そ

の
他

委
員

会
が
必

要
と
認

め
た
行

為
 

２
 
前

項
各
号

の
ほ
か

、
教

職
員
等

は
、
第

４
条

第
１
項

各
号
に

該
当
す

る
行

為
の
実

施
前
又

は
実
施

中
に
お

い
て
、
利
益

相
反

に
関
す

る
疑
義

が
生
じ

た
場
合

は
、
委

員
長
に

自
己
申

告
書
を

提
出
し

て
審
査

を
求
め

る
こ
と

が
で
き

る
。

 
３

 
自

己
申
告

書
の
様

式
、
提

出
期
限

等
申
告

に
関
し

必
要
な

事
項
は

、
委
員

会
に
お

い
て
定

め
る
。

 
 

（
審

査
）

 
第 第

１１
１１

条条
 
委

員
長
は

、
教
職

員
等
か

ら
前
条

に
定
め

る
自
己

申
告
書

の
提
出

が
あ
っ

た
と
き

は
、
こ

れ
を
受

理
し
、
委
員

会
に

お
い

て
、
自

己
申
告

書
に
基

づ
き
審

査
を
行

う
。

 
２

 
前

項
の
場

合
に
お

い
て
、
委
員

会
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
基
準

と
し
て

、
客

観
的
か

つ
合
理

的
に
利

益
相
反

行
為

と
推
定

さ
れ
る

か
否
か

を
審
査

す
る
。

 
 

(1
) 

本
大

学
に
お

け
る
教

職
員
等

と
し
て

の
責
任

よ
り
も

個
人
的

利
益
又

は
第
三

者
の
利

益
を
優

先
し
て

い
る
場

合
 

 
(2

) 
本

大
学

に
お

け
る
教

育
及
び

研
究
に

支
障
を

来
す
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
 

 
(3

) 
本

大
学

に
お

け
る
財

務
損
失

又
は
不

必
要
な

財
務
負

担
が
生

じ
る
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
 

 
(4

) 
本

大
学

、
教

職
員
等

の
社
会

的
信
用

若
し
く

は
評
価

を
傷
つ

け
、
又

は
低
下

さ
せ
る

お
そ
れ

が
あ
る

場
合

 
３

 
委

員
長
は

適
正
な

審
査
を

行
う
た

め
、
当

該
教
職

員
等
か

ら
自
己

申
告
書

の
ほ
か

、
必
要

な
事

項
の
報

告
を
期

限
を
定

め
て
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

こ
の
場

合
に
お

い
て
、

当
該
教

職
員
等

は
こ
れ

に
応
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
４

 
委

員
が
審

査
対
象

者
と
な

っ
た
と

き
は
、
そ
の

審
議
に

加
わ
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
当

該
委
員

は
出

席
委
員

の
数
に

算
入
し

な
い
。

 
５

 
委

員
長
は

、
審
査

を
終
了

し
た
と

き
は
、

速
や
か

に
審
査

結
果
を

総
括
責

任
者
へ

報
告
す

る
。

 
 

（
審

査
結
果

の
通
知

）
 

第 第
１１

２２
条条

 
委

員
長
は

、
総
括

責
任
者

へ
の
報

告
後
、

速
や
か

に
審
査

結
果
を

当
該
教

職
員
等

に
通
知

す
る
。

 
２

 
委

員
会
が

利
益
相

反
行
為

に
該
当

す
る
お

そ
れ
が

あ
る
と

判
定
し

た
場
合

に
は
、
前

項
の

審
査
結

果
に
加

え
、
そ
の
理

由
、
次

の
各
号

に
定
め

る
是
正

措
置
等

を
当
該

教
職
員

等
に
通

知
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
当

該
教
職

員
等
は

、
是

正
措

置
等
を

速
や
か

に
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(1
) 

不
適
切

と
判

断
し
た

活
動
の

停
止

 
(2

) 
適

正
な

書
類

の
提
出

 
(3

) 
学

外
機

関
等

の
役
員

等
の
辞

任
 

(4
) 

利
益
の

放
棄

 
(5

) 
社

会
連

携
活

動
へ
の

不
参
加

 
(6

) 
そ

の
他

必
要

な
措
置

 
 

(不
服

申
立
て

) 
第 第

１１
３３

条条
 
委

員
会
の

審
査
結

果
に
不

服
が
あ

る
場
合

に
は
、
教

職
員
等

は
、
前

条
第
２

項
の
規

定
に
よ

る
通
知

を
受
け

た

日
か

ら
１

４
日
以

内
に
、

委
員
長

に
対
し

、
不
服

申
立
て

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
委

員
長
は

、
前

項
の

規
定
に

よ
る
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当

該
申

立
て
の

内
容
を

精
査
し

、
必

要
に

応
じ
て

、
委

員
会

に
対
し

、
再
審

査
を
命

じ
る
も

の
と
す

る
。

 
３

 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

再
審
査

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 
４

 
教

職
員
等

は
、
再

審
査
の

結
果
に

つ
い
て

、
再
度

の
不
服

申
立
て

を
行
う

こ
と
が

で
き
な

い
。

 
 

（
勧

告
又
は

命
令
）

 
第 第

１１
４４

条条
 
実

施
責
任

者
は
、
教

職
員
等

が
次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る

場
合
に

は
、
当

該
教
職

員
等
に

対
し
必

要

な
勧

告
又

は
命
令

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
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(1
) 

第
１
０

条
第

１
項
各

号
に
定

め
る
申

告
要
件

に
該
当

す
る
に

も
か
か

わ
ら
ず

、
委

員
会
が

定
め
た

提
出
期

限
ま
で

に

自
己

申
告
書

を
提
出

し
な
い

場
合

 
(2

) 
第

１
１

条
第

３
項
に

定
め
る

報
告
を

委
員
長

が
定
め

た
提
出

期
限
ま

で
に
行

わ
な
い

場
合

 
(3

) 
第

１
２

条
第

２
項
に

定
め
る

通
知
か

ら
所
定

の
期
間

が
経
過

し
た
に

も
か
か

わ
ら
ず

、
是

正
措
置

が
実
施

さ
れ
な

い

場
合

 
(4

) 
虚

偽
の

申
告

又
は
報

告
を
し

た
場
合

 
 

（
違

反
行
為

等
に
対

す
る
手

続
）

 
第 第

１１
５５

条条
 
総

括
責
任

者
は
、
教

職
員
等

が
前
条

に
定
め

る
勧
告

若
し
く

は
命
令

に
従
わ

な
い
場

合
又
は

そ
の
他

教
職
員

等

の
行

為
が

こ
の
規

程
の
定

め
る
と

こ
ろ
に

違
反
す

る
と
判

断
し
た

場
合
に

は
、
就

業
規

則
そ
の

他
の
関

係
校
規

に
基
づ

き

必
要

な
手

続
を
執

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
前

項
の
ほ

か
、
総

括
責
任

者
は
、
当
該

教
職
員

等
の
行

為
が
法

令
又
は

他
の
校

規
に
違

反
す
る

お
そ
れ

が
あ
る

と
判
断

し
た

場
合
に

は
、
前

項
に
準

じ
て
必

要
な
手

続
を
執

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
将

来
に
向

け
て
の

助
言
又

は
指
導

）
 

第 第
１１

６６
条条

 
実

施
責
任

者
は
、
法
令

、
本

学
の

校
規
、
ポ
リ

シ
ー
、
委

員
会
の

審
査
先

例
等
に

基
づ
き

、
教

職
員
等

が
第
４

条
第

１
項
各

号
に
掲

げ
た
行

為
を
行

う
こ
と

に
よ
り

、
将

来
的
に

利
益
相

反
と

な
る

可
能
性

が
あ
る

場
合
に

は
、
当

該
教

職
員

等
に
対

し
て
必

要
な
助

言
又
は

指
導
を

行
う
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

（
教

育
及
び

啓
発
活

動
）

 
第 第

１１
７７

条条
 
実

施
責
任

者
は
、
教

職
員

等
に
対

し
、
利

益
相
反

に
つ
い

て
理
解

を
深
め

、
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
意

識
の

高
揚
を

図
る
た

め
の
啓

発
そ
の

他
必
要

な
教
育

研
修
を

計
画
的

に
実
施

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
守

秘
義
務

）
 

第 第
１１

８８
条条

 
こ

の
規
程

に
か
か

わ
る
業

務
に
従

事
し
て

い
る
者

又
は
従

事
し
て

い
た
者

は
、
職
務

上
知
り

得
た
情

報
を
漏

え

い
し

、
又

は
不
当

な
目
的

に
使
用

し
て
は

な
ら
な

い
。
そ

の
職
を

退
い
た

後
も
同

様
と
す

る
。

 
 

（
事

務
）

 
第 第

１１
９９

条条
 
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
事
務

は
、
研
究

推
進
部

が
行
い

、
教
務

事
務
部

教
務
事

務
室
及

び
人
事

部

人
事

課
が

こ
れ
に

協
力
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）

 
第 第

２２
００

条条
 
こ

の
規
程

を
施
行

す
る
た

め
に
必

要
な
事

項
は
、

委
員
会

の
議
を

経
て
、

委
員
長

が
定
め

る
。

 
 

（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

２２
１１

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

２
６
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
７

年
（
平

成
２
９

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（
例

規
の
廃

止
）

 
２

 
明

治
大
学

利
益
相

反
委
員

会
設
置

要
綱
（

２
０
０

５
年
度

例
規
第

１
２
号

）
は
、

廃
止
す

る
。

 
（

通
達

第
２

４
５

８
号

）
 

附附
  

則則
（
２
０

１
７
年

度
規
程

第
７
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２

０
１

７
年
（
平

成
２
９

年
）
５
月

１
７
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
規
定

は
、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通

達
第
２

４
６

７
号
）
（

注
 
事

務
組
織

改
善

に
よ

る
部

署
名

称
及

び
事

務
管

理
職

名
称

の
変

更
に

伴
う

改
正

）
 

附附
  

則則
（
２
０

１
７

年
度
規

程
第
３

６
号
）

 
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２

５
３

８
号
）
（

注
 
法

科
大
学

院
法

務
研

究
科

を
専

門
職

大
学

院
に

位
置

付
け

る
こ

と
に

伴
う

改
正

）
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

のの
対対

象象
外外

とと
すす

るる
行行

為為
にに

係係
るる

内内
規規

  

  

  
  

２
０
１

６
年
１

２
月
１

９
日
制

定
 

明
治

大
学

利
益
相

反
委
員

会
 

（
目
的

）
 

第 第
１１

条条
 

こ
の
内

規
は
、
明

治
大
学

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
規
程
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

２
６
号

。
以

下
「
規

程
」
と

い
う

。
）

第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

利
益

相
反

行
為

に
該

当
し

な
い

と
推

定
す

る
行

為
に

つ
い

て
一

定
の

要
件

を

あ
ら

か
じ

め
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

の
利

益
相

反
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

効
率

的
に

行
う
こ

と
を
目

的
と
す

る
。

 
 

（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

内
規

に
お

け
る

「
教

職
員

等
」

及
び

「
利

益
相

反
行

為
」

と
は

、
規

程
第

３
条

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
（
経

済
的
利

益
）

 
第 第

３３
条条

 
こ
の
ル

ー
ル
に

お
い
て

「
経
済

的
利
益

」
と
は

、
次
に

掲
げ
る

も
の
の

総
体
を

い
う
。

 
 

(1
) 

個
人

金
銭
的

利
益
 

教
職
員

等
が
、
学

外
機
関

か
ら
個

人
と
し

て
得
る

給
与
、
サ

ー
ビ
ス

対
価
（
コ

ン
サ
ル

タ
ン
ト

料
、

謝
金

等
）
、

エ
ク

イ
テ

ィ
（

公
開

又
は

未
公

開
を

問
わ

ず
株

式
、

出
資

金
、

株
式

買
入

れ
選

択
権

（
ス

ト
ッ

ク
オ

プ
シ

ョ
ン

）
、

及
び

受
益

権
等

）
及

び
知

的
財

産
権

（
知

的
財

産
権

か
ら

の
ロ

イ
ヤ

ル
テ

ィ
等

を
含

む
）

等
の

金
銭

的
利

益
を

い

う
。

 
 

(2
) 

職
務

関
連
金

銭
的
利

益
 
教

職
員
等

が
、
そ

の
職

務
に
関

連
し
て

学
外
機

関
か
ら

得
る
社

会
連
携

活
動
に

係
る
共

同

研
究
経

費
、
受
託

研
究
経

費
、
研
究

助
成
金

、
学

術
研

究
奨
励

寄
付
金

、
技

術
研

修
経
費

、
学
外

機
関
か

ら
派
遣

さ
れ
る

研

究
者
等

の
受
入

れ
、
依

頼
試
験

・
分
析

及
び
機

器
の
提

供
等
の

金
銭
的

利
益
を

い
う
。

 
 

（
学

外
機
関

か
ら
得

る
経
済

的
利
益

の
受
取

人
の
範

囲
）

 
第 第

４４
条条

 
教
職
員

等
が
得

る
経
済

的
利
益

の
算
出

に
当
た

っ
て
は

、
そ

の
受
取

人
の
範

囲
は
、
教
職

員
等
本

人
、
教

職
員

等

本
人
と

生
計
を

一
に
す

る
配
偶

者
、
教

職
員
等

本
人
と

生
計
を

一
に
す

る
一
親

等
の
者

（
両
親

及
び
子

ど
も
）

と
す
る

。
 

 
（
個

人
金
銭

的
利
益

に
関
す

る
要
件

）
 

第 第
５５

条条
 

教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
個

人
金
銭

的
利
益

を
得
る

行
為
は

、
個
人

金
銭
的

利
益
が

次
の
各

号
に
掲

げ
る
要

件
を
満

た
す
場

合
、
規
程

第
３
条

第
４
号

に
定
め

る
利
益

相
反
行

為
に
該

当
し
な

い
行
為

と
推
定

す

る
。

 
 

(1
) 

個
人

金
銭
的

利
益
が

１
法
人

に
つ
き

累
積
に

て
年
間

１
０
０

万
円
以

下
（
交

通
費
等

の
実
費

を
含
む

。
）

の
場

合
 

 
(2

) 
公

開
株

式
の

保
有
が

発
行
済

株
式
総

数
の
５

％
以
下

で
あ
る

場
合

 
 

(3
) 

知
的

財
産

権
（

当
該

権
利

か
ら

の
ロ

イ
ヤ

ル
テ

ィ
等

を
含

む
。
）

等
に

基
づ

く
当

該
利

益
が

、
１

法
人

に
つ

き
累

積

に
て
年

間
２
０

０
万
円

以
下
の

場
合

 
 

(4
) 

未
公

開
株
式

（
公
開

後
１
年

以
内
を

含
む
。
）
を

保
有
し

な
い
場

合
 

 
（
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
に

関
す
る

要
件
）

 
第 第

６６
条条

 
教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
を

得
る
行

為
は
、
職

務
関

連
金
銭

的
利
益

が
次
の

各
号
に

掲
げ
る

要
件
を

満
た
す

場
合
、
規

程
第
３

条
第
４

号
に
定

め
る
利

益
相
反

行
為
に

該
当
し

な
い
行

為

と
推
定

す
る
。

 
 

(1
) 

職
務

関
連
金

銭
的
利

益
が
１

法
人
に

つ
き
累

積
に
て

年
間
２

０
０
万

円
以
下
（

た
だ
し

、
公

的
研

究
費
の

採
択
に

基

づ
き
公

的
機
関

か
ら
配

分
さ
れ

る
当
該

利
益
を

除
く
。
）
の

場
合

 
 

(2
) 

無
償

に
よ
る

機
器
の

借
用
又

は
役
務

の
提
供

の
う
ち

、
明

治
大

学
と
学

外
機
関

と
の
共

同
研
究

に
関
す

る
要
綱
（

２

０
０

６
年

度
例

規
第

２
３

号
）
、

明
治

大
学

受
託

研
究

に
関

す
る

要
綱

（
２

０
０

６
年

度
例

規
第

２
２

号
）

又
は

明
治

大
学

研
究
助

成
の
受

入
れ
に

関
す
る

要
綱
（
２

０
１
６

年
度
例

規
第
６

号
）
に
従

い
受
入

れ
が
決

定
し
た

研
究
（
以

下
「
共
同

研

究
等
」

と
い
う

。
）

に
関

す
る

契
約

に
お
い

て
、
そ

の
旨
が

明
示
さ

れ
て
い

る
場
合

 

   
（
共

同
研
究

等
に
関

す
る
要

件
）

 
第 第

７７
条条

 
共
同
研

究
等
に

つ
い
て

、
研

究
担

当
者
と

し
て
な

す
教
職

員
等
の

行
為
は

、
規
程

第
３
条

第
４
号

に
定
め

る
利
益

相
反
行

為
に
該

当
し
な

い
行
為

と
推
定

す
る
。
た
だ

し
、
共

同
研

究
等
の

相
手
方

又
は
そ

の
親
会

社
、
子
会

社
等
の

関
連
会

社
が
次

の
各
号

に
掲
げ

る
企
業

等
で
あ

る
場
合

で
あ
っ

て
、
当
該

事
実
が

共
同
研

究
等
の

受
入
れ

決
定
に

係
る
審

査
の
際

に

研
究
・
知

財
戦
略

機
構
長

及
び
受

入
れ
審

査
に
関

わ
る
事

務
局
に

開
示
さ

れ
て
い

な
か
っ

た
場
合

又
は
当

該
事
実

が
明
治

大

学
利
益

相
反
委

員
会
（

以
下
「

委
員
会

」
と
い

う
。
）
に
報

告
さ
れ

て
い
な

か
っ
た

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 
 

(1
) 

教
職

員
等
又

は
そ
の

二
親
等

内
の
者

が
取
締

役
、
執

行
役
、

そ
の
他

理
事
者

を
務
め

る
企
業

等
 

 
(2

) 
教

職
員

等
又

は
そ

の
二

親
等

内
の

者
が

発
行

済
株

式
総

数
の

５
％

以
上

の
株

式
（

新
株

予
約

権
を

含
む

。
）

を
有

す

る
株
式

会
社

 
 

(3
) 

教
職

員
等
又

は
そ
の

二
親
等

内
の
者

が
総
社

員
の
持

分
の
５

％
以
上

の
持
分

を
有
す

る
有
限

会
社
等

の
企
業

等
 

２
 
前

項
に
定

め
る
共

同
研
究

等
に
お

け
る
学

外
機
関

等
へ
の

学
生
の

派
遣
は

、
規

程
第

３
条
第

４
号
に

定
め
る

利
益
相

反

行
為
に

該
当
し

な
い
行

為
と
み

な
す
。

た
だ
し

、
教
育

目
的
に

反
す
る

場
合
は

こ
の
限

り
で
な

い
。

 
 

（
成

果
発
表

活
動
に

関
す
る

要
件
）

 
第 第

８８
条条

 
教
職
員

等
が
、
本

大
学
に

お
け
る

教
育
又

は
研
究

の
成
果

を
発
表

す
る
著

作
及
び

講
演
等

の
活
動

は
、
規

程
第
３

条
第
４

号
に
定

め
る
利

益
相
反

行
為
に

該
当
し

な
い
行

為
と
推

定
す
る

。
 

 
（
事

務
）

 
第 第

９９
条条

 
こ
の
内

規
に
関

す
る
事

務
は
、
研

究
推
進

部
が
行

い
、
教

務
事
務

部
教
務

事
務
室

及
び
人

事
部
人

事
課
が

こ
れ
に

協
力
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
内

規
の
改

廃
）

 
第 第

１１
００

条条
 
こ

の
内
規

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附
 
則

 
 

こ
の

内
規
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附

 
則

 
 

こ
の

内
規
は

、
２

０
１

７
年
（
平

成
２
９

年
）
５
月

１
７
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
内
規

は
、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事

務
組
織

改
善
に

よ
る
部

署
名
称

及
び
事

務
管
理

職
名
称

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 
                

95

規
　
　
程
　
　
等



  

  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

間間
接接
経経

費費
のの

取取
扱扱

いい
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

内
規

は
、

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

に
お

け
る

競
争

的
資

金
に

係
る

間
接

経
費

の
取

扱
い

に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

（
用

語
の
定

義
）
 

第
２

条
 

こ
の

内
規

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1)

 
競

争
的
資

金
 
次

号
に
規

定
す
る

配
分
機

関
が
、
広
く

研
究
開

発
課
題

等
を
募

り
、
提
案

さ
れ
た

課
題
の

中
か
ら

、

専
門

家
を

含
む

複
数

の
者

に
よ

る
評

価
に

基
づ

い
て

実
施

す
べ

き
課

題
を

採
択

し
、

研
究

者
、

研
究

グ
ル

ー
プ

（
以

下
「
研

究
グ
ル

ー
プ
等

」
と

い
う
。
）
又
は

第
３
号

に
規
定

す
る
被

配
分
機

関
に
配

分
す
る

文
部
科

学
省
科

学
研
究

費

助
成

事
業
等

の
資
金

を
い
う

。
 

(
2)

 
配

分
機

関
 

競
争

的
資

金
の

制
度

を
運

営
し

、
競

争
的

資
金

を
研

究
機

関
又

は
研

究
グ

ル
ー

プ
等

に
配

分
す

る
機

関
を

い
う
。

 

(
3)

 
被

配
分

機
関

 
競

争
的

資
金

を
獲

得
し

た
研

究
機

関
又

は
研

究
グ

ル
ー

プ
等

の
代

表
者

が
所

属
す

る
研

究
機

関
を

い
う

。
 

(
4)

 
直

接
経
費

 
競
争

的
資
金

に
よ
り

行
わ
れ

る
研
究

を
実
施

す
る
た

め
に
、
研
究

に
直
接

的
に
必

要
な
も

の
に
対

し
、

競
争

的
資
金

を
獲
得

し
た
研

究
グ
ル

ー
プ
等

が
使
用

す
る
経

費
を
い

う
。
 

(
5)

 
間

接
経

費
 

直
接

経
費

に
対

し
て

一
定

比
率

で
手

当
さ

れ
、

競
争

的
資

金
に

よ
る

研
究

の
実

施
に

伴
う

研
究

機
関

の
管

理
等
に

必
要
な

経
費
と

し
て
、

被
配
分

機
関
が

使
用
す

る
経
費

を
い
う

。
 

（
間

接
経
費

の
目
的

）
 

第
３
条

 
本
大

学
は
、
交
付

さ
れ
た

競
争
的

資
金
の

中
か
ら

、
一

定
額

を
間
接

経
費
と

し
て
確

保
し
、
次
の

目
的
の

た
め
に

支
出

す
る
。

 

(
1)

 
研

究
開
発

環
境
の

整
備
・

改
善
に

関
す
る

こ
と
。

 

(
2)

 
学

術
・
研

究
の
支

援
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
3)

 
産

官
学
連

携
の
促

進
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
4)

 
知

的
財
産

の
保
護

、
管
理

、
活
用

等
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
5)

 
研

究
に
係

る
管
理

、
運
営

、
事
務

等
の
経

費
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
間

接
経
費

の
額
）

 

第
４
条

 
間
接

経
費
は

、
原
則

と
し
て

、
交
付

さ
れ
た

直
接
経

費
の
３

０
パ
ー

セ
ン
ト

に
相
当

す
る
額

と
す
る

。
 

２
 
配

分
機
関

の
指
示

に
よ
り

、
直
接

経
費
の

３
０
パ

ー
セ
ン

ト
に
満

た
な
い

間
接
経

費
比
率

が
設
定

さ
れ
る

場
合
は

、
設

定
可

能
な
上

限
の
間

接
経
費

を
受
け

入
れ
る

も
の
と

す
る
。

 

３
 

本
大

学
が

学
外

の
諸

機
関

と
連

携
し

て
競

争
的

資
金

の
交

付
を

受
け

る
研

究
又

は
本

大
学

が
学

外
の

諸
機

関
の

再
委

託
先

と
し
て

競
争
的

資
金
の

交
付
を

受
け
る

研
究
に

つ
い
て

は
、
本

大
学
に

配
分
さ

れ
る
直

接
経
費

に
対
し

、
前

２
項
の

い
ず

れ
か
を

適
用
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
間

接
経
費

の
使
途

）
 

第
５
条

 
間
接

経
費
は

、
関

係
府

省
に
よ

る
「

競
争

的
資
金

の
間
接

経
費
の

執
行
に

係
る
共

通
指
針

」
等

に
基

づ
き
、
直

接

経
費

以
外
の

使
途
に

使
用
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
間

接
経
費

の
使
途

の
決
定

）
 

第
６
条

 
間
接

経
費
の

使
途
に

つ
い
て

は
、
研
究

推
進
部

研
究
知

財
事
務

室
に
お

い
て
当

該
年
度

の
使
用

計
画
書

を
作
成

し
、

研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

（
以
下

「
機
構

会
議
」

と
い
う

。
）

の
議
を

経
て
、

機
構
長

が
決
定

す
る
も

の
と
す

る
。
 

（
間

接
経
費

の
精
算

）
 

第
７
条

 
間
接

経
費
は

、
所
定

の
会
計

年
度
内

に
使
用

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

間
接

経
費

の
配

分
を

受
け

て
い

る
教

職
員

（
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
を

含
む

。
）

が
異

動
し

た
場

合
又

は
研

究

を
中

止
し
た

場
合
は

、
直
接

経
費
の

執
行
率

等
を
基

準
に
し

て
間
接

経
費
の

精
算
を

行
う
も

の
と
す

る
。
 

 

（
実

績
報
告

）
 

第
８

条
 

研
究

推
進

部
研

究
知

財
事

務
長

（
次

項
に

お
い

て
「

研
究

知
財

事
務

長
」

と
い

う
。
）

は
、

毎
年

６
月

末
日

ま
で

  

に
機

構
会
議

に
お
い

て
、
前

年
度
の

間
接
経

費
の
使

用
実
績

に
つ
い

て
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
研

究
知
財

事
務
長

は
、
前

項
に
よ

る
報
告

後
、
実

績
報

告
書
及

び
使
用

実
績
に

関
す
る

評
価
の

結
果
等

を
記
載

し
た
使

用
報

告
書
を

作
成
し

、
前
年

度
の
使

用
実
績

を
翌
年

度
の
６

月
末
日

ま
で
に

所
定
の

書
式
を

も
っ
て

、
関
係

省
庁

に
報
告

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
前

項
の
場

合
に
お

い
て
、
次

条
に

規
定
す

る
競
争

的
資
金

に
係
る

所
管
部

署
長
は

、
実
績

報
告

書
及
び

使
用
報

告
書
の

作
成

に
協
力

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（
Ｃ

Ｏ
Ｅ
・

Ｇ
Ｐ
の

間
接
経

費
）
 

第
９
条

 
第
４

条
、
第

５
条
及

び
前
条

の
規
定

は
、
グ

ロ
ー

バ
ル
Ｃ

Ｏ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ

ム
及
び

各
種
Ｇ

Ｐ
に
措

置
さ
れ

る
間
接

経
費

の
取
扱

い
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
 

（
事

務
）
 

第
１
０

条
 
こ

の
内
規

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。
 

（
内

規
の
改

廃
）
 

第
１
１

条
 
こ

の
内
規

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

機
構
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

附
 
則

（
２
０

０
９
年

６
月
２

６
日
開

催
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

承
認
）

 

こ
の

内
規
は

、
２
０

０
９
年

（
平
成

２
１
年

）
６
月

２
７
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 
 

附
 
則

（
２
０

１
１
年

３
月
７

日
開
催

研
究
・

知
財
戦

略
機
構

会
議
承

認
）
 

こ
の

内
規

は
、

２
０

１
１

年
（

平
成

２
３

年
）

３
月

８
日

か
ら

施
行

す
る

。
（

注
 

間
接

経
費

の
使

途
に

係
る

根
拠

規
定

の
名

称
変
更

に
伴
う

改
正
）

 

 
 
 

附
 
則

（
２
０

１
２
年

２
月
２

７
日
開

催
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

承
認
）

 

こ
の

内
規
は

、
２
０

１
２
年

（
平
成

２
４
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

   

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究

費費
にに

てて
購購

入入
しし

たた
換換

金金
性性

のの
高高

いい
物物

品品
のの

適適
切切

なな
管管

理理
にに

関関
すす

るる
申申

合合
せせ
  

 
（
趣

旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
申

合
せ

は
、

研
究

機
関

に
お

け
る

公
的

研
究

費
の

管
理

・
監

査
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
実

施
基

準
）
（

平
成

１

９
年

２
月
１

５
日
（
平

成
２
６

年
２
月

１
８
日

改
正
）
文

部
科
学

大
臣
決

定
）
に
お

い
て
、
実

施
を

要
請
さ

れ
て
い

る
換

金
性

の
高
い

物
品
の

適
切
な

管
理
に

関
し
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
（
対

象
）

 
第

２
条

 
こ
の

申
合
せ

に
お
い

て
、
換

金
性

の
高
い

物
品
と

は
、
研

究
費

に
て
購

入
し
た

、
学

校
法

人
明
治

大
学
経

理
規
程

第
２

９
条
第

１
号
エ

に
定
め

る
教
育

研
究
用

機
器
備

品
及
び

学
校
法

人
明
治

大
学
固

定
資
産
・
物

品
管
理

規
程
（

以
下
「

管

理
規

程
」
と

い
う
）

第
２
０

条
に
定

め
る
準

備
品
を

い
う
。

 
（
管

理
）

 
第

３
条

 
換
金

性
の
高

い
物
品

の
管
理

に
つ
い

て
は
、

管
理
規

程
第
２

章
及
び

第
３
章

の
規
定

を
準
用

す
る
。

 
 

（
事

務
）

 
第

４
条

 
こ
の

申
合
せ

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（
申

合
せ
の

改
廃
）

 
第

５
条

 
こ
の

申
合
せ

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

研
究
企

画
推
進

本
部
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
附

 
則

 
 

 
こ

の
申
合

せ
は
、

２
０
１

５
年
（

平
成
２

７
年
）

１
０
月

１
日
か

ら
施
行

し
、
同

年
４
月

１
日
か

ら
適
用

す
る
。
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
支支

援援
経経

費費
のの

取取
扱扱

いい
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

  

２
０

２
４
年

３
月
２

８
日
制

定
 

  
（
趣

旨
）
 

第
１
条

 
こ
の

内
規
は

、
間

接
経
費

が
措
置

さ
れ
る

競
争
的

研
究
費

等
に
採

択
さ
れ

た
研
究

者
（

以
下
「

研
究

者
」
と

い
う

。）

に
対

し
て

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

と
い

う
。
）

の
予

算
か

ら
配

分
す

る
研

究
費

で
あ

る
研

究
支

援
経

費
に

関
し

、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
目

的
）
 

第
２
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、
研

究
者
の

競
争
的

研
究
費

等
の
獲

得
を
評

価
す
る

こ
と
を

も
っ
て

獲
得
金

額
に
応

じ
て
本

大

学
の
予

算
か
ら

配
分
さ

れ
る
研

究
費
で

あ
り
、
研

究
者

又
は
研

究
者
の

所
属
す

る
研
究

組
織
等

の
研
究

環
境
の

改
善
及

び

研
究
者

の
研
究

活
動
の

よ
り
一

層
の
促

進
に
向

け
た
イ

ン
セ
ン

テ
ィ
ブ

と
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 

 
（
使

途
）

 
第

３
条

 
研
究

支
援
経

費
の
使

途
範
囲

は
次
の

各
号
に

掲
げ
る

も
の
と

す
る
。

 

(
1)

 
研

究
者
及

び
研
究

部
門
（

学
部
、

学
科
、

専
攻
等

）
の
研

究
環
境

改
善
の

た
め
に

必
要
な

も
の
 

(
2)

 
研

究
部
門

（
学
部

、
学
科

、
専
攻

等
）
に

お
い
て

共
通
的

に
使
用

さ
れ
る

も
の
 

(
3)

 
研

究
課
題

の
遂
行

に
関
連

し
て
間

接
的
に

必
要
な

も
の
(
直
接
経

費
で
の

支
出
が

妥
当
で

は
な
い

も
の
)
 

(
4)

 
採

択
さ
れ

て
い
る

研
究
課

題
の
応

用
等
に

よ
る
研

究
活
動

の
遂
行

に
必
要

な
も
の

 

(
5)

 
間

接
経
費

を
措
置

さ
れ
た

研
究
課

題
の
直

接
経
費

で
支
出

で
き
る

も
の
 

(
6)

 
そ

の
他
別

に
定
め

る
も
の

 

 
（
上

限
金
額

）
 

第
４
条

 
研
究

支
援
経

費
の
上

限
額
は

、
本
大

学
で
管

理
す
る

間
接
経

費
の
５

０
パ
ー

セ
ン
ト

と
す
る

。
 

（
繰

越
し
）

 

第
５
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、

そ
の
全

部
又
は

一
部
を

翌
年
度

に
繰
り

越
す
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

 
（
事

務
）
 

第
６
条

 
こ
の

内
規
に

関
す
る

事
務
は

、
研
究

推
進
部

が
行
う

。
 

（
内

規
の
改

廃
）
 

第
７
条

 
こ
の

内
規
を

改
廃
す

る
と
き

は
、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

 
 

附
 
則

 

 
（
施

行
期
日

）
 

こ
の

内
規

は
、
２

０
２
４

年
３
月

２
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

          

    

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

科科
研研
費費

のの
取取

扱扱
いい

にに
関関

すす
るる

申申
合合

せせ
  

  
（
趣

旨
等
）

 
第 第

１１
条条

 
こ
の
申

合
せ
に

お
い
て

、
科
研

費
と
は

学
術
研

究
助
成

基
金
助

成
金
及

び
科
学

研
究
費

補
助
金

に
よ
る

科
学
研

究

費
助

成
事

業
の
こ

と
を
い

う
。

 
２

 
こ

の
申

合
せ

は
、

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

が
文

部
科

学
省

及
び

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会

か
ら

科
研
費

の
交
付

を
受
け

た
場
合

の
経
費

の
取
扱

い
に
つ

い
て
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
３

 
こ

の
申
合

せ
は
、
次
の

法
令
等

に
基
づ

い
た
も

の
で
あ

り
、
研

究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

は
、
次
の

法
令
等

及
び
本

申
合

せ
を
遵

守
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
(
1
)
 

補
助

金
等
に

係
る
予

算
の
執

行
の
適

正
化
に

関
す
る

法
律
（

昭
和
３

０
年
法

律
第
１

７
９
号

）
 

(
2
)
 

補
助

金
等
に

係
る
予

算
の
執

行
の
適

正
化
に

関
す
る

法
律
施

行
令
（

昭
和
３

０
年
政

令
第
２

５
５
号

）
 

(
3
)
 

科
学

研
究
費

補
助
金

取
扱
規

程
（
昭

和
４
０

年
文
部

省
告
示

第
１
１

０
号
）

 

(
4
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

助
成

事
業

（
科

学
研

究
費

補
助

金
）

取
扱

要
領

（
平

成
１

５
年

規
程

第
１

７
号
）

 

(
5
)
 

学
術

研
究
助

成
基
金

の
運
用

基
本
方

針
（
平

成
２
３

年
４
月

２
８
日

文
部
科

学
大
臣

決
定
）

 

(
6
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

助
成

事
業

（
学

術
研

究
助

成
基

金
助

成
金

）
取

扱
要

領
（

平
成

２
３

年
規

程
第
１

９
号
）

 

(
7
)
 

上
記

(
1)

か
ら

(
6)

の
規

定
に

よ
り

従
う

べ
き

補
助

条
件

及
び

交
付

条
件

並
び

に
科

研
費

の
使

用
に

つ
い

て
各

研
究

機

関
が

行
う
べ

き
事
務

等
 

（
予

算
執
行

）
 

第 第
２２

条条
  

本
大

学
は
、
研

究
者

の
研
究

活
動
の

促
進
及

び
学
術

研
究
（

研
究
者

の
自
由

な
発
想

に
基
づ

く
研
究

）
の

発
展
に

よ
り

交
付

を
受
け

た
科
研

費
の
予

算
執
行

に
つ
い

て
、
適

正
に
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
責

任
者
）

 
第 第

３３
条条

  
科
研

費
の
取

扱
責
任

者
は
、
学

長
と
し

、
こ
れ

に
係
る

事
務
の

管
理
責

任
者
を

研
究
知

財
事
務

長
及
び

生
田
研

究

知
財

事
務

長
と
す

る
。

 
（
研

究
代
表

者
等
の

責
務
）

 
第 第

４
条

 
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
科
研

費
が
国

民
か
ら

徴
収
さ

れ
た
税

金
等
で

あ
る
こ

と
に
留

意
し
、
科
研

費

に
係

る
交

付
の
目

的
に
従

っ
て
誠

実
に
当

該
業
務

を
行
う

よ
う
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
科

研
費
の

う
ち
、
直
接

経
費
（

補
助

事
業
の

遂
行
に

必
要
な

経
費
及

び
研
究

成
果
の

取
り
ま

と
め
に

必
要
な

経
費
）
の

使
途

に
つ
い

て
は
、

研
究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

が
当
該

説
明
責

任
を
負

う
も
の

と
す
る

。
 

（
応

募
資
格

の
確
認

）
 

第 第
５５

条条
  

本
大

学
は
、
科

研
費
に

応
募
し

よ
う
と

す
る
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
が

、
応
募

の
時
点

に
お
い

て
公
募

要

領
に

定
め

る
応
募

資
格
及

び
本
大

学
が
定

め
る
応

募
資
格

を
有
す

る
者
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
在

外
研

究
員

（
在

外
研

究
予

定
者

を
含

む
。
）

が
応

募
し

た
場

合
に

は
、

別
に

条
件

を
付

し
た

上
で

有
資

格
者

と
認

め

る
。

 
（
事

務
）

 
第 第

６６
条条

  
本
大

学
は
、
研

究
者
が

交
付
を

受
け
る

直
接
経

費
及
び

間
接
経

費
（
補

助
事
業

の
実
施

に
伴
う

研
究
機

関
の
管

理

等
に

必
要

な
経
費

）
に
つ

い
て
、

次
の
事

務
を
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
 

直
接

経
費
の

管
理
 

(
2
)
 

直
接

経
費
及

び
間
接

経
費
に

か
か
わ

る
諸
手

続
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   (
3
)
 

研
究

者
が

直
接

経
費

に
よ

り
購

入
し

た
第

９
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

定
め

る
設

備
備

品
又

は
準

備
品

に
つ

い
て

、
当

該
研
究

者
か
ら

の
寄
付

を
受
け

る
と
と

も
に
、
当

該
研
究

者
が
他

の
研
究

機
関
に

所
属
す

る
場
合

に
は
、
そ
の

求
め

に
応
じ

て
、
こ

れ
ら
を

当
該
研

究
者
に

返
還
す

る
こ
と

。
 

(
4
)
 

研
究

者
が

交
付

を
受

け
た

間
接

経
費

に
つ

い
て

、
当

該
研

究
者

か
ら

の
譲

渡
を

受
け

入
れ

、
こ

れ
に

関
す

る
事

務
を

行
う

と
と
も

に
、
当

該
研
究

者
が
他

の
研
究

機
関
に

所
属
す

る
場
合

に
は
、
直
接

経
費
の

残
額
の

３
０
％

に
相
当

す
る
額

の
間

接
経
費

を
当
該

研
究
者

に
返
還

す
る
こ

と
。
 

（
経

費
の
管

理
）
 

第 第
７７

条条
  

直
接

経
費
及

び
間
接

経
費
の

収
支
管

理
は
、

財
務
部

に
お
い

て
適
正

に
行
う

。
 

（
直

接
経
費

）
 

第 第
８８

条条
  

研
究

代
表
者

及
び
研

究
分
担

者
は
、

直
接
経

費
の
公

正
か
つ

効
率
的

な
使
用

に
努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 
直

接
経
費

は
、
「

物
品
費

」
・
「

旅
費
」
・
「

謝
金

等
」・
「

そ
の
他

」
の

４
費

目
に
分

類
す
る

。
 

３
 
直

接
経
費

は
、
次

の
経
費

と
し
て

使
用
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
 

建
物

等
の

施
設

に
関

す
る

経
費

（
直

接
経

費
に

よ
り

購
入

し
た

物
品

を
導

入
す

る
こ

と
に

よ
り

、
必

要
と

な
る

軽
微

な
据

付
等
の

た
め
の

経
費
を

除
く
。
）
 

(
2
)
 

科
研

費
に
か

か
わ
る

業
務
遂

行
中
に

発
生
し

た
事
故

・
災
害

の
処
理

の
た
め

の
経
費

 

(
3
)
 

研
究

代
表
者

及
び
研

究
分
担

者
の
人

件
費
・

謝
金
 

(
4
)
 

そ
の

他
間
接

経
費
を

使
用
す

る
こ
と

が
適
切

な
経
費

 

（
購

入
物
品

の
種
類

及
び
範

囲
）
 

第 第
９９

条条
 

直
接
経

費
の
物

品
費
に

よ
り
購

入
す
る

物
品
の

種
類
及

び
範
囲

は
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

(
1
)
 

設
備

備
品
 

学
校
法

人
明
治

大
学
経

理
規
程

（
以
下

「
経
理

規
程
」

と
い
う

。
）
 

第
２

９
条

第
１

号
エ

に
定

め
る

教
育

研
究

用
機

器
備

品
及

び
研

究
費

購
入

図
書

の
取

扱
内

規
第

４
条

第
１

項
に

定
め

る

１
冊

ま
た
は

１
組
の

価
格
が

１
０
万

円
以
上

の
図
書

 

(
2
)
 

準
備

品
 
学

校
法
人

明
治
大

学
固
定

資
産
・
物

品
管
理

規
程
（
以

下
「

管
理

規
程
」
と

い
う
。
）
第

２
０

条
に

定
め
る

準
備

品
 

(
3)

 
消

耗
品
 
前

２
号
以

外
の
も

の
 

２
 

前
項

第
１

号
に

定
め

る
教

育
研

究
用

機
器

備
品

を
購

入
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
、

学
校

法
人

明
治

大
学

調
達

規
程

（
以

下
「

調
達
規

程
」
と

い
う
。
）
に

基
づ

い
て

行
う
。

 

３
 

海
外
に

居
住
す

る
研
究

者
等
が

、
直

接
経

費
の
物

品
費
を

使
用
す

る
場
合

は
、
第
１

項
第
２

号
の
準

備
品
及

び
第
３

号

の
消

耗
品

の
範
囲

内
に
お

い
て
購

入
で
き

る
も
の

と
す
る

。
 

（
調

達
の

範
囲
）

 

第 第
１１

００
条条

 
物

件
の

調
達

は
、

調
達

規
程

第
６

条
の

規
定

に
基

づ
き

委
任

さ
れ

た
範

囲
内

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

海
外
に

居
住
す

る
研
究

者
等
は

、
直

接
経
費

の
物
品

費
を
使

用
す
る

場
合
は

第
９
条

第
１
項

第
２
号

の
準
備

品
及
び

第

３
号

の
消

耗
品
の

範
囲
内

に
お
い

て
、
物

品
費

以
外
の

費
目
を

使
用
す

る
場
合

は
業
者

と
契
約

書
等
取

り
交
わ

し
が
不

要

な
範

囲
内

に
お
い

て
、
調

達
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

（
資

産
登

録
）
 

第 第
１１

１１
条条

 
第

９
条
第

１
項
第

１
号
に

定
め
る

設
備
備

品
を
購

入
し
た

場
合
は

、
管

理
規

程
第
９

条
ま
た

は
研
究

費
購
入

図

書
の
取

扱
内
規

第
９
条

の
規
定

に
よ
り

資
産
と

し
て
登

録
す
る

。
 

（
準

備
品
の

管
理
）

 

第 第
１１

２２
条条

  
第

９
条
第

１
項
第

２
号
に

定
め
る

準
備
品

の
管
理

は
、
管

理
規

程
第
２

１
条
、
第

２
２

条
及
び

第
２
３

条
の
規

定
を
準

用
す
る

。
 

 

  

（
直

接
経

費
の
支

出
）
 

第 第
１１

３３
条条

  
研

究
代

表
者

及
び

研
究

分
担

者
が

直
接

経
費

を
支

出
す

る
場

合
は

、
｢
明

治
大

学
に

お
け

る
研

究
費

等
に

関
す

る
使
用

マ
ニ
ュ

ア
ル
｣
に
基
づ

き
、
関

係
書
類

を
取
り

揃
え
、

所
管
部

署
に
申

請
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
間

接
経

費
の
譲

渡
）

 
第 第

１１
４４

条条
  
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
間

接
経
費

が
交
付

さ
れ
た

場
合
又

は
支
払

を
受
け

た
場
合

は
、
速

や
か
に

間
接
経

費
を
本

大
学
に

譲
渡
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
（

間
接
経

費
の
支

出
）

 
第 第

１１
５５

条条
  
間

接
経
費

の
執
行

に
当
た

っ
て
は

、
別

に
定

め
る
｢
明
治
大

学
に
お

け
る
間

接
経
費

の
取
扱

い
に
関

す
る
内

規
｣

に
基
づ

い
て
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
利

子
の

譲
渡
）

 
第 第

１１
６６

条条
  
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
本

大
学

で
管
理

す
る
直

接
経
費

か
ら
生

じ
た
利

子
を
本

大
学
へ

譲
渡
し

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
（

申
合
せ

の
改
廃

）
 

第 第
１１

７７
条条

  
こ

の
申
合

せ
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
研
究

企
画
推

進
本
部

会
議
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
（

そ
の
他

）
 

第 第
１１

８８
条条

  
こ

の
申
合

せ
に
定

め
の
な

い
事
項

に
つ
い

て
は
、
第

１
条
第

３
項
に

定
め
る

法
令
等

に
準
じ

て
事
務

を
遂
行

す

る
こ
と

と
す
る

。
  

附附
  

則則
  

  
  

こ
の

申
合
せ

は
、
２

０
０
５

年
（
平

成
１
７

年
）
８

月
２
９

日
か
ら

施
行
し

、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
  

  
  

附附
  
則則

  
  

  
こ
の

申
合
せ

は
、
２

０
１
０

年
（
平

成
２
２

年
）
６

月
１
４

日
か
ら

施
行
し

、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
  

  
  

附附
  
則則

  
  

  
こ

の
申
合

せ
は

、
２

０
１

１
年

（
平

成
２

３
年

）
１

０
月

１
１

日
か

ら
施

行
し

、
同

年
４

月
２

８
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

附 附
  

則則
  

こ
の
申

合
せ
は

、
２
０

１
４
年

（
平
成

２
６
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

１
５
年

（
平
成

２
７
年

）
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
規
定

は
、
同

 
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

２
０
年

（
令
和

２
年
）

１
０
月

２
８
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
規
定

は
、
同

 
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

２
４
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
         

98

規

程

等



  

 
明明

治治
大大

学学
研研
究究

推推
進進

員員
及及

びび
研研

究究
支支

援援
者者

のの
採採

用用
等等

にに
関関

すす
るる

規規
程程

  

  

２
０
０

６
年
３

月
３
０

日
制
定

 

２
０
０

５
年
度

規
程
第

２
９
号

 

   
（
趣

旨
）
 

第 第
１１

条条
 

こ
の
規

程
は
、
明

治
大
学
（

以
下
「
本

大
学
」
と

い
う
。
）
に
お

け
る
研

究
活
動

の
促
進

を
図
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
、

研
究

を
遂

行
す

る
上

で
必

要
と

な
る

研
究

推
進

員
及

び
研

究
支

援
者

の
採

用
等

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

こ
の

規
程

は
、

科
学

研
究

費
助

成
事

業
に

よ
る

研
究

、
学

外
諸

機
関

と
の

共
同

研
究

及
び

外
部

か
ら

委
託

さ
れ

た

受
託

研
究
並

び
に
そ

の
他
本

大
学
が

認
め
た

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
以

下
「

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

」
と
い

う
。）

に

適
用

す
る
。

 

 
（
定

義
）
 

第 第
２２

条条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
推

進
員

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に

限
り

学
校

法
人
明

治
大
学
（

以
下
「
法

人
」
と
い

う
。）

と
雇
用

契
約
を

締
結
し

、
本

大
学

に
所
属

す
る
研

究
代
表

者

の
も

と
で

研
究

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
遂

行
業

務
に

従
事

若
し

く
は

主
体

的
に

協
力

す
る

者
又

は
学

外
諸

機
関

の
定

め
に

基
づ

く
研

究
活

動
を

遂
行

す
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

第
５
号

に
掲
げ

る
者
は

法
人
と

の
雇
用

契
約
を

要
し
な

い
。
 

 
(
1)

 
専
門
研

究
員
 

 
(
2)

 
博
士
研

究
員
（

ポ
ス
ト

・
ド
ク

タ
ー
）
（
以

下
「
博

士
研
究

員
」
と

い
う
。
）

 

 
(
3)

 
研
究
員

 

 
(
4)

 
特
別
研

究
員
 

 
(
5)

 
客
員
研

究
員
 

２
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
支

援
者

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に
限

り

雇
用

契
約

を
締

結
し

、
本

大
学

に
所

属
す

る
研

究
代

表
者

の
も

と
で

研
究

代
表

者
又

は
研

究
ス

タ
ッ

フ
の

補
助

者
と

し
て

当
該
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
等
の

遂
行
業

務
に
従

事
す
る

者
で
あ

っ
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
も

の
を
い

う
。
 

 
(
1)

 
リ
サ
ー

チ
・
ア

シ
ス
タ

ン
ト
（

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

型
）（

以
下
「

Ｒ
Ａ

」
と
い

う
。
）
 

 
(
2)

 
研
究
技

術
員
 

 
(
3)

 
補
助
研

究
員
 

３
 
こ

の
規
程

に
お
い

て
「
研

究
代
表

者
」
と
は

、
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

等
に
お

け
る
本

大
学
の

研
究
責

任
者
を

い
う
。

 

 
（
研

究
推
進

員
の
資

格
）
 

第 第
３３

条条
 

専
門

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

博
士

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

（
社

会
科

学
及

び
人

文
科

学
の

分

野
に

あ
っ
て

は
、
博

士
の

学
位
を

取
得
し

て
い
る

者
に
相

当
す
る

能
力
を

有
す
る

者
を
含

む
。）

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業
務

に
従
事

す
る
も

の
と
す

る
。
 

  ３
 

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
自

然
科

学
分

野
に

係
る

修
士

の
学

位
を

取
得

し
、

か
つ

、
博

士
の

学
位

を

取
得

し
た

者
に

相
当

す
る

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
っ

て
、

本
大

学
の

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

特
別

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
独

立
行

政
法

人
日

本
学

術
振

興
会

特
別

研
究

員
又

は
本

大
学

が
学

外

諸
機

関
か
ら

受
け
入

れ
る
研

究
員
（
以

下
「

学
振

特
別
研

究
員
等

」
と

い
う

。
）
で

あ
っ
て

、
本

大
学

の
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業

務
に

従
事

し
、
又

は
学
外

諸
機
関

の
定
め

に
基
づ

く
研
究

遂
行
に

従
事
す

る
も
の

と
す
る

。
 

５
 

客
員

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

、
又

は
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

に

相
当

す
る

研
究

業
績

を
有

し
、

か
つ

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
業

務
に

主
体

的
に

協
力

で
き

る
者

で
あ

っ
て

、
当
該

業
務
に

参
加
す

る
に
あ

た
り
雇

用
契
約

を
要
し

な
い
も

の
と
す

る
。
 

６
 
前

項
の
ほ

か
、
客

員
研
究

員
の
資

格
に
つ

い
て
は

、
別
に

定
め
る

。
 

 
（
研

究
支
援

者
の
資

格
）
 

第 第
４４

条条
 

Ｒ
Ａ

と
な

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

明
治

大
学

Ｒ
Ａ

・
Ｔ

Ａ
、

Ｓ
Ａ

及
び

教
育

補
助

講
師

採
用

規
程

に
定

め

る
資

格
を

有
す
る

者
と
す

る
。
 

２
 
研

究
技
術

員
と
な

る
こ
と

が
で
き

る
者
は

、
本

大
学
の

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

の
研
究

支
援
の

た
め
、
大

型
機
器

、

特
殊

機
器
等

の
操
作

等
に
か

か
わ
る

特
殊
技

術
又
は

熟
練
し

た
技
術

を
必
要

と
す
る

業
務
に

従
事
す

る
者
と

す
る
。

 

３
 

補
助

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
実

施
に

必
要

な
補

助
的

業
務

に

携
わ

る
者
で

あ
っ
て

、
当
該

業
務
を

遂
行
す

る
上
で

必
要
な

能
力
を

有
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
採

用
等
手

続
）
 

第 第
５５

条条
 

研
究

代
表

者
は

、
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援

者
の

採
用

を
希

望
す

る
と

き
は

、
当

該
候

補
者

に
か

か
わ

る

次
に

掲
げ

る
申
請

書
類
を

、
当
該

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

を
所
管

す
る
部

署
を
通

じ
て
研

究
・
知

財
戦

略
機

構
長
（

以

下
「

機
構

長
」
と

い
う
。
）
に

提
出
し

、
採
用

等
手
続

を
行
う

。
 

 
(
1)

 
採
用
申

請
書
 

 
(
2)

 
履
歴
書

 

 
(
3)

 
推
薦
書

 

 
(
4)

 
そ
の
他

必
要
な

書
類
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
２

条
第

１
項

第
４

号
に

規
定

す
る

特
別

研
究

員
の

採
用

及
び

第
５

号
に

規
定

す

る
客

員
研
究

員
の
受

入
等
手

続
に
関

す
る
事

項
は
別

に
定
め

る
。
 

３
 
前

２
項
の

申
請
は

、
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

に
付
議

し
、
そ

の
承
認

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
雇

用
期
間

及
び
雇

用
契
約

の
更
新

等
）
 

第 第
６６

条条
 

研
究
推

進
員
（
客

員
研
究

員
を
除

く
。
）
及
び

研
究
支

援
者
の

雇
用
期

間
及
び

雇
用
契

約
の
更

新
等
に

つ
い
て

は
、「

学
校

法
人
明

治
大
学

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
任
免

及
び
就

業
に
関

す
る
規

程
（
２

０
２
１

年
度
規

程

第
２

号
）
」
（
以
下

「
就
業

規
程
」

と
い
う

。
）

第
６
条
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

２
 

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
科

学
技

術
・

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
の

活

性
化

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

０
年

法
律

第
６

３
号

）
第

１
５

条
の

２
第

１
項

各
号

に
該

当
す

る
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援
者

の
雇
用

契
約
は

、
通
算

１
０
年

を
限
度

と
す
る

。
 

３
 

本
大

学
の

博
士

研
究

員
又

は
Ｒ

Ａ
で

あ
っ

た
者

は
、

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り

雇
用

契
約

の
更

新
を

す
る

場
合

を
除

き
、

当
該

雇
用

契
約

終
了

後
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

99
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   ４
 

本
大

学
の

専
門

研
究

員
、

研
究

員
、

研
究

技
術

員
又

は
補

助
研

究
員

で
、

当
初

の
採

用
日

か
ら

起
算

し
て

、
就

業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
に

規
定

す
る

更
新

限
度

が
経

過
し

た
こ

と
に

よ
り

契
約

を
終

了
し

た
者

は
、

当
該

契
約

終
了

日
か

ら
６

か
月

以
上

経
過

し
た

場
合

に
限

り
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

け
る
雇

用
契
約

は
、
本

条
第
１

項
及
び

第
２
項

の
規
定

を
準
用

す
る
。

 

 
（
受

入
期
間

・
再
申

請
等
）

 

第 第
７７

条条
 

客
員

研
究

員
に

係
る

受
入

期
間

は
、

当
該

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

実
施

期
間

の
範

囲
内

で
、

個
々

に
定

め

る
期

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
客

員
研

究
員

が
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
参

加
中

止
を

申
し

出
て

、
研

究
代

表
者

が
こ

れ
を

了
承

し
た

と
き

は
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
会

議
の

議
を

経
て

、
当

該
申

出
日

を
も

っ
て

受
入

を
終

了
し

た
も

の
と

す
る
。

 

２
 

研
究

代
表

者
は

、
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
進

捗
状

況
に

よ
り

、
当

該
客

員
研

究
員

の
受

入
に

つ
い

て
再

申

請
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 
（
給

与
等
）

 

第 第
８８

条条
 

研
究
推

進
員
（

客
員

研
究
員

を
除
く

。
次

項
に

お
い
て

同
じ
。）

及
び
研

究
支
援

者
の
給

与
及
び

通
勤
手

当
（

以

下
「

給
与

等
」
と

い
う
。
）
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

雇
用
契

約
に
お

い
て
定

め
る
。

 

２
 

研
究

推
進

員
及

び
研

究
支

援
者

へ
の

給
与

等
の

支
払

は
、

法
人

が
行

う
も

の
と

し
、

当
該

給
与

等
の

支
払

額
及

び

各
種

保
険
料
（

法
人

負
担
分

）
は

、
当

該
研
究

に
対
し

交
付
さ

れ
る
研

究
費
を

も
っ
て

充
当
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

３
 
前

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
者
に

つ
い
て

は
当
該

各
号
の

定
め
る

と
お
り

と
す
る

。
 

(
1
)
 
第

２
条

第
１

項
第

２
号

に
定

め
る

博
士

研
究

員
の

う
ち

、
学

長
が

示
す

教
員

人
事

基
本

方
針

に
基

づ
き

、
学

部
長

会
及

び
理
事

会
が
承

認
し
た

博
士
研

究
員
 

法
人
が

給
与
等

を
支
給

す
る
こ

と
と
し

、
詳
細

は
別
に

定
め
る

。
 

(
2
)
 
第

２
条
第

１
項
第

４
号
に

定
め
る

特
別
研

究
員
 

原
則

と
し

て
、

給
与

等
の

支
払

は
、

法
人

が
行

う
も

の
と

し
、

当
該

給
与

等
の

支
払

額
及

び
各

種
保

険
料

（
法

人
負

担

分
）

は
、

学
外

諸
機

関
の

定
め

に
基

づ
き

、
交

付
さ

れ
る

研
究

費
等

を
も

っ
て

充
当

す
る

こ
と

と
し

、
詳

細
は

別
に

定
め

る
。
 

 
（
所

属
及
び

勤
務
地

）
 

第 第
９９

条条
 

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
所
属

及
び
勤

務
地
は

、
就
業

規
程
第

７
条
の

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

 
（
呼

称
）
 

第 第
１１

００
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

呼
称

は
、

第
２

条
に

掲
げ

る
当

該
の

名
称

に
明

治
大

学
を

付
し

た
も

の

と
す

る
。

た
だ
し

、
必
要

に
応
じ

て
、
当

該
研
究

の
名
称

又
は
そ

の
略
称

を
括
弧

書
き
で

付
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
証

明
書
の

発
行
）

 

第 第
１１

１１
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
に

は
、

身
分

証
及

び
採

用
又

は
受

入
履

歴
に

関
す

る
証

明
書

を
発

行
す

る

こ
と

が
で

き
る
。

 

 
（
本

大
学
の

施
設
の

利
用
）

 

第 第
１１

２２
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

本
大

学
の

教
育

研
究

施
設

・
設

備
を

利
用

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
は

、
当

該
施

設
・

設
備

に
係

る
管

理
者

に
対

し
、

校
規

に
準
じ

て
許
可

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
知

的
財
産

権
）
 

第 第
１１

３３
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
と

の
研

究
に

よ
り

生
じ

た
知

的
財

産
権

に
つ

い
て

は
、

明
治

大
学

発
明

等

に
関

す
る

規
程
に

定
め
る

。
 

   
（
実

施
細
則

）
 

第第
１１

４４
条条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

取
扱

い
及

び
こ

の
規

程
の

施
行

に

関
し

必
要

な
事
項

は
、
当

該
研
究

の
実
施

要
領
、

受
託
契

約
等
に

基
づ
き

、
別
に

定
め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

５
年
度

規
程
第

２
９
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
０
６

年
（
平

成
１
８

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（
要

綱
の
廃

止
）
 

２
 
明

治
大
学

研
究
支

援
者
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
０

３
年
度

例
規
第

７
号
）

は
、
廃

止
す
る

。
 

（
通
達

第
１
４

４
８
号

）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

８
年
度

規
程
第

３
４
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

０
８
年

（
平
成

２
０
年

）
１
０

月
２
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通
達

第
１
７

３
９
号

）
（
注

 
グ

ロ
ー
バ

ル
Ｃ
Ｏ

Ｅ
博
士

課
程
研

究
員
の

新
設
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
  

附附
  

則則
（

２
０

１
３
年

度
規
程

第
２
２

号
）
 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

４
年

（
平

成
２

６
年

）
３

月
２

０
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

規
定

は
、

２
０

１
３

年
（

平

成
２

５
年
）

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

（
通
達

第
２
２

３
８
号

）
（
注

 
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
に

係
る
採

用
期
間

の
変
更

等
に
伴

う
改
正

）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

８
号
）

 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

６
年

（
平

成
２

８
年

）
１

０
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
改

正
後

の
第

２
条

第
１

項

第
１

号
及

び
第

２
号

に
規

定
す

る
研

究
推

進
員

の
雇

用
契

約
、

採
用

期
間

等
の

通
算

期
間

に
つ

い
て

は
、

各
名

称
変

更
前

の
資
格

に
係
る

採
用
日

か
ら
起

算
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

１
４
号

）
（
注

 
研

究
員
の

新
設
及

び
資
格

名
称
、

採
用
資

格
等
の

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

９
年
度

規
程
第

３
６
号

）
 

こ
の
規

程
は
、

２
０
２

０
年
３

月
１
９

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
２
７

０
２
号

）（
注
 

労
働
契

約
法
の

特
例
対

象
と
な

る
研
究

推
進
員

及
び
研

究
支
援

者
に
係

る
雇
用

期
間
の

限
度

の
延
長

、
グ
ロ

ー
バ
ル

Ｃ
Ｏ
Ｅ

博
士
課

程
研
究

員
に
係

る
規
定

の
削
除

等
に
伴

う
改
正

）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
２

１
年
度

規
程
第

４
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
１
年

５
月
１

３
日
か

ら
施
行

し
、
改

正
後
の

規
定
は

、
同
年

４
月
１

５
日
か

ら
適
用

す
る
。

 

（
通
達

第
２
７

８
８
号

）（
注
 

学
校
法

人
明
治

大
学
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
の

任
免
及

び
就
業

に
関
す

る
規
程

が
制

定
さ
れ

た
こ
と

等
に
伴

う
改
正

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
３

年
度
規

程
第
１

９
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
２
９

６
０
号

）
（
注

 
客

員
研
究

員
の
受

入
手
続

き
及
び

管
理
体

制
等
の

見
直
し

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

２
３

年
度
規

程
第
６

５
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

３
月
２

４
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
３
０

２
１
号

）
（
注

 
Ｓ

Ａ
制
度

新
設
に

伴
う
関

連
条
文

の
改
正

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
４

年
度
規

程
第
１

８
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
５
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
３
０

６
１
号

）
（
注

 
研

究
推
進

員
（
特

別
研
究

員
）
の

制
度
新

設
に
伴

う
改
正

）
 

  

 

100

規

程

等



   
明明

治治
大大

学学
にに
おお

けけ
るる

ババ
イイ

アア
ウウ

トト
制制

度度
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  ２

０
２

２
年

１
０
月

５
日
制

定
 

２
０

２
２
年

度
規
程

第
１
９

号
 

  
（
趣

旨
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

研
究

力
の

更
な

る
発

展
・

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、
「

競
争

的
研

究
費

の
直

接
経

費
か

ら
研

究
以

外
の

業
務

の
代

行
に

係
る

経
費

を
支

出
可

能
と

す

る
見

直
し

（
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

の
導

入
）

に
つ

い
て

」
（

令
和

２
年

１
０

月
９

日
付

け
競

争
的

研
究

費
に

関
す

る
関

係
府

省
連

絡
会

申
し
合

わ
せ
）
に
基

づ
き
、
研
究

者
が
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に
専

念
で
き

る
時
間

を
拡
充

す
る
た

め
、
競
争

的

研
究

費
の

直
接
経

費
か
ら

経
費
の

支
出
を

可
能
と

す
る
制

度
の
実

施
に
あ

た
り
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

。
 

 
（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(1
) 

配
分
機

関
 
競

争
的
研

究
費
制

度
を
実

施
す
る

機
関
を

い
う
。

 
(2

) 
競

争
的

研
究
費

 
配
分

機
関
が

実
施
す

る
競
争

的
研
究

費
制
度

で
あ
っ

て
、
研

究
活

動
及
び

組
織
の

管
理
運

営
事
務

を

除
く

業
務
（

講
義
等

の
教
育

活
動
等

や
そ
れ

に
付
随

す
る
事

務
等
。
な
お

、「
研
究

」
に
は

、
Ｐ
Ｉ
（

Pr
in

ci
pa

l I
nv

es
tig

at
or
）

を
務

め
る

競
争

的
研

究
費

に
よ

り
実

施
さ

れ
る

研
究

以
外

の
研

究
も

含
む

。
）

の
代

行
に

係
る

経
費

を
直

接
経

費
か

ら
支

出
す

る
こ
と

が
可
能

で
あ
る

旨
を
公

募
要
領

等
に
記

載
し
て

い
る
も

の
う
ち

、
別
に

定
め
る

も
の
を

い
う
。

 
(3

) 
Ｐ

Ｉ
 

競
争

的
研

究
費

を
獲

得
し

た
研

究
計

画
の

遂
行

に
関

し
全

て
の

責
任

を
負

う
代

表
者

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

も

の
を

い
う
。

 
(4

) 
バ

イ
ア

ウ
ト
制

度
 
Ｐ

Ｉ
が
、
本

人
の
希

望
に
よ

り
本
大

学
と
合

意
を
す

る
こ
と

で
、
そ
の

者
が
担

っ
て
い

る
業
務

の

う
ち

、
研

究
活

動
及
び

組
織
の

管
理
運

営
事
務

を
除
く

業
務
の

代
行
に

係
る
経

費
を
競

争
的
研

究
費
の

直
接
経

費
か
ら

支

出
す

る
こ
と

を
可
能

と
す
る

制
度
を

い
う
。

 
(5

) 
部

局
等

 
各
学

部
、
大

学
院

、
専

門
職
大

学
院
、
研
究
・
知
財
戦

略
機
構

、
国

際
連
携

機
構
、
社
会

連
携
機

構
、
農

場

を
い

う
。

 
 

（
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
対
象

者
等
）

 
第 第

３３
条条

 
バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
対

象
者
は

、
本

大
学

の
教
員

の
う
ち

、
前
条

第
２
号

に
規
定

す
る
競

争
的
研

究
費
を

獲
得
し

た
Ｐ

Ｉ
と

す
る
。

 
２

 
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

に
お
け

る
対
象

業
務
の

範
囲
は

、
原

則
と

し
て
競

争
的
研

究
費
制

度
の
公

募
要
領

等
で
定

め
る
範

囲

を
限

度
と
す

る
。

 
３

 
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

に
お

け
る

対
象

業
務

の
代

行
（

以
下

「
代

行
」

と
い

う
。
）

に
係

る
経

費
は

、
原

則
と

し
て

競
争

的

研
究

費
制
度

の
公
募

要
領
等

で
定
め

る
額
を

限
度
と

す
る
。

 
４

 
前

３
項
の

ほ
か
、

バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
実

施
に
関

し
必
要

な
事
項

は
、
別

に
定
め

る
。

 
５

 
代

行
に

係
る

経
費

は
、

そ
の

内
容

に
応

じ
て

、
学

校
法

人
明

治
大

学
（

以
下

「
本

法
人

」
と

い
う

。
）

の
関

連
校

規
等

に
基

づ
き
算

出
す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
申

請
手
続

き
等
）

 
第 第

４４
条条

 
第
３
条

第
１
項

に
定
め

る
対
象

者
で
あ

っ
て
、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

申
請
を

希
望
す

る
者
（

以
下
「
申

請
者
」
と

い
う

。
）

は
、

研
究

推
進

部
に

お
け

る
要

件
確

認
を

経
た

上
で

、
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

に
申

請
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
２

 
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

の
長

（
以

下
「

所
属

長
」

と
い

う
。
）

は
、

前
項

の
申

請
書

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

基

準
に

よ
っ
て

精
査
し

、
承

認
又

は
否
認

の
結
果

を
申
請

者
へ
通

知
す
る

。
承

認
さ

れ
た
場

合
、
こ
の

通
知
を

も
っ
て

、
本

大
学

と
申
請

者
が
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
利
用

に
合
意

し
た
も

の
と
す

る
。

 

  ３
 
所

属
長
は

、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

利
用
に

つ
い
て

、
申
請

者
と
合

意
し
た

内
容
を

学
長
へ

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
申

請
内
容

の
変
更

）
 

第 第
５５

条条
 

申
請
者

は
、
申

請
内

容
に
変

更
が
生

じ
た
場

合
、
所

属
す

る
部
局

等
に
報

告
の
上

、
所

定
の
申

請
書
を

研
究
推

進

部
へ

提
出

す
る
。

 
２

 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

申
請
内

容
の
変

更
に
お

け
る
手

続
き
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

 
（

代
行

業
務
を

行
う
者

の
雇
用

手
続
き

等
）

 
第 第

６６
条条

 
申
請
者

の
所
属

す
る
部

局
等
は

、
バ

イ
ア

ウ
ト
制

度
の
利

用
が
承

認
さ
れ

た
後
、
本

法
人

の
関
連

校
規
等

に
基
づ

き
、

代
行

要
員
の

確
保
等

に
関
す

る
手
続

き
を
行

う
。

 
 

（
事

務
）

 
第 第

７７
条条

 
こ
の
規

程
に
関

す
る
事

務
は
、

研
究
推

進
部
が

行
う
。

 
（

規
程

の
改
廃

）
 

第 第
８８

条条
 

こ
の
規

程
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
学
部

長
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
附 附

  
則則

（
２
０
２

２
年
度

規
程
第

１
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

１
０
月

６
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２
８

７
７
号

）
 

附 附
  

則則
（

２
０
２

２
年
度

規
程
第

４
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２

９
２

０
号

）
（

注
 

バ
イ

ア
ウ

ト
制

度
の

対
象

と
す

る
研

究
費

範
囲

の
拡

大
及

び
制

度
申

請
に

お
け

る
手

続
き

変
更

に
伴
う

改
正
）

 
                      

  

101

規
　
　
程
　
　
等



  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ＰＰ
ＩＩ
人人

件件
費費

支支
出出

制制
度度

にに
関関

すす
るる

規規
程程

  

２
０

２
４
年

 
２
月

７
日
制

定
 

２
０

２
３
年

度
規
程

第
２
８

号
 

  
（
趣

旨
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

に
お

け
る

研
究

者
の

処
遇

改
善

及
び

研
究

環
境

の
整

備

を
通

じ
た

研
究
力

の
向
上

に
寄
与

す
る
こ

と
を
目

的
と
し

て
、「

競
争

的
研

究
費
の

直
接
経

費
か
ら

研
究
代

表
者
（

Ｐ
Ｉ

）

の
人

件
費

の
支
出

に
つ
い

て
」（

令
和

２
年

１
０
月

９
日
付

け
競
争

的
研
究

費
に
関

す
る
関

係
府
省

連
絡
会

申
し
合

わ
せ
）

に
基

づ
き

、
競

争
的

研
究

費
の

直
接

経
費

か
ら

当
該

競
争

的
研

究
費

の
研

究
代

表
者

の
人

件
費

（
以

下
「

Ｐ
Ｉ

人
件

費
」

と
い

う
。
）
を
支

出
す
る

場
合
の

取
扱
い

及
び
そ

れ
に
よ

り
確
保

さ
れ
た

財
源
（
以

下
「

研
究

改
善
費

」
と

い
う

。）
の

活

用
に

あ
た

っ
て
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

 
 

（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(1
) 
資
金

提
供
機

関
 
研

究
資
金

を
提
供

す
る
機

関
を
い

う
。

 
(2

) 
競
争

的
研
究

費
 
省

庁
等
の

公
募
に

よ
り
競

争
的
に

獲
得
さ

れ
る
資

金
の
う

ち
、
研

究
に
係

る
も
の

を
い
う

。
 

(3
) 
Ｐ
Ｉ

（
Pr

in
ci

pa
l I

nv
es

tig
at

or
）

 
競
争

的
研
究

費
を
獲

得
し
た

研
究
計

画
の
遂

行
に
関

し
全
て

の
責
任

を
負
う

代

表
者

又
は
こ

れ
に
準

ず
る
も

の
を
い

う
。

 
(4

) 
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

 
Ｐ

Ｉ
が

、
第

５
条

に
規

定
す

る
活

用
方

針
に

合
意

の
上

、
競

争
的

研
究

費
の

直
接

経
費

か
ら

Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
、
研

究
改
善

費
を
Ｐ

Ｉ
等
の

研
究
力

向
上
に

活
用
す

る
制
度

を
い
う

。
 

(5
) 
エ
フ

ォ
ー
ト

 
Ｐ
Ｉ

の
全
業

務
時
間

10
0％

に
対

す
る

当
該

研
究
の

実
施
に

必
要
と

す
る
時

間
の
配

分
割
合

を
い
う

。
 

(6
) 
部

局
等

 
各

学
部

、
大

学
院

、
専

門
職

大
学

院
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
、

国
際

連
携

機
構

、
社

会
連

携
機

構
、

農
場

を
い

う
。

 
 

（
対

象
事
業

）
 

第 第
３３

条条
 

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
対
象

事
業
は

、
競

争
的

研
究
費

の
う
ち

、
資
金

提
供
機

関
が
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出
を
認

め
た

も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、
競
争

的
研
究

費
以
外

の
研
究

資
金
に

お
い
て

も
、
資
金

提
供
機

関
が
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出

を
認

め
た

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 
 

（
対

象
者
等

）
 

第 第
４４

条条
 

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
対
象

者
は
、

本
大
学

の
教
員

の
う
ち

、
前
条

の
対
象

事
業
の

Ｐ
Ｉ
と

す
る
。

 
２

 
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出
額
は

、
次

の
各

号
の
う

ち
い
ず

れ
か
低

い
額
を

上
限
と

す
る
。

 (
1)

 資
金

提
供

機
関

が
公

募
要
領

等
に

よ
り
定

め
る
支

出
上
限

額
 

(2
) 
Ｐ
Ｉ

の
年
間

給
与
額

に
当
該

研
究
に

か
か
る

エ
フ
ォ

ー
ト
を

乗
じ
た

額
 

３
 
Ｐ

Ｉ
人
件

費
支
出

制
度
に

か
か
る

経
費
は

、
そ
の

内
容
に

応
じ
て

、
学

校
法
人

明
治
大

学
の
関

連
校
規

等
に
基

づ
き
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
前

３
項
の

ほ
か
、

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
実
施

に
関
し

必
要
な

事
項
は

、
別
に

定
め
る

。
 

（
研
究

改
善
費

の
使
途

・
活
用

）
 

第 第
５５

条条
  

Ｐ
Ｉ

人
件
費

支
出
制

度
に
よ

り
確
保

し
た
研

究
改
善

費
は
、
別

に
定
め

る
活
用

方
針
に

沿
っ
た

使
途
に

活
用
す

る
。 

 
（
申

請
手
続

き
、
承

認
等
）

 
第 第

６６
条条

 
第
４
条

第
１
項

に
規
定

す
る
対

象
者
で

あ
っ
て

、
活

用
方

針
に
合

意
し
、
Ｐ

Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
申
請

を
希
望

す
る

者
（

以
下

「
申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

研
究

推
進

部
に

お
け

る
要

件
確

認
を

経
た

上
で

、
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

に
申

請
書
を

提
出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

申
請

者
の

所
属

す
る

部
局

等
の

長
（

以
下

「
所

属
長

」
と

い
う

。
）

は
、

前
項

の
申

請
書

に
基

づ
き

、
別

に
定

め
る

基

準
を

踏
ま
え

た
上
で

、
承
認

又
は
否

認
の
結

果
を
申

請
者
へ

通
知
す

る
。

 

  ３
 

所
属

長
は

、
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

の
利

用
に

つ
い

て
、

承
認

又
は

否
認

の
結

果
を

学
長

へ
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（
申

請
内
容

の
変
更

）
 

第 第
７７

条条
 

申
請
書

提
出
後

は
、
原

則
と

し
て
、
そ
の

申
請
内

容
を
変

更
で
き

な
い
も

の
と
す

る
。
た

だ
し

、
や

む
を

得
な
い

理
由

に
よ

り
変
更

を
行
う

場
合
は

、
別
に

定
め
る

変
更
届

出
書
を

作
成
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
  

前
条
の

規
定
は

、
前
項

の
申
請

内
容
の

変
更
に

お
け
る

手
続
き

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 
 

（
エ

フ
ォ
ー

ト
確
保

の
た
め

の
措
置

）
 

第 第
８８

条条
  

所
属

長
は
、
Ｐ

Ｉ
が
当

該
研
究

活
動
を

確
実
に

実
施
で

き
る
よ

う
、
Ｐ

Ｉ
が
担

当
す
る

当
該
研

究
以
外

の
業
務

軽

減
、

業
務

の
代
替

措
置
そ

の
他
必

要
な
措

置
を
講

じ
る
も

の
と
す

る
。

 
(活

用
実

績
の
報

告
) 

第 第
９９

条条
 

第
６
条

第
２
項

の
規
定

に
よ
り

、
Ｐ

Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
利
用

を
承
認

さ
れ
た

Ｐ
Ｉ
は

、
各
年

度
終
了

後
速
や

か
に

、
当

該
年
度

に
割
り

当
て
ら

れ
た
研

究
改
善

費
の
活

用
実
績

を
、
所

属
長
に

対
し
て

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
所

属
長
は

、
各

年
度
終

了
後
速

や
か
に

、
当

該
年

度
に
当

該
部
局

等
に
割

り
当
て

ら
れ
た

研
究
改

善
費
の

活
用
実

績
を
、

当
該

部
局
等

に
所
属

す
る
Ｐ

Ｉ
に
対

し
て
報

告
す
る

と
と
も

に
、
前
項

の
規
定

に
基
づ

き
報
告

を
受
け

た
Ｐ
Ｉ

に
割
り

当

て
ら

れ
た
研

究
改
善

費
の
活

用
実
績

を
、
学

長
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 
３

 
学

長
は
、
各
年

度
終
了

後
速
や

か
に
、
当
該

年
度
の

本
大
学

の
研
究

改
善
費

の
活
用

実
績
を

、
資

金
提

供
機
関

等
の
求

め
に

応
じ
て

報
告
す

る
と
と

も
に
本

大
学
の

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

等
で
公

表
す
る

も
の
と

す
る
。

 
（

事
務

）
 

第 第
１１

００
条条

 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（

規
程

の
改
廃

）
 

第 第
１１

１１
条条

 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

学
部
長

会
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
  

  
  

附附
  
則則

（
２
０

２
３
年

度
規
程

第
２
８

号
）

  
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

２
月
８

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２
９

６
９
号

）
 

                   

102

規

程

等



明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ＰＰ
ＩＩ
人人

件件
費費

支支
出出
制制

度度
にに

よよ
るる
研研

究究
改改

善善
費費
のの

活活
用用

方方
針針
  

「
明

治
大

学
に

お
け

る
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

に
関

す
る

規
程

」
（

以
下

「
規

程
」

と
い

う
。
）

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

、

競
争

的
研

究
費

等
の

直
接

経
費

か
ら

当
該

競
争

的
研

究
費

の
研

究
代

表
者

等
（

以
下

「
Ｐ

Ｉ
」

と
い

う
。
）

の
人

件
費

を

支
出

す
る

こ
と

に
伴

い
確

保
さ

れ
た

財
源

（
以

下
「

研
究

改
善

費
」

と
い

う
。
）

の
活

用
方

針
を

、
以

下
の

と
お

り
定

め

る
。

１
 
目

標

研
究
改

善
費
は

、
本

学
の
研

究
力
向

上
の
た

め
、
研

究
者

の
処
遇

改
善
や

、
研

究
に

集
中
で

き
る
環

境
整
備

を
目
的

と
し
て

、

研
究

人
材
の

強
化
、

研
究
資

金
の
充

実
、
研

究
環
境

の
改
善

に
活
用

す
る
。

本
学
で

は
、
飢
餓

や
貧
困

、
格

差
、
地
球

温
暖

化
な
ど

の
社
会

問
題
に

向
き
合

い
、
持
続

可
能
な

社
会
の

実
現
を

目
指
し

た

研
究

を
目
指

し
て
い

る
。
そ
の

研
究
計

画
を
実

現
す
る

た
め
、
「
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
拠
点

化
」
を
推

進
し
、
「
研

究
活

動
の

国
際

性
」

を
高

め
、
「

若
手

研
究

者
が

活
躍

で
き

る
研

究
環

境
」

を
整

備
す

る
こ

と
か

ら
、

本
学

の
研

究
を

さ
ら

に

「
前

へ
」
と

進
め
る

も
の
と

す
る
。

２
 
目

標
を
達

成
す
る

た
め
の

具
体
的

な
研
究

改
善
費

の
使
途

・
活
用

策

(1
)
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

拠
点
の

強
化

ア
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
へ
の

褒
賞
金

の
支
給

イ
そ
の

他
、
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
拠
点

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実
等

(2
)
研
究

活
動
の

国
際
化

の
推
進

ア
国
際

的
な
共

同
研
究

の
支
援

イ
そ
の

他
、
研

究
活
動

の
国
際

化
に
資

す
る
助

成
等

(3
)
若

手
研
究

者
の
研

究
環
境

の
整
備

ア
若
手

研
究
者

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実

イ
そ
の

他
、
若

手
研
究

者
の
自

立
的
研

究
課
題

へ
の
助

成
等

３
 
研

究
改
善

費
の
配

分
先
及

び
配
分

比
率

(1
)
研
究

改
善
費

の
配
分

先
及
び

配
分
比

率
は
、

原
則
、

以
下
の

と
お
り

と
す
る

。

ア
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
本
人

（
４
０

％
）

イ
Ｐ

Ｉ
人

件
費

を
支

出
し

た
Ｐ

Ｉ
が

所
属

す
る

特
定

課
題

研
究

ユ
ニ

ッ
ト

等
の

本
学

内
に

拠
点

を
置

く
研

究
組

織

（
３

０
％
）

ウ
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
が
所

属
す
る

部
局
等

（
３
０

％
）

(2
)
た

だ
し

、
前

号
の

配
分

先
イ

及
び

ウ
の

配
分

比
率

は
、

規
程

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

の
利

用
申

請
書
を

提
出
後

に
、
必

要
に
応

じ
て
Ｐ

Ｉ
と
所

属
長
の

合
意
の

上
、
変

更
で
き

る
も
の

と
す
る

。

４
 
執

行
に
あ

た
っ
て

の
留
意

事
項

(1
)
直

接
経

費
の

使
途

は
研

究
費

を
獲

得
し

た
Ｐ

Ｉ
が

研
究

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
に

判
断

す
る

も
の

で
あ

り
、

本
学

が
強

制
す

る
も
の

で
は
な

い
。

(2
)
本
方

針
は
、

本
学
に

所
属
す

る
Ｐ
Ｉ

の
意
向

等
を
踏

ま
え
、

必
要
に

応
じ
て

見
直
し

を
行
う

。

(3
)
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

は
、

本
方

針
に

掲
げ

る
目

標
の

達
成

に
向

け
、

Ｐ
Ｉ

の
処

遇
改

善
等

の
人

事
給

与
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

始
め
、

研
究
力

向
上
に

向
け
た

研
究
組

織
・
制

度
の
改

革
と
一

体
的
に

取
り
組

む
。

以
 

上

明明
治治

大大
学学

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
ポポ

リリ
シシ

ーー
  

２
０

２
５

年
３

月
５

日
理

事
会

承
認

 
明
治

大
学
（

以
下
「

本
大
学

」
と
い

う
。
）

は
、

学
術
研

究
の
信

頼
性
及

び
公
平

性
を
確

保
す
る

と
と
も

に
、
そ

の
発
展

に
資
す

る
た
め

、
「

明
治

大
学

研
究

者
行
動

規
範
」

に
基
づ

き
、
本

大
学
に

お
い
て

研
究
活

動
を
行

う
す
べ

て
の
者

（
以
下

「
研
究

者
」
と

い
う

。
）
を

対
象
と

し
て
、
以
下

の
と
お

り
明
治

大
学
研

究
デ
ー

タ
管
理

ポ
リ
シ

ー
（
以

下
「
本

ポ
リ

シ
ー
」

と
い
う

。
）

を
定
め

る
。

本
ポ

リ
シ
ー

は
、
本
大

学
に
お

け
る
学

術
研
究

の
過
程

で
得
ら

れ
る
研

究
デ
ー

タ
を
適

切
に
管

理
す
る

こ
と
の

原
則
を

示

す
も
の

で
あ
り

、
法
令

、
資

金
配

分
機
関

や
共
同

研
究
機

関
等
と

の
契
約

及
び
学

校
法
人

明
治
大

学
の
校

規
等
に

制
約
を

与

え
る
も

の
で
は

な
い
。

１ １
  

定定
義義

(1
)
研
究

デ
ー
タ

本
ポ

リ
シ

ー
が

対
象

と
す

る
研

究
デ

ー
タ

と
は

、
本

大
学

に
お

け
る

研
究

活
動

の
過

程
で

研
究

者
が

収
集

し
た

デ
ー

タ
、
 

生
成
し

た
デ
ー

タ
、
収

集
又
は

生
成
し

た
デ
ー

タ
を
解

析
若
し

く
は
加

工
し
た

デ
ー
タ

を
指
し

、
電

磁
的
記

録
か
否

か
を
問

わ
な
い

。
教
育

を
受
け

る
上
で

学
生
が

研
究
以

外
の
目

的
で
収

集
又
は

生
成
し

た
デ
ー

タ
は
対

象
外
で

あ
る
。

(2
)
研
究

デ
ー
タ

管
理

研
究

デ
ー
タ

管
理
と

は
、
研
究

開
始
時

の
デ
ー

タ
管
理

計
画
の

策
定
か

ら
研
究

終
了
後

に
お
け

る
研
究

デ
ー
タ

の
公
開

や

破
棄
ま

で
の
研

究
デ
ー

タ
に
関

わ
る
活

動
全
般

の
取
扱

い
を
指

す
。

(3
)
研
究

者

本
ポ

リ
シ
ー

が
対
象

と
す
る

研
究
者

と
は
、
常

勤
、
非

常
勤

、
学
生

等
の
身

分
及
び

客
員
教

員
、
客
員

研
究
員

等
の
呼

称

又
は
資

金
の
主

た
る
受

給
者
で

あ
る
か

ど
う
か

を
問
わ

ず
、
本
大

学
に
所

属
す
る

者
又
は

本
大
学

の
名
を

冠
し
た

肩
書
を

使

用
し
て

研
究
活

動
を
行

う
す
べ

て
の
者

を
指
す

。

２ ２
  

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
のの

権権
利利

とと
責責

務務

研
究

デ
ー
タ

管
理
の

方
針
は

、
当

該
研

究
デ
ー

タ
を
用

い
て
研

究
を
実

施
し
て

い
る
研

究
者
が

決
定
す

る
こ
と

が
で
き

る
。 

一
方
で

、
研

究
公

正
の
観

点
か
ら

、
研

究
デ

ー
タ
に

つ
い
て

、
必

要
と

さ
れ
る

デ
ー
タ

を
欠
損

な
く
揃

え
て
お

く
こ
と
（

以

下
「

完
全

性
」
と
い

う
。
）、

事
象

や
現

象
を
正

確
に
記

録
し
て

お
く
こ

と
（
以

下
「

正
確

性
」
と
い

う
。）
、
問

題
が
生

じ
た

時
に
特

定
で
き

る
状
態

に
し
て

お
く
こ

と
（
以

下
「
追

跡
可
能

性
」
と

い
う
。
）
は

、
研
究

者
の
責

務
で
あ

る
。
以

上
の
こ

と
か
ら

、
研

究
デ
ー

タ
の
管

理
を
行

う
権
利

と
責
務

は
、
原
則

と
し
て

、
当

該
研
究

デ
ー
タ

を
収
集

又
は
生

成
し
た

研
究
者

が
有
す

る
も
の

で
あ
る

。

研
究

者
は
、
そ

れ
ぞ

れ
の
研

究
分
野

の
特
質

を
踏
ま

え
、
そ
の

法
的

及
び

倫
理
的

要
件
に

従
っ
て

研
究
デ

ー
タ
を

管
理
す

る
も
の

と
す
る

。

３ ３
  

研研
究究

デデ
ーー

タタ
のの

公公
開開

又又
はは

非非
公公

開開
のの

判判
断断

研
究

者
は
、
研

究
デ
ー

タ
の
特

性
か
ら

、
公

開
す

る
も
の

と
非
公

開
に
す

る
も
の

と
に
分

け
て
進

め
る
戦

略
（

以
下
「
オ

ー
プ
ン

・
ア
ン

ド
・
ク

ロ
ー
ズ

戦
略
」

と
い
う

。
）

に
基
づ

き
、
公

開
可
能

な
デ
ー

タ
で
あ

る
か
慎

重
に
判

断
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
そ

の
う
え

で
、
可

能
な
範

囲
内
で

公
開
し

、
利
活

用
に
供

す
る
も

の
と
す

る
。

例
え

ば
、
研
究

成
果
の

実
装
に

向
け
知

的
財
産

と
し
て

保
護
が

必
要
な

研
究
デ

ー
タ
を

公
開
す

る
こ
と

は
適
切

な
行
為

で

は
な
く

、
研

究
者

は
、
研
究

デ
ー
タ

の
正
確

性
・
完
全

性
・
追

跡
可
能

性
を
担

保
し
な

が
ら
、
オ

ー
プ
ン

・
ア
ン

ド
・
ク
ロ

ー
ズ
戦

略
を
適

切
に
運

用
す
る

責
務
が

あ
る
。

４ ４
  

大大
学学

のの
支支

援援

本
大

学
は
、
研

究
デ
ー

タ
を
公

開
す
る

こ
と
の

で
き
る

機
関
リ

ポ
ジ
ト

リ
等
の

公
開
プ

ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー

ム
の
提

供
や
研

究

デ
ー
タ

の
管
理

に
関
す

る
情
報

提
供
等

を
行
う

こ
と
に

よ
り
、

研
究
者

が
行
う

研
究
デ

ー
タ
管

理
の
支

援
に
努

め
る
。
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５５
  

見見
直直

しし

本
ポ
リ

シ
ー
は

、
社
会

情
勢
や

研
究
活

動
を
取

り
巻
く

環
境
の

変
化
等

に
応
じ

て
、
適

宜
見
直

し
を
行

う
。

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
デデ

ーー
タタ

のの
保保

存存
・・

開開
示示

等等
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

（
目

的
）

第 第
１１

条条
 

こ
の
内

規
は
、
明

治
大
学

に
お
け

る
研
究

費
の
適

正
管
理

に
関
す

る
規
程
（
２

０
０
７

年
度
規

程
第
４

１
号
）（

以

下
「

規
程

」
と

い
う

。
）

第
３

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
明

治
大

学
に

お
け

る
研

究
デ

ー
タ

の
保

存
・

開
示

等
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

と
し
て

次
の
と

お
り
定

め
る
。

（
定

義
) 

第 第
２２

条条
 

こ
の

内
規

に
お

い
て

、
研

究
デ

ー
タ

と
は

、
論

文
や

報
告

等
の

研
究

成
果

発
表

の
根

拠
と

な
っ

た
資

料
（

文
書

、

数
値

デ
ー

タ
、

画
像

等
）
、

試
料

（
実

験
試

料
、

標
本

等
）

及
び

装
置

等
で

あ
っ

て
、

第
三

者
に

よ
る

検
証

の
た

め
に

必

要
な

も
の

を
い
う

。

（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
・
開

示
等
）

第 第
３３

条条
 

研
究
者

は
、
実

験
・
観
察

を
は
じ

め
と
す

る
研
究

活
動
に

お
い
て

は
、
そ

の
過

程
を
実

験
ノ
ー

ト
等
の

形
式
で

記

録
に

残
す

よ
う
配

慮
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
ま

た
、
こ
れ

ら
は
、
研

究
活
動

の
一
次

情
報
記

録
と
し

て
適
切

に
保
管

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

２
 
研

究
者
は

、
研
究

デ
ー
タ

に
つ
い

て
、
必
要

と
認

め
ら

れ
る
場

合
は
い

つ
で
も

第
三
者

に
開
示

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
、
ま

た
、
後
日

の
利
用
・
検

証
に

堪
え
る

よ
う
適

正
な
形

で
保
存

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
保
存

に
際
し

て
は
、
後

日

の
利

用
・
参
照

が
可

能
と
な

る
よ
う

に
メ
タ

デ
ー
タ

の
整
備

や
検
索

可
能
性
・
追

跡
可
能

性
の
担

保
に
留

意
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
期
間

）

第 第
４４

条条
 

資
料
（
文

書
、
数
値

デ
ー
タ

、
画

像
等

）
の

保
存

期
間
は

、
原

則
と

し
て
、
当

該
論
文

等
の
発

表
後
１

０
年
間

と

す
る

。
た

だ
し

、
保

管
ス
ペ

ー
ス
の

制
約
等

の
物
理

的
に
止

む
を
得

な
い
事

情
等
が

あ
る
場

合
に
は

、
各

研
究

分
野
の

特

性
に

応
じ

て
、
こ

れ
と
別

の
定
め

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

も
の
と

す
る
。

２
 
試

料
（

実
験

試
料
、
標

本
）
や
装

置
等
の
「

も
の
」
に

つ
い

て
は
、
当

該
論
文

等
の
発

表
後
５

年
間
保

存
す
る

こ
と
を

原
則

と
す
る

。
た

だ
し

、
保

存
・
保

管
が
本

質
的
に

困
難
な

も
の
（

不
安
定

物
質
、
実

験
自
体

で
消
費

さ
れ
て

し
ま
う

試

料
等

）
や

、
保

存
に

多
大
な

コ
ス
ト

が
か
か

る
も
の

に
つ
い

て
は
こ

の
限
り

で
は
な

い
。
ま

た
、
各
研

究
分
野

の
特
性

に

応
じ

、
こ
れ

と
別
の

定
め
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

３
 
保

存
す
る

研
究
デ

ー
タ
の

中
に
、
個

人
デ
ー

タ
等
そ

の
扱
い

に
法
的

規
制
が

あ
る
も

の
や
倫

理
上
の

配
慮
を

必
要
と

す

る
も

の
に
つ

い
て
は

、
そ
れ

ら
の
規

制
や
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
等

に
従
う

も
の
と

す
る
。

４
 
上

記
の
ほ

か
、
ま

た
、
特
定

の
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

に
関
す

る
成
果

物
の
取

り
扱
い

に
つ
い

て
、
資
金

提
供
機

関
と
の

取
り

決
め
等

が
別
途

あ
る
場

合
に
は

、
そ
の

契
約
等

に
従
う

も
の
と

す
る
。

（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
・
開

示
責
任

）

第 第
５５

条条
 

研
究
デ

ー
タ
の

保
存
及

び
開
示

は
、
そ
れ

ら
を
生

み
出
し

た
研
究

者
自
身

が
主
た

る
責
任

を
負
う

も
の
と

し
、
規

程
第

８
条

に
定
め

る
部
局

等
責
任

者
が
研

究
者
の

研
究
デ

ー
タ
の

保
存
及

び
開
示

を
管
理

監
督
す

る
。

２
 
研

究
代
表

者
等
は

自
ら
の

グ
ル
ー

プ
の
研

究
者
の

転
出
や

退
職
に

際
し
て

、
当

該
研

究
者
の

研
究
活

動
関
わ

る
研
究

デ

ー
タ

の
う
ち

保
存
す

べ
き
も

の
に
つ

い
て
、
バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
を
と

っ
て
保

管
す
る

、
な

い
し

は
、
所

在
を

確
認
し

追
跡
可

能
と

し
て
お

く
、
等

の
措
置

を
講
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

３
 
研

究
代
表

者
等
の

転
出
や

移
動
に

際
し
て

、
部
局

等
責
任

者
は
こ

れ
に
準

じ
た
措

置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

（
事

務
）

第 第
６６

条条
 

こ
の
内

規
に
関

す
る
事

務
は
、

研
究
推

進
部
が

行
う
も

の
と
す

る
。

（
内

規
の
改

廃
）

第第
７７

条条
  

こ
の

内
規
を

改
廃
す

る
と
き

は
、
倫

理
審
査

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

附
 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
６
年

（
平
成

２
８
年

）
３
月

８
日
か

ら
施
行

す
る
。

附
 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
３
月

９
日
か

ら
施
行

す
る
。

附
 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

２
２
年

（
令
和

４
年
）

６
月
３

０
日
か

ら
施
行

す
る
。

研研
究究

所所
主主

催催
のの

講講
演演

会会
等等

にに
おお

けけ
るる

謝謝
礼礼

金金
及及

びび
旅旅

費費
のの

支支
給給

にに
関関

すす
るる

暫暫
定定

基基
準準

  

（
趣

 
 
旨

）
 

１
 

こ
の

基
準

は
、

社
会

科
学

研
究

所
、

人
文

科
学

研
究

所
及

び
科

学
技

術
研

究
所

が
主

催
す

る
公

開
講

座
及

び
国

際
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
等

(
以

下
「

講
演

会
等

」
と

い
う

。
)
の

講
師

、
司

会
者

及
び

通
訳

に
対

す
る

謝
礼

金
及

び
旅

費
の

支
給

に

つ
い

て
、

暫
定

的
に

定
め

る
。

（
謝

礼
金

及
び

旅
費

に
支

給
）

 

２
 

謝
礼

金
及

び
旅

費
は

、
直

接
本

人
に

支
給

す
る

。
た

だ
し

、
本

学
の

専
任

教
職

員
に

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
旅

費
を

支
給

し
な

い
。

 

（
謝

礼
金

及
び

旅
費

の
種

類
）

 

３
 

謝
礼

金
及

び
旅

費
の

種
類

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)

謝
礼

金
は

、
講

演
料

、
司

会
者

謝
礼

及
び

通
訳

謝
礼

の
3
種

と
す

る
。

(
2
)

旅
費

は
、

交
通

費
及

び
滞

在
費

の
２

種
と

す
る

。

（
支

給
額

）
 

４
 

謝
礼

金
及

び
旅

費
の

支
給

額
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)

謝
礼

金

謝
礼

金
は

、
通

訳
謝

礼
を

除
き

、
税

込
額

と
し

、
そ

の
額

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

ア
講

演
料

（
２

時
間

を
基

準
と

し
、

半
日

以
内

）

（
ア

）
本

学
専

任
教

職
員

4
0
,
0
0
0
円

以
内

 

（
イ

）
ア

以
外

の
者

7
0
,
0
0
0
円

以
内

 

 
 
た

だ
し

講
演

会
が

半
日

を
越

え
て

行
わ

れ
る

場
合

は
1
0
0
、

0
0
0
円

以
内

と
す

る
。

 

イ
司

会
者

謝
礼

（
ア

）
半

日
以

内
の

場
合

 
 

 
 

 
6
,
0
0
0
円

 

（
イ

）
半

日
を

越
え

る
場

合
 
1
0
,
0
0
0
円

 

ウ
通

訳
謝

礼
（

２
時

間
を

基
準

と
し

、
半

日
以

内
）

（
ア

）
本

学
専

任
教

職
員

4
0
,
0
0
0
円

以
内

 

（
イ

）
ア

以
外

の
者

5
0
,
0
0
0
円

以
内

 

 
 
た

だ
し

、
講

演
会

等
が

半
日

を
越

え
て

行
わ

れ
る

場
合

は
、

8
0
、

0
0
0
円

以
内

と
す

る
。

 

(
2
)

旅
 

費

旅
費

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ア
交

通
費

（
ア

）
外

国
人

講
師

 
居

住
地

か
ら

東
京

ま
で

の
往

復
航

空
運

賃
（

原
則

と
し

て
エ

コ
ノ

ミ
ー

ク
ラ

ス
）

 

（
イ

）
日

本
人

講
師

 
東

京
か

ら
1
0
1
k
m
以

上
の

者
に

つ
い

て
、
学

校
法

人
明

治
大

学
専

任
教

員
旅

費
規

程
に

準
じ

る
。

イ
滞

在
費

（
ア

）
外

国
人

講
師

 
1
 
泊

2
0
,
0
0
0
円

以
内

で
５

泊
を

限
度

と
す

る
。

 

）
（

イ
 

日
本

人
講

師
 

特
に

必
要

な
場

合
に

限
り

、
1
5
,
0
0
0
円

以
内

と
す

る
。

 
 

 
附

 
則

 

こ
の

基
準
は

、
昭
和

５
９
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
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明明

治治
大大

学学
安安

全全
保保

障障
輸輸

出出
管管

理理
規規

程程
  

  

２
０

１
９
年

１
月
３

０
日
制

定
 

２
０

１
８
年

度
規
程

第
３
３

号
 

  
（

目
的
）

 

第第
１１

条条
 

こ
の

規
程

は
、
外

国
為
替

及
び
外

国
貿
易

法
（
昭

和
２
４

年
法
律

第
２
２

８
号
。

以
下
「

法
」
と

い
 

う
。
）

及
び
こ
れ

に
関

連
す
る

法
令
等

（
以
下

「
外
為

法
等
」

と
総
称

す
る
。
）
に
基

づ
き
、

国
際
的

な
平
和

及
 

び
安

全
の

維
持
を

妨
げ
る

と
認
め

ら
れ
る

技
術
の

提
供
及

び
貨
物

の
輸
出

の
管
理

（
以
下

「
安
全

保
障
輸

出
 

管
理

」
と

い
う
。
）
に

つ
い
て

、
学
校

法
人
明

治
大
学

及
び
そ

の
設
置

学
校
（

以
下
「

本
学
」

と
い
う

。
）

に
お

 

け
る

体
制

を
構
築

す
る
こ

と
に
よ

り
、
教

育
研
究

活
動
を

安
全
か

つ
円
滑

に
遂
行

で
き
る

環
境
を

整
備
す

る
 

こ
と

を
目

的
と
す

る
。
 

 
（

定
義
）

 

第第
２２

条条
 

こ
の

規
程

に
お
い

て
使
用

さ
れ
る

用
語
の

定
義
は

、
次
の

各
号
に

規
定
す

る
も
の

の
ほ
か

、
外
為

法
 

等
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

 
(
1)
 

教
職
員

等
 
本

学
の
教

員
、
職

員
、
教

諭
、
明

治
大
学

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
採
用

等
に
関

 

す
る
規

程
（
２

０
０
５

年
度
規

程
第
２

９
号
）

第
２
条

に
規
定

す
る
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
そ

の
 

他
本
学

に
雇
用

さ
れ
て

い
る
者

を
い
う

。
 

 
(
2)
 

学
生
等

 
正
規

の
学
生

及
び
生

徒
、
委

託
学
生

、
科
目

等
履
修

生
、
聴

講
生
、

特
別
聴

講
学
生

、
交
換

 

留
学
生

及
び
研

究
生
を

い
う
。

 

 
(
3)
 

部
局
等

 
各
学

部
、
大

学
院
、

専
門
職

大
学
院

、
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
、
国

際
連
携

機
構
、

社
会
連

 

携
機
構

、
農
場

、
明
治

高
等
学

校
・
中

学
校
そ

の
他
校

規
に
定

め
る
教

育
・
研

究
組
織

及
び
事

務
組
織

を
 

い
う
。

 

 
(
4)
 

技
術
の

提
供
 

次
に
掲

げ
る
行

為
を
い

う
。
 

 
 

ア
 
非

居
住
者

（
法
第

６
条
第

１
項
第

６
号
に

規
定
す

る
者
。

以
下
単

に
「
非

居
住
者

」
と
い

う
。）

へ
技

 

術
を

提
供
す

る
行
為

 

イ
 
非

居
住
者

へ
再
提

供
さ
れ

る
こ
と

が
明
ら

か
な
居

住
者
（

法
第
６

条
第
１

項
第
５

号
に
規

定
す
る

者
）
 

へ
技

術
を
提

供
す
る

行
為
 

ウ
 
外

国
に
お

い
て
技

術
を
提

供
す
る

行
為
又

は
外
国

に
向
け

て
行
う

技
術
を

提
供
す

る
行
為

 

エ
 
ア

、
イ
又

は
ウ
を

目
的
と

し
て
、

技
術
情

報
が
記

載
又
は

記
録
さ

れ
た
媒

体
を
提

供
す
る

行
為
 

オ
 
ア

、
イ
又

は
ウ
を

目
的
と

し
て
、

電
気
通

信
回
線

を
通
じ

て
技
術

情
報
を

送
信
す

る
行
為

 

 
(
5)
 

貨
物
の

輸
出
 

次
に
掲

げ
る
行

為
を
い

う
。
 

 
 

ア
 
外

国
を
仕

向
地
と

し
て
貨

物
を
送

付
す
る

こ
と
 

 
 

イ
 
外

国
を
仕

向
地
と

し
て
再

送
付
さ

れ
る
こ

と
が
明

ら
か
な

貨
物
を

送
付
す

る
こ
と

 

 
 

ウ
 
外

国
に
向

け
て
貨

物
を
携

行
す
る

こ
と
 

 
(
6)
 

取
引
 

技
術
の

提
供
又

は
貨
物

の
輸
出

を
い
う

。
 

 
(
7)
 

リ
ス
ト

規
制
技

術
 
外

国
為
替

令
（
昭

和
５
５

年
政
令

第
２
６

０
号
。

以
下
「

外
為
令

」
と
い

う
。）

 

別
表
の

１
か
ら

１
５
ま

で
の
項

に
該
当

す
る
技

術
を
い

う
。
 

 
(
8)
 

リ
ス
ト

規
制
貨

物
 
輸

出
貿
易

管
理
令

（
昭
和

２
４
年

政
令
第

３
７
８

号
。
以

下
「
輸

出
令
」

と
い
う

。）
 

別
表
第

１
の
１

か
ら
１

５
ま
で

の
項
に

該
当
す

る
貨
物

を
い
う

。
 

 
(
9)
 

該
非
判

定
 
提

供
し
よ

う
と
す

る
技
術

又
は
輸

出
し
よ

う
と
す

る
貨
物

（
以
下

「
提
供

技
術
等

」
と
い

 

う
。
）
が

、
リ
ス
ト

規
制
技

術
又
は

リ
ス
ト

規
制
貨

物
に
該

当
す
る

か
否
か

を
判
定

す
る
こ

と
を
い

う
。
 

  

 
(
10
)
 

大
量

破
壊

兵
器
等

に
関
す

る
確
認

 
取
引

の
相
手

先
の
事

業
内
容

、
研
究

内
容
等

に
関
し

て
入
手

し
 

た
情

報
に
基

づ
き
、

提
供
技

術
等
が

大
量
破

壊
兵
器

等
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
懸

念
の
有

無
に
つ

い
 

て
確

認
す
る

こ
と
を

い
う
。

 

 
(
11
)
 
通

常
兵

器
に
関

す
る
確

認
 
取

引
の
相

手
先
の

事
業
内

容
、
研

究
内
容

等
に
関

し
て
入

手
し
た

情
報
に

 

基
づ

き
、
提

供
技
術

等
が
通

常
兵
器

の
開
発

等
に
用

い
ら
れ

る
懸
念

の
有
無

に
つ
い

て
確
認

す
る
こ

と
 

を
い

う
。
 

 
(
12
)
 

取
引

相
手

等
確
認

 
取
引

の
相
手

先
が
、

輸
出
令

別
表
第

３
に
規

定
す
る

国
又
は

地
域
以

外
に
住

所
 

又
は

居
所
を

有
す
る

と
き
に

行
う
、

大
量
破

壊
兵
器

等
に
関

す
る
確

認
若
し

く
は
取

引
の
相

手
先
が

、
 

国
連

武
器
禁

輸
国
・

地
域
に

住
所
又

は
居
所

を
有
す

る
と
き

に
行
う

、
通
常

兵
器
に

関
す
る

確
認
を

い
 

う
。

 

 
(
13
)
 
取

引
審

査
 
該

非
判
定

の
内
容

の
ほ
か

、
取
引

相
手
等

確
認
の

内
容
を

踏
ま
え

、
取
引

を
本
学

と
し
て

 

行
う
か

否
か
を

審
査
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
14
)
 
国

連
武

器
禁
輸

国
・
地

域
 
輸

出
令
別

表
第
３

の
２
に

規
定
す

る
国
又

は
地
域

を
い
う

。
 

 
(
15
)
 
大

量
破

壊
兵
器

等
 
核

兵
器
、

軍
用
の

化
学
製

剤
又
は

細
菌
製

剤
若
し

く
は
こ

れ
ら
の

散
布
の

た
め
の

 

装
置
若

し
く
は

こ
れ
ら

を
運
搬

す
る
こ

と
が
で

き
る
ロ

ケ
ッ
ト

若
し
く

は
無
人

航
空
機

で
あ
っ

て
、
射

程
 

又
は
航

続
距
離

が
３
０

０
キ
ロ

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の

を
い
う

。
 

 
(
16
)
 
通

常
兵

器
 
輸

出
令
別

表
第
１

の
１
の

項
に
該

当
す
る

貨
物
（

大
量
破

壊
兵
器

等
に
該

当
す
る

も
の
を

 

除
く
。
）

を
い
う
。

 

 
(
17
)
 

開
発

等
 

開
発
、

製
造
、

使
用
又

は
貯
蔵

を
行
う

こ
と
を

い
う
。

 

 
（

適
用
範

囲
）
 

第第
３３

条条
 

こ
の

規
程

は
、
本

学
の
教

職
員
等

及
び
学

生
等
が

本
学
に

お
け
る

教
育
研

究
そ
の

他
の
活

動
と
し

て
 

行
う

す
べ

て
の
取

引
に
適

用
す
る

。
 

 
（

責
任
者

）
 

第第
４４

条条
 

本
学

は
、

こ
の
規

程
の
目

的
を
達

成
す
る

た
め
、

次
に
掲

げ
る
責

任
者
を

置
く
。

 

 
(
1)
 

安
全
保

障
輸
出

管
理
最

高
責
任

者
（
以

下
「
最

高
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
2)
 

安
全
保

障
輸
出

管
理
統

括
責
任

者
（
以

下
「
統

括
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
3)
 

安
全
保

障
輸
出

管
理
部

局
等
責

任
者
（

以
下
「

部
局
等

責
任
者

」
と
い

う
。）

 

 
（

最
高
責

任
者
）

 

第第
５５

条条
 

最
高

責
任

者
は
、

学
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

２
 

最
高
責

任
者
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

任
務
と

し
、
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
最

高
責
任

と
 

権
限

を
有

す
る
。

 

 
(
1)
 

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
基

本
方
針

の
決
定

 

 
(
2)
 

外
為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
違

反
す
る

事
実
が

発
生
し

た
場
合

の
対
応

及
び
再

発
防
止

に
関
す

る
こ
と

 

 
(
3)
 

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
経

済
産
業

大
臣
へ

の
許
可

申
請
手

続
 

 
(
4)
 

次
条
第

１
項
に

規
定
す

る
統
括

責
任
者

の
担
当

す
る
活

動
の
決

定
 

 
(
5)
 

そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
重

要
事
項

に
関
す

る
こ
と

 

 
（

統
括
責

任
者
）

 

第第
６６

条条
 

最
高

責
任

者
の
下

に
、
次

に
掲
げ

る
統
括

責
任
者

３
名
を

置
き
、

そ
れ
ぞ

れ
国
際

連
携
活

動
、
研

究
 

活
動

及
び

教
育
そ

の
他
の

活
動
に

か
か
わ

る
安
全

保
障
輸

出
管
理

を
担
当

す
る
。

 

 
(
1)
 

副
学
長

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
す
る

者
２
名

 

 
(
2)
 

副
教
務

部
長
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

１
名
 

２
 

統
括
責

任
者
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

任
務
と

し
、
担

当
す
る

活
動
に

係
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
 

に
関

す
る
統

括
的
責

任
と
権

限
を
有

す
る
。
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(
1)
 

事
前
点

検
、
該

非
判
定

及
び
取

引
相
手

等
確
認

を
行
う

際
の
実

施
手
順

の
策
定

 

 
(
2)
 

第
１
２

条
第
４

項
に
規

定
す
る

再
点
検

及
び
第

１
４
条

第
４
項

に
規
定

す
る
再

確
認
 

 
(
3)
 

取
引
審

査
に
係

る
実
施

手
順
の

策
定
及

び
実
行

 

 
(
4)
 

教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
外
為

法
等
そ

の
他
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
の
 

周
知

及
び
こ

れ
ら
の

遵
守
に

必
要
な

指
導
の

実
施
 

 
(
5)
 

そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
全

学
的
課

題
の
検

討
及
び

対
応
の

実
施
 

３
 

統
括
責

任
者
の

任
期
は

、
２
年

と
す
る

。
た
だ

し
、
任

期
途
中

に
交
代

す
る
場

合
は
、

前
任
者

の
残
任

期
 

間
と
す

る
。
 

４
 

統
括
責

任
者
は

、
再
任

さ
れ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（

部
局
等

責
任
者

）
 

第第
７７

条条
 

統
括

責
任

者
の
下

に
、
部

局
等
責

任
者
を

置
く
。

 

２
 

部
局
等

責
任
者

は
、
教

職
員
等

が
所
属

す
る
部

局
等
の

長
を
も

っ
て
充

て
る
。

た
だ
し

、
研
究

・
知
財

戦
 

略
機

構
及

び
国
際

連
携
機

構
の
部

局
等
責

任
者
は

、
当
該

機
構
長

が
指
名

す
る
副

機
構
長

１
名
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 

部
局
等

責
任
者

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
任
務

と
し
、

部
局
等

の
活
動

に
係
る

統
括
責

任
者
の

指
示
の

 

下
、

安
全

保
障
輸

出
管
理

に
係
る

業
務
の

適
正
な

処
理
に

関
す
る

責
任
を

有
す
る

。
 

 
(
1)
 

調
査
並

び
に
事

前
点
検

、
該
非

判
定
及

び
取
引

相
手
等

確
認
に

関
し
必

要
と
な

る
業
務

 

 
(
2)
 

教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
研
修

の
実
施

 

 
(
3)
 

そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
業

務
 

４
 

部
局
等

責
任
者

の
任
期

は
、
職

務
上
部

局
等
責

任
者
と

な
る
者

を
除
き

、
２
年

と
す
る

。
た
だ

し
、
任

期
 

途
中

に
交

代
す
る

場
合
は

、
前
任

者
の
残

任
期
間

と
す
る

。
 

５
 

部
局
等

責
任
者

は
、
再

任
さ
れ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 
（

安
全
保

障
輸
出

管
理
委

員
会
）

 

第第
８８

条条
 

本
学

の
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
重

要
事
項

を
審
議

す
る
た

め
、
安

全
保
障

輸
出
管

理
委
員

会
（
以

 

下
「

委
員

会
」
と

い
う
。
）
を

置
く
。

 

２
 

委
員
会

は
、
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
次

の
事
項

を
審
議

す
る
。

 

 
(
1)
 

取
引
審

査
及
び

不
服
申

し
立
て

に
関
す

る
事
項

 

 
(
2)
 

教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
周
知

、
指
導

及
び
研

修
に
係

る
事
項

 

 
(
3)
 

そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
 

３
 

委
員
会

は
、
次

に
掲
げ

る
委
員

を
も
っ

て
組
織

す
る
。

 

 
(
1)
 

統
括
責

任
者
３

名
 

 
(
2)
 

学
長
室

専
門
員

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
す
る

者
５
名

以
内
 

 
(
3)
 

専
任
教

職
員
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

５
名
以

内
 

 
(
4)
 

教
務
事

務
部
長

、
研
究

推
進
部

長
、
国

際
連
携

部
長
、

中
野
キ

ャ
ン
パ

ス
事
務

部
長
及

び
人
事

部
長
 

４
 

委
員
の

任
期
は

、
職
務

上
委
員

と
な
る

者
を
除

き
、
２

年
と
す

る
。
た

だ
し
、

任
期
途

中
に
交

代
す
る

場
合
は

、
 

前
任

者
の

残
任
期

間
と
す

る
。
 

５
 

委
員
は

、
再
任

さ
れ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 

委
員
会

に
、
委

員
長
及

び
副
委

員
長
各

１
名
を

置
く
。

 

７
 

委
員
長

は
、
統

括
責
任

者
の
う

ち
か
ら

学
長
が

指
名
し

、
副
委

員
長
は

、
委
員

の
う
ち

か
ら
委

員
長
が

指
名
 

す
る

。
 

８
 

委
員
長

は
、
会

務
を
総

理
し
、

会
議
の

議
長
と

な
る
。

 

９
 

副
委
員

長
は
、

委
員
長

を
補
佐

し
、
委

員
長
に

事
故
あ

る
と
き

は
、
そ

の
職
務

を
代
行

す
る
。

 

 
（

会
議
）

 

第第
９９

条条
 

委
員

会
は

、
必
要

に
応
じ

て
、
委

員
長
が

招
集
す

る
。
 

  

２
 

委
員
会

は
、
委

員
の
過

半
数
が

出
席
し

な
け
れ

ば
、
会

議
を
開

き
、
議

決
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
 

３
 

委
員
会

の
議
事

は
、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同
数

の
と
き

は
、
委

員
長
の

決
す
る

と
 

こ
ろ

に
よ

る
。
 

４
 

委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
て
、

委
員
以

外
の
者

を
出
席

さ
せ
、

意
見
を

聴
く
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（

事
務
）

 

第第
１１

００
条条

 
委

員
会

に
関
す

る
事
務

は
、

研
究
推

進
部
及

び
国
際

連
携
部

が
行
い

、
教

務
事

務
部
、

中
野
キ

ャ
 

 
ン

パ
ス
事

務
部
及

び
人
事

部
が
こ

れ
に
協

力
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（

調
査
）

 

第第
１１

１１
条条

 
部

局
等

責
任
者

は
、

安
全
保

障
輸
出

管
理
を

適
正
か

つ
効
果

的
に
実

施
す
る

た
め
、

所
属
す

る
教
 

職
員

等
に

対
し
、

必
要
に

応
じ
て

、
次
の

各
号
に

つ
い
て

調
査
を

行
う
も

の
と
す

る
。
 

 
(
1)
 

リ
ス
ト

規
制
技

術
又
は

リ
ス
ト

規
制
貨

物
の
取

扱
い
の

有
無
 

 
(
2)
 

大
量
破

壊
兵
器

等
及
び

通
常
兵

器
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
恐

れ
が
特

に
強
い

貨
物
又

は
そ
の

設
計
、

 

製
造

若
し

く
は
使

用
に
係

る
技
術

の
取
扱

い
の
有

無
 

 
(
3)
 

経
済
産

業
省
が

公
表
す

る
外
国

ユ
ー
ザ

ー
リ
ス

ト
に
掲

載
さ
れ

て
い
る

機
関
か

ら
の
教

職
員
等

又
は
 

学
生

等
の

受
入
れ

の
有
無

 

 
（

事
前
点

検
）
 

第第
１１

２２
条条

 
取

引
を

行
お
う

と
す
る

者
（
以

下
「
取

引
予
定

者
」
と

い
う
。
）

は
、

当
該

取
引
が

外
為
法

等
に
抵

 

触
す

る
可

能
性
の

有
無
に

つ
い
て

の
事
前

の
点
検

（
以
下

「
事
前

点
検
」

と
い
う

。
）

を
行
い
、

そ
の

結
果
（

以
 

下
「

事
前

点
検
結

果
」
と

い
う
。
）
に

つ
い
て

部
局
等

責
任
者

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

部
局
等

責
任
者

は
、
事

前
点
検

結
果
に

係
る
不

明
な
点

又
は
疑

義
（
以

下
「
疑

義
 

等
」

と
い

う
。）

が
あ

る
場
合

、
取
引

予
定
者

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

３
 

部
局
等

責
任
者

は
、
事

前
点
検

結
果
に

係
る
疑

義
等
が

あ
る
場

合
、
関

係
す
る

所
管
の

統
括
責

任
者
（

以
下
 

「
当

該
統

括
責
任

者
」
と

い
う
。
）
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

適
切
な

方
法
に

よ
る
再

点
検
（

以
下
「

再
点
検

」
と
い

う
。）

 

を
行

う
も

の
と
す

る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
該

非
判
定

並
び
に

第
１
４

条
第
１

項
及
び

第
２
項

に
規
定

す
る
 

取
引

相
手

等
確
認

が
必
要

と
認
め

ら
れ
た

と
き
は

、
当
該

統
括
責

任
者
は

、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、

取
引
 

予
定

者
に

対
し
、

こ
れ
を

行
う
よ

う
命
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

５
 

再
点
検

に
よ
り

、
該
非

判
定
並

び
に
第

１
４
条

第
１
項

及
び
第

２
項
に

規
定
す

る
取
引

相
手
等

確
認
が

不
 

要
と

認
め

ら
れ
た

場
合
、

当
該
統

括
責
任

者
は
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取

引
予
定

者
に
通

知
す
る

も
の
 

と
す

る
。

 

 
（

該
非
判

定
）
 

第第
１１

３３
条条

 
取

引
予

定
者
は

、
事

前
点
検

又
は
再

点
検
に

よ
り
必

要
と
認

め
ら
れ

た
場
合

、
該

非
判

定
を
行

い
、

 

そ
の

結
果

（
以
下

「
該
非

判
定
結

果
」
と

い
う
。
）
に
つ

い
て

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
当

該
統
括

責
任
者

に
 

報
告

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

該
非
判

定
結
果

に
つ
い

て
、
適

切
な
方

法
に
よ

る
再
確

認
 

（
以

下
「
該

非
判
定

再
確
認

」
と
い

う
。）

を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

３
 

当
該
統

括
責
任

者
は
、

該
非
判

定
再
確

認
の
結

果
に
つ

い
て
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取

引
予
定

者
 

に
通

知
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（

取
引
相

手
等
確

認
）
 

第第
１１

４４
条条

 
取

引
予

定
者
は

、
事

前
点
検

又
は
再

点
検
に

よ
り
必

要
と
認

め
ら
れ

た
場
合

で
あ
っ

て
、
か

つ
、
 

取
引

の
相

手
先
が

輸
出
令

別
表
第

３
に
規

定
す
る

国
又
は

地
域
以

外
に
住

所
又
は

居
所
を

有
す
る

者
で
あ

る
場
 

合
、

大
量

破
壊
兵

器
等
に

関
す
る

確
認
を

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
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２
 

前
項
の

場
合
に

お
い
て

、
取
引

予
定
者

は
、
取

引
の
相

手
先
が

国
連
武

器
禁
輸

国
・
地

域
に
住

所
又
は

居
所
を

 

有
す

る
者

で
あ
る

場
合
、

通
常
兵

器
に
関

す
る
確

認
を
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

取
引
相

手
等
確

認
を
行

っ
た
取

引
予
定

者
は
、

そ
の
結

果
（
以

下
「
取

引
相
手

等
確
認

結
果
」

と
い
う

。）
 

に
つ

い
て

、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、

当
該
統

括
責
任

者
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、

該
非
 

判
定

の
結

果
、
リ

ス
ト
規

制
技
術

又
は
リ

ス
ト
規

制
貨
物

に
該
当

す
る
こ

と
が
明

ら
か
な

場
合
は

、
こ
の

限
り
 

で
は

な
い

。
 

４
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

取
引
相

手
等
確

認
結
果

に
つ
い

て
、
適

切
な
方

法
に
よ

る
 

再
確

認
（

以
下
「

取
引
相

手
等
再

確
認
」

と
い
う

。
）
を

行
う

も
の
と

す
る
。

 

５
 

当
該
統

括
責
任

者
は
、

取
引
相

手
等
再

確
認
の

結
果
に

つ
い
て

、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、

取
引
予

定
 

者
に

通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

 
（

取
引
審

査
）
 

第第
１１

５５
条条

 
取

引
予

定
者
は

、
行

お
う
と

す
る
取

引
が
次

の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
場
合

で
あ
っ

て
、
 

か
つ

、
取

引
の
実

施
を
希

望
す
る

と
き
は

、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、

当
該
統

括
責
任

者
に
取

引
審
査

の
実
 

施
の

申
請

（
以
下

「
取
引

審
査
申

請
」
と

い
う
。
）
を
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1)
 

該
非
判

定
に
よ

り
、
リ

ス
ト
規

制
技
術

又
は
リ

ス
ト
規

制
貨
物

に
該
当

す
る
と

判
定
さ

れ
た
場

合
 

 
(
2)
 

取
引
相

手
等
確

認
に
よ

り
、
大

量
破
壊

兵
器
等

（
国
連

武
器
禁

輸
国
・

地
域
に

あ
っ
て

は
通
常

兵
器
を

 

含
む
。
）

の
開
発
等

に
用
い

ら
れ
る

恐
れ
が

あ
る
こ

と
が
確

認
さ
れ

た
場
合

 

 
(
3)
 

大
量
破

壊
兵
器

等
又
は

通
常
兵

器
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
恐

れ
が
あ

る
と
し

て
経
済

産
業
大

臣
か
 

ら
許
可

申
請
を

要
す
る

旨
の
通

知
を
受

け
た
場

合
 

 
(
4)
 

該
非
判

定
再
確

認
又
は

取
引
相

手
等
再

確
認
の

結
果
、

第
１
号

又
は
第

２
号
に

該
当
す

る
か
否

か
に
つ

 

い
て
不

明
又
は

疑
義
が

あ
る
場

合
 

２
 

当
該
統

括
責
任

者
は
、

取
引
審

査
申
請

が
あ
っ

た
場
合

、
委
員

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

委
員
長

は
、
委

員
会
に

お
い
て

、
取
引

の
可
否

に
つ
い

て
速
や

か
に
審

査
を
行

い
、
 

そ
の

審
査

結
果
（

以
下
「

取
引
審

査
結
果

」
と
い

う
。）

を
最

高
責
任

者
に
報

告
す
る

と
と
も

に
、
当

該
統
括

責
 

任
者

に
通

知
す
る

。
 

４
 

取
引
予

定
者
が

委
員
会

の
委
員

で
あ
る

場
合
は

、
前
項

の
審
査

に
加
わ

る
こ
と

が
で
き

な
い
。

こ
の
場

合
 

に
お

い
て

、
当
該

委
員
は

、
委
員

会
に
お

け
る
出

席
委
員

の
数
に

算
入
し

な
い
。

 

５
 

当
該
統

括
責
任

者
は
、

取
引
審

査
結
果

に
つ
い

て
、
部

局
等
責

任
者
を

通
じ
て

、
取
引

予
定
者

に
通
知

す
 

る
も

の
と

す
る
。

 

６
 

日
本
国

内
に
お

け
る
取

引
で
あ

っ
て
も

、
取
引

後
に
第

２
条
第

４
号
ア

、
イ
又

は
ウ
に

規
定
す

る
技
術

の
 

提
供

が
行

わ
れ
る

こ
と
が

明
ら
か

な
場
合

に
は
、

第
１
項

の
規
定

を
適
用

す
る
。

 

 
（

不
服
申

立
て
）

 

第第
１１

６６
条条

 
取

引
審

査
結
果

に
不
服

が
あ
る

場
合
、

取
引
予

定
者
は

、
前

条
第
５

項
に
規

定
す
る

通
知
を

受
け
 

た
日

か
ら

１
４
日

以
内
に

、
委
員

長
に
対

し
、
文

書
で
不

服
申
立

て
を
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 

委
員
長

は
、
不

服
申
立

て
が
あ

っ
た
と

き
は
、

当
該
申

立
て
の

内
容
を

精
査
し

、
必
要

に
応
じ

て
、
委

員
 

会
に

お
い

て
、
取

引
の
可

否
に
つ

い
て
の

再
審
査

（
以
下

「
取
引

再
審
査

」
と
い

う
。
）

を
行
う

も
の

と
す
る

。
 

こ
の

場
合

に
お
い

て
、
委

員
長
は

必
要
に

応
じ
て

、
当
該

取
引
に

関
係
す

る
部
局

等
責
任

者
及
び

取
引
予

定
者
 

を
委

員
会

に
出
席

さ
せ
、

意
見
を

聴
く
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 

前
条
第

３
項
か

ら
第
５

項
ま
で

の
規
定

は
、
取

引
再
審

査
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、
 

同
条

各
項

中
「
審

査
」
と

あ
る
の

は
「
再

審
査
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 

取
引
予

定
者
は

、
取
引

再
審
査

の
結
果

に
つ
い

て
、
再

度
の
不

服
申
立

て
を
行

う
こ
と

が
で
き

な
い
。

 

 

  

  
（

外
為
法

等
に
基

づ
く
許

可
の
申

請
等
）

 

第第
１１

７７
条条

 
最

高
責

任
者
は

、
取

引
審
査

の
結
果

、
当

該
取

引
の
実

施
が
承

認
さ
れ

た
場
合

、
当

該
取
引

に
つ
 

い
て

、
経

済
産
業

大
臣
に

対
し
て

許
可
申

請
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

２
 

取
引
予

定
者
は

、
前
項

の
申
請

が
行
わ

れ
た
場

合
、
経

済
産
業

大
臣
の

許
可
が

下
り
る

ま
で
は

、
当
該

取
 

引
を

行
っ

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 

最
高
責

任
者
は

、
経
済

産
業
大

臣
か
ら

当
該
取

引
に
関

す
る
諾

否
の
結

果
を
受

領
し
た

と
き
は

、
当
該

統
 

括
責

任
者

及
び
委

員
長
に

通
知
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

４
 

前
項
の

通
知
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取

引
予
定

者
に
速

や
か
に

諾
 

否
の

結
果

を
通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（

技
術
の

提
供
管

理
の
実

施
）
 

第第
１１

８８
条条

 
取

引
予

定
者
は

、
技

術
の
提

供
を
実

施
す
る

場
合
、

第
１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
 

た
手

続
が

完
了
し

て
い
る

こ
と
及

び
提
供

す
る
技

術
の
内

容
が
、

こ
れ
ら

の
手
続

に
お
い

て
確
認

さ
れ
た

も
の
 

と
同

一
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 

前
項
に

規
定
す

る
も
の

の
ほ
か

、
取
引

予
定
者

は
、
当

該
技
術

の
提
供

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
 

大
臣

の
許

可
が
必

要
な
技

術
の
提

供
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
 

い
。

 

３
 

取
引
予

定
者
は

、
前
２

項
の
確

認
が
で

き
な
い

場
合
、

当
該
技

術
の
提

供
を
行

っ
て
は

な
ら
な

い
。
 

 
（

貨
物
の

輸
出
管

理
の
実

施
）
 

第第
１１

９９
条条

 
取

引
予

定
者
は

、
貨

物
の
輸

出
を
実

施
す
る

場
合
、

第
１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
 

た
手

続
が

完
了
し

て
い
る

こ
と
及

び
輸
出

す
る
貨

物
の
内

容
が
、

こ
れ
ら

の
手
続

に
お
い

て
確
認

さ
れ
た

も
の
 

と
同

一
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 

前
項
に

規
定
す

る
も
の

の
ほ
か

、
取
引

予
定
者

は
、
当

該
貨
物

の
輸
出

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
 

大
臣

の
許

可
が
必

要
な
貨

物
の
輸

出
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
 

い
。

 

３
 

取
引
予

定
者
は

、
前
２

項
の
確

認
が
で

き
な
い

場
合
、

当
該
貨

物
の
輸

出
を
行

っ
て
は

な
ら
な

い
。
 

４
 

取
引
予

定
者
は

、
貨
物

の
輸
出

を
行
う

際
の
通

関
時
に

事
故
が

発
生
し

た
場
合

、
直
ち

に
当
該

輸
出
の

手
 

続
を

取
り

や
め
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
当
該

統
括
責

任
者
に

そ
の
旨

を
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

５
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

事
実
関

係
を
把

握
し
、

当
該
取

引
を
所

管
す
る

部
局
等

責
 

任
者

に
、

対
応
措

置
を
指

示
す
る

と
と
も

に
、
遅

滞
な
く

最
高
責

任
者
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（

実
施
手

順
等
）

 

第第
２２

００
条条

 
こ

の
規

程
に
基

づ
く
安

全
保
障

輸
出
管

理
の
円

滑
な
実

施
を
図

る
た
め

の
手
順

・
様
式

等
は
、

部
 

局
等

の
活

動
に
係

る
統
括

責
任
者

の
指
示

の
下
に

、
別
に

定
め
る

。
 

 
（

教
職
員

等
に
対

す
る
研

修
等
）

 

第第
２２

１１
条条

 
本

学
は

、
教

職
員
等

及
び
学

生
等
に

対
し
、

安
全
保

障
輸
出

管
理
の

重
要
性

を
認
識

さ
せ
、

そ
の
 

確
実

な
実

施
を
図

る
た
め

、
必
要

な
事
項

の
周
知

、
指
導

及
び
研

修
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

 
（

監
査
）

 

第第
２２

２２
条条

 
各

部
局

等
は
、

内
部
監

査
規
程

（
２
０

０
０
年

度
規
程

第
２
３

号
）
第

２
条
第

１
項
の

規
定
に

基
 

づ
き

、
本

学
に
お

け
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
が
、

外
為
法

等
及
び

こ
の
規

程
に
基

づ
き
適

正
に
実

施
さ
れ

て
い
 

る
こ

と
を

確
認
す

る
た
め

、
監
査

を
定
期

的
に
受

け
る
も

の
と
す

る
。
 

 
（

文
書
及

び
記
録

媒
体
の

保
存
）

 

第第
２２

３３
条条

 
安

全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
文

書
及
び

電
磁
的

記
録
媒

体
は
、

技
術
が

提
供
さ

れ
た
日

又
は
貨

物
 

が
輸

出
さ

れ
た
日

の
属
す

る
年
度

の
翌
年

度
の
４

月
１
日

か
ら
起

算
し
て

、
１
０

年
間
保

存
す
る

も
の
と

す
る
。
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（

報
告
）

 

第第
２２

４４
条条

 
教

職
員

等
は
、

本
学
が

か
か
わ

る
取
引

に
つ
い

て
、

外
為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
対

す
る
違

反
の
 

事
実

又
は

違
反
の

恐
れ
が

あ
る
こ

と
を
知

っ
た
場

合
、
速

や
か
に

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
当

該
統
括

責
任
 

者
に

報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

当
該
統

括
責
任

者
は
、

当
該
報

告
内
容

を
調
査

し
、
違

反
の
事

実
が
判

明
し
た

場
 

合
又

は
違

反
の
恐

れ
が
あ

る
と
認

め
ら
れ

た
場
合

、
速
や

か
に
最

高
責
任

者
に
そ

の
旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
 

ら
な

い
。

 

３
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

最
高
責

任
者
は

、
当
該

統
括
責

任
者
に

対
応
措

置
を
指

示
す
る

と
と
も

に
、
遅

滞
 

な
く

関
係

行
政
機

関
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 

前
項
の

報
告
を

受
け
た

最
高
責

任
者
は

、
そ
の

再
発
防

止
の
た

め
に
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。
 

 
（

学
生
等

が
取
引

を
す
る

場
合
の

取
扱
い

）
 

第第
２２

５５
条条

 
学

生
等

が
、

第
３
条

に
規
定

す
る
範

囲
に
お

い
て
取

引
を
行

お
う
と

す
る
場

合
、
当

該
取
引

に
関
 

係
す

る
教

職
員
等

の
協
力

を
得
て

、
こ
れ

を
行
う

も
の
と

す
る
。

 

 
（

雑
則
）

 

第第
２２

６６
条条

 
こ

の
規

程
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、

本
学
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
の

運
用
に

関
し
て

必
要
な

事
項
 

は
、

別
に

定
め
る

。
 

 
（

規
程
の

改
廃
）

 

第第
２２

７７
条条

 
こ

の
規

程
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
委

員
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

 
附附

  
則則

（
２
０

１
８
年

度
規
程

第
３
３

号
）
 

 
（

施
行
期

日
）
 

１
 

こ
の
規

程
は
、

２
０
１

９
年
１

月
３
１

日
か
ら

施
行
し

、
２
０

１
９
年

４
月
１

日
以
降

に
行
わ

れ
る
取

引
 

か
ら

適
用
す

る
。
 

 
（

任
期
の

特
例
）

 

２
 

こ
の
規

程
の
施

行
後
、

最
初
に

委
嘱
さ

れ
る
第

６
条
第

１
項
第

１
号
及

び
第
２

号
の
統

括
責
任

者
、
第

７
 

条
第

２
項
た

だ
し
書

き
の
部

局
等
責

任
者
並

び
に
第

８
条
第

３
項
第

２
号
及

び
第
３

号
の
委

員
の
任

期
に
つ

い
 

て
は

、
そ
れ

ぞ
れ
第

６
条
第

３
項
本

文
、
第

７
条
第

４
項
本

文
及
び

第
８
条

第
４
項

本
文
の

規
定
に

か
か
わ

ら
 

ず
、

２
０
２

０
年
３

月
３
１

日
ま
で

と
す
る

。
 

（
通

達
第
２

６
０
５

号
）
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